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１ 議　事　日　程

1， 会期決定の件

2， 令和７年度市政運営の基本方針

3， 議 案 第　１４号 教育委員会委員の任命について同意を求める件

4， 議 案 第　　１号 令和７年度摂津市一般会計予算

議 案 第　　２号 令和７年度摂津市水道事業会計予算

議 案 第　　３号 令和７年度摂津市下水道事業会計予算

議 案 第　　４号 令和７年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議 案 第　　５号 令和７年度摂津市財産区財産特別会計予算

議 案 第　　６号 令和７年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議 案 第　　７号 令和７年度摂津市介護保険特別会計予算

議 案 第　　８号 令和７年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

議 案 第　　９号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第10号）

議 案 第　１０号 令和６年度摂津市水道事業会計補正予算（第４号）

議 案 第　１１号 令和６年度摂津市下水道事業会計補正予算（第３号）

議 案 第　１２号 令和６年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議 案 第　１３号 令和６年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号）

議 案 第　１５号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す
る条例制定の件

議 案 第　１６号 摂津市協働のまちづくり推進条例制定の件

議 案 第　１７号 摂津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例制定の件

議 案 第　１８号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　１９号 摂津市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２０号 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び摂津市職員の育
児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２１号 摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の一部を改正
する条例制定の件

議 案 第　２２号 公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例の一部を改正
する条例制定の件

議 案 第　２３号 摂津市特別職の職員の給与に関する条例及び摂津市議会議員の議
員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定の
件

議 案 第　２４号 摂津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制
定の件

議 案 第　２５号 摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定の
件

議 案 第　２６号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２７号 摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２８号 摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２９号 摂津市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基
準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　３０号 摂津市環境の保全及び創造に関する条例の一部を改正する条例制
定の件

議 案 第　３１号 摂津市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公
園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制
定の件

議 案 第　３２号 摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正
する条例制定の件
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議 案 第　３３号 摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事
監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する
条例制定の件

議 案 第　３４号 摂津市下水道条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　３５号 摂津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一
部を改正する条例制定の件

5， 議 案 第　３６号 工事請負契約変更の件

6， 議 案 第　３７号 市道路線認定の件

7， 議 案 第　３８号 市道路線廃止の件

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程７まで
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（午前１０時 開会） 

○三好義治議長 ただいまから令和７年第１

回摂津市議会定例会を開会します。 

 会議を開く前に、市長の挨拶を受けま

す。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 皆様、おはようございます。 

 本日、令和７年第１回摂津市議会定例会

を招集いたしましたところ、議員各位には

公私何かとお忙しい中、御参集を賜り、厚

く御礼を申し上げます。 

 今回お願いいたします案件は、予算案件

といたしまして、令和７年度摂津市一般会

計予算外１２件、人事案件といたしまし

て、教育委員会委員の任命について同意を

求める件、条例案件といたしまして、刑法

等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例制定の件外２０

件、その他の案件といたしまして、工事請

負契約変更の件外２件、合計３８件の御審

議をお願いいたすものでございます。 

 何とぞよろしく御審議の上、御可決賜り

ますようお願い申し上げまして、簡単でご

ざいますけれども、開会に当たりましての

御挨拶といたします。 

○三好義治議長 挨拶が終わり、本日の会議

を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、安藤議員及び

野口議員を指名します。 

 日程１、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から３月２６

日までの３８日間とすることに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程２、令和７年度市政運営の基本方針

に関する説明を求めます。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 本日、ここに令和７年度の一般

会計予算をはじめとする諸議案の御審議を

お願いするに当たりまして、市政運営に関

する私の所信と施策の大要を申し上げま

す。 

 昨年１０月に、ウェルビーイング、すな

わち市民の持続可能な幸福の実現に向け、

全力で市政運営に臨む決意を表明してから

約４か月が経過いたしました。 

 私の使命は、森山前市長が進めてこられ

た取組の方向性を継承しつつ、時代の変化

に応じて柔軟に取組をアップデートし、市

民の皆様に持続可能な幸福を実感していた

だけるまちを実現していくことでございま

す。 

 しかし、その実現に向けた令和７年度の

予算編成におきまして、様々な課題に向き

合う中、改めて行財政運営の難しさも感じ

ているところでございます。 

 使命を果たすには、「千里の道も一歩か

ら」という言葉どおり、目標をしっかりと

見据え、あらゆる努力を重ね、一歩ずつ前

進していくことが肝要であります。 

 「志は気の帥なり」、この言葉を心に刻

み、市民の持続可能な幸福の実現に向け、

着実に歩みを進めてまいる所存でございま

す。 

 さて、昨今の社会経済情勢を見ておりま

すと、我が国は時代の転換期にあると言っ

ても過言ではないと、私はこのように考え

ております。それはなぜかと申し上げます

と、二つの大きな変化の波の存在でありま

す。 

 一つ目は、人口減少であります。 

 我が国の人口は、２００８年をピークに

年々減少しておりましたが、２０２０年以
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降、減少の流れが加速し、２０２４年の総

人口は前年と比べ５５万人以上も減少する

こととなりました。２０２４年の出生数

は、統計開始以降、初めて７０万人を割り

込むとともに、生産年齢人口は１９９５年

をピークに１，３００万人以上も減少して

おります。こうした急激な人口減少は、多

岐にわたる分野で社会構造の変化をもたら

しており、地方自治体におきましても人口

減少を見据えた行財政運営が求められてお

ります。 

 本市の人口につきましては、摂津市人口

ビジョンの将来展望人口で示す推計値に近

い値で推移をしており、このことは、本市

における持続可能なまちづくりがおおむね

順調に進んでいることを示すものでありま

すが、一方で、今後のまちづくりを考える

上で、人口減少は避けられないこととして

認識をしておく必要があると考えておりま

す。 

 二つ目は、歴史的な物価高騰でありま

す。 

 コロナ禍以降、世界的なインフレの影響

により始まった物価高騰は、直近では約３

０年ぶりの水準となる賃金上昇の影響も加

わり、現在も続いております。こうした状

況に対しまして、物価も賃金も上がらない

ことを当然とする通念を示すゼロノルムと

いう言葉がございます。我が国では、長期

にわたりデフレや低インフレが続いてきた

ことで、このような通念が国民や企業等に

強く根づいてしまいましたが、今後は物価

が上昇することを前提に物事を進めていく

必要がございます。 

 本市の財政状況でありますけれども、令

和５年度決算においては、少子高齢化に伴

う扶助費の増大や物価高騰に伴う建設事業

費等の増大を受け、主要基金現在高は前年

度と比べ約１４億円も減少しております。

また、令和７年度予算では、さらなる物価

高騰や賃金上昇の影響を受け、主要基金か

ら約４５億円も繰入れを行わなければなら

ない状況となっており、財政状況が非常に

厳しい局面を迎えております。 

 このように、社会経済情勢における変化

の波は、本市が進む道にも確実に押し寄せ

ており、今後の市政運営に当たりまして

は、これまで以上に変化に対する柔軟さが

必要であると考えております。 

 令和７年度の予算編成に当たりまして

は、いま一度足元をしっかりと点検し、現

在進行している事業も含め、見直すべきも

のは見直し、進めるべきものは大胆に進め

ていく責任ある決断力が重要であります。 

 その中でも、鶴野地域における公共施設

再編につきましては、円滑な財政運営を確

保するため、環境センターの解体、鶴野中

央公園の整備、そして給食センターの建設

をそれぞれ延期する決断をいたしました。

しかしながら、中学校給食につきまして

は、子供たちに栄養ある給食を提供する環

境をできるだけ早期に整備するため、民間

事業者による全員喫食について検討を進め

てまいります。 

 そして、これらの決断に対する責任はも

とより、未来への責任をしっかりと果たし

ていくためにも、摂津市行政経営方針に基

づく不断の改革を推し進めていくととも

に、財政の健全化に向け、さらなる改革を

推し進めてまいる所存であります。 

 改革とは、変化に柔軟に対応し、現状を

変えていくことで、よりよい未来へと導く

意味が込められております。本市を取り巻

く状況は大変厳しいものではありますけれ

ども、ウェルビーイングの実現をしっかり

と見据え、揺るぎない信念と覚悟を持って
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市政運営に臨んでまいります。 

 それでは、令和７年度の新規事業を含む

主な施策について、摂津市行政経営戦略に

示しております七つのまちづくりの目標に

沿って説明を申し上げてまいります。 

 第１に、「市民が元気に活動するまちづ

くり」についてであります。 

 地域コミュニティは、私たちの身近な地

域で人と人とのつながりを育む重要な役割

を担っておりますが、近年、人口減少や少

子高齢化等の影響により、その活動はます

ます困難になってきております。このよう

な状況の中、私たちの生活の場である地域

社会を活性化していくためには、地域コミ

ュニティの活動を支えていくことはもとよ

り、市民公益活動団体や事業者等、多様な

担い手による協働のまちづくりを進めてい

く必要があります。そのため、持続可能で

活力のある地域社会の実現を目指し、摂津

市協働のまちづくり推進条例の制定につい

ての議案を提出いたしました。本条例の制

定により、つながりのまちへの新たな一歩

を踏み出すとともに、協働の輪の拡大に向

け、摂津市協働のまちづくり推進計画の策

定に取り組んでまいります。 

 （仮称）味生コミュニティセンターにつ

きましては、味生地域のコミュニティ活性

化に向け、建設工事に着手をしてまいりま

す。 

 第２に、「みんなが安全で快適に暮らせ

るまちづくり」についてであります。 

 初めに、都市整備についてであります。 

 ＪＲ千里丘駅西地区のまちづくりにつき

ましては、本市の玄関口の一つであるＪＲ

千里丘駅の周辺にさらなる活力を生み出

し、まちの魅力を飛躍的に高める取組であ

ります。令和７年度は、自由通路及び共同

住宅等の建設工事を進めるとともに、２街

区の工事を完成させてまいります。 

 阪急京都線連続立体交差事業につきまし

ては、引き続き用地取得を進めるととも

に、付け替え道路等を整備してまいりま

す。また、阪急正雀駅前の整備につきまし

ては、道路拡幅に必要な用地の取得を進め

てまいります。 

 続いて、鳥飼地域のまちづくりにつきま

しては、人口減少下であっても持続可能

で、誰もが安全・安心に過ごし、にぎわい

と暮らしやすさが調和したまちを目指して

取組を進めてきたところでございます。令

和７年度は、鳥飼地域の大きな魅力である

淀川河川敷の有効利用について検討を進め

ていくとともに、特に人口減少が著しい鳥

飼東部地域の魅力向上に向け、鳥飼東小学

校の跡地活用に係るサウンディング調査を

実施してまいります。 

 移動の円滑化の推進につきましては、摂

津市地域公共交通協議会において、公共施

設巡回バス、通称セッピィ号の見直しに向

け、検討を進めてまいります。 

 安全な道路環境につきましては、摂津市

通学路等交通安全プログラムに基づき、グ

リーンベルト等を設置するとともに、摂津

市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、４０橋

の法定点検及び２橋の修繕を実施してまい

ります。 

 次に、防災施策についてであります。 

 昨年１月１日に発生した能登半島地震に

対しましては、本市からも職員を派遣し、

救助や給水、避難所運営、漏水調査等の支

援活動に従事しており、災害の状況や被災

者の方々が抱える困難に直接向き合ってま

いりました。本市におきましても、南海ト

ラフ地震や上町断層帯地震など巨大地震へ

の備えを常に考えておく必要がございま

す。災害現場への職員派遣で得た貴重な経
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験も生かしながら、できることを一つ一つ

着実に実行してまいります。 

 地域防災力の向上につきましては、市民

及び防災関係機関等の協力の下、水防、消

火、救出救助、給水等の各種応急対策訓練

に加え、近年、災害現場での活躍に大きな

期待が寄せられているドローンを活用した

総合防災演習を実施してまいります。 

 避難受入れ体制等の整備につきまして

は、避難所運営マニュアルを順次作成して

いくとともに、大阪府と連携しながら配備

している備蓄品に加え、発災後の初動期に

必要となる備蓄品の品目を拡充してまいり

ます。また、鳥飼・鳥飼北小学校及び第五

中学校にマンホールトイレを各１０基設置

するとともに、残りの小学校６校において

実施設計を行ってまいります。 

 建築物の耐震化につきましては、摂津市

住宅・建築物耐震改修促進計画の改定案を

作成してまいります。 

 鳥飼地区河川防災ステーションにつきま

しては、上部施設に必要となる災害時及び

平常時の機能等に係る基本方針について検

討を進めていくとともに、隣地との連絡橋

に係る実施設計を行ってまいります。 

 次に、消防・救急救助施策につきまして

は、地域消防力の向上に向け、摂津市第四

分団の消防ポンプ自動車を更新するととも

に、消防施設整備費補助金を拡充し、鳥飼

上・味舌下分団の消防ポンプ自動車の更新

費用を補助してまいります。また、救命率

の向上に向け、高規格救急自動車を更新し

てまいります。 

 防犯施策につきましては、街頭防犯カメ

ラを２５台増設し、犯罪発生の抑止につな

げてまいります。 

 上下水道施策につきましては、健全な水

道事業運営に向け、人工衛星画像のＡＩ解

析による漏水調査及び修繕を本格的に実施

していくとともに、公共下水道ストックマ

ネジメント計画に基づき、管渠１７キロメ

ートルの点検及び修繕を実施してまいりま

す。 

 第３に、「みどりうるおう環境を大切に

するまちづくり」についてであります。 

 昨年は、猛暑日が過去最多となり、夏か

ら一気に冬に変わったようでありました

が、今や異常気象は世界各地で多発をして

おります。地球温暖化は国境を越えた問題

でありますが、その解決には、それぞれの

地域において一人一人が主体的に取り組ん

でいくことが重要であります。令和７年度

は、ゼロカーボンシティの実現に向け、消

防本部庁舎をはじめとする３７の公共施設

において照明灯のＬＥＤ化を実施するとと

もに、ＣＯ２排出量の削減に向け、宅配ボ

ックスの設置に係る補助制度を創設してま

いります。 

 公園施策につきましては、明和池公園に

隣接する３号街区公園におきまして人工芝

等を整備してまいります。 

 第４に、「暮らしにやさしく笑顔があふ

れるまちづくり」についてであります。 

 初めに、こども・子育て施策についてで

あります。 

 未来を担う子供を誰一人取り残さない社

会の実現を目指すことは、全ての人々の未

来における幸福へとつながります。子供を

安心して産み育てることができ、子供がひ

としく健やかに成長できるまちの実現に向

け、子供と子育て家庭を支える取組を進め

てまいります。 

 保育の充実につきましては、民間保育所

等の体調不良児対応型病児保育事業の実施

及び医療的ケア児の受入れ実施に係る費用

を補助してまいります。また、民間保育所
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等におけるこども誰でも通園制度の実施に

係る費用を補助してまいります。 

 待機児童対策につきましては、安威川以

北地域における待機児童の解消に向け、民

間保育所等の整備に係る費用を補助してま

いります。 

 保育環境の整備につきましては、本年中

の完成に向け、とりかいこども園及び（仮

称）第２児童センターの複合施設の建設工

事を引き続き実施してまいります。また、

保育士の負担軽減と保護者の利便性向上に

向け、民間保育所等に対し、業務のＩＣＴ

化に係る費用を補助してまいります。 

 民間保育所等の副食費につきましては、

公立認定こども園の副食費と同額程度とな

るよう、賄材料費の高騰分を補助してまい

ります。 

 続いて、地域における子育て支援の充実

につきましては、子供の居場所づくりに向

け、宿題カフェを実施する団体等に対し、

運営費用を補助してまいります。 

 子供の健やかな成長を支える環境づくり

につきましては、ヤングケアラーの早期発

見及び支援に向け、小・中学校教職員への

研修及び小学校５年生から中学校３年生を

対象としたアンケート調査を実施するとと

もに、民間の支援団体による子供たちの交

流サロンを開催してまいります。 

 子育てに伴う経済的負担の軽減につきま

しては、低所得世帯等に対し、一時預かり

事業の利用に係る費用を助成してまいりま

す。 

 次に、地域福祉施策についてでありま

す。 

 昨今、地域住民が抱える課題が複雑化・

複合化する中、様々な機関等の連携による

包括的な支援の提供がますます重要となっ

ております。令和７年度は、包括的な支援

体制の構築に向け、重層的支援体制整備事

業実施計画を包含した第５期摂津市地域福

祉計画を策定してまいります。 

 高齢者福祉施策につきましては、第１０

期せっつ高齢者かがやきプランの策定に向

け、在宅介護実態調査及び介護予防・日常

生活圏域ニーズ調査を実施してまいりま

す。また、要介護認定を受けていない高齢

者に対して、虐待や認知症等により緊急的

に一時保護する必要がある場合の受入れ体

制を強化してまいります。 

 障害福祉施策につきましては、障害者の

自立と社会参加のさらなる促進に向け、福

祉タクシー券の利用方法を改善してまいり

ます。 

 続いて、健康施策につきましては、６５

歳の高齢者等に対し、帯状疱疹ワクチンの

定期接種を実施していくとともに、成人歯

科健康診査の受診対象者を１８歳から７４

歳までの市民に拡大し、受診料を無償化し

てまいります。また、がんになっても自分

らしく安心して生活を送ることができる社

会の実現に向け、アピアランスケアに係る

費用を助成してまいります。さらに、国民

健康保険における人間ドック及び脳ドック

に係る受診費用助成の対象年齢を３０歳代

の被保険者まで拡大してまいります。 

 次に、平和施策についてであります。 

 昨年１２月１０日、日本原水爆被害者団

体協議会にノーベル平和賞が授与されまし

た。唯一の戦争被爆国である日本から世界

に向け、平和や核兵器廃絶を願う声を地道

に粘り強く発信し続けてきた被爆者の方々

に心から敬意を表したいと思います。ノー

ベル財団によりますと、アルフレッド・ノ

ーベルのビジョンの核心は、献身的な人々

が変化をもたらすことができるという信念

であるとのことであります。我々も一人一
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人が献身的に平和活動に取り組んでいく必

要があります。戦後８０年目である本年

は、さらに多くの人々と平和への思いを共

有していけるよう、平和月間等の取組を進

めてまいります。 

 人権施策につきましては、第２期摂津市

人権行政推進計画に基づき、世界人権宣言

摂津連絡会議や摂津市人権協会の皆様と連

携し、人権意識の高揚を図ってまいりま

す。また、森山前市長が進めてこられた人

間基礎教育の取組を継承し、基本的な社会

のルールを守れる人づくりに取り組んでま

いります。 

 第５に、「誰もが学び、成長できるまち

づくり」についてであります。 

 将来の予測が困難な時代と言われる今

日、自らが社会のつくり手となり、持続可

能な社会を維持・発展させていくための教

育がますます求められておりますが、こう

した教育の出発点は、子供たち自身が将来

どのように生きるべきか、社会において何

をすべきか、すなわち志を立てることであ

ります。志を持って、自ら考え、行動し、

問題を解決する生きる力につなげていくた

め、令和７年度は摂津市教育大綱を改定

し、第２次摂津市教育振興基本計画を策定

してまいります。 

 地域全体で教育に取り組む体制づくりに

つきましては、地域とともにある学校づく

りに向け、ＮＰＯ法人と連携し、コミュニ

ティスクールの運営を支援してまいりま

す。 

 ともに学び育つ教育につきましては、学

校に行くことが難しい児童・生徒が安心し

て過ごすことができる学校内の居場所であ

る校内教育支援ルームの充実を図ってまい

ります。また、医療的ケア児の受入れ体制

を整備するとともに、介助を必要とする児

童・生徒が安心して学校生活を送ることが

できるよう、学校生活介助員を配置してま

いります。さらに、弱視の児童に対して、

点字器及び拡大読書器を貸与してまいりま

す。 

 確かな学力を育む教育につきましては、

ＧＩＧＡスクールの推進に向け、教育用タ

ブレット端末を更新していくとともに、児

童・生徒の資質及び能力の育成に向け、Ｉ

ＣＴを最大限活用し、個別最適な学び及び

協働的な学びの充実に取り組んでまいりま

す。 

 続いて、安全安心で快適な教育環境づく

りにつきましては、千里丘小学校において

新校舎建設工事を実施していくとともに、

摂津・別府・鳥飼西・鳥飼東小学校の体育

館にエアコンを設置してまいります。 

 子どもの安全見守り活動の充実につきま

しては、児童・生徒の安全対策の強化に向

け、小学校７校及び中学校２校の通用門を

オートロック化していくとともに、摂津郵

便局及び摂津警察署と連携し、通学路等に

おける児童・生徒の見守り活動を実施して

まいります。 

 学校の適正規模及び適正配置につきまし

ては、鳥飼小学校と鳥飼東小学校の統合に

向け、通学児童の安全確保策の導入等に取

り組んでまいります。 

 学校給食につきましては、物価高騰の影

響を受け、給食費を改定することといたし

ましたが、保護者負担の急激な上昇を抑制

するため、令和７年度の値上げ分は市で負

担をしてまいります。 

 次に、生涯学習施策につきましては、図

書館利用者の利便性向上に向け、図書館シ

ステムを更新していくとともに、市民図書

館のトイレ等の改修工事を実施してまいり

ます。 
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 第６に、「活力ある産業のまちづくり」

についてであります。 

 本市には約４，０００社が集積する産業

のまちという強みがあり、市民の雇用を創

出するほか、関係人口を創出し、豊富な人

材により地域に活力を生み出しておりま

す。この強みをさらに伸ばしていくため、

第３期摂津市産業振興アクションプランに

基づき、産業のさらなる活性化に向けた取

組を進めてまいります。令和７年度は、中

小企業の積極的なチャレンジをさらに後押

しするため、展示会出展費用に係る補助を

拡充していくとともに、ものづくりのまち

の魅力をさらに高めていくため、摂津市商

工会や事業所、学校、金融機関と連携し、

せっつキッズファクトリーに参加する事業

所の拡充に取り組んでまいります。また、

地域の活性化に向け、地元事業所等と連携

し、大阪銘木団地及び大阪欄間の観光資源

化に取り組んでまいります。 

 第７に、「計画を実現する行政経営」に

ついてであります。 

 現在、本市を取り巻く状況が大変厳しい

ものであることは、冒頭に申したとおりで

ございます。この状況を乗り越えていくた

めには、目指す目標をしっかりと見据え、

効率的かつ効果的に「ヒト・モノ・カネ」

を活用していく必要がございます。令和７

年度は、計画行政の効率的な推進に向け、

摂津市行政経営戦略の改定に取り組んでい

くとともに、（仮称）摂津市財政健全化プ

ランを策定し、全庁一丸となって財政の健

全化に取り組んでまいります。 

 自治体ＤＸにつきましては、デジタルの

力により行政サービスの向上及び行政事務

の効率化を加速させていくため、（仮称）

摂津市ＤＸ推進計画を策定していくととも

に、個人住民税の電子申告による受付を開

始してまいります。 

 人事施策につきましては、オンライン上

で職員採用試験の応募が可能となる職員採

用システムを導入し、優秀な人材の確保に

つなげてまいります。 

 ファシリティマネジメントにつきまして

は、施設の修繕優先度判定に基づき、三宅

柳田小学校の外壁及び屋上防水修繕を実施

するとともに、別府小学校の外壁修繕の実

施設計に着手をいたします。また、学校施

設の長寿命化に向け、校舎等の構造躯体に

係る劣化調査を実施してまいります。 

 シティプロモーションの推進につきまし

ては、さらなる市の魅力発信と地場産業の

活性化に向け、ふるさと応援寄附金の返礼

品に市内商店で利用できる電子商品券を追

加してまいります。また、ＪＲ千里丘駅西

地区の再開発工事で設置された万能塀にＰ

Ｒデザインを掲示し、市の魅力を発信して

まいります。さらに、２０２５年大阪・関

西万博のイベント「大阪ウィーク」に、銘

木・大阪欄間、体験型オープンファクトリ

ー、鳥飼なす、摂津音楽祭を出展し、万博

のインパクトを生かして本市の魅力をさら

に高めてまいります。 

 結びになりますが、一言申し上げたいと

思います。 

 本年は、大阪・関西万博が開催される年

であります。万博のテーマ「いのち輝く未

来社会のデザイン」は、ウェルビーイング

なまちづくりに通ずるものがあると感じて

おります。 

 我がまち摂津市をどのようにデザインし

ていくのか。 

 幸福とは、多様な価値観の中で互いに認

め合い、支え合うことで感じられるもので

あります。「いのち輝く」とは、子供から

高齢者まで、誰もが自らを大切な存在であ
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ると感じることができる状態を指すのでは

ないでしょうか。そのような状態を持続さ

せていくためには、人と人とのつながり、

これが必要不可欠であると考えておりま

す。 

 本市が大切にしてきた人と人とのつなが

りは、私たちの意思で育むことができる力

であり、人々の心の豊かさを高め、ウェル

ビーイングなまちをデザインする大きな力

となります。 

 私は、約８万７，０００人の市民の生活

を守る立場である市長といたしまして、責

任を持って持続可能な行財政運営を推進し

ていくとともに、つながりの力を信じ、こ

れからも市民の皆様、事業者や団体の皆

様、市議会議員の皆様、並びに職員と共に

力を合わせ、誰もが幸福を実感できるまち

の実現に向け、全身全霊で取り組んでまい

る所存でございます。 

 以上、市政運営に当たりましての基本的

な考え方、並びに本議会に提出いたしまし

た案件の大要について御説明を申し上げま

した。 

 どうか皆様方の御理解、御協力を賜りま

すようお願い申し上げまして、私の市政運

営の基本方針といたします。 

○三好義治議長 説明が終わりました。 

 日程３、議案第１４号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 議案第１４号、教育委員会委員

の任命について同意を求める件につきまし

て、御説明を申し上げます。 

 本件につきましては、福元実氏が令和７

年３月３１日をもって任期満了となること

から、引き続き同氏を教育委員会委員に任

命いたしたく、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定により

議会の同意を求めるものでございます。 

 委員の任期につきましては、令和７年４

月１日から令和１１年３月３１日までを予

定いたしております。 

 なお、履歴書を議案参考資料の１ページ

に添付いたしておりますので、御参照賜り

ますようお願い申し上げます。 

 以上で議案第１４号の提案理由の説明と

させていただきます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第１４号を採決します。 

 本件について、同意することに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、本件は同

意されました。 

 日程４、議案第１号など３４件を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 議案第１号、令和７年度摂

津市一般会計予算につきまして、提案内容

を御説明いたします。 

 初めに、令和７年度予算の概要でござい
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ますが、当初予算の総額は５１７億円で、

対前年度当初予算比では１３．０％、５９

億５，０００万円の増額となっておりま

す。 

 それでは、予算概要の２０４ページを御

覧ください。 

 歳出の性質別内訳の主な増減といたしま

して、人件費は７６億２，３９２万２，０

００円で、前年度に比べ４．３％の増額で

ございます。 

 物件費は８６億１，０５６万６，０００

円で、前年度に比べ７．４％の増額でござ

います。 

 維持補修費は６億８，７５６万５，００

０円で、前年度に比べマイナス８．１％の

減額でございます。 

 扶助費は１４７億６，１９９万９，００

０円で、前年度に比べ１１．６％の増額で

ございます。 

 補助費等は４０億９，５５５万８，００

０円で、前年度に比べマイナス０．９％の

減額でございます。 

 建設事業費は９１億７６４万２，０００

円で、前年度に比べ４３．９％の増額でご

ざいます。 

 公債費は２７億８，３４９万２，０００

円で、前年度に比べ４７．５％の増額でご

ざいます。 

 繰出金は３７億７，５６４万１，０００

円で、前年度に比べマイナス１．８％の減

額でございます。 

 次に、予算書の３ページを御覧くださ

い。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を５１７

億円と定めており、その款項の区分及び当

該区分ごとの金額は、４ページからの第１

表歳入歳出予算に記載のとおりでございま

す。 

 まず、歳入でございますが、款１市税は

１９１億９，６２０万円で、前年度に比べ

５．４％、９億７，９７０万円の増額でご

ざいます。 

 項１市民税は７２億９，４３０万円で、

前年度に比べ１２．５％、８億８９０万円

の増額でございます。 

 項２固定資産税は９３億５８０万円で、

前年度に比べ１．６％、１億４，８８０万

円の増額でございます。 

 項３軽自動車税は１億５，０７０万円

で、前年度に比べ１．８％、２６０万円の

増額でございます。 

 項４市たばこ税は７億５，０００万円

で、前年度に比べ１．４％、１，０００万

円の増額でございます。 

 項５都市計画税は１６億９，５４０万円

で、前年度に比べ０．６％、９４０万円の

増額でございます。 

 款２地方譲与税は１億５，７７０万円

で、前年度に比べマイナス４．２％、６９

０万円の減額でございます。 

 項１地方揮発油譲与税は３，４００万円

で、マイナス８．１％、３００万円の減額

でございます。 

 項２自動車重量譲与税は１億１，３００

万円で、前年度に比べマイナス２．６％、

３００万円の減額でございます。 

 項３森林環境譲与税は１，０７０万円

で、前年度に比べマイナス７．８％、９０

万円の減額でございます。 

 款３利子割交付金は３，２５０万円で、

前年度に比べ２２５．０％、２，２５０万

円の増額でございます。 

 款４配当割交付金は１億４，１００万円

で、前年度に比べ４１．０％、４，１００

万円の増額でございます。 

 款５株式等譲渡所得割交付金は１億円
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で、前年度に比べ４２．９％、３，０００

万円の増額でございます。 

 款６法人事業税交付金は３億８，０００

万円で、前年度に比べ８．６％、３，００

０万円の増額でございます。 

 款７地方消費税交付金は２３億円で、前

年度に比べ４．５％、１億円の増額でござ

います。 

 款８ゴルフ場利用税交付金は１５０万円

で、前年度に比べマイナス１６．７％、３

０万円の減額でございます。 

 款９環境性能割交付金は５，１００万円

で、前年度に比べ２７．５％、１，１００

万円の増額でございます。 

 款１０地方特例交付金は９，５００万円

で、前年度に比べマイナス８０．６％、３

億９，４００万円の減額でございます。 

 款１１地方交付税は６億円で、前年度に

比べマイナス４７．４％、５億４，０００

万円の減額でございます。 

 款１２交通安全対策特別交付金は１，１

００万円で、前年度と同額でございます。 

 款１３分担金及び負担金は４億４，２３

２万９，０００円で、前年度に比べマイナ

ス７．４％、３，５５７万８，０００円の

減額でございます。 

 次に、５ページを御覧ください。 

 款１４使用料及び手数料は３億９，３６

９万４，０００円で、前年度に比べ２．

２％、８５７万７，０００円の増額でござ

います。 

 項１使用料は３億４，５９２万２，００

０円で、前年度に比べ２．５％、８５２万

４，０００円の増額でございます。 

 項２手数料は４，７７７万２，０００円

で、前年度に比べ０．１％、５万３，００

０円の増額でございます。 

 款１５国庫支出金は１１４億６，８４６

万４，０００円で、前年度に比べ２１．

４％、２０億１，９４０万５，０００円の

増額でございます。 

 項１国庫負担金は８６億９，８８３万

８，０００円で、前年度に比べ１６．

１％、１２億４６０万４，０００円の増額

でございます。 

 項２国庫補助金は２６億２，０２１万

４，０００円で、前年度に比べ３５．

８％、６億９，１１７万７，０００円の増

額でございます。 

 項３委託金は１億４，９４１万２，００

０円で、前年度に比べ４７９．４％、１億

２，３６２万４，０００円の増額でござい

ます。 

 款１６府支出金は４０億７，９９０万

７，０００円で、前年度に比べマイナス

８．９％、３億９，６１４万８，０００円

の減額でございます。 

 項１府負担金は２５億５，８２０万２，

０００円で、前年度に比べ３．４％、８，

３０５万４，０００円の増額でございま

す。 

 項２府補助金は５億４，７６６万６，０

００円で、前年度に比べマイナス０．

５％、２５９万９，０００円の減額でござ

います。 

 項３委託金は９億７，４０３万９，００

０円で、前年度に比べマイナス３２．

９％、４億７，６６０万３，０００円の減

額でございます。 

 款１７財産収入は８億４，１２３万２，

０００円で、前年度に比べ１０．４％、

７，９０６万８，０００円の増額でござい

ます。 

 項１財産運用収入は３，２８５万２，０

００円で、前年度に比べ１６．２％、４５

７万８，０００円の増額でございます。 
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 項２財産売払収入は８億８３８万円で、

前年度に比べ１０．２％、７，４４９万円

の増額でございます。 

 款１８寄附金は４，２００万２，０００

円で、前年度に比べ５．０％、２００万円

の増額でございます。 

 款１９繰入金は４４億９，４０１万２，

０００円で、前年度に比べ２８．２％、９

億８，９６６万５，０００円の増額でござ

います。 

 項１特別会計繰入金は１，２８４万３，

０００円で、前年度と同額でございます。 

 項２基金繰入金は４４億８，１１６万

９，０００円で、前年度に比べ２８．

３％、９億８，９６６万５，０００円の増

額でございます。 

 款２０諸収入は８億２，２３６万円で、

前年度に比べマイナス４．３％、３，６８

８万９，０００円の減額でございます。 

 項１延滞金、加算金及び過料は２，００

０万円で、前年度と同額でございます。 

 項２市預金利子は２万４，０００円で、

前年度に比べ２，３００．０％、２万３，

０００円の増額でございます。 

 項３貸付金元利収入は２億８９万８，０

００円で、前年度に比べマイナス０．

４％、７５万５，０００円の減額でござい

ます。 

 項４雑入は６億１４３万８，０００円

で、前年度に比べマイナス５．７％、３，

６１５万７，０００円の減額でございま

す。 

 款２１市債は６０億５，０１０万円で、

前年度に比べ１０１．５％、３０億４，６

９０万円の増額でございます。 

 次に、歳出でございますが、６ページを

御覧ください。 

 款１議会費は２億８，８８５万２，００

０円で、前年度に比べ０．０１％、３万

４，０００円の増額でございます。 

 款２総務費は６０億９，６４１万１，０

００円で、前年度に比べ４．８％、２億

８，０２８万８，０００円の増額でござい

ます。 

 項１総務管理費は４７億４，３８５万

９，０００円で、前年度に比べ０．７％、

３，４１８万６，０００円の増額でござい

ます。 

 項２徴税費は５億４，１９６万４，００

０円で、前年度に比べ４．４％、２，３０

１万５，０００円の増額でございます。 

 項３戸籍住民基本台帳費は２億１，３７

９万１，０００円で、前年度に比べマイナ

ス０．９％、１８７万円の減額でございま

す。 

 項４選挙費は２億３，４６５万５，００

０円で、前年度に比べ２１９．８％、１億

６，１２７万３，０００円の増額でござい

ます。 

 項５統計調査費は１億４６９万１，００

０円で、前年度に比べ２８３．１％、７，

７３６万３，０００円の増額でございま

す。 

 項６監査委員費は３，６３２万５，００

０円で、前年度に比べ９．５％、３１６万

１，０００円の増額でございます。 

 項７保健体育費は２億２，１１２万６，

０００円で、前年度に比べマイナス７．

１％、１，６８４万円の減額でございま

す。 

 款３民生費は２４２億８，９０６万５，

０００円で、前年度に比べ１４．５％、３

０億８，２９３万２，０００円の増額でご

ざいます。 

 項１社会福祉費は８２億３，９７７万

３，０００円で、前年度に比べ１０．
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３％、７億７，１８５万４，０００円の増

額でございます。 

 項２児童福祉費は１２１億９，８４１万

９，０００円で、前年度に比べ２０．

１％、２０億４，２３９万２，０００円の

増額でございます。 

 項３生活保護費は３８億５，０８７万

３，０００円で、前年度に比べ７．５％、

２億６，８６８万６，０００円の増額でご

ざいます。 

 款４衛生費は３５億４，７３７万６，０

００円で、前年度に比べマイナス６．

９％、２億６，２１２万２，０００円の減

額でございます。 

 項１保健衛生費は１６億８，２６２万

２，０００円で、前年度に比べマイナス

３．２％、５，６３９万６，０００円の減

額でございます。 

 項２清掃費は１８億６，４７５万４，０

００円で、前年度に比べマイナス９．

９％、２億５７２万６，０００円の減額で

ございます。 

 款５農林水産業費は１億１，１０８万

８，０００円で、前年度に比べマイナス１

４．８％、１，９３５万６，０００円の減

額でございます。 

 款６商工費は６億１，１５７万７，００

０円で、前年度に比べマイナス１６．

６％、１億２，１５８万２，０００円の減

額でございます。 

 款７土木費は４９億７，２６８万１，０

００円で、前年度に比べマイナス１４．

４％、８億３，８００万８，０００円の減

額でございます。 

 項１土木管理費は４億５，０２８万８，

０００円で、前年度に比べ８．０％、３，

３２８万６，０００円の増額でございま

す。 

 項２道路橋りょう費は７億９８２万円

で、前年度に比べ８．１％、５，３４７万

４，０００円の増額でございます。 

 項３水路費は２億４，７４８万６，００

０円で、前年度に比べ３４．２％、６，３

０３万３，０００円の増額でございます。 

 項４都市計画費は３５億２，４０４万

９，０００円で、前年度に比べマイナス２

２．０％、９億９，４２０万６，０００円

の減額でございます。 

 項５住宅費は４，１０３万８，０００円

で、前年度に比べ１８．５％、６４０万

５，０００円の増額でございます。 

 款８消防費は１３億３２３万円で、前年

度に比べマイナス２６．２％、４億６，３

３０万７，０００円の減額でございます。 

 款９教育費は７６億４，６２２万８，０

００円で、前年度に比べ７９．８％、３３

億９，４４４万９，０００円の増額でござ

います。 

 項１教育総務費は１１億２，１２８万

９，０００円で、前年度に比べ９．６％、

９，８００万３，０００円の増額でござい

ます。 

 次に、７ページを御覧ください。 

 項２小学校費は５３億８，６４９万４，

０００円で、前年度に比べ２４６．６％、

３８億３，２２５万９，０００円の増額で

ございます。 

 項３中学校費は４億３，００４万５，０

００円で、前年度に比べマイナス５２．

７％、４億７，９３４万７，０００円の減

額でございます。 

 項４幼稚園費は１億１，９０４万７，０

００円で、前年度に比べマイナス４１．

０％、８，２７４万３，０００円の減額で

ございます。 

 項５社会教育費は２億９，１６２万１，
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０００円で、前年度に比べマイナス４．

８％、１，４８６万３，０００円の減額で

ございます。 

 項６図書館費は２億９，７７３万２，０

００円で、前年度に比べ１６．０％、４，

１１４万円の増額でございます。 

 款１０公債費は２７億８，３４９万２，

０００円で、前年度に比べ４７．５％、８

億９，６６７万２，０００円の増額でござ

います。 

 款１１予備費は５，０００万円で、前年

度と同額でございます。 

 次に、第２条債務負担行為は、８ペー

ジ、第２表債務負担行為に記載のとおり、

議会だより印刷事業など３０件でございま

す。 

 次に、第３条地方債は、９ページ、第３

表地方債に記載のとおり、味生コミュニテ

ィセンター（仮称）建設事業など２２件で

ございます。 

 次に、第４条一時借入金は、本年度の借

入れの最高額を５０億円といたしておりま

す。 

 最後に、第５条は、同一款内での各項間

の歳出予算の流用について記載いたしてお

ります。 

 以上、議案第１号、令和７年度摂津市一

般会計予算の内容説明とさせていただきま

す。 

 続きまして、議案第５号、令和７年度摂

津市財産区財産特別会計予算につきまし

て、提案内容を御説明いたします。 

 予算書の１ページを御覧ください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を１５億

３，０２８万２，０００円と定めており、

その款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、３ページからの第１表歳入歳出予算に

記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１財産収

入、項１財産運用収入は６，４２１万２，

０００円で、前年度と同額でございます。

これは、味舌上財産区と鶴野財産区におい

て民間事業者に土地を貸し付けており、そ

の地代収入でございます。 

 款２繰越金は１４億６，５６８万５，０

００円で、前年度に比べ２．８％、３，９

４７万６，０００円の増額でございます。 

 次に、款３諸収入、項１預金利子等は３

８万５，０００円で、前年度に比べ２，４

６６．７％、３７万円の増額でございま

す。 

 次に、４ページの歳出でございますが、

款１繰出金は１，２８４万３，０００円

で、前年度と同額でございます。これは、

財産収入の２０％相当額を一般会計に繰り

出すものでございます。 

 款２諸支出金、項１地方振興事業費は１

５億１，７４３万９，０００円で、前年度

に比べ２．７％、３，９８４万６，０００

円の増額でございます。これは、１２ペー

ジ以降に記載のとおり、各財産区の事業に

対する補助交付金でございます。 

 以上、議案第５号、令和７年度摂津市財

産区財産特別会計予算の内容説明とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案第９号、令和６年度摂

津市一般会計補正予算（第１０号）につき

まして、提案内容を御説明いたします。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

といたしまして、国の補正予算に伴う健康

管理システム改修委託料や、令和６年度の

執行見込みから、障害福祉サービス費等給

付費や教育・保育給付費負担金などの増額

補正、感染症予防事業などの過年度分国庫

返還金などの予算を計上するものでござい

ます。 
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 初めに、補正予算の第１条といたしまし

て、既定による歳入歳出予算の総額から歳

入歳出それぞれ６億１６８万２，０００円

を減額し、その総額を４７１億６，４８３

万７，０００円とするものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

３ページの第１表歳入歳出予算補正に記載

のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１市税

は、収入見込みにより４億１００万円増額

いたしております。 

 款１１地方交付税は、国の補正予算に伴

い、令和６年度の普通交付税が追加交付さ

れるもので、３億１，６５７万１，０００

円増額いたしております。 

 款１３分担金及び負担金２００万円の減

額は、老人保護施設入所負担金の減少によ

るものでございます。 

 款１４使用料及び手数料１，１００万円

の減額は、学童保育室保育利用料の減少に

よるものでございます。 

 款１５国庫支出金は９，１１２万６，０

００円増額いたしております。 

 項１国庫負担金１億４，３９０万６，０

００円の増額は、公立学校施設整備費負担

金の増加などでございます。 

 項２国庫補助金４，９８０万３，０００

円の減額は、子ども・子育て支援整備交付

金の減少などでございます。 

 項３委託金２９７万７，０００円の減額

は、衆議院議員総選挙費委託金などの減少

によるものでございます。 

 款１６府支出金は４億４，１９１万９，

０００円減額いたしております。 

 項１府負担金４，２６６万２，０００円

の増額は、障害者自立支援給付費等負担金

の増加などでございます。 

 項２府補助金５０９万６，０００円の減

額は、子ども・子育て支援整備交付金など

の減少によるものでございます。 

 項３委託金４億７，９４８万５，０００

円の減額は、連続立体交差事業委託金など

の減少でございます。 

 款１７財産収入６億８，９００万円の減

額は、土地売払収入の減少によるものでご

ざいます。 

 款１８寄附金５２３万４，０００円の減

額は、一般寄附金の減少などによるもので

ございます。 

 款１９繰入金２，６５７万８，０００円

の減額は、公共施設整備基金繰入金などの

減少によるものでございます。 

 款２０諸収入８４万８，０００円の減額

は、電線共同溝建設負担金などの減少によ

るものでございます。 

 款２１市債２億３，３８０万円の減額

は、阪急京都線連続立体交差事業債の減少

などによるものでございます。 

 続きまして、４ページからの歳出でござ

いますが、款１議会費５１４万１，０００

円の減額は、不用額でございます。 

 款２総務費は１２億６，３４２万２，０

００円増額いたしております。 

 項１総務管理費１２億９，００８万４，

０００円の増額は、財政調整基金積立金の

増加などによるものでございます。 

 項２徴税費２４３万円の減額は、不用額

でございます。 

 項３戸籍住民基本台帳費は、特定財源の

増減があったことにより財源内訳の調整を

いたしております。 

 項４選挙費１，９６１万１，０００円、

項５統計調査費３７万７，０００円、項６

監査委員費３１万４，０００円、項７保健

体育費３９３万円の減額は、いずれも不用
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額でございます。 

 款３民生費は１，９３２万８，０００円

増額いたしております。 

 項１社会福祉費１億５，９９１万５，０

００円の増額は、障害福祉サービス費等給

付費や広域連合医療給付費等過年度精算負

担金の増加などによるものでございます。 

 項２児童福祉費１億４，００５万６，０

００円の減額は、教育・保育給付費負担

金、民間保育所等運営費補助金及び過年度

分国庫返還金のほかは不用額でございま

す。 

 項３生活保護費５３万１，０００円の減

額は、不用額でございます。 

 款４衛生費は２億２，３１１万７，００

０円減額いたしております。 

 項１保健衛生費９，０１２万３，０００

円の減額は、健康管理システム改修委託

料、過年度分国庫返還金及び環境基金積立

金のほかは不用額でございます。 

 項２清掃費１億３，２９９万４，０００

円の減額は、不用額でございます。 

 款５農林水産業費７９４万８，０００

円、款６商工費１億２，２００万円の減額

は、いずれも不用額でございます。 

 款７土木費は１４億９，７０２万９，０

００円減額いたしております。 

 項１土木管理費３３８万２，０００円、

項２道路橋りょう費１億５３０万２，００

０円の減額は、いずれも不用額でございま

す。 

 項４都市計画費１３億８，８３４万５，

０００円の減額は、費用弁償のほかは不用

額でございます。 

 款８消防費１８７万３，０００円の減額

は、不用額でございます。 

 款９教育費は１，５７７万２，０００円

減額いたしております。 

 項１教育総務費２，１６９万８，０００

円の減額は、不用額でございます。 

 項２小学校費１億５，５７７万９，００

０円の増額は、小学校校舎整備工事の増加

などによるものでございます。 

 項３中学校費１億６６５万６，０００

円、項４幼稚園費３，８８２万３，０００

円、項５社会教育費４３７万４，０００円

の減額は、いずれも不用額でございます。 

 款１０公債費１，１５５万２，０００円

の減額は、不用額でございます。 

 次に、第２条継続費の補正につきまして

は、６ページ、第２表継続費の補正に記載

のとおり、千里丘小学校建設事業につい

て、年割額を変更するものでございます。 

 次に、第３条繰越明許費の補正につきま

しては、７ページ、第３表繰越明許費の補

正に記載のとおり、出産・子育て応援給付

金事業など４事業を翌年度にわたり実施す

るため、繰越明許するものでございます。 

 次に、第４条地方債の補正につきまして

は、８ページから９ページ、第４表地方債

の補正に記載のとおり、市立身体障害者・

老人福祉センター外壁等改修事業など１０

事業に係る起債の限度額を変更するもので

ございます。 

 以上、議案第９号、令和６年度摂津市一

般会計補正予算（第１０号）の内容説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第１５号、刑法等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例制定の件につきまして、

提案内容を御説明申し上げます。 

 本条例は、刑法等の一部を改正する法律

の施行により、自由刑のうち懲役及び禁錮

が廃止され、拘禁刑に一本化されることに

伴い、関係する１１の条例について所要の

整備を行うため、本条例を制定するもので
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ございます。 

 本改正条例は五つの条文から成ってお

り、条文に沿って主なものを御説明いたし

ます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）の１ペ

ージから１５ページの新旧対照表も併せて

御参照賜りますようお願い申し上げます。 

 第１条は、摂津市特別職の職員の給与に

関する条例の規定中「禁錮」を「拘禁刑」

に改めるものでございます。 

 次に、第２条は、摂津市一般職の職員の

給与に関する条例、摂津市職員の退職手当

に関する条例、摂津市消防団条例及び北部

大阪都市計画事業千里丘駅西地区第一種市

街地再開発事業の施行に関する条例の規定

中「禁錮」を「拘禁刑」に改めるものでご

ざいます。 

 次に、第３条は、摂津市非常勤消防団員

に係る退職報償金の支給に関する条例の規

定中「禁こ」を「拘禁刑」に改めるもので

ございます。 

 次に、第４条は、摂津市ラブホテル建築

規制条例、摂津市行政不服審査会条例、摂

津市個人情報の保護に関する法律施行条例

及び摂津市情報公開・個人情報保護審査会

条例の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改め

るものでございます。 

 次に、第５条の摂津市有功者表彰条例に

つきましては、現在、摂津市表彰及び感謝

状贈呈基準に基づく表彰制度がございます

ので、廃止をするものでございます。 

 なお、附則といたしまして、第１項は、

この条例は令和７年６月１日から施行する

ものでございます。 

 第２項及び第３項には罰則の適用に関す

る経過措置を、第４項から第７項までは人

の資格に関する経過措置を規定いたしてお

ります。 

 以上、議案第１５号、刑法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例制定の件の内容説明とさせてい

ただきます。 

 続きまして、議案第２６号、摂津市税条

例の一部を改正する条例制定の件につきま

して、提案内容を御説明申し上げます。 

 本件は、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律

の改正に伴い、所要の改正を行うものでご

ざいます。 

 議案参考資料（条例関係）４５ページの

新旧対照表も併せて御参照願います。 

 第２９条第９項の改正は、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条中の改正に伴い、

同法引用部分の項ずれに対応するものでご

ざいます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

令和７年４月１日から施行するものでござ

います。 

 以上、議案第２６号、摂津市税条例の一

部を改正する条例制定の件の内容説明とさ

せていただきます。 

○三好義治議長 次に、上下水道部長。 

  （末永上下水道部長 登壇） 

○末永上下水道部長 議案第２号、令和７年

度摂津市水道事業会計予算につきまして、

提案内容を御説明申し上げます。 

 予算書３ページを御覧いただきたいと存

じます。 

 第１条は、本予算の総則を定めるもので

ございます。 

 第２条は、業務の予定量を定めるもの

で、給水戸数は４万３，３００戸、給水人

口は８万６，３００人、年間総給水量は９

９３万４，０００立方メートル、１日平均

給水量は２万７，２１６立方メートルとい



1 － 20 

たしております。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額

を定めるもので、収入の第１款水道事業収

益は２１億７，６７８万３，０００円でご

ざいます。 

 第１項営業収益は２０億３，１２５万円

で、前年度に比べ２．３％、４，５０８万

１，０００円の増額で、主な内容といたし

ましては、受託工事収益の増加によるもの

でございます。 

 第２項営業外収益は１億４，５５３万

３，０００円で、前年度に比べ８．３％、

１，３１７万９，０００円の減額で、主な

内容といたしましては、他会計負担金の減

少によるものでございます。 

 次に、支出につきましては、第１款水道

事業費用は２０億８，８０２万３，０００

円でございます。 

 第１項営業費用は２０億２，１９６万

５，０００円で、前年度と比べ２．８％、

５，５９８万１，０００円の増額で、主な

内容といたしましては、受託工事費の増加

によるものでございます。 

 第２項営業外費用は５，６０５万８，０

００円で、前年度と比べ８．０％、４１３

万６，０００円の増額でございます。 

 第３項予備費は１，０００万円で、前年

度と同額でございます。 

 第４条は、資本的収入及び支出の予定額

を定めるもので、収入の第１款資本的収入

は３億５，３１５万円でございます。 

 第１項企業債は３億５，２４０万円で、

前年度と比べ３４．７％、１億８，７２０

万円の減額で、主な内容といたしまして

は、配水管整備事業に係る企業債発行額の

減少によるものでございます。 

 第２項工事負担金は７５万円で、前年度

と比べ２５．０％、１５万円の増額でござ

います。 

 次に、支出につきましては、第１款資本

的支出は１１億９，８１３万２，０００円

でございます。 

 第１項建設改良費は８億２，３３２万

７，０００円で、前年度と比べ９．６％、

８，７１４万４，０００円の減額で、主な

内容といたしましては、施設改修費の減少

によるものでございます。 

 第２項企業債償還金は３億６，９７４万

９，０００円で、前年度と比べ９．９％、

４，０５３万９，０００円の減額でござい

ます。 

 第３項交付金返還金は５万６，０００円

で、前年度と比べ１２．５％、８，０００

円の減額でございます。 

 第４項予備費は５００万円で、前年度と

同額でございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額８億４，４９８万２，０００円は、

過年度分損益勘定留保資金７億７，６２３

万１，０００円及び当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額６，８７５万

１，０００円で補塡するものでございま

す。 

 ４ページを御覧ください。 

 第５条は、債務負担行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額を定めるもの

で、表に記載のとおり、太中浄水場管理運

営事業など３件でございます。 

 第６条は、企業債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法を定

めるもので、配水管整備事業の限度額を３

億５，２４０万円といたしております。 

 第７条は、予定支出の各項の経費の金額

を流用することができる場合を定めるもの

でございます。 

 ５ページを御覧ください。 
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 第８条は、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費を定めるもので、

職員給与費２億７，８９７万２，０００円

といたしております。 

 第９条は、たな卸資産の購入限度額を８

２５万円と定めるものでございます。 

 なお、予算実施計画を６ページから７ペ

ージに、令和６年度末の予定貸借対照表、

予定損益計算書及び予定キャッシュ・フロ

ー計算書を８ページから１１ページに、令

和７年度末の予定貸借対照表、予定キャッ

シュ・フロー計算書及び財務諸表に関する

注記を１２ページから１６ページに、給与

費明細書を１８ページから３３ページに、

債務負担行為に関する調書を３４ページ

に、予算総括表を３７ページに、予算実施

計画説明書を３８ページから５３ページ

に、参考資料として、企業債元利償還予定

表を５７ページから５９ページにそれぞれ

掲載いたしておりますので、御参照賜りま

すようお願い申し上げます。 

 以上、議案第２号、令和７年度摂津市水

道事業会計予算の提案内容の説明とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案第３号、令和７年度摂

津市下水道事業会計予算につきまして、提

案内容を御説明申し上げます。 

 予算書６３ページを御覧いただきたいと

存じます。 

 第１条は、本予算の総則を定めるもので

ございます。 

 第２条は、業務の予定量を定めるもの

で、排水人口は８万５，７００人、排水区

域面積は１，１２６ヘクタールといたして

おります。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額

を定めるもので、収入の第１款下水道事業

収益は３８億７，７９６万６，０００円で

ございます。 

 第１項営業収益は２８億２，３９１万

１，０００円で、前年度と比べ４．６％、

１億３，４７８万３，０００円の減額で、

主な内容といたしましては、受託事業収益

の減少によるものでございます。 

 第２項営業外収益は１０億５，４０５万

５，０００円で、前年度と比べ３．９％、

３，９９１万９，０００円の増額でござい

ます。 

 次に、支出につきましては、第１款下水

道事業費用は３７億６，５３３万８，００

０円でございます。 

 第１項営業費用は３４億６，３９７万円

で、前年度と比べ２．７％、９，６１７万

９，０００円の減額で、主な内容といたし

ましては、受託事業費の減少によるもので

ございます。 

 第２項営業外費用は２億９，１３６万

８，０００円で、前年度と比べ０．１％、

４０万４，０００円の減額でございます。 

 第３項予備費は１，０００万円で、前年

度と同額でございます。 

 第４条は、資本的収入及び支出の予定額

を定めるもので、収入の第１款資本的収入

は１５億１１８万円でございます。 

 第１項企業債は８億６，５７０万円で、

前年度に比べ５１．６％、９億２，４１０

万円の減額で、主な内容といたしまして

は、資本費平準化債借換債の発行額の皆減

によるものでございます。 

 第２項他会計負担金は５億９３万９，０

００円で、前年度と比べ１４．９％、８，

８０５万１，０００円の減額でございま

す。 

 第３項負担金等は４，７８４万８，００

０円で、前年度と比べ９．２％、４０４万

３，０００円の増額でございます。 
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 第４項国庫補助金は８，６６１万４，０

００円で、前年度と比べ５５．５％、１億

８１８万６，０００円の減額で、主な内容

といたしましては、補助対象工事の減少に

よるものでございます。 

 第５項長期貸付金償還金は７万９，００

０円で、前年度と同額でございます。 

 次に、支出につきましては、第１款資本

的支出は２５億５，０７７万９，０００円

でございます。 

 第１項建設改良費は５億４，４７２万

６，０００円で、前年度と比べ３０．

９％、２億４，３８９万３，０００円の減

額で、主な内容といたしましては、公共下

水道整備費の減少によるものでございま

す。 

 第２項企業債償還金は２０億４９５万

３，０００円で、前年度と比べ３４．

０％、１０億３，３９６万６，０００円の

減額でございます。 

 第３項長期貸付金は１１０万円で、前年

度と同額でございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額１０億４，９５９万９，０００円

は、過年度分損益勘定留保資金３億５，０

４７万４，０００円及び当年度分損益勘定

留保資金６億９，９１２万５，０００円で

補塡するものでございます。 

 ６４ページを御覧ください。 

 第５条は、債務負担行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額を定めるもの

で、表に記載のとおり、公共下水道管理事

業の２件でございます。 

 第６条は、企業債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法を定

めるもので、公共下水道事業は限度額を

４，４８０万円、流域下水道事業は限度額

を２億６，９９０万円、資本費平準化は限

度額を５億５，１００万円といたしており

ます。 

 第７条は、一時借入金の限度額を１０億

円と定めるものでございます。 

 第８条は、予定支出の各項の経費の金額

を流用することができる場合を定めるもの

でございます。 

 ６５ページを御覧ください。 

 第９条は、議会の議決を経なければ流用

することができない経費を定めるもので、

職員給与費１億２，２００万９，０００円

といたしております。 

 第１０条は、たな卸資産の購入限度額を

１，７１７万２，０００円と定めるもので

ございます。 

 なお、予算実施計画を６６ページから６

７ページに、令和６年度末の予定貸借対照

表、予定損益計算書及び予定キャッシュ・

フロー計算書を６８ページから７１ページ

に、令和７年度末の予定貸借対照表、予定

キャッシュ・フロー計算書及び財務諸表に

関する注記を７２ページから７５ページ

に、給与費明細書を７６ページから８７ペ

ージに、債務負担行為に関する調書を８８

ページに、予算総括表を９１ページに、予

算実施計画説明書を９２ページから１０３

ページに、参考資料として、企業債元利償

還予定表を１０７ページから１１３ページ

にそれぞれ掲載いたしておりますので、御

参照賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、議案第３号、令和７年度摂津市下

水道事業会計予算の提案内容の説明とさせ

ていただきます。 

 続きまして、議案第１０号、令和６年度

摂津市水道事業会計補正予算（第４号）に

つきまして、提案内容を御説明申し上げま

す。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容
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につきましては、年度末の決算見込みによ

る収入及び支出の補正でございます。 

 補正予算書１ページを御覧いただきたい

と存じます。 

 第１条は、総則を定めたものでございま

す。 

 第２条は、収益的収入及び支出の予定額

の補正を定めるもので、収入の第１款水道

事業収益は、１，４０７万７，０００円を

減額し、補正後の額を２１億３，０８０万

４，０００円とするものでございます。 

 第１項営業収益は、１，１２５万９，０

００円を減額し、補正後の額を１９億７，

４９１万円とするものでございます。 

 第２項営業外収益は、２８１万８，００

０円を減額し、補正後の額を１億５，５８

９万４，０００円とするものでございま

す。 

 次に、支出につきましては、第１款水道

事業費用は、１，０９５万２，０００円を

減額し、補正後の額を２０億１，８５８万

６，０００円とするものでございます。 

 第１項営業費用は、１，０９５万２，０

００円を減額し、補正後の額を１９億５，

６６６万４，０００円とするものでござい

ます。 

 第３条は、資本的収入及び支出の予定額

の補正を定めるもので、収入の第１款資本

的収入は、１，４７７万２，０００円を減

額し、補正後の額を５億３，２１９万４，

０００円とするものでございます。 

 第１項企業債は、１，０５０万円を減額

し、補正後の額を５億２，９１０万円とす

るものでございます。 

 第３項他会計負担金は、４２７万２，０

００円を減額し、補正後の額を２４９万

４，０００円とするものでございます。 

 次に、支出につきましては、第１款資本

的支出は、２，９２９万２，０００円を減

額し、補正後の額を１３億９５４万９，０

００円とするものでございます。 

 第１項建設改良費は、２，９２９万２，

０００円を減額し、補正後の額を８億９，

５４０万円とするものでございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額につきましては、７億７，７３５万

５，０００円に改めるとともに、補塡財源

を、過年度分損益勘定留保資金６億１９８

万８，０００円、減債積立金７，０００万

円、建設改良積立金３，０００万円、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額７，５３６万７，０００円に改めるもの

でございます。 

 ２ページを御覧ください。 

 第４条は、企業債の限度額を改めるもの

で、施設改修事業に係る起債の限度額を

６，７６０万円に改めるものでございま

す。 

 なお、補正予算実施計画は３ページに、

予定貸借対照表は４ページから５ページ

に、予定キャッシュ・フロー計算書は６ペ

ージに、補正予算実施計画説明書は８ペー

ジから１５ページにそれぞれ掲載いたして

おりますので、御参照賜りますようお願い

申し上げます。 

 以上、議案第１０号、令和６年度摂津市

水道事業会計補正予算（第４号）の提案内

容の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１１号、令和６年度

摂津市下水道事業会計補正予算（第３号）

につきまして、提案内容を御説明申し上げ

ます。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

につきましては、年度末の決算見込みによ

る収入及び支出の補正でございます。 

 補正予算書１ページを御覧いただきたい
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と存じます。 

 第１条は、総則を定めたものでございま

す。 

 第２条は、収益的収入及び支出の予定額

の補正を定めるもので、収入の第１款下水

道事業収益は、２億３，０６３万１，００

０円を減額し、補正後の額を３７億４，４

１３万９，０００円とするものでございま

す。 

 第１項営業収益は２億１，５９８万７，

０００円を減額し、補正後の額を２７億

４，２７０万７，０００円とするものでご

ざいます。 

 第２項営業外収益は、１，４６４万４，

０００円を減額し、補正後の額を１０億１

４３万２，０００円とするものでございま

す。 

 次に、支出につきましては、第１款下水

道事業費用は、２億５，２８６万円を減額

し、補正後の額を３５億９，４６３万９，

０００円とするものでございます。 

 第１項営業費用は、２億５，２８６万円

を減額し、補正後の額を３２億９，２８６

万７，０００円とするものでございます。 

 第３条は、資本的収入及び支出の予定額

の補正を定めるもので、収入の第１款資本

的収入は、１，７５０万円を減額し、補正

後の額を２５億９，９９７万４，０００円

とするものでございます。 

 第１項企業債は、１，０５０万円を増額

し、補正後の額を１８億３０万円とするも

のでございます。 

 第４項国庫補助金は、２，８００万円を

減額し、補正後の額を１億６，６８０万円

とするものでございます。 

 次に、支出につきましては、第１款資本

的支出は、３，６５３万円を減額し、補正

後の額を３７億９，９９０万６，０００円

とするものでございます。 

 第１項建設改良費は、３，６５３万円を

減額し、補正後の額を７億５，９８８万

７，０００円とするものでございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額につきましては、１１億９，９９３

万２，０００円に改めるとともに、補塡財

源のうち、当年度分損益勘定留保資金を８

億７，９５０万７，０００円に、減債積立

金を１億４，０００万円に改めるものでご

ざいます。 

 ２ページを御覧ください。 

 第４条は、企業債の限度額を改めるもの

で、公共下水道事業に係る起債の限度額を

２億７，１４０万円に、流域下水道事業に

係る起債の限度額を１億５，３２０万円に

それぞれ改めるものでございます。 

 なお、補正予算実施計画は３ページに、

予定貸借対照表は４ページから５ページ

に、予定キャッシュ・フロー計算書は６ペ

ージに、補正予算実施計画説明書は８ペー

ジから１５ページにそれぞれ掲載いたして

おりますので、御参照賜りますようお願い

申し上げます。 

 以上、議案第１１号、令和６年度摂津市

下水道事業会計補正予算（第３号）の提案

内容の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第３２号、摂津市企業

職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例制定の件につきまし

て、提案内容を御説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）５９ペ

ージから６４ページの新旧対照表も併せて

御参照賜りますようお願いいたします。 

 このたびの一部改正は、配偶者及び子に

係る扶養手当の支給額の改定や、管理職員

特別勤務手当の支給対象時間帯の拡大など

の給与勧告制度による改定を行う市の一般
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職の職員と同様の制度となるよう、所要の

改正を行うものでございます。 

 それでは、本条例の条文に沿って御説明

申し上げます。 

 第２条は、給与の種類を定めており、第

３項中「、特定任期付職員業績手当」を削

り、併せて、同手当について規定した第１

６条の２を削るものでございます。 

 第６条は、扶養手当を定めており、第２

項中、配偶者を規定する第１号を削り、こ

れに伴い生じる号番号及び文言の整理を行

うものでございます。 

 第１４条は、管理職員特別勤務手当を定

めており、第３項中「週休日等以外の日の

午前０時から」を「午後１０時から翌日

の」に改めるほか、文言の整理を行うもの

でございます。 

 第１８条は、給与の減額を定めており、

第６条の改正に伴う文言の整理を行うもの

でございます。 

 第２１条は、定年前再任用短時間勤務職

員についての適用除外を定めており、住居

手当を支給対象とするため、「第８条」を

削るものでございます。 

 第２２条は、特定任期付職員等について

の適用除外を定めており、勤勉手当を支給

対象とするため、「、第１３条及び第１６

条」を「及び第１３条」に改めるものでご

ざいます。 

 次に、附則でございますが、附則第１項

は、この条例の施行期日で、令和７年４月

１日から施行する旨を規定しております。 

 附則第２項は、経過措置として、この条

例の施行日から令和７年度末までの間は配

偶者に係る扶養手当を支給できる旨を、附

則第３項は、委任として、この条例の施行

に関し、必要な経過措置は規程で定める旨

を、附則第４項は、摂津市職員の定年等に

関する条例等の一部を改正する等の条例の

一部改正として、住居手当について、暫定

再任用職員を支給対象とする改正をそれぞ

れ規定しております。 

 以上、議案第３２号、摂津市企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例制定の件についての提案内容

の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第３３号、摂津市布設

工事監督者を配置する水道の布設工事並び

に布設工事監督者及び水道技術管理者の資

格を定める条例の一部を改正する条例制定

の件につきまして、提案内容を御説明申し

上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）６５ペ

ージから７０ページの新旧対照表も併せて

御参照賜りますようお願いいたします。 

 このたびの一部改正は、布設工事監督者

及び水道技術管理者の資格要件について、

大学等で修めた課程や実務経験の年数及び

範囲の拡大を内容とする水道法施行令及び

水道法施行規則の改正に伴い、所要の改正

を行うものでございます。 

 それでは、本条例の条文に沿って御説明

申し上げます。 

 第３条は、布設工事監督者の資格を定め

ており、第１号は、技術上の実務に従事し

た経験について、「２年以上水道」を下水

道や道路等を含む「３年以上水道等」に改

め、「（１年６月以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者に限

る。）」規定を加えております。 

 第２号は、「３年以上水道」を「４年以

上水道等」に改め、「（２年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。）」規定を加えるほか、学科目

に関し、文言の整理を行っております。 

 第３号は、「水道」を「水道等」に改
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め、「（２年６月以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者に限

る。）」規定を加えるものでございます。 

 改正前の第８号は第１０号とし、「水道

に」を「水道等に」に改め、「（６月以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。）」規定を加えるもの

でございます。 

 改正前の第７号は第９号とし、「水道」

を「水道等」に改め、「（それぞれ当該各

号に規定する水道等の最低経験年数の２分

の１以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者に限る。）」を加える

ほか、号番号の整理を行うものでございま

す。 

 改正前の第６号は第８号とし、「ついて

は１年」を「ついては２年に」、「２年以

上水道」を「３年以上水道等」にそれぞれ

改め、「（第１号の卒業者については１年

以上、第２号の卒業者については１年６月

以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者に限る。）」を加えるもの

でございます。 

 改正前の第５号は第７号とし、「水道」

を「水道等」に改め、「（５年以上水道の

工事に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。）」を加えるものでご

ざいます。 

 改正前の第４号は第５号とし、「水道」

を「水道等」に改め、「（３年６月以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者に限る。）」を加えるほか、文言

の整理を行うものでございます。 

 なお、改正後の第４号、第６号及び第１

１号につきましては、条文のとおり各種の

要件を新たに加えるものでございます。 

 次に、第４条は、水道技術管理者の資格

を定めており、第１号は、技術上の実務に

従事した経験について、条文のとおり改め

るものでございます。 

 第２号は、号番号の整理を行うととも

に、学科目に係る文言の整理を行うもので

ございます。 

 改正前の第５号は第６号とし、改正前の

第４号は第５号とし、号番号の整理を行う

とともに、学科目に係る文言の整理を行う

ものでございます。 

 改正前の第３号は第４号とし、号番号の

整理を行うとともに、学科目に係る文言の

整理を行うものでございます。 

 なお、改正後の第３号、第７号及び第８

号につきましては、条文のとおり各種の要

件を新たに加えるものでございます。 

 次に、附則でございますが、この条例は

令和７年４月１日から施行する旨を規定し

ております。 

 以上、議案第３３号、摂津市布設工事監

督者を配置する水道の布設工事並びに布設

工事監督者及び水道技術管理者の資格を定

める条例の一部を改正する条例制定の件に

ついての提案内容の説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第３４号、摂津市下水

道条例の一部を改正する条例制定の件につ

きまして、提案内容を御説明申し上げま

す。 

 なお、議案参考資料（条例関係）７１ペ

ージから７５ページの新旧対照表も併せて

御参照賜りますようお願いいたします。 

 このたびの一部改正は、排水設備工事責

任技術者の配置基準の見直しなどに伴い、

所要の改正を行うものでございます。 

 それでは、本条例の条文に沿って御説明

申し上げます。 

 第２条は、用語の定義を定めており、第

９号、第１０号及び第１１号は、下水道法
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の引用箇所等の文言の整理を行うものでご

ざいます。 

 第４条は、排水設備の接続方法等を定め

ており、第３号は、汚水に関する規定とし

て明確化を図るため、「排水設備の」を

「汚水のみを排除すべき」に、「排水面

積」を「排水人口」にそれぞれ改めるもの

でございます。 

 第６条は、排水設備工事の実施を定めて

おり、文言の整理を行うものでございま

す。 

 第７条は、指定工事店を定めており、第

２号は、排水設備工事責任技術者を営業所

ごとの専属から選任に改めるものでござい

ます。 

 第１０条の２は、除害施設の設置等を定

めており、第１０号は、悪臭防止法による

規制と重複する「臭気」を削るものでござ

います。 

 第１０条の４は、特定事業場管理責任者

の選任を定めており、特定事業場に該当し

ない除害施設の設置者に除害施設管理責任

者の選任を義務づけるため、改正後の第４

項及び第５項を条文のとおり加え、見出し

第１項及び第２項は、文言の整理を行うも

のでございます。 

 第１０条の５は、特定事業場管理責任者

の変更を定めており、特定施設等の維持管

理に関する業務を怠った場合の改善命令等

を定めた第１４条と重複するため、条を削

るものでございます。 

 第２４条は、占用料を定めており、第２

項は、摂津市道路占用料徴収条例の読替規

定のうち、条番号及び文言の整理を行うも

のでございます。 

 第２８条は、過料を定めており、第２

号、第４号及び第６号は、項番号などの整

備を行うものでございます。 

 次に、附則でございますが、この条例は

令和７年４月１日から施行する旨を規定し

ております。 

 以上、議案第３４号、摂津市下水道条例

の一部を改正する条例制定の件についての

提案内容の説明とさせていただきます。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 議案第４号、令和７

年度摂津市国民健康保険特別会計予算につ

きまして、提案内容を御説明申し上げま

す。 

 それでは、予算書の１ページを御覧くだ

さい。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ８８億７，５０３万６，０００

円と定め、その款項の区分及び当該区分ご

との金額は、３ページからの第１表歳入歳

出予算に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１国民健康保険料１５億８，９２７万１，

０００円は、前年度に比べ８．８％、１億

５，２７２万円の減額でございます。 

 款２使用料及び手数料、項１手数料３０

万円は、前年度と同額でございます。 

 款３府支出金、項１府補助金６４億５，

７１４万７，０００円は、前年度に比べ

５．９％、４億５９０万２，０００円の減

額でございます。 

 款４繰入金８億７１４万円は、前年度に

比べ５．６％、４，７７９万８，０００円

の減額でございます。 

 項１一般会計繰入金７億９，７９５万

３，０００円は、前年度に比べ５．６％、

４，７１４万４，０００円の減額でござい

ます。 

 項２基金繰入金９１８万７，０００円

は、前年度に比べ６．６％、６５万４，０
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００円の減額でございます。 

 款５諸収入２，１０９万９，０００円

は、前年度に比べ７．４％、１６７万５，

０００円の減額でございます。 

 項１雑入は１，８０７万５，０００円

で、前年度に比べ８．５％、１６７万５，

０００円の減額でございます。 

 項２延滞金、加算金及び過料３０２万

４，０００円は、前年度と同額でございま

す。 

 款６財産収入、項１財産運用収入７万

９，０００円は、前年度に比べ１，０２

８．６％、７万２，０００円の増額でござ

います。 

 次に、歳出でございますが、４ページ、

款１総務費１億７，９６３万円は、前年度

に比べ１１．１％、２，２５３万９，００

０円の減額でございます。 

 項１総務管理費１億６，２９３万円は、

前年度に比べ１２．６％、２，３３９万

２，０００円の減額でございます。 

 項２徴収費１，６１９万６，０００円

は、前年度に比べ５．６％、８５万３，０

００円の増額でございます。 

 項３運営協議会費５０万４，０００円

は、前年度と同額でございます。 

 款２保険給付費６３億４，２３２万９，

０００円は、前年度に比べ５．６％、３億

７，８６５万９，０００円の減額でござい

ます。 

 項１療養諸費５５億２，９２８万９，０

００円は、前年度に比べ６．３％、３億

７，０８５万１，０００円の減額でござい

ます。 

 項２高額療養費７億６，８６４万円は、

前年度に比べ１．１％、８１６万円の減額

でございます。 

 項３移送費３万５，０００円は、前年度

と同額でございます。 

 項４出産育児諸費２，７５１万２，００

０円は、前年度に比べ５．８％、１５０万

１，０００円の増額でございます。 

 項５葬祭諸費５４０万円は、前年度に比

べ２．７％、１５万円の減額でございま

す。 

 項６精神・結核医療給付費１，１４５万

３，０００円は、前年度に比べ８．０％、

９９万９，０００円の減額でございます。 

 款３国民健康保険事業費納付金２２億

６，９８７万円は、前年度に比べ８．

５％、２億１，１２３万５，０００円の減

額でございます。 

 項１医療給付費分１５億８，９０８万

９，０００円は、前年度に比べ９．７％、

１億７，１０９万１，０００円の減額でご

ざいます。 

 項２後期高齢者支援金等分５億１７万

３，０００円は、前年度に比べ６．２％、

３，３３３万７，０００円の減額でござい

ます。 

 項３介護納付金分１億８，０６０万８，

０００円は、前年度に比べ３．６％、６８

０万７，０００円の減額でございます。 

 款４保健事業費７，４４２万８，０００

円は、前年度に比べ６．６％、４６３万

８，０００円の増額でございます。 

 項１特定健康診査等事業費４，９３０万

３，０００円は、前年度に比べ８．８％、

３９９万５，０００円の増額でございま

す。 

 項２保健事業費２，５１２万５，０００

円は、前年度に比べ２．６％、６４万３，

０００円の増額でございます。 

 款５諸支出金、項１償還金及び還付加算

金８７０万円は、前年度に比べ３．３％、

３０万円の減額でございます。 
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 款６基金積立金７万９，０００円は、前

年度に比べ１，０２８．６％、７万２，０

００円の増額でございます。 

 次に、第２条は、歳出予算の流用につい

て定めております。 

 なお、給与費明細書を３０ページ以降に

記載しておりますので、併せて御参照くだ

さい。 

 以上、議案第４号、令和７年度摂津市国

民健康保険特別会計予算の提案説明とさせ

ていただきます。 

 続きまして、議案第７号、令和７年度摂

津市介護保険特別会計予算につきまして、

提案内容を御説明申し上げます。 

 それでは、予算書１ページを御覧くださ

い。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ８１億２，０８５万７，０００

円と定め、その款項の区分及び当該区分ご

との金額は、３ページからの第１表歳入歳

出予算に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１保険料、項１介護保険料１６億５，６７

４万８，０００円は、前年度に比べ４．

０％、６，９７１万６，０００円の減額で

ございます。 

 款２使用料及び手数料、項１手数料２４

万円は、前年度に比べ２６．３％、５万円

の増額でございます。 

 款３国庫支出金１７億６，５６９万８，

０００円は、前年度に比べ６．５％、１億

７３０万５，０００円の増額でございま

す。 

 項１国庫負担金１３億４，０６４万２，

０００円は、前年度に比べ４．３％、５，

５４４万１，０００円の増額でございま

す。 

 項２国庫補助金４億２，５０５万６，０

００円は、前年度に比べ１３．９％、５，

１８６万４，０００円の増額でございま

す。 

 款４支払基金交付金、項１支払基金交付

金２０億２，６９２万４，０００円は、前

年度に比べ４．２％、８，０９３万５，０

００円の増額でございます。 

 款５府支出金１２億６，１９６万７，０

００円は、前年度に比べ４．８％、５，７

５７万３，０００円の増額でございます。 

 項１府負担金１０億１，３９８万９，０

００円は、前年度に比べ４．２％、４，１

２０万５，０００円の増額でございます。 

 項２府補助金２億４，７９７万８，００

０円は、前年度に比べ７．１％、１，６３

６万８，０００円の増額でございます。 

 款６繰入金１４億８８９万３，０００円

は、前年度に比べ１４．０％、１億７，２

５０万２，０００円の増額でございます。 

 項１一般会計繰入金１３億５７３万９，

０００円は、前年度に比べ５．６％、６，

９３４万８，０００円の増額でございま

す。 

 項２基金繰入金１億３１５万４，０００

円は、前年度に比べ皆増でございます。 

 款７諸収入２４万２，０００円は、前年

度に比べ８６．９％、１６０万４，０００

円の減額でございます。 

 項１延滞金、加算金及び過料６万円は、

前年度と同額でございます。 

 項２雑入１８万２，０００円は、前年度

に比べ８９．８％、１６０万４，０００円

の減額でございます。 

 款８財産収入、項１財産運用収入１４万

５，０００円は、前年度に比べ１，２１

８．２％、１３万４，０００円の増額でご

ざいます。 

 次に、歳出についてでございますが、４
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ページ、款１総務費４億１，７５８万８，

０００円は、前年度に比べ９．７％、３，

６９５万７，０００円の増額でございま

す。 

 項１総務管理費３億２，４６７万７，０

００円は、前年度に比べ１０．２％、３，

００８万２，０００円の増額でございま

す。 

 項２徴収費６６９万１，０００円は、前

年度に比べ３５．７％、１７５万９，００

０円の増額でございます。 

 項３介護認定審査会費８，６２２万円

は、前年度に比べ６．３％、５１１万６，

０００円の増額でございます。 

 款２保険給付費７２億４，５０１万８，

０００円は、前年度に比べ４．３％、２億

９，７３７万１，０００円の増額でござい

ます。 

 項１介護サービス等諸費６６億５，４１

２万２，０００円は、前年度に比べ４．

４％、２億７，８９５万５，０００円の増

額でございます。 

 項２介護予防サービス等諸費２億４，９

８９万９，０００円は、前年度に比べ３．

２％、７６４万６，０００円の増額でござ

います。 

 項３その他諸費５０２万８，０００円

は、前年度に比べ３．１％、１５万３，０

００円の増額でございます。 

 項４高額介護サービス等費１億８，１８

５万４，０００円は、前年度に比べ３．

３％、５７７万８，０００円の増額でござ

います。 

 項５高額医療合算介護サービス等費２，

５５６万４，０００円は、前年度に比べ

３．１％、７７万６，０００円の増額でご

ざいます。 

 項６特定入所者介護サービス等費１億

２，８５５万１，０００円は、前年度に比

べ３．３％、４０６万３，０００円の増額

でございます。 

 款３地域支援事業費４億３，５６７万

８，０００円は、前年度に比べ３．４％、

１，４２９万４，０００円の増額でござい

ます。 

 項１介護予防・生活支援サービス事業費

２億３，７３０万３，０００円は、前年度

に比べ０．８％、１９４万３，０００円の

増額でございます。 

 項２一般介護予防事業費２，４８０万

４，０００円は、前年度に比べ１．８％、

４４万４，０００円の増額でございます。 

 項３包括的支援事業・任意事業費１億

７，３５７万１，０００円は、前年度に比

べ７．４％、１，１９０万７，０００円の

増額でございます。 

 款４基金積立金、項１基金積立金１，８

０７万３，０００円は、前年度に比べ７．

４％、１４４万３，０００円の減額でござ

います。 

 款５諸支出金、項１償還金及び還付加算

金４５０万円は、前年度と同額でございま

す。 

 次に、第２条は、歳出予算の流用につい

て定めております。 

 なお、給与費明細書を３２ページ以降に

記載しておりますので、併せて御参照くだ

さい。 

 以上、議案第７号、令和７年度摂津市介

護保険特別会計予算の提案説明とさせてい

ただきます。 

○三好義治議長 説明の途中ですが、暫時休

憩します。 

（午前１１時５４分 休憩） 

                 

（午後 ０時５９分 再開） 
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○三好義治議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 議案第８号、令和７

年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算に

つきまして、提案内容を御説明申し上げま

す。 

 それでは、予算書の１ページを御覧くだ

さい。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１６億７，５４６万７，０００

円と定め、その款項の区分及び当該区分ご

との金額は、３ページからの第１表歳入歳

出予算に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１後期高

齢者医療保険料１３億６，４９９万３，０

００円は、前年度に比べ３．４％、４，５

０４万２，０００円の増額でございます。 

 款２使用料及び手数料、項１手数料４万

９，０００円は、前年度に比べ１９．

５％、８，０００円の増額でございます。 

 款３繰入金、項１一般会計繰入金３億

１，０３６万６，０００円は、前年度に比

べ２．４％、７３８万４，０００円の増額

でございます。 

 款４諸収入、項１延滞金、加算金及び過

料５万９，０００円は、前年度と同額でご

ざいます。 

 次に、歳出でございますが、４ページ、

款１総務費１，０３１万９，０００円は、

前年度に比べ５．２％、５６万６，０００

円の減額でございます。 

 項１総務管理費８３０万７，０００円

は、前年度に比べ１１．３％、１０６万

１，０００円の減額でございます。 

 項２徴収費２０１万２，０００円は、前

年度に比べ３２．６％、４９万５，０００

円の増額でございます。 

 款２後期高齢者医療広域連合納付金１６

億６，１３９万８，０００円は、前年度に

比べ３．２％、５，１５６万円の増額でご

ざいます。 

 款３諸支出金、項１償還金及び還付加算

金３００万円は、前年度に比べ９２．

３％、１４４万円の増額でございます。 

 款４予備費７５万円は、前年度と同額で

ございます。 

 以上、議案第８号、令和７年度摂津市後

期高齢者医療特別会計予算の提案説明とさ

せていただきます。 

 続きまして、議案第１２号、令和６年度

摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）につきまして、提案内容を御説明申

し上げます。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

は、歳入におきましては、保険料及び繰入

金の補正などでございます。 

 歳出におきましては、過年度分国庫府費

等返還金及び国民健康保険財政調整基金積

立金の補正などでございます。 

 それでは、補正予算書の１ページを御覧

ください。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ２，０６０万７，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を９

４億９，４９４万２，０００円とするもの

でございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページの第１表歳入歳出

予算補正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１国民健康保険料、項１国民健康保険料

４，５０１万２，０００円の減額は、保険

基盤安定繰入金の確定及び年度末の収納見
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込みによる減額でございます。 

 款４繰入金、項１一般会計繰入金７３１

万７，０００円の減額は、保険基盤安定繰

入金などの確定による増額のほか、国保財

政安定化支援事業繰入金、職員給与費等繰

入金の減額によるものでございます。 

 款７繰越金、項１繰越金７，２９３万

６，０００円は、国民健康保険料及び過年

度分国庫府費等返還金、財政調整基金積立

金の補正財源とさせていただくものでござ

います。 

 続きまして、歳出についてでございます

が、款１総務費、項１総務管理費７１万

８，０００円の減額は、決算見込みによる

不用額でございます。 

 款３国民健康保険事業費納付金、項１医

療給付費分及び項２後期高齢者支援金等分

は、財源内訳の変更でございます。 

 款４保健事業費、項２保健事業費１２万

円の減額は、決算見込みによる不用額でご

ざいます。 

 款５諸支出金、項１償還金及び還付加算

金２１８万３，０００円の増額は、過年度

分国庫府費等返還金でございます。 

 款６基金積立金、項１基金積立金１，９

２６万２，０００円の増額は、国民健康保

険財政調整基金への積立金でございます。 

 以上、議案第１２号、令和６年度摂津市

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

の提案内容の説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１３号、令和６年度

摂津市介護保険特別会計補正予算（第４

号）につきまして、提案内容を御説明申し

上げます。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

は、歳入におきましては、国庫府費等負担

金及び繰入金の補正などでございます。 

 歳出におきましては、保険給付費のほ

か、実績に伴う会計年度任用職員に係る費

用弁償の補正などでございます。 

 それでは、補正予算書の１ページを御覧

ください。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ２億８０万２，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を８１

億５，７７１万５，０００円とするもので

ございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、３ページからの第１表歳入

歳出予算補正に記載のとおりでございま

す。 

 まず、歳入についてでございますが、款

３国庫支出金、項１国庫負担金４，０２９

万９，０００円の増額は、保険給付費の補

正に伴う介護給付費負担金の増額でござい

ます。 

 項２国庫補助金６５１万１，０００円の

増額は、保険給付費の補正に伴う調整交付

金の増額のほか、会計年度任用職員に係る

費用弁償の補正に伴う地域支援事業交付金

の減額でございます。 

 款４支払基金交付金、項１支払基金交付

金５，４４０万５，０００円の増額は、保

険給付費の補正に伴う介護給付費交付金の

増額でございます。 

 款５府支出金、項１府負担金２，５１８

万８，０００円の増額は、保険給付費の補

正に伴う介護給付費負担金の増額でござい

ます。 

 項２府補助金６万９，０００円の減額

は、会計年度任用職員に係る費用弁償の補

正に伴う地域支援事業交付金の減額でござ

います。 

 款６繰入金、項１一般会計繰入金２，４

６９万５，０００円の増額は、保険給付費
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の補正に伴う介護給付費繰入金の増額のほ

か、会計年度任用職員に係る費用弁償の補

正に伴う介護保険事務費繰入金及び地域支

援事業繰入金の減額でございます。 

 項２基金繰入金４，９７７万円の増額

は、介護保険給付費準備基金を取り崩し、

保険給付費に充当するものでございます。 

 款８財産収入、項１財産運用収入３，０

００円の増額は、基金利子確定に伴う増額

でございます。 

 次に、歳出でございますが、款１総務

費、項３介護認定審査会費４２万４，００

０円の減額は、実績に伴う介護認定審査会

委員報酬及び会計年度任用職員に係る費用

弁償の減額でございます。 

 款２保険給付費、項１介護サービス等諸

費１億５，０００万円の増額は、介護給付

費が計画値を上回る見込みのため、居宅介

護サービス給付費などを増額するものでご

ざいます。 

 項３その他諸費１５０万円の増額は、介

護給付費が計画値を上回る見込みのため、

審査支払手数料を増額するものでございま

す。 

 項４高額介護サービス等費５，０００万

円の増額は、介護給付費が計画値を上回る

見込みのため、高額介護サービス費を増額

するものでございます。 

 款３地域支援事業費、項３包括的支援事

業・任意事業費２７万７，０００円の減額

は、会計年度任用職員に係る費用弁償の減

額でございます。 

 款４基金積立金、項１基金積立金３，０

００円の増額は、基金利子確定に伴う増額

でございます。 

 なお、給与費明細書を１６ページ以降に

記載しておりますので、併せて御参照くだ

さい。 

 以上、議案第１３号、令和６年度摂津市

介護保険特別会計補正予算（第４号）の提

案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第２９号、摂津市地域

包括支援センターの包括的支援事業の実施

に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定の件につきまして、提案内容を

御説明申し上げます。 

 本件は、介護保険法施行規則及び指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準の一部

を改正する省令の施行に伴い、条例の一部

を改正するものでございます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）５４ペ

ージからの新旧対照表を併せて御参照賜り

ますようお願い申し上げます。 

 本改正の趣旨は、地域包括支援センター

職員の配置基準の見直しにより、柔軟な職

員配置を可能とするものでございます。 

 主な改正点は、第４条に規定する人員に

関する基準でございます。 

 第１項では、地域包括支援センターの担

当する区域ごとに介護保険の第１号被保険

者の合計数に応じて配置することとしてい

た専従・常勤の職員について、地域包括支

援センター運営協議会が必要と認める場合

は、非常勤の職員等の勤務時間を常勤の職

員の勤務時間として換算する方法により配

置基準を満たすこととするものでございま

す。 

 次に、第２項を繰り下げて第３項とし、

第２項といたしまして、地域包括支援セン

ターにおける効果的な運営に資すると地域

包括支援センター運営協議会が認める場合

は、一つの地域包括支援センターにおいて

配置基準を満たしていない場合であって

も、他の地域包括支援センターの職員を振



1 － 34 

り分けることにより、複数の地域包括支援

センター全体で必要な職員が配置されてい

れば、配置基準を満たすこととする規定を

追加するものでございます。 

 なお、この場合において、個々の地域包

括支援センターには、配置基準とされてい

る３職種のうち、いずれか２職種以上の常

勤の職員を配置するものでございます。 

 また、附則といたしまして、この条例は

公布の日から施行することといたしており

ます。 

 以上、議案第２９号、摂津市地域包括支

援センターの包括的支援事業の実施に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例

制定の件につきまして、提案内容の説明と

させていただきます。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

  （吉田生活環境部長 登壇） 

○吉田生活環境部長 議案第６号、令和７年

度摂津市パートタイマー等退職金共済特別

会計予算につきまして、提案内容を御説明

申し上げます。 

 令和７年度摂津市パートタイマー等退職

金共済特別会計予算書の１ページを御覧い

ただきますようお願いいたします。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を１，１

４２万３，０００円と定め、その款項の区

分及び当該区分ごとの金額は、３ページ及

び４ページの第１表歳入歳出予算に記載の

とおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１共済掛

金、項１共済掛金は３００万円で、前年度

に比べ１０．７％、３６万円の減額でござ

います。 

 款２繰入金、項１共済繰入金は７８２万

円で、前年度と同額でございます。 

 項２一般会計繰入金は５６万３，０００

円で、前年度に比べ３．９％、２万３，０

００円の減額でございます。これは、パー

ト共済事務経費と退職金に加算する利息を

確保するために一般会計から繰り入れるも

のでございます。 

 款３諸収入、項１預金利子は４万円で、

前年度に比べ９００％、３万６，０００円

の増額で、基金及び積立金の定期預金利子

として計上しております。 

 次に、歳出でございますが、款１共済総

務費、項１共済総務管理費は３万８，００

０円で、前年度に比べ３２．１％、１万

８，０００円の減額でございます。 

 款２共済金、項１共済金は１，１３８万

５，０００円で、前年度に比べ２．８％、

３２万９，０００円の減額でございます。 

 以上、議案第６号、令和７年度摂津市パ

ートタイマー等退職金共済特別会計予算の

提案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１６号、摂津市協働

のまちづくり推進条例制定の件につきまし

て、提案内容を御説明申し上げます。 

 近年、少子高齢化や核家族化、単身世帯

の増加など、社会構造の変化やライフスタ

イル、価値観の多様化などにより、自治会

等の地域コミュニティが希薄化しておりま

す。また、地域課題や市民ニーズも複雑・

多様化しており、行政だけでは市民や地域

の実情に応じたきめ細かな対応や課題の解

決をすることが難しくなってきておりま

す。 

 このような状況の中、これからの地域社

会においては、市民公益活動団体や事業者

など多様な担い手と行政が連携していくこ

とが必要となってまいります。そのために

は、市民や地域コミュニティ団体、市民公

益活動団体、事業者による地域活動や市民

公益活動を活発化し、多様な担い手による

協働のまちづくりを広げていくことが重要
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であります。 

 まちづくりの多様な主体の連携の下、協

働のまちづくりを総合的かつ計画的に推進

するため、本条例を制定するものでござい

ます。 

 なお、本条例案の作成に当たりまして

は、自治会をはじめとする地域団体や市民

活動団体等の御意見をお聴きするととも

に、パブリックコメントも実施した上で本

条例を提案させていただいているところで

ございます。 

 それでは、各条文につきまして御説明い

たします。 

 第１条は、本条例の目的に関する規定

で、この条例は、協働のまちづくりの推進

に関し、基本原則を定め、市民、地域コミ

ュニティ団体、市民公益活動団体、事業者

及び市の役割を明らかにするとともに、協

働のまちづくりの推進に関する施策の基本

となる事項を定めることにより、協働のま

ちづくりを総合的かつ計画的に推進し、も

って持続可能で活力のある地域社会の実現

を図ることを目的としております。 

 第２条は、定義に関する規定で、協働、

市民、地域コミュニティ団体、市民公益活

動団体、事業者、多様な主体及び市民公益

活動の用語について、それぞれ定義してお

ります。 

 第３条は、基本原則に関する規定で、協

働のまちづくりの推進は、多様な主体が相

互に対等な立場で自主性及び自立性を尊重

することや、それぞれの特性及び役割を理

解し、相互に連携し、または協力すること

などを基本として行われることを規定して

おります。 

 第４条は、市民の役割に関する規定で、

市民は、自らがまちづくりの主体であるこ

とを認識し、地域社会に関心を持ち、自ら

ができることを考えて行動するとともに、

市民公益活動に参加するよう努めること等

を規定しております。 

 第５条は、地域コミュニティ団体の役割

に関する規定で、地域コミュニティ団体

は、地域住民のつながりを強くするととも

に、地域課題の解決に取り組むよう努める

こと等を規定しております。 

 第６条は、市民公益活動団体の役割に関

する規定で、市民公益活動団体は、自らが

行う活動の社会的意義を理解し、その専門

性、迅速性、柔軟性等を生かして、まちづ

くりに取り組むよう努めること等を規定し

ております。 

 第７条は、事業者の役割に関する規定

で、事業者は、地域社会を構成する一員と

して、協働のまちづくりに関する理解を深

め、その社会的責任に基づき、地域社会に

貢献するよう努めること等を規定しており

ます。 

 第８条は、市の役割に関する規定で、市

は、協働のまちづくりの推進のために必要

な施策を策定し、及び実施すること等を規

定しております。 

 第９条は、市民公益活動の支援及び協働

の推進に関する規定で、市は、市民公益活

動団体の自主性及び自立性を尊重し、その

活動を促進するため、市民公益活動に対し

て必要な支援に努めるとともに、市民等と

の協働を推進することを規定しておりま

す。 

 第１０条は、協働のまちづくり推進計画

に関する規定で、市は、協働のまちづくり

の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するため、協働のまちづくり推進計画

を策定すること等を規定しております。 

 第１１条は、基本的施策に関する規定

で、市は、市民公益活動を支援するととも
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に、市民等との協働を推進するため、所要

の施策を講ずることを規定しております。 

 第１２条は、協働のまちづくり推進月間

に関する規定で、協働のまちづくりについ

て市民等の関心と理解を深めるため、協働

のまちづくり推進月間を設けること等を規

定しております。 

 第１３条は、協働のまちづくり推進委員

会に関する規定で、市長の諮問に応じ、協

働のまちづくり推進計画その他の協働のま

ちづくりの推進に関する重要事項について

調査審議するため、摂津市協働のまちづく

り推進委員会を設置すること等を規定して

おります。 

 第１４条は、委任に関する規定で、この

条例に定めるもののほか、この条例の施行

に関し必要な事項は、市長が定めることと

しております。 

 次に、附則でございますが、附則第１項

は、本条例の施行期日で、この条例は令和

７年７月１日から施行することとしており

ます。 

 附則第２項は、摂津市特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正で、第１３条の規定による協

働のまちづくり推進委員会の設置に伴い、

同委員会委員の報酬の額を定めることとす

るものでございます。 

 以上、摂津市協働のまちづくり推進条例

制定の件の内容説明とさせていただきま

す。 

 続きまして、議案第３０号、摂津市環境

の保全及び創造に関する条例の一部を改正

する条例制定の件につきまして、提案内容

を御説明いたします。 

 議案参考資料（条例関係）の５７ページ

の新旧対照表を併せて御参照願います。 

 本件は、建築基準法の改正に伴い、条例

第２条第４号の開発行為等に係る定義の引

用条文について、所要の整備を行うもので

ございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

令和７年４月１日から施行する旨を規定し

ております。 

 以上、議案第３０号、摂津市環境の保全

及び創造に関する条例の一部を改正する条

例制定の件の提案内容の説明とさせていた

だきます。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

  （大橋こども家庭部長 登壇） 

○大橋こども家庭部長 議案第１７号、摂津

市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例制定の件につきまし

て、提案内容を御説明申し上げます。 

 令和６年６月に成立した子ども・子育て

支援法等の一部を改正する法律により、月

一定時間までの利用可能枠の中で、就労要

件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる

新たな通園給付として、乳児等通園支援事

業、いわゆるこども誰でも通園制度が創設

されました。このたびの条例制定は、制度

創設に伴い、児童福祉法において、乳児等

通園支援事業が市町村による認可事業とし

て位置づけられ、その設備及び運営に関す

る基準については、内閣府令で定める基準

に従い、または参酌し、市町村が条例で定

めなければならないとされたことから制定

するものでございます。 

 それでは、条文に沿って、その内容を御

説明申し上げます。 

 本条例は、第１章を総則、第２章を乳児

等通園支援事業、第３章を雑則とし、２８

の条文で構成されております。 

 まず、第１章は、第１条から第２０条ま

での総則規定でございます。 

 第１条から第３条までは、条例制定の趣
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旨、用語の定義、基本理念について、第５

条は、乳児等通園支援事業者は常にその設

備及び運営の水準を向上させなければなら

ないことについて、第６条は、利用乳幼児

の人権に十分配慮すること、自らその提供

する支援の質の評価を行い、常に改善を図

ること、当該事業の目的を達成するために

必要な設備を設けることなどの乳児等通園

支援事業者の一般原則について、第７条

は、非常災害対策について、第８条は、安

全計画の策定等について、第９条は、自動

車を運行する場合の所在の確認について、

第１０条は、職員の一般的要件について、

第１２条は、乳児等通園支援事業所と他の

社会福祉施設等を併せて設置するときの設

備及び職員の基準について、第１３条及び

第１４条は、差別的取扱い及び虐待等の禁

止について、第１６条は、食事の提供につ

いて、第１７条は、乳児等通園支援事業者

が定めなければならない運営規程につい

て、第１９条は、秘密保持について、第２

０条は、苦情等への対応等について、それ

ぞれ規定するものでございます。 

 次に、第２章は、第２１条から第２７条

までで、乳児等通園支援事業について定め

ております。 

 第２１条は、乳児等通園支援事業の区分

として、一般型乳児等通園支援事業及び余

裕活用型乳児等通園支援事業の二つの運営

形態を規定するものでございます。 

 第２２条は、一般型乳児等通園支援事業

所における設備の基準について、第２３条

は、同事業所における職員の配置基準につ

いて、第２４条は、一般型乳児等通園支援

事業における支援の内容について、第２５

条は、保護者との連絡について、それぞれ

規定するものでございます。 

 第２６条は、余裕活用型乳児等通園支援

事業を行う事業所の設備及び職員の配置基

準について規定し、第２７条は、一般型乳

児等通園支援の内容及び保護者との連絡に

関しては余裕活用型乳児等通園支援事業に

ついて準用する旨を規定するものでござい

ます。 

 最後に、第３章は雑則で、第２８条は、

乳児等通園支援事業者等が作成する記録等

について、電磁的記録により行うことがで

きる旨を規定するものでございます。 

 なお、附則といたしまして、本条例は令

和７年４月１日から施行する旨を規定して

おります。 

 以上、議案第１７号の提案内容の説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第２７号、摂津市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例制定の件につきまして、提案内

容を御説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）４６ペ

ージから４９ページも併せて御覧いただき

ますようお願いいたします。 

 このたびの一部改正は、令和７年１月３

１日付で特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準の一部を改正す

る内閣府令が公布されたことに伴い、特定

地域型保育事業者が適切に確保しなければ

ならないとされている保育所、幼稚園また

は認定こども園との保育内容支援及び代替

保育に係る連携協力に関する見直し、その

他所要の改正等を行うものでございます。 

 それでは、条文に沿って、その内容を御

説明申し上げます。 

 第４２条第１項、同項第１号、同項第２

号及び同項第３号の改正は、文言の整備を

行うものでございます。 
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 同条第２項及び第３項については、規定

する内容を改め、第２項として、市長が特

定地域型保育事業者による保育内容支援の

実施に係る連携施設の確保が著しく困難で

あると認める場合であって、かつ、特定地

域型保育事業者が保育内容支援連携協力者

を適切に確保すること、特定地域型保育事

業者と保育内容支援連携協力者との間でそ

れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確

化されていること、及び保育内容支援連携

協力者の本来の業務の遂行に支障が生じな

いようにするための措置が講じられている

こと、これらを全て満たすと認めるとき

は、前項第１号に規定する保育内容支援に

係る連携施設を確保しないことができる旨

を規定するものでございます。第３項とし

て、前項各号の保育内容支援連携協力者と

は、小規模保育事業Ａ型もしくは小規模保

育事業Ｂ型または事業所内保育事業を行う

者であって、保育内容支援に係る連携協力

を行うものをいう旨を規定するものでござ

います。 

 次に、第４２条中第９項を第１１項と

し、第４項から第８項までを２項ずつ繰り

下げるとともに、第３項の次に新たに第４

項及び第５項を加えるものでございます。

第４項として、市長が特定地域型保育事業

者による代替保育の提供に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認める場合であ

って、かつ、特定地域型保育事業者が代替

保育連携協力者を適切に確保した場合に

は、特定地域型保育事業者と代替保育連携

協力者との間でそれぞれの役割の分担及び

責任の所在が明確化されている点、代替保

育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が

生じないようにするための措置が講じられ

ている点の２点を全て満たすと認めるこ

と、または、市長が特定地域型保育事業者

による代替保育連携協力者の確保の促進の

ために必要な措置を講じてもなお当該代替

保育連携協力者の確保が著しく困難である

と認めること、このいずれかに該当すると

きは、第１項第２号に規定する代替保育に

係る連携施設を確保しないことができる旨

を規定するものでございます。第５項とし

て、前項各号の代替保育連携協力者とは、

代替保育に係る連携協力を行う者であっ

て、小規模保育事業Ａ型事業者等をいう旨

を規定するものでございます。 

 また、附則第５項中「１０年」を「１５

年」に改めるものでございます。 

 なお、附則といたしまして、本条例は令

和７年４月１日から施行する旨を規定して

おります。 

 以上、議案第２７号の提案内容の説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第２８号、摂津市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定の

件につきまして、提案内容を御説明申し上

げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）５０ペ

ージから５３ページも併せて御覧いただき

ますようお願いいたします。 

 このたびの一部改正は、令和６年１１月

２９日付及び令和７年１月３１日付で家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準

の一部を改正する内閣府令が公布されたこ

とに伴い、家庭的保育事業者等が適切に確

保しなければならないこととされている保

育所、幼稚園または認定こども園との保育

内容支援及び代替保育に係る連携協力に関

する見直し、その他所要の改正等を行うも

のでございます。 

 それでは、条文に沿って、その内容を御

説明申し上げます。 
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 第７条第１項第１号、同項第２号及び同

項第３号の改正は、文言の整備を行うもの

でございます。 

 同条第２項及び第３項については、規定

する内容を改め、第２項として、市長が家

庭的保育事業者等による保育内容支援の実

施に係る連携施設の確保が著しく困難であ

ると認める場合であって、かつ、家庭的保

育事業者等が保育内容支援連携協力者を適

切に確保すること、家庭的保育事業者等と

保育内容支援連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化され

ていること、及び保育内容支援連携協力者

の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること、

これらを全て満たすと認めるときは、前項

第１号に規定する保育内容支援に係る連携

施設を確保しないことができる旨を規定す

るものでございます。第３項として、前項

各号の保育内容支援連携協力者とは、小規

模保育事業Ａ型もしくは小規模保育事業Ｂ

型または事業所内保育事業を行う者であっ

て、保育内容支援に係る連携協力を行うも

のをいう旨を規定するものでございます。 

 次に、第７条中第５項を第７項とし、同

様に第４項を第６項とするとともに、第３

項の次に新たに第４項及び第５項を加える

ものでございます。第４項として、市長が

家庭的保育事業者等による代替保育の提供

に係る連携施設の確保が著しく困難である

と認める場合であって、かつ、家庭的保育

事業者等が代替保育連携協力者を適切に確

保した場合には、家庭的保育事業者等と代

替保育連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されている

点、代替保育連携協力者の本来の業務の遂

行に支障が生じないようにするための措置

が講じられている点の２点を全て満たすと

認めること、または、市長が家庭的保育事

業者等による代替保育連携協力者の確保の

促進のために必要な措置を講じてもなお当

該代替保育連携協力者の確保が著しく困難

であると認めること、このいずれかに該当

するときは、第１項第２号に規定する代替

保育に係る連携施設を確保しないことがで

きる旨を規定するものでございます。第５

項として、前項各号の代替保育連携協力者

とは、代替保育に係る連携協力を行う者で

あって、小規模保育事業Ａ型事業者等をい

う旨を規定するものでございます。 

 第１７条第１項第２号については、「栄

養士」の次に「又は管理栄養士」を加える

ものでございます。 

 また、附則第３項中「１０年」を「１５

年」に改めるものでございます。 

 なお、附則といたしまして、本条例は令

和７年４月１日から施行する旨を規定して

おります。 

 以上、議案第２８号の提案内容の説明と

させていただきます。 

○三好義治議長 市長公室長。 

  （平井市長公室長 登壇） 

○平井市長公室長 議案第１８号、摂津市附

属機関に関する条例の一部を改正する条例

制定の件につきまして、提案内容を御説明

申し上げます。 

 議案参考資料（条例関係）１７ページか

ら１８ページの新旧対照表も併せて御参照

願います。 

 本件につきましては、次期行政経営戦略

の策定に向け、基本構想の調査・審議をい

ただくに当たり、名称を改正するため、別

表第１項の表中「摂津市総合計画審議会」

を「摂津市行政経営戦略審議会」に改める

ものでございます。 

 なお、附則といたしまして、第１項に
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は、この条例を令和７年４月１日から施行

する旨を、第２項には、摂津市特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正として、地方自治法第

第２０３条の２第５項の規定に基づき、特

別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償の額並びにその支給方法に関して規定

しており、別表中「総合計画審議会委員」

を「行政経営戦略審議会委員」に改める旨

を規定しております。 

 以上、議案第１８号、摂津市附属機関に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

の提案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１９号、摂津市副市

長の定数を定める条例の一部を改正する条

例制定の件につきまして、提案内容を御説

明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）１９ペ

ージも併せて御覧いただきますようお願い

申し上げます。 

 本条例は、地方自治法第１６１条第２項

の規定に基づき、副市長の定数を定めてい

るものでございます。 

 このたびの一部改正は、これまで大規模

プロジェクトへの対応等に道筋をつけるこ

とを目的に副市長を二人体制としてきまし

たが、一連のハードなまちづくりについて

一定の方向性が見えてきたことから、副市

長の定数を変更するため本条例を制定する

ものでございます。 

 それでは、条文に沿って御説明申し上げ

ます。 

 本則中の副市長の定数を一人にするもの

でございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

令和７年４月１日から施行する旨を規定し

ております。 

 以上、議案第１９号の提案内容の説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第２０号、摂津市職員

の勤務時間、休暇等に関する条例及び摂津

市職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例制定の件につきまして、提案

内容を御説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）２０ペ

ージから２５ページも併せて御覧いただき

ますようお願い申し上げます。 

 このたびの一部改正は、育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律の改正に伴い、本条例を制

定するものでございます。 

 それでは、条文に沿って御説明申し上げ

ます。 

 第１条は、摂津市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部改正となっており、

第７条は、育児又は介護を行う職員の深夜

勤務及び時間外勤務の制限について規定し

ており、第１項は、文言の整理を行う旨

を、第２項は、時間外勤務の制限につい

て、子を養育する職員の範囲を拡大するも

ので、これまで３歳に達しない子を養育す

る職員としていたものを、小学校就学の始

期に達するまでの子を養育する職員が請求

した場合と改める旨を、第３項及び第４項

は、文言の整理を行っております。 

 第１４条は、介護休暇について規定して

おり、第１項は、文言の整理を行っており

ます。 

 第１７条を第１９条とし、新たに第１７

条及び第１８条を設け、第１７条は、配偶

者等が介護を必要とする状況に至った職員

に対する意向確認等として、第１項では、

職員から介護についての申出があった場合

には、当該職員の意向を確認するための面

談やその他の措置を講ずること、第２項

は、４０歳に達した日の属する年度におい
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て介護両立支援制度等の周知を行うこと、

第１８条は、勤務環境の整備に関する措置

として、研修の実施や相談体制の整備等に

ついて規定しております。 

 次に、第２条は、摂津市職員の育児休業

等に関する条例の一部改正となっており、

第２０条は、部分休業の承認について規定

しており、第３項は、文言の整理を行って

おります。 

 なお、附則といたしまして、第１項に

は、この条例は令和７年４月１日から施行

する旨を、第２項には、準備行為として、

施行日前においても規則の定めるところに

より当該請求を行うことができる旨を規定

しております。 

 以上、議案第２０号の提案内容の説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第２１号、摂津市会計

年度任用職員の勤務条件等に関する条例の

一部を改正する条例制定の件につきまし

て、提案内容を御説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）２６ペ

ージから２８ページも併せて御覧いただき

ますようお願い申し上げます。 

 このたびの一部改正は、給与勧告制度に

より、地域手当、期末手当及び勤勉手当の

支給割合の改定等を行うため、本条例を制

定するものでございます。 

 それでは、条文に沿って御説明申し上げ

ます。 

 第５条は、給料及び基本報酬について規

定しており、第２項第１号アは、一般職の

職員と同様に、職務の特殊性その他の事由

により１週間の勤務時間を規定することが

難しい者は、当該額との均衡を考慮して市

長が別に定める額とする旨を、同号イ及び

第２号は、地域手当相当として「１００分

の６」を「１００分の１２」に改める旨

を、第６条は、給料等の支給方法について

規定しており、第１項は、月額により定め

る基本報酬の場合の支給方法は、これまで

の翌月から当月の規則で定める日に改めて

支給する旨を、第２項は第３項とし、新た

に第２項として、時間額により定める基本

報酬の場合の支給方法は、これまでどおり

翌月の規則で定める日に支給する旨を規定

しております。 

 第８条第２項は、地域手当の支給割合を

「１００分の６」から「１００分の１２」

に改める旨を、第１４条は、勤務１時間当

たりの給与額の算出について規定してお

り、地域手当相当として「１００分の６」

を「１００分の１２」に改める旨を、第１

６条第２項は、期末手当について、６月期

と１２月期の支給月数を平準化する旨を、

第１６条の２第２項は、勤勉手当につい

て、６月期と１２月期の支給月数を平準化

する旨を規定しております。 

 なお、附則といたしまして、第１項に

は、この条例は令和７年４月１日から施行

する旨を、第２項には、経過措置として、

本条例の施行の日から令和１０年３月３１

日までの間において、「１００分の１２」

とあるのは、「１００分の１２を超えない

範囲内で規則で定める割合」とする旨を、

第３項には、委任として、必要な経過措置

は規則で定める旨を規定しております。 

 以上、議案第２１号の提案内容の説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第２２号、公益的法人

等への摂津市職員の派遣等に関する条例の

一部を改正する条例制定の件につきまし

て、提案内容を御説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）２９ペ

ージも併せて御覧いただきますようお願い

申し上げます。 
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 本条例は、公益的法人等への一般職の地

方公務員の派遣等に関する法律第６条の規

定に基づき、派遣職員の給与を定めている

ものでございます。このたびの一部改正

は、派遣職員に給与を支給できるようにす

るため、本条例を制定するものでございま

す。 

 それでは、条文に沿って御説明申し上げ

ます。 

 第４条は、派遣職員の給与について規定

しており、これまで、「給料、扶養手当、

地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞ

れ」１００分の１００以内を支給すること

ができるものを、「給与の」１００分の１

００以内を支給することができるに改める

旨を、第８条は、企業職員又は単純労務職

員である派遣職員の給与の種類について規

定しており、「給料、扶養手当、地域手

当、住居手当及び期末手当」を支給するこ

とができるものを、「給与」を支給するこ

とができるに改める旨を規定しておりま

す。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

令和７年４月１日から施行する旨を規定し

ております。 

 以上、議案第２２号の提案内容の説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第２３号、摂津市特別

職の職員の給与に関する条例及び摂津市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定の件につき

まして、提案内容を御説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）３０ペ

ージから３１ページも併せて御覧いただき

ますようお願い申し上げます。 

 このたびの一部改正は、特別職の職員及

び議会議員の期末手当の支給割合を改定す

るため、本条例を制定するものでございま

す。 

 それでは、条文に沿って御説明申し上げ

ます。 

 第１条は、摂津市特別職の職員の給与に

関する条例の一部改正となっており、第７

条第２項は、特別職の職員の期末手当につ

いて、６月期と１２月期の支給月数を平準

化する旨を規定しております。 

 次に、第２条は、摂津市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正となっており、第７条第２項は、議会議

員の期末手当について、６月期と１２月期

の支給月数を平準化する旨を規定しており

ます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

令和７年４月１日から施行する旨を規定し

ております。 

 以上、議案第２３号の提案内容の説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第２４号、摂津市一般

職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定の件につきまして、提案内容

を御説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）３２ペ

ージから４１ページも併せて御覧いただき

ますようお願い申し上げます。 

 このたびの一部改正は、給与勧告制度に

より、地域手当、期末手当及び勤勉手当の

支給割合の改定、特定任期付職員業績手当

の廃止及び勤勉手当の新規支給、配偶者及

び子に係る扶養手当の支給額の改定、管理

職員特別勤務手当の支給対象時間帯の拡大

及び定年前再任用短時間勤務職員の住居手

当の新規支給等の改定を行うため、本条例

を制定するものでございます。 

 それでは、条文に沿って御説明申し上げ

ます。 

 第２条は、給料について規定しており、
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特定任期付職員業績手当を廃止する旨を、

第１４条は、扶養親族のある職員に対して

支給する扶養手当について、国の一般職の

職員と同様の改正内容に改める旨を、第１

５条は削除し、第１５条の２第２項は、地

域手当の支給割合を「１００分の６」から

「１００分の１２」に改める旨を、第２１

条は、管理職員特別勤務手当について規定

しており、第１項は、文言の整理を、第２

項は、管理監督職員及び特定任期付職員が

週休日等に含まれる時間を除く午後１０時

から翌日の午前５時までの間に勤務した場

合に管理職員特別勤務手当を支給する旨

を、第３項は、前２項に規定する勤務に従

事する時間を考慮して規則で定める勤務を

した職員にあっては、その額に１００分の

１５０を乗じて得た額を支給する旨を、第

２３条第２項は、定年前再任用短時間勤務

職員及び特定任期付職員以外の職員の、第

３項は、定年前再任用短時間勤務職員の、

第４項は、特定任期付職員の期末手当につ

いて、６月期と１２月期の支給月数を平準

化する旨を、第２４条第２項第１号は、定

年前再任用短時間勤務職員及び特定任期付

職員以外の職員の、第２号は、定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当について、６

月期と１２月期の支給月数を平準化する旨

を、第３号は、特定任期付職員に勤勉手当

を新たに支給する旨を、第２５条は、管理

職手当等の支給方法について規定してお

り、その中で特定任期付職員業績手当を廃

止する旨を、第２６条の３は、定年前再任

用短時間勤務職員についての適用除外につ

いて規定しており、定年前再任用短時間勤

務職員の住居手当の支給について、これま

での適用除外から支給する旨を、第２６条

の４は、特定任期付職員等についての適用

除外について規定しており、文言整理を行

うものでございます。 

 なお、附則といたしまして、第１項に

は、この条例は令和７年４月１日から施行

する旨を、第２項には、令和８年３月３１

日までの間における扶養手当の経過措置に

関する旨を、第３項には、令和１０年３月

３１日までの間における地域手当の経過措

置に関する旨を、第４項には、委任とし

て、必要な経過措置は規則で定める旨を、

第５項には、摂津市職員の定年等に関する

条例等の一部を改正する等の条例の一部改

正として、摂津市一般職の職員の給与に関

する条例の一部改正に伴い、附則第１５条

第７項の文言整理を行うものでございま

す。 

 以上、議案第２４号の提案内容の説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第２５号、摂津市職員

の退職手当に関する条例の一部を改正する

条例制定の件につきまして、提案内容を御

説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）４２ペ

ージから４４ページも併せて御覧いただき

ますようお願い申し上げます。 

 このたびの一部改正は、雇用保険法の改

正に伴い、本条例を制定するものでござい

ます。 

 それでは、条文に沿って御説明申し上げ

ます。 

 第１０条は、失業者の退職手当について

規定しており、第１１項第４号は、就業手

当が廃止となることから「職業」を「安定

した職業」に改める旨を、第１４項は、文

言整理を行う旨を、附則第８項は、地域延

長給付が２年間延長されることから、「令

和７年３月３１日」を「令和９年３月３１

日」に改めるものでございます。 

 なお、附則といたしまして、第１項に
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は、この条例は令和７年４月１日から施行

する旨を、第２項には、適用区分として、

この条例の施行の日の前後における適用に

ついて規定しております。 

 以上、議案第２５号の提案内容の説明と

させていただきます。 

○三好義治議長 建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 議案第３１号、摂津市高齢

者、障害者等の移動等の円滑化のために必

要な特定公園施設の設置に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例制定の件に

つきまして、提案内容を御説明申し上げま

す。 

 なお、議案参考資料（条例関係）５８ペ

ージの新旧対照表も併せて御参照願いま

す。 

 改正内容といたしましては、高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令が一部改正されることにより、条

ずれが生じるため、その引用部分を整理す

るものでございます。 

 なお、附則としまして、この条例は令和

７年６月１日から施行する旨を規定してお

ります。 

 以上、議案第３１号の提案内容の説明と

させていただきます。 

○三好義治議長 消防長。 

  （松田消防長 登壇） 

○松田消防長 議案第３５号、摂津市非常勤

消防団員に係る退職報償金の支給に関する

条例の一部を改正する条例制定の件につき

まして、提案内容を御説明申し上げます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）７６ペ

ージに新旧対照表を記載いたしております

ので、併せて御参照をお願いいたします。 

 本件は、消防団におけるシニア層の活躍

を推進する観点から、消防団員等公務災害

補償等共済基金が市町村に支払う消防団員

退職報償金の区分に新たに３５年以上の区

分を追加するため、消防団員等公務災害補

償等責任共済等に関する法律施行令の一部

を改正する政令が令和７年４月１日から施

行されることに伴い、本条例の一部を改正

いたすものでございます。 

 本条例の改正内容は、政令に定められた

消防団員退職報償金支払額に準拠し、その

額を改定いたすものでございます。 

 それでは、条文に沿いまして御説明申し

上げます。 

 別表、退職報償金支給額表につきまし

て、勤続年数３０年以上を３０年以上３５

年未満に改め、３５年以上の区分を新設

し、団長の項１０７万９，０００円、副団

長の項１００万９，０００円、分団長の項

９４万９，０００円、副分団長の項９０万

９，０００円、部長及び班長の項８３万

４，０００円、団員の項７８万９，０００

円を追加するものでございます。 

 附則につきましては、第１項で、この条

例は令和７年４月１日から施行するものと

し、第２項で、改正後の規定は、この条例

の施行の日以後に退職した非常勤消防団員

について適用し、同日前に退職した非常勤

消防団員については、なお従前の例による

ものといたすものでございます。 

 以上、議案第３５号、摂津市非常勤消防

団員に係る退職報償金の支給に関する条例

の一部を改正する条例制定の件の提案説明

とさせていただきます。 

○三好義治議長 説明が終わりました。質疑

は後日受けます。 

 日程５、議案第３６号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 議案第３６号、工事請負契



1 － 45 

約変更の件につきまして、提案内容を御説

明申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、議案参考資

料３ページから４ページに記載しておりま

すので、併せて御参照願います。 

 本件は、令和５年６月１日付で仮契約を

締結し、令和５年６月２７日の本会議で可

決されたエヌ・ティ・ティ・インフラネッ

ト株式会社西日本事業本部関西事業部との

千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業に

伴う電線共同溝工事委託の契約を変更し、

締結するに当たり、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 契約変更の内容は、契約金額２億８，２

７９万５，７００円を４，３１７万２，８

００円減額し、２億３，９６２万２，９０

０円に変更するものでございます。 

 その内容は、施工途上において、主に次

に挙げる変更が発生したためでございま

す。 

 第１として、自由通路の橋脚部基礎工事

等の工程見直しに伴い、近接部で予定して

いた本工事の施工が困難となったことによ

る数量減でございます。 

 第２として、昼間工事で予定していた箇

所において、夜間工事での施工が必要とな

ったことによる変更でございます。 

 第３として、周辺工事との調整により一

部舗装復旧が不要となったことによる数量

減でございます。 

 以上の変更が発注後に発生し、当初設計

時には見込めなかったため、設計変更が必

要となったものでございます。 

 以上、議案第３６号、工事請負契約変更

の件の内容説明とさせていただきます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第３６号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程６、議案第３７号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 議案第３７号、市道路線認

定の件につきまして、提案内容を御説明申

し上げます。 

 本件は、道路法第８条第２項の規定に基

づき、市管理道路として９路線の路線認定

を行うものでございます。 

 認定する各路線の名称や区間につきまし

ては、議案書に記載のとおりでございま

す。 

 また、各路線の位置図等につきまして

は、議案参考資料５ページから９ページに

記載しておりますので、併せて御参照願い

ます。 

 それでは、路線認定の概要につきまして

御説明申し上げます。 

 番号１、東正雀３０号線から番号２、東

正雀３１号線までの計２路線につきまして
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は、道路用地の寄附に伴うものでございま

す。 

 番号３、三島３９号線から番号４、三島

４０号線まで、番号６、鳥飼八防２４号

線、番号７、鳥飼下８６号線から番号９、

鳥飼下８８号線までの計６路線につきまし

ては、都市計画法第４０条第２項の規定に

基づき、本市に帰属するものでございま

す。 

 このうち、番号６、鳥飼八防２４号線に

つきましては、旧路線の起点の変更が生じ

ることに伴い認定するものでございます。 

 また、番号５、一津屋１２０号線につき

ましては、摂津市開発協議基準に基づき、

本市に寄附されたことに伴い、認定するも

のでございます。 

 以上、議案第３７号、市道路線認定の件

についての提案内容の説明とさせていただ

きます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第３７号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程７、議案第３８号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。建設部長。 

  （永田建設部長 登壇） 

○永田建設部長 議案第３８号、市道路線廃

止の件につきまして、提案内容を御説明申

し上げます。 

 本件は、道路法第１０条第３項の規定に

基づき、市道２路線の廃止を行うものでご

ざいます。 

 廃止する各路線の名称や区間につきまし

ては、議案書に記載のとおりでございま

す。 

 また、各路線の位置図等につきまして

は、議案参考資料１０ページから１１ペー

ジに記載しておりますので、併せて御参照

願います。 

 それでは、路線廃止の概要につきまして

御説明申し上げます。 

 番号１、鳥飼八防２０号線につきまして

は、先ほどの議案第３７号で御説明させて

いただきましたとおり、都市計画法第４０

条第２項による本市への帰属に伴い、本路

線の起点が変更となりますことから、路線

を廃止するものでございます。 

 また、番号２、千里丘２４号線につきま

しては、市道千里丘中央線と一部の区間に

おいて路線が重なりますことから、一部区

間を廃止するものでございます。 

 以上、議案第３８号、市道路線廃止の件

について、提案内容の説明とさせていただ

きます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 
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 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第３８号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 お諮りします。 

 ２月１８日から３月２日まで休会するこ

とに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後２時８分 散会） 
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１ 議　事　日　程

1， 議 案 第　　１号 令和７年度摂津市一般会計予算

議 案 第　　２号 令和７年度摂津市水道事業会計予算

議 案 第　　３号 令和７年度摂津市下水道事業会計予算

議 案 第　　４号 令和７年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議 案 第　　５号 令和７年度摂津市財産区財産特別会計予算

議 案 第　　６号 令和７年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議 案 第　　７号 令和７年度摂津市介護保険特別会計予算

議 案 第　　８号 令和７年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

議 案 第　　９号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第10号）

議 案 第　１０号 令和６年度摂津市水道事業会計補正予算（第４号）

議 案 第　１１号 令和６年度摂津市下水道事業会計補正予算（第３号）

議 案 第　１２号 令和６年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議 案 第　１３号 令和６年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号）

議 案 第　１５号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す
る条例制定の件

議 案 第　１６号 摂津市協働のまちづくり推進条例制定の件

議 案 第　１７号 摂津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例制定の件

議 案 第　１８号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　１９号 摂津市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２０号 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び摂津市職員の育
児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２１号 摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の一部を改正
する条例制定の件

議 案 第　２２号 公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例の一部を改正
する条例制定の件

議 案 第　２３号 摂津市特別職の職員の給与に関する条例及び摂津市議会議員の議
員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定の
件

議 案 第　２４号 摂津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制
定の件

議 案 第　２５号 摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定の
件議 案 第　２６号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２７号 摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２８号 摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２９号 摂津市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基
準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　３０号 摂津市環境の保全及び創造に関する条例の一部を改正する条例制
定の件

議 案 第　３１号 摂津市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公
園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制
定の件

議 案 第　３２号 摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正
する条例制定の件

議 案 第　３３号 摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事
監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する
条例制定の件

議 案 第　３４号 摂津市下水道条例の一部を改正する条例制定の件
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議 案 第　３５号 摂津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一
部を改正する条例制定の件

2， 議 案 第　３９号 摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の
件

3， 報 告 第　　１号 損害賠償の額を定める専決処分報告の件

4， 代表質問

　公明党　藤浦　雅彦　議員

　大阪維新の会　塚本　崇　議員

　民主市民連合　西谷　知美　議員

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程４まで
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（午前１０時 開議） 

○三好義治議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、村上議員及び

水谷議員を指名します。 

 日程１、議案第１号など３４件を議題と

します。 

 本３４件について質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本３４件のうち、議案第１号及び議案第

９号の駅前等再開発特別委員会の所管分に

ついては、同委員会に付託することに異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 ただいま決定した以外については、議案

付託表のとおり常任委員会及び議会運営委

員会に付託します。 

 日程２、議案第３９号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。消防長。 

  （松田消防長 登壇） 

○松田消防長 議案第３９号、摂津市消防団

員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例制定の件につきまして、提案内容を御説

明申し上げます。 

 なお、議案第３９号参考資料１ページか

ら３ページに新旧対照表を記載いたしてお

りますので、併せて御参照をお願いいたし

ます。 

 本件は、最近における社会経済情勢に鑑

み、補償基礎額の引上げを行うべく、非常

勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め

る政令の一部を改正する政令が令和７年２

月２１日に公布され、同４月１日から施行

されることに伴い、本条例の一部を改正い

たすものでございます。 

 同政令の改正につきましては、令和６年

１２月に一般職の職員の給与に関する法律

が一部改正され、公安職俸給表が改定され

たことに伴い、非常勤消防団員等に係る損

害補償の額の算定基礎となる補償基礎額が

改定されたものでございます。 

 本条例の改正内容は、政令に定められた

補償基礎額に準拠し、その額を改定いたす

ものでございます。 

 それでは、条文に沿いまして御説明申し

上げます。 

 第５条は、補償基礎額についての規定で

ございますが、同条第２項第２号では、消

防作業従事者等に係る補償基礎額の最低額

を現行の９，１００円から９，７００円

に、最高額を現行の１万４，２００円から

１万４，５００円に改めるものでございま

す。 

 また、同条第３項は、扶養親族に係る補

償基礎額の加算額を規定しており、配偶者

の加算額を現行の２１７円から１００円

に、２２歳に達する日以降の最初の３月３

１日までの間にある子の加算額を現行の３

３３円から３８３円に改めるものでござい

ます。 

 同条第４項では、字句の整備を行うもの

でございます。 

 別表、補償基礎額表では、非常勤消防団

員に係る補償基礎額について、１万２，５

００円を１万２，９００円に、１万３，３

５０円を１万３，７００円に、１万４，２

００円を１万４，５００円に、１万８００

円を１万１，３００円に、１万１，６５０

円を１万２，１００円に、９，１００円を

９，７００円に、９，９５０円を１万５０

０円に改めるものでございます。 
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 附則につきましては、第１項で、この条

例は令和７年４月１日から施行するものと

し、第２項で、改正後の規定は、この条例

の施行の日以後に支給すべき事由の生じた

損害補償並びに同日前に支給すべき事由の

生じた同日以後の期間に係る傷病補償年

金、障害補償年金及び遺族補償年金につい

て適用し、同日前に支給すべき事由の生じ

た損害補償及び同日前に支給すべき事由の

生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等

については、なお従前の例によるものとい

たすものでございます。 

 以上、議案第３９号、摂津市消防団員等

公務災害補償条例の一部を改正する条例制

定の件の提案説明とさせていただきます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 本件については、議案付託表のとおり、

常任委員会に付託します。 

 日程３、報告第１号を議題とします。 

 報告を求めます。保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 報告第１号、損害賠

償の額を定める専決処分報告の件につきま

して、内容を御説明申し上げます。 

 本件は、高齢者移送サービス業務中に発

生した物損事故で、令和７年２月１８日に

示談が成立し、その損害賠償の額につきま

して、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分をいたしましたので、同条

第２項の規定により御報告するものでござ

います。 

 事故発生状況、損害賠償の相手方、損害

賠償の額、過失割合は、報告第１号に記載

のとおりでございます。 

 それでは、事故発生の経過につきまして

御説明申し上げます。 

 本件は、令和６年９月２７日金曜日午前

９時４５分頃、本市が委託実施する高齢者

移送サービス業務において、利用者を自宅

に迎えに行ったところ、自宅前の道路幅員

が狭く、通行の妨げになると運転手が判断

し、利用者の自宅隣地である摂津市千里丘

四丁目１２番３号、クレイノルヴェール千

里丘敷地内駐車場スペースに進入いたしま

した。その際、敷地内の植栽枠に接触し、

当該植栽枠の一部を破損させた物損事故で

ございます。 

 示談につきましては、損害保険ジャパン

株式会社が交渉を行い、過失相殺率の認定

基準に基づき、過失割合を本市１００％と

し、植栽枠の修理費用計７万９，０４２円

を賠償することで成立したものでございま

す。 

 この損害賠償金につきましては、損害保

険ジャパン株式会社からその全額が支払わ

れたものでございます。 

 なお、事故発生に当たり、再発防止のた

め、運転手全員に交通法規や就業規則に基

づく適正な業務執行について注意喚起を行

うとともに、高齢運転手を対象とする適性

検査や技能講習等を通じて、運転適性の把

握及び運転技能の向上に取り組み、一層の

安全意識の向上と事故防止に取り組んでい

く所存でございます。 

 以上、報告第１号、損害賠償の額を定め

る専決処分報告の件の説明とさせていただ

きます。 

○三好義治議長 報告が終わり、質疑があれ

ば受けます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 
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 日程２、代表質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 藤浦議員。（拍手） 

  （藤浦雅彦議員 登壇） 

○藤浦雅彦議員 おはようございます。 

 質問に入ります前に、先日から続いてお

ります岩手県大船渡市の山火事により、多

くの方が家を失い、多くの方が避難生活を

強いられています。避難生活をされておら

れる方、被害に遭われた方に心よりお見舞

い申し上げますとともに、一日も早く山火

事が完全鎮火をし、復興に向かわれますよ

うに御祈念を申し上げます。 

 それでは、公明党を代表いたしまして質

問させていただきます。 

 １、市民が元気に活動するまちづくり、

１の（１）「ウェルビーイング」市民の持

続可能な幸福の実現に向けた取組について

ですが、市長は、昨年就任以来、一貫して

ウェルビーイングの実現を訴えられていま

す。特に嶋野市長として初めての予算とな

る令和７年度予算に込める思いをお聞かせ

ください。 

 次に、１の（２）協働のまちづくりにつ

いてですが、まず初めに、今回上程されて

います摂津市協働のまちづくり推進条例に

ついて、その理念と摂津市長の思いについ

てお聞かせください。 

 次に、１の（３）（仮称）味生コミュニ

ティセンターの建設についてですが、財政

状況が非常に厳しい中、建設工事に着手さ

れますことに高く評価をいたします。新た

なコミュニティセンター建設を通して、味

生地域におけるコミュニティーの再構築に

かける市長の思いをお聞かせください。 

 次に、２、みんなが安全で快適に暮らせ

るまちづくり、２の（１）千里丘駅西地区

再開発事業についてですが、にぎわいの創

出に向けたエリアマネジメントの方向性に

ついて、市長の考えをお聞かせください。 

 次に、２の（２）淀川河川敷の有効利用

の検討の方向性についてですが、これまで

のワークショップなどにおいて、３０代か

ら４０代の子育て世代の方々との意見交換

での内容や、鳥飼まちづくりグランドデザ

インで、淀川河川敷における地域のにぎわ

い創出や多様なライフスタイルを支える場

として、淀川河川敷を含めた将来のまちの

ビジョンが描かれています。 

 嶋野市長は、摂津ふれあいマラソンの出

場や応援、また、淀川わいわいガヤガヤ祭

の参加や運営に携わるなどで、淀川河川敷

の有効性を肌で感じてこられたことと思い

ます。淀川の河川敷や水辺などで、市民や

事業所の皆様の憩いや体験、交流への空間

として、地域から敬愛されるとともに、摂

津市内外への魅力発信を行うことが必要と

思いますが、市長が思い描いておられる淀

川河川敷、水辺についてお聞かせくださ

い。 

 次に、２の（３）鳥飼東小学校の跡地活

用についてですが、鳥飼東小学校は令和８

年３月３１日で廃校となります。学校がな

くなることに当たっては、地域コミュニテ

ィへの影響として、地域住民の互いに触れ

合う機会の減少や地域の衰退をもたらす可

能性があるなど、地域にとってはマイナス

イメージがありました。その一方で、近年

は、跡地活用として、全国的には、地域交

流拠点や宿泊施設として、また事業者利用

も含めて、産業や地域のつながりと振興、

教育や福利厚生、市民生活等の向上を目的

とする施設となっているなどの活用事例が

数多くあります。 

 鳥飼東小学校跡地活用ワークショップが

２月２８日に開催され、様々な内容で前向
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きな活用への意見が出ていたと聞いていま

す。鳥飼東部に位置する鳥飼東小学校の跡

地活用と鳥飼東部の今後について、市長が

思っておられるイメージについてお聞かせ

ください。 

 次に、２の（４）「摂津市地域公共交通

計画」に沿った推進についてですが、摂津

市地域公共交通協議会において、有識者、

企業、商工会、市民委員が令和６年度中に

様々な意見交換を重ねられ、地域公共交通

における方針や具体的な施策の方向性が示

されたことを高く評価いたします。計画に

基づいて、目指す将来像の実現に向けて、

摂津市の地域公共交通の展望についてお聞

かせください。 

 次に、２の（５）ＪＲ竹之鼻ガードなど

市内ガードの安全対策についてですが、１

月２８日、埼玉県八潮市において発生しま

した道路陥没事故による社会的影響の大き

さを踏まえ、老朽化をした土木施設構造物

の維持管理が非常に重要であると考えま

す。本市においても、昨年、道路管理瑕疵

事故が相次いだ竹之鼻ガードなど道路施設

構造物の老朽化対策などの維持管理と施設

管理者との連携についてお聞かせくださ

い。 

 次に、２の（６）災害対策についてです

が、頻発する地震速報、気象変動による豪

雨や豪雪に見舞われるなど、全国どの自治

体においても災害対策は重点課題として取

り組まなくてはならない状況です。本市の

災害対策において、今後の展開及び他の自

治体との連携について、市長の考えをお聞

かせください。 

 次に、３、みどりうるおう環境を大切に

するまちづくり、３の（１）地球温暖化対

策についてですが、摂津市は、深刻化する

地球温暖化対策に、市民、事業者、行政が

協働で取り組み、温室効果ガス排出量の一

層の削減を目指すため、２０２２年２月に

ゼロカーボンシティを表明しました。摂津

市地球温暖化対策地域計画に挙げる目標達

成に向けた市長の意見をお聞かせくださ

い。 

 次に、３の（２）「摂津市緑の基本計

画」に沿った公園づくりについてですが、

本市では、２０１４年３月より摂津市緑の

基本計画を策定し、基本理念と将来像の実

現に向けて取り組んできました。中でも市

民参画型の取組が重要であると考えます。

また、公園管理についても、基本計画に沿

って実施すべきであると考えますが、市の

考えをお聞かせください。 

 次に、４番目、暮らしにやさしく笑顔が

あふれるまちづくり、４の（１）「第５期

摂津市地域福祉計画」の策定についてです

が、令和７年度が第４期地域福祉計画の最

終年度に当たることから、５年間を振り返

り、市長の所見をお聞かせください。 

 次に、４の（２）「第１０期せっつ高齢

者かがやきプラン」の作成についてです

が、２０２５年問題と言われた団塊の世代

が７５歳以上となり、第９期せっつ高齢者

かがやきプランでは既に取組が展開されて

います。令和７年度第１０期せっつ高齢者

かがやきプラン策定に取りかかるに当たっ

ては、第２次ベビーブームに生まれた団塊

ジュニア世代が６５歳以上を迎える高齢者

の人口がピークを迎える２０４０年問題を

踏まえた施策の検討が重要と考えます。少

子化、老老介護、一人暮らし高齢者が増え

るなど、高齢者を取り巻く課題をどのよう

に捉えておられるのか、市長の認識をお聞

かせください。 

 次に、４の（３）「第１期摂津市こども

計画～こどもまんなかプラン～」について
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ですが、摂津市では「こどもを安心して産

み、育てることのできる、こどもがひとし

く、健やかに成長できるまちをみんなでつ

くる」を基本理念として４月よりスタート

します。第１期摂津市こども計画に対する

市長の思いをお聞かせください。 

 次に、４の（４）アピアランスケア助成

制度の実施についてですが、がんになって

も自分らしく安心して生活を送ることがで

きる社会の実現に向け、アピアランスケア

にかかる費用の助成を実施されますことを

高く評価いたします。助成制度の趣旨につ

いてお聞かせください。 

 次に、４の（５）健康づくりについてで

す。 

 市政運営の基本方針において市民の健康

寿命を延ばすことに触れられていないこと

は残念ですが、第４回定例会で申し上げま

したように、ぜひとも健康づくりナンバー

ワン都市を目指していただきたいと思いま

す。市長の健康づくりについての思いをお

聞かせください。 

 次に、４の（６）帯状疱疹ワクチンの定

期接種化についてですが、市長が公約に掲

げておられた帯状疱疹ワクチンの補助制度

創設は、令和７年度から定期接種化が決定

をされました。制度開始に当たり、市長の

思いをお聞かせください。 

 次に、５、誰もが学び、成長できるまち

づくり、５の（１）「摂津市教育大綱」の

改定と立志教育についてですが、「つなが

り 未来を拓く せっつの教育」との教育

理念として、令和３年度から令和７年度ま

での５年間とされていた現大綱の総括的な

認識と、令和８年度からとする大綱の改定

に当たって、目指す教育についてお聞きし

ます。 

 次に、５の（２）学校体育館のエアコン

設置についてですが、エアコンを設置する

意義、必要性と、導入による学校教育への

効果についてお聞かせください。 

 次に、５の（３）地域とともにある学校

づくりについてですが、コミュニティスク

ールの目的についてお聞かせください。 

 次に、５の（４）インクルーシブ教育の

推進についてですが、本市におけるインク

ルーシブ教育の推進についてお聞かせくだ

さい。 

 次に、６、活力ある産業のまちづくり、

６の（１）「第３期摂津市産業振興アクシ

ョンプラン」の取組についてですが、商工

業と農業が生き生きと活躍でき、新たな産

業を生み出す活力ある住工一体のまちづく

りを目指した将来の展望をお聞かせくださ

い。 

 次に、６の（２）観光資源化への取組に

ついてですが、大阪・関西万博を契機に、

本市の特徴的な資源であります大阪銘木団

地及び大阪欄間を、地元事業者等と連携

し、観光資源化に取り組まれますが、この

観光資源の発掘を通して、ものづくりのま

ち摂津を全国へ発信されることにかける市

長の思いをお聞かせください。 

 次に、７、計画を実現する行政経営、７

の（１）大胆なシティプロモーション戦略

についてですが、市内外の多くの人に選ば

れ愛され続ける魅力ある摂津市の構築を目

指した市長の考える大胆なシティプロモー

ション戦略についてお聞かせいただきたい

と思います。特に、スクールバッグの配布

事業は本市の大きな魅力の一つであると確

信しますが、併せてお聞かせください。 

 次に、７の（２）「（仮称）摂津市ＤＸ

推進計画」の策定についてです。 

 自治体ＤＸ推進計画は、総務省が２０２

０年１２月に取りまとめ、自治体がデジタ
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ル技術を活用し、住民の利便性や行政サー

ビスの質を高めることを目的としています

が、本市における自治体ＤＸ推進計画の肝

をどのように考えておられるのか、お聞か

せください。 

 次に、７の（３）「（仮称）摂津市財政

健全化プラン」の策定についてです。 

 先駆けて給食センターの建設時期の延伸

が提案されていますが、中期的な財政状況

と（仮称）摂津市財政健全化プランの考え

方についてお聞かせください。 

 次に、７の（４）「摂津市行政経営戦

略」の改定について、重点テーマ及び肝と

なるものは何かについてお聞かせくださ

い。 

 以上、１回目です。 

○三好義治議長 答弁を求めます。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 おはようございます。 

 公明党議員団の藤浦議員の代表質問にお

答えを申し上げます。 

 なお、教育関係は若狭教育長から答弁申

し上げますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 それと、先ほど４の（３）で、「第１期

摂津市こども計画～こどもまんなかプラン

～」について私の認識ということでござい

ましたけれども、この点につきましても教

育長から御答弁をさせていただきますの

で、どうぞ御理解のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 それでは、「ウェルビーイング」市民の

持続可能な幸福の実現に向けた取組につい

ての御質問にお答え申し上げます。 

 我が国では、人口の減少、少子高齢化の

進行が加速するとともに、物価高騰も重な

り、市民生活、企業活動、行財政運営等、

あらゆる分野に影響が出ております。これ

までのように人口増加や経済成長を前提と

する経済的な豊かさを求めていくことが難

しくなっていく中で、今後のまちづくりに

おきましては、改めて市民の幸福に焦点を

当てていくことが重要となってくるものと

考えております。 

 令和７年度の特に象徴的な取組といたし

ましては、摂津市協働のまちづくり推進計

画の策定に向けた取組がございます。協働

の取組を計画的に進めていくことで、市民

が生活する地域社会を持続可能で活力のあ

るものにしていき、市民の幸福を実現して

いきたいと考えております。 

 続きまして、協働のまちづくり推進条例

の理念についての御質問にお答えを申し上

げます。 

 少子高齢化や核家族化など社会環境の変

化に伴い、市民の皆さんの意識や価値観な

ども変わり、自治会などの地域コミュニテ

ィが希薄化してきておりますが、地域の課

題を解決するためには人と人とのつながり

が非常に大切であります。また、複雑・多

様化する地域課題や市民ニーズに行政だけ

ではきめ細やかに対応することが大変に難

しくなってきており、これからの地域社会

においては、市民活動団体や事業所など多

様な担い手との連携が必要となってまいり

ます。 

 そのような状況におきまして、市民や地

域団体、市民活動団体、事業者による地域

活動や市民活動を活発化し、多様な担い手

による協働のまちづくりを広げていくこと

が重要であります。協働のまちづくりのさ

らなる推進を図るため、摂津市協働のまち

づくり推進条例を制定するものでございま

す。 

 続きまして、味生地域におけるコミュニ

ティーの再構築についての御質問にお答え
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を申し上げます。 

 昭和や平成初期の時代は、地域の強いつ

ながりの下、市民生活に関わる多くの部分

で、助け合い、支え合いの精神で地域住民

が自主的に地域づくりを担われ、地域ごと

で発生する課題に対処してこられました。

しかし、社会環境が目まぐるしく変化する

昨今、人々の価値観や市民生活のありさま

もまた大きく変化をしております。インタ

ーネットやＡＩの普及によりまして人々の

生活は便利になりましたが、一方でコミュ

ニティーの希薄化が進み、相談できる相手

がおらず、孤独死の問題や社会からの孤立

の懸念などが生じております。 

 このような背景を踏まえ、新しいコミュ

ニティセンターには、誰もが自由に集い、

つながり、憩い、学び、安心できる場所と

して、一昔前ではごく当たり前であった助

け合いや支え合いが醸成され、温かくつな

がりのある地域社会を実現できる拠点とな

ってほしいと期待をしているものでござい

ます。 

 続きまして、千里丘駅西地区再開発事業

のにぎわいの創出に向けたエリアマネジメ

ントの方向性についてお答えを申し上げま

す。 

 同地区における再開発の事業化に向けま

しては、千里丘西地区市街地再開発準備組

合の解散を受けまして、本市が事業主体の

再開発に着手することを決断し、進めるこ

ととなり、令和３年６月に事業計画決定に

至りました。事業の目的といたしまして

は、「周辺に広がるにぎわいの創出拠

点」、そして「快適なまちを持続的に育む

まち育て拠点」を位置づけており、本事業

完成後においてもにぎわいを持続させるこ

とが非常に重要であり、現在、特定建築者

とともに地域が主体となったエリアマネジ

メントの検討を進めているところでありま

す。これらの取組を着実に進め、摂津市の

顔、玄関口としてふさわしいにぎわいを創

出する拠点形成を図り、多くの人々に満足

していただけるようなまちづくりに向けて

取り組んでまいります。 

 続きまして、私が思い描く淀川河川敷、

水辺についての御質問に答弁を申し上げま

す。 

 淀川の河川敷には、広い芝生、鳥飼船着

場、鳥飼ワンド、サッカー場や野球場など

多彩な魅力があり、様々な可能性を秘めて

おります。私は、市民の方一人一人がそれ

ぞれの幸せを実感できる場所、ウェルビー

イングの場所としてのポテンシャルを大い

に感じるところでございます。淀川河川敷

をにぎわいのある空間とするために、これ

らの多彩な魅力や要素を組み合わせ、淀川

河川敷における魅力向上にしっかりと取り

組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、鳥飼東小学校の跡地活用、

そして鳥飼東部の今後についての御質問に

御答弁を申し上げます。 

 私は、鳥飼東小学校の跡地活用が、鳥飼

東部を含め、鳥飼地域全体が活性化するポ

テンシャルを持っていると考えておりま

す。このポテンシャルを最大限生かしてい

くために、一時の幸せにとどまらない、市

民に幸せを感じていただく活用にしなけれ

ばならないと考えております。 

 鳥飼東小学校の跡地活用については、こ

れまで、アイデアの募集や大阪成蹊大学の

学生からの提案等があり、多くの活用案が

出てきております。その中には大胆な提案

もございまして、そのような思い切った活

用こそ住民の皆さんがわくわくするような

期待をされているものであろうと感じてお

ります。引き続き、市民や事業者、団体等
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の皆様との活発な意見交換をしっかりと行

い、ウェルビーイングが感じられる鳥飼東

小学校の跡地活用方策を議論してまいりた

いと考えております。 

 目指す将来像の実現に向けた地域公共交

通の展望について御答弁を申し上げます。 

 本市は、大阪都心部に近く、広域道路ネ

ットワークが整備をされており、平坦な地

形であることから、歩きやすく移動がしや

すい環境であると捉えております。一方

で、人口減少や少子高齢化、担い手不足な

ど、全国的な傾向と同様に、公共交通サー

ビスの維持は年々厳しさを増しており、今

後、さらなる高齢化の進展により移動手段

の確保の重要性はますます高まっていると

認識をしております。 

 こうした状況を踏まえまして、摂津市地

域公共交通協議会において、地域の公共交

通に関わる多様な関係者の方々とともに、

将来目指すまちの姿や公共交通ネットワー

クの在り方、取り組むべき施策などについ

て意見交換を進め、このたび、摂津市地域

公共交通計画として取りまとめることがで

きました。 

 今後は、引き続き、多様な関係者による

意見交換や議論の場を設け、市民にとって

必要な地域公共交通を維持し、計画で思い

描いた誰もがふらっと出かけられるまちを

目指してまいります。 

 竹之鼻ガードなど道路施設構造物の老朽

化対策など、維持管理と施設管理者との連

携についての御質問に御答弁を申し上げま

す。 

 市内の鉄道路線は、高度成長期以前に建

設されたものが多く、鉄道事業者におきま

しては、運行の安全確保のための施設構造

物の維持保全の取組が行われております。

昨年発生いたしました竹之鼻と坪井の両ガ

ード内における側溝蓋劣化による車両損傷

事故では、再発防止に向け、緊急で側溝改

良を行ったところでございますが、坪井ガ

ードにおきましては、令和７年度に新たに

側溝全体の改良を行い、運行車両の安全確

保に努めてまいります。 

 本市におきましても、徒歩パトロールな

ど定期的な道路巡視に取り組み、地域横断

道路、アンダーパス内の異常等発見や早期

対応に努めておりますが、施設構造物に関

係する場合は、鉄道事業者等へ速やかにお

伝えするなど、今後とも鉄道事業者等との

間で一層の連携に取り組んでいきたいと考

えております。 

 続きまして、災害対策の今後の展開及び

他自治体との連携についての御質問にお答

えを申し上げます。 

 災害対策の今後の展開につきましては、

自助・共助・公助の強化、ハード・ソフト

両面からの対策の推進、水害リスクの高い

地域特性に応じた対策の推進等が必要であ

ることはこれまでと同様でございますが、

それぞれの対策における具体的な取組につ

きましては、大規模災害から得た教訓等を

踏まえまして着実にアップデートしてまい

ります。 

 他自治体との連携につきましては、三島

地域の市町のほか、京都府向日市、兵庫県

新温泉町など、大阪府外の自治体とも災害

時の相互応援協定を締結しております。引

き続き、必要に応じて他自治体との相互応

援協定や民間事業者等との連携協定を締結

するなど、災害対策をしっかりと推し進め

てまいります。 

 地球温暖化対策地域計画についての御質

問に御答弁を申し上げます。 

 本市では、議員から御紹介があったとお

り、令和４年２月にゼロカーボンシティの
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表明を行い、同年３月に摂津市地球温暖化

対策地域計画を策定し、２０５０年度に向

かって低炭素社会から脱炭素社会の形成を

実現するため取組を進めているところでご

ざいます。 

 これまでの計画に沿った取組といたしま

して、家庭部門からのＣＯ２排出削減を目

的とした市民向けの太陽光発電システムや

蓄電池等を導入する際に活用できる補助制

度の創設、公共施設への太陽光発電設備の

設置等を推進してまいりました。計画に掲

げる目標では、公共施設の太陽光発電設置

数など、達成に向け順調に推移をしており

ます。地球温暖化対策は喫緊の課題である

と認識をしておりますので、今後も、目標

達成に向けまして、令和７年度の新たな施

策も含め、市民、事業者、行政が一体とな

った取組を推進してまいります。 

 摂津市緑の基本計画に掲げる基本理念と

将来像の実現に向けた取組についての御質

問にお答え申し上げます。 

 本市では、摂津市緑の基本計画におい

て、「はな・みどり・みずのまち・さわや

か摂津」を基本理念、将来像として、これ

まで市内の緑化推進に係る様々な取組を進

めてまいりました。その中でも、市内の植

栽や花壇で緑化活動していただくボランテ

ィア団体数でございますが、令和２年度の

３７団体から令和６年度には４７団体とな

るなど、市民協働で市内緑化に努めてきた

ところでございます。基本理念、将来像の

実現に向けましては、市民との協働による

取組が不可欠であります。そのため、引き

続き市民協働による緑化活動に取り組んで

まいります。 

 一方で、都市緑地法につきましては、緑

の基本計画の記載事項といたしまして、公

園の管理の方針が示され、国による緑の基

本方針及び都道府県による緑の広域計画が

位置づけられております。今後、こうした

内容を踏まえまして、国や大阪府の動向を

注視しつつ、本市の計画改定にも取り組ん

でいきたいと考えております。 

 第４期地域福祉計画の振り返りについて

御答弁を申し上げます。 

 第４期地域福祉計画では、誰もが地域で

活躍し、互いにつながり支え合う社会の実

現に向けて、地域課題を包括的に捉え、行

政だけでなく関係機関や地域住民が一体と

なって様々な取組を推進してまいりまし

た。 

 複雑化・複合化が進む地域住民が抱える

福祉課題への対応につきましては、庁内外

連携の在り方について協議するとともに、

相談支援体制の強化を進めております。ま

た、地域活動をコーディネートすることに

より、地域住民による相互の支え合いの充

実を図るとともに、住民活動の活性化を推

進しているところでございます。 

 今後、より一層関係機関の連携を推進

し、相談支援機関や地域が一体となった包

括的かつ持続可能な支援体制の構築につな

げてまいります。 

 続きまして、第１０期せっつ高齢者かが

やきプランについて御答弁を申し上げま

す。 

 団塊ジュニア世代が６５歳以上の前期高

齢者となる２０４０年におきまして、生産

年齢人口の減少により、社会保障を支える

担い手不足が深刻になることに加え、８５

歳以上人口の急速な増加により、要介護認

定率の高まりや認知症高齢者の一層の増加

が懸念をされております。 

 第１０期せっつ高齢者かがやきプランの

策定に当たりましては、このような社会情

勢のほか、令和７年度に実施をいたします
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在宅介護実態調査及び介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査の結果も踏まえまして、高

齢化がさらに進む２０４０年も見据えた中

長期的な施策を検討していきたいと考えて

おります。 

 アピアランスケア助成の趣旨について御

答弁を申し上げます。 

 がんになりますと、抗がん剤や放射線治

療、外科的手術などの治療が必要となって

まいります。抗がん剤の中には副作用で脱

毛を伴うものがございます。また、乳がん

で外科的手術を受ける場合、乳房を切除す

ることがございます。このように、外見が

変化したことで、職場や学校などでの社会

生活でつらい思いをして、治療の継続がで

きなくなったり心理的苦痛を感じる人も多

く見られます。 

 そこで、患者の経済的及び心理的負担の

軽減を図り、がんになっても自分らしく安

心して社会生活を送ることができる社会の

実現を目的とした新たな助成制度を創設し

たいと考えております。 

 続きまして、健康のまちづくりへの思い

について、御質問に御答弁申し上げます。 

 摂津市の市長といたしまして、市民の健

康寿命を延ばし、元気で過ごすことができ

る期間を延ばすことは、市民の幸せのため

にはなくてはならないものであり、健康の

まちづくりの取組は大変重要なものである

と考えております。 

 令和７年度は、健康せっつ２１第３次計

画がスタートする年度となり、この計画を

基にさらなる健康施策を展開し、健康のま

ちづくり、健康寿命の延伸を目指してまい

りたいと考えております。 

 また、本市には、北大阪健康医療都市と

して、健康・医療関係の研究所や病院、企

業が集積する健都がございます。現在も、

まちづくりの中で、産学官民が協力して健

康づくりを行うフィールドが徐々に整って

いるところであると捉えております。この

健都の取組を市域全体に波及させ、生活習

慣病をはじめとした疾病予防や、自然と健

康になれる環境づくりなど、様々な健康施

策を市民と行政が共に協力して展開するこ

とで、ウェルビーイングの実現、ひいては

市民の人生を豊かにしていく取組を力強く

行ってまいりたいと考えております。 

 帯状疱疹ワクチンについて御答弁を申し

上げます。 

 帯状疱疹ワクチン接種によって帯状疱疹

やその合併症を予防することは、市民の皆

様が健康で活躍していただくために必要で

あるとの認識から、帯状疱疹ワクチンの補

助制度の創設を公約に掲げておりました。

国が令和７年度から帯状疱疹ワクチンの定

期接種化を行ったことに鑑みますと、その

認識は間違っていなかったと感じておりま

す。 

 一方で、定期接種を実施するに当たりま

して、関係機関と様々な調整が必要であり

ますので、本市といたしましては、まずは

国が示す定期接種化の開始時期に遅滞なく

対応し、帯状疱疹ワクチンの定期接種の対

象者が円滑に接種できる体制を構築してま

いりたいと考えております。 

 摂津市教育大綱について御答弁を申し上

げます。 

 現在の教育大綱は、教育理念に「つなが

り 未来を拓く せっつの教育」と捉え、

三つの基本方針といたしまして、一人一人

の生きる力を育むこと、人生１００年時代

の学びと活躍を推進すること、安全で安心

な学びの場をつくることを示しておりま

す。これは、家庭や地域と連携して子供た

ちの未来を切り開く教育を推進し、子供た
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ち一人一人が社会とのつながりの中で生き

る喜びを感じ、豊かな感性と創造力を輝か

せ、成長していくことを目指すという考え

の下で掲げられた大綱となっております。 

 新たな教育大綱では、これまでの基本的

な考えを継続しながら、子供たち一人一人

が自ら志を立て、生き生きと学ぶ姿をしっ

かりとサポートする教育を推し進めていき

たいと考えております。 

 続きまして、第３期摂津市産業振興アク

ションプランの取組について御答弁を申し

上げます。 

 産業振興アクションプランは、行政経営

戦略の七つの目標の中の一つ、活力ある産

業のまちを実現するための具体的な計画で

あり、産業振興施策の方向性と推進の在り

方を示すことを目的としております。 

 御質問の住工一体のまちづくりに資する

取組といたしましては、オープンファクト

リーがございます。オープンファクトリー

は、地域の一体性や魅力づくりの取組へと

進展しており、地域住民にとっては自らの

まちの魅力などを再認識する機会となり、

企業と地域社会との新しい接点を持つ機会

になります。 

 本市では、令和６年度に、摂津市商工会

や市内事業所、学校、金融機関と連携し

て、初めてせっつキッズファクトリーを開

催し、非常に手応えを感じたところでござ

います。このような取組を発展させ、活力

ある産業のまちづくりにつなげてまいりま

す。 

 観光資源化への取組について御答弁を申

し上げます。 

 大阪銘木団地では、大阪銘木協同組合が

昭和４０年から本市を拠点として市場を運

営されております。この銘木協同組合は、

全国で９か所しか存在しない貴重な団体で

ございます。 

 また、大阪欄間は、その伝統的な技術や

歴史から伝統工芸品として経済産業大臣の

指定を受けたもので、各国首脳へのお土産

として利用された実績がございます。本市

では、それを支える作り手である伝統工芸

士が活躍されておられます。本年は、いよ

いよ大阪・関西万博が開催されます。昭和

４５年に開催された大阪万博から５５年ぶ

りに大阪で開催される万博であり、摂津市

の魅力を国内外に広く発信できる絶好のチ

ャンスでございます。産業のまち摂津にあ

る銘木、大阪欄間のブランド価値を高め、

観光資源化に向けて各関係者と協働で取り

組んでまいります。 

 シティプロモーションについて御答弁申

し上げます。 

 本市は、スクールバッグの配布事業を昭

和４９年度から行っており、令和６年度に

５０年ぶりにスクールバッグのリニューア

ルを行いました。本市のスクールバッグ

は、親子２世代で使用していただくことも

あり、郷土愛の醸成につながっておりま

す。まさしく本市の大きな魅力でありま

す。今後も、このような他市にはない魅力

をあらゆる機会を捉えて発信していきたい

と考えております。 

 また、シティプロモーションにつきまし

ては、市民をはじめ、事業者や団体など本

市に関わる方々との協働が不可欠でござい

ます。本市職員とともに、本市に関わる

方々に本市の魅力を再発見・創出していた

だき、その魅力を語り継いでいただくこと

で、より多くの方々に愛されるまちづくり

を実現してまいります。 

 これらの観点をもちまして、市内外の多

くの方々に選ばれ愛され続ける魅力ある摂

津市を構築してまいります。 
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 自治体ＤＸの考え方について御答弁申し

上げます。 

 本市においても、他の自治体と同様に、

市民サービス向上及び効率的な業務運営を

目指すために取り組まなければならないと

考えております。総務省をはじめ、自治体

ＤＸの計画策定に向けたひな形もあります

が、ＤＸ推進の鍵は、現状に対する危機感

と、市民サービス向上に向けた職員おのお

のの自発的な業務改善であると考えており

ます。また、各課、各職員が主体的に組織

を横断して連携することで、摂津市に合っ

た実効性のある計画立案が可能となり、そ

れこそが自治体ＤＸの本質であると考えて

おります。 

 （仮称）摂津市財政健全化プランについ

て御答弁を申し上げます。 

 令和７年度の予算編成に当たりまして

は、一部の建設事業の着工を延期する決断

をさせていただいたところでございます

が、その原因となった物価高騰は、あらゆ

る分野に影響を及ぼしており、今後も続く

ことが想定されます。そのような中、必要

な事業等を進めていくためには、これまで

の物価も賃金も上がらないという通念から

脱却し、いま一度、持続可能な財政運営に

向けて、（仮称）摂津市財政健全化プラン

を策定し、全庁一丸となって取組を進めて

まいります。 

 次期行政経営方針の柱について御答弁を

申し上げます。 

 現在の行政経営戦略におきまして、目指

す将来像にみんなが育むつながりのまち摂

津を掲げており、その実現に当たって協働

が大きな柱であったと理解をしておりま

す。人口減少、少子高齢化が進行していく

中、行政だけで複雑・多様化する市民ニー

ズに対応することは、ますます困難になっ

ていくものと考えております。 

 そのような状況においてウェルビーイン

グなまちを実現していくためには、協働は

大変に重要であり、次期行政経営方針にお

いても大きな柱になってくるものと捉えて

おります。本議会におきましても、摂津市

協働のまちづくり推進条例の制定について

議案を提出しておりますが、この理念を全

庁的に共有していくとともに、協働のさら

なる推進に取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

 私からの答弁は以上でございます。 

○三好義治議長 次に、教育長。 

  （若狭教育長 登壇） 

○若狭教育長 それでは、教育委員会所管分

につきまして御答弁いたします。 

 まず、第１期摂津市こども計画の総括的

な認識についてでございます。 

 近年、国におきましては、こども基本法

の施行やこども家庭庁の創設など、こども

まんなか社会の実現に向け、大きな動きが

ございました。そのような中で策定いたし

ます「第１期摂津市こども計画～こどもま

んなかプラン～」につきましても、その大

きな目標として、こどもまんなか社会の実

現を目指すことが求められております。 

 本計画の大きな特徴は、子供の権利に関

する項目を基本施策の一つとして盛り込ん

だことでございます。全ての子供たちの権

利が尊重され、ウェルビーイングで生活を

送ることができますよう、こどもまんなか

社会の実現を目指して取り組んでまいりた

いと考えております。 

 次に、学校体育館へのエアコンを設置す

る意義、必要性と、導入による学校教育へ

の効果について御答弁申し上げます。 

 近年の酷暑の影響で、夏場の体育館にお

いては高温多湿の環境下の活動となり、熱
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中症のリスク等により、体育館での活動自

体が非常に制限される状況がございます。

体育館へエアコンを設置することは、子供

たちを熱中症から守るだけでなく、体育館

での活動が制限されることなく教育活動の

幅が広がるなどの学校教育への効果がござ

います。 

 子供たちが安全で安心して学校生活を送

るためにも、学校体育館へのエアコン設置

は必要不可欠であり、教育委員会といたし

まして、全校に対しまして早急な設置完了

を目指しているところでございます。 

 続きまして、コミュニティスクールの目

的について御答弁申し上げます。 

 コミュニティスクールは、学校運営協議

会の委員である保護者や地域の方々が一定

の権限と責任を持って学校運営に参画する

ことにより、学校、家庭、地域が力を合わ

せ、子供たちのためにどのようなことがで

きるかを話し合い、よりよい教育を実現し

ていくことを目的としております。 

 教育委員会といたしましては、日常の教

育活動に地域の方々が関わる学校づくり、

それから、子供たちを中心に保護者や地域

の方々、教職員がつながる地域づくり、こ

れらを一体的に進めることを目指しており

ます。子供たちが地域の文化や人々の思い

を学び、自分が育った摂津市に愛着を持

ち、地域や社会の課題に対して自分で考え

行動できるよう育んでまいりたいと考えて

おります。 

 最後に、インクルーシブ教育の推進につ

いての御質問に御答弁申し上げます。 

 インクルーシブ教育を推進することで、

障害のある子供にとっては社会性やコミュ

ニケーション能力を育むことができます。

障害のない子供にとっては、障害に対して

の認識の発達や、自分と異なる個性、価値

観を受容する心の育成につながるものと考

えております。 

 そのためにも、障害のある子供とない子

供が可能な限り同じ場で共に学ぶことを目

指すべきであります。また、その際には、

それぞれの子供が授業内容を理解している

か、様々な学力を基にした生きる力をしっ

かりと身につけているかどうか、そういっ

た最も本質的な視点に立つことが重要であ

ると考えております。 

 この取組を推進することで、障害の有

無、性別、人種、国籍、年齢等にかかわら

ず、違いを認め合い共生していく社会の構

築につながると考えております。そのよう

な社会の担い手となる子供の育成にこれか

らも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 私からは以上でございます。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 それでは、２回目の質問で

す。 

 まず、１の（１）ウェルビーイングにつ

いてですが、協働の取組を最重要と位置づ

け、市民の幸福を実現すると御答弁いただ

きました。このことは、本市の全ての施策

にわたり協働の取組が最優先されることと

認識します。そして、このことは、私たち

公明党としましても全く共感をいたしま

す。 

 今後は、摂津市行政経営戦略の改定や摂

津市協働のまちづくり推進計画の策定を通

じて、市内外の市民、団体、全ての職員に

そのことが浸透するように取組をお願い

し、要望といたします。 

 次に、１の（２）協働のまちづくりにつ

いてですが、先ほどのウェルビーイングの

答弁と同じ一貫をした協働に対する思いで

市長が条例を提案されたことを理解いたし
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ました。 

 さらにお聞きをいたしますが、摂津市協

働のまちづくり推進条例を提出するに至っ

た経緯について、また、今後策定される摂

津市協働のまちづくり推進計画の位置づけ

について、また、この計画に関係性の深い

令和６年度の市民活動中間支援体制整備支

援事業の総括と今後の方向性について、そ

れぞれお聞きいたします。 

 次に、１の（３）（仮称）味生コミュニ

ティセンターの建設についてですが、誰も

が集える新たな拠点の建設でありますの

で、何より味生地域の皆さんに知っていた

だき、機運の醸成を図ることが大事である

と思います。令和９年の完成に向け、節目

節目に味生コミュニティセンターの建設ニ

ュースを発行し、地域の皆様へ配布してほ

しいと思いますが、お考えをお聞かせくだ

さい。 

 次に、２の（１）千里丘駅西地区再開発

事業についてですが、エリアマネジメント

の考え方について御答弁をいただきまし

た。 

 さらに、令和７年度の工事の進捗状況に

ついてお聞かせください。 

 次に、２の（２）淀川河川敷の有効利用

についてですが、様々な可能性があり、水

辺空間としても魅力的で心安らぐ場とし

て、多くの方々がお互いに淀川に行こうと

声をかけ合える身近な空間となるよう、工

夫と発想をお願いし、要望といたします。 

 ２回目の質問として、淀川河川防災ステ

ーション及び水防センターについては、災

害時の機能だけでなく、河川管理者などと

連携を行いながら、平常時の機能や河川敷

と一体活用することで相乗効果が広がって

いくと思います。今後開かれるワークショ

ップや検討会などで水防センターの平常時

利用の淀川河川敷の一体的な活用方法につ

いて議論する必要があると思いますが、ど

のように考えておられるのか、また、河川

管理者等との関わりについても併せてお聞

かせください。 

 次に、２の（３）鳥飼東小学校の跡地活

用についてですが、校区内には地域に寄り

添ったサービス展開をしたいと考える地域

密着型の企業が増えていると聞いていま

す。統廃合後も、学校は大切な地域資源の

一つでもあり、地域の避難場所でもあり、

防災拠点でもあります。跡地活用について

は、福祉や医療、企業や法人等の施設、体

験交流施設等を含め、地域の新たなまちづ

くりの拠点を創出する取組とともに予算措

置を講じていただけるようにお願いいたし

ます。 

 また、統合によって、鳥飼東小学校の児

童は、通学環境や通学手段とともに教育環

境も大きく変わりますので、スクールバス

の適用地域の柔軟な対応などを含めた保護

者説明会などの開催を令和７年度も実施し

ていただき、少しでも不安を解消して、当

事者が納得をして統廃合実施を受け入れら

れるよう強くお願いし、要望といたしま

す。 

 また、全く話は変わりますが、統合後、

１６年間、跡地利用について放置をされて

いる旧味舌小学校、旧三宅小学校跡地の活

用につきましても、早い時期に方向性を示

すように強くお願いし、要望といたしま

す。 

 次に、２の（４）摂津市地域公共交通計

画についてですが、計画対象期間を令和７

年度から令和１１年度まで５年間とされて

おり、初年度の取組についての内容をお聞

かせください。 

 次に、２の（５）市内ガードの安全対策
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についてですが、今後も鉄道事業者と連携

をしながら、市民の安全確保の観点から、

徒歩によるパトロールなど定期的な道路巡

視を実施していただき、ガード内の異常発

見、早期対応をお願いします。 

 また、千里丘五丁目から竹之鼻ガードへ

の車両での進入時、ブラックホール現象で

暗く感じ、見えにくいとの声が市民から聞

こえておりますが、ガード内のＬＥＤ照明

の設置時期、入り口付近における明るさ、

照明の取替え、壁面塗装の塗り替え及びガ

ード入り口部分ののり面部分における雑草

対策についてお聞かせください。 

 次に、２の（６）災害対策についてです

が、校区単位の自主防災訓練が再開される

ようになり、災害に対する市民意識の醸成

を図るためにも、多くの市民を巻き込んだ

市民参画型の取組と市民へ周知することが

必要です。総合防災演習、避難所運営マニ

ュアル作成、水害対応ガイドブック全戸配

布、広域避難協定の進捗、摂津市災害廃棄

物処理計画に基づく指定場所など、現在推

し進められておられる取組についてお聞か

せください。 

 次に、３の（１）地球温暖化対策につい

てですが、２０５０年ゼロカーボンシティ

実現に向けた市長の決意を聞かせていただ

きました。どうか市民、事業所、行政が一

体となって地球温暖化対策に取り組まれる

取組の施策の展開に期待をいたします。 

 次に、令和７年度の取組として、消防本

部をはじめとする３７の工業施設における

照明灯のＬＥＤ化や、新たな取組として宅

配ボックスの設置に係る補助制度を創設さ

れますが、具体的な内容についてお聞かせ

ください。 

 また、こどもエコノート、「未来守る！

エネルギー日記」、大阪・関西万博をきっ

かけにスタートするＥＸＰＯグリーンチャ

レンジアプリの活用についてお聞かせくだ

さい。 

 次に、３の（２）公園づくりについてで

すが、本市では多くの団体が市内緑化に御

尽力いただいており、大切な協働の取組で

あり、これまで以上に大切に進めていただ

きたいと思います。 

 続いて、緑の基本計画には公園の管理方

法を記載すべきとありますが、今後の公園

づくりについて、どのように考えておられ

るのか、お聞かせください。 

 次に、４の（１）「第５期摂津市地域福

祉計画」の策定についてですが、令和２年

１月に日本で最初の新型コロナウイルス感

染者が出てからコロナ禍という初めての非

常事態を経験しました。令和５年５月に５

類感染症になるまで、人と会うこと、人が

集まること、会食することなどを避ける状

況が続き、人間関係が希薄になり、孤独や

孤立、不安などを抱える人も増えました。

第４期地域福祉計画は、まさしくその時期

と重なり、社会的弱者や生活課題が複雑化

する中で第５期地域福祉計画を策定するに

当たり、市の考え方についてお答えをいた

だきたいと思います。 

 次に、４の（２）せっつ高齢者かがやき

プランについてです。 

 社会保障を支える担い手不足と介護サー

ビスの需要の拡大がどのように加速するか

は不明ですが、既に、介護支援専門員をは

じめ、介護人材の不足は喫緊の課題と認識

しています。社会全体が人材不足を課題に

する中で、従来の方法で対応が可能なのか

と考えるところです。市としてどのように

取り組まれるのか、方向性をお聞かせくだ

さい。 

 次に、４の（３）摂津市こども計画につ
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いてですが、全ての人々の未来における幸

福のつながりは重要と考えています。令和

７年度の当初予算主要事業に記載の１番

目、第２児童センターの開館と中高生の受

入れについて、２番目、宿題カフェの設置

及び運営について、３番目、ヤングケアラ

ー等の支援方法について、４番目、保育所

待機児童解消に向けた取組について、５番

目、こども誰でも通園制度実施について、

それぞれ取組と効果についてお尋ねをいた

します。 

 次に、４の（４）アピアランスケア助成

制度の実施についてですが、具体的な制度

内容について、また、新たな制度でありま

すので、がん患者の方を含め、市民の皆さ

んへの周知が最も大事であると思います。

考えをお聞かせください。 

 次に、４の（５）健康づくりについてで

す。健康づくりナンバーワン都市を目指す

市長の思いを聞かせていただきました。そ

のためには、まちごと元気！健康せっつ２

１（第３次）の下、今ある計画を活性化し

て健康増進効果を上げることが重要である

と思いますが、どのように考えておられる

のか、御答弁をお願いします。 

 次に、４の（６）帯状疱疹ワクチンの定

期接種化についてですが、接種要綱の詳細

及び周知方法についてお聞かせください。 

 次に、５の（１）立志教育についてで

す。 

 子供たち一人一人が自ら志を立て、生き

生きと学ぶ姿をサポートする教育を進めて

いくとの答弁でしたが、自らの意思で自ら

の道を切り開く生きる力の強い摂津市の子

供たちの育成を目指して取り組んでいただ

くことを期待します。 

 次に、５の（２）学校体育館のエアコン

設置についてです。 

 学校体育館のエアコン設置は必要不可欠

であると教育長の御答弁をいただきました

が、一方で、災害時には避難所となるた

め、エアコンが必要であります。改めて、

これまでのエアコン設置の状況と今後の予

定についてお伺いします。 

 次に、５の（３）地域とともにある学校

づくりについてですが、子供たちを中心に

保護者や地域の方々、教職員がつながり、

幅広い見識で豊かな知性を養うことは大切

な視点であると評価します。ここで、これ

までの本市におけるコミュニティスクール

の進捗と課題について、また、どのように

対応していくのかについてもお聞かせくだ

さい。 

 次に、５の（４）インクルーシブ教育の

推進についてですが、障害の有無、性別、

国籍、年齢等を問わずに、違いを認め合い

共生していく社会の構築を目指すとした上

で、主体者はあくまでも子供であり、それ

ぞれが生きる力を身につけているかどうか

という最も本質的な視点に立っているとの

御答弁をいただきましたが、このことにつ

いて共感いたします。具体的にインクルー

シブ教育をどのように進めていかれるのか

をお聞かせください。 

 次に、６の（１）産業振興アクションプ

ランについてですが、地域一体型オープン

ファクトリーなどの取組を通した活力ある

産業のある摂津市の実現に期待をいたしま

す。 

 令和７年度は、中小企業の積極的なチャ

レンジ支援、展示会出展費用に係る補助の

充実、また、ものづくりのまち摂津の魅力

をさらに高めていくため、商工会や事業

所、学校、金融機関と連携し、せっつキッ

ズファクトリーに参加する事業所の拡充に

取り組まれますが、内容についてお聞かせ
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ください。 

 次に、６の（２）観光資源化への取組に

ついてですが、どうかホームページやＳＮ

Ｓなどを通じて、大阪銘木団地及び大阪欄

間という摂津市の特徴である観光資源を、

まずは大阪・関西万博を契機に世界へ発信

されますようお願いします。また、今後の

新たな観光資源の発掘に期待をし、要望と

いたします。 

 次に、７の（１）大胆なシティプロモー

ション戦略についてです。 

 さらなる市の魅力発信と地場産業の活性

化に向け、ふるさと応援寄附金の返礼品に

市内商店で使用できる電子商品券を追加さ

れますが、具体的な制度内容について、ま

た、大阪・関西万博と大阪ウィークにおけ

る出展について、併せて、昨年、セッピィ

のデザイン使用が拡大されましたが、具体

的な取組内容についてお聞かせください。 

 次に、７の（２）「（仮称）摂津市ＤＸ

推進計画」の策定についてですが、ＤＸ推

進の鍵として、現状に対する危機感と市民

サービス向上に向けた職員おのおのの自発

的な業務改革が挙げられます。今、各課か

ら選出された担当の方を中心に研修会を重

ねておられると思いますが、それぞれの課

で有効な手法はどのようなものなのか、ス

キルを磨きながらしっかり進めていただき

たいと思います。 

 また、たとえ今後異動があったとして

も、ＤＸ推進の担当として変わらず、どこ

までも組織全体で業務改革に取り組んでい

くというスタンスで持続されることを強く

要望いたします。 

 その上で、今後のＤＸ推進計画の策定ス

ケジュールはどのように進めていかれるの

か、お聞かせください。 

 次に、７の（３）（仮称）摂津市財政健

全化プランについてですが、どのような内

容になるのか、お答えください。 

 次に、７の（４）摂津市行政経営戦略の

改定について、協働が柱になると御答弁い

ただきましたが、その組織推進について、

どのように進めていかれるのか、お聞かせ

ください。 

 以上、２回目です。 

○三好義治議長 答弁を求めます。生活環境

部長。 

○吉田生活環境部長 摂津市協働のまちづく

り推進条例を提出するに至った経緯と協働

のまちづくり推進計画の位置づけ及び市民

活動中間支援体制整備支援事業の総括と今

後の方向性についての御質問にお答えいた

します。 

 まず、条例を提出するに至った経緯でご

ざいますが、地域コミュニティが希薄化

し、自治会の加入率も年々減少傾向にある

中、その状況に危惧された摂津市自治連合

会から、令和４年５月に、地域の活性化が

図られるまちづくり条例の制定を求める要

望書が提出されました。要望の内容につい

ては、自治連合会において様々な検討がな

され、自治会のみならず、地域のこども

会、老人クラブ連合会、校区等福祉委員会

などの団体や市民活動団体、事業者などが

連携し、地域の活性化が図られるまちづく

り条例の制定という御要望をいただきまし

た。この内容は、本市行政経営戦略の中で

示しております協働のまちづくりの考え方

にも合致するものでありましたことから、

市といたしましても令和５年度から条例の

制定に向けて作業を進めてまいりました。 

 令和５年度には条例の素案を作成し、令

和６年度には、作成しました条例素案を地

域団体等に提示して御意見をお聴きすると

ともに、パブリックコメントも実施した上
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で、このたび、摂津市協働のまちづくり推

進条例案を提出させていただいたものでご

ざいます。 

 次に、協働のまちづくり推進計画の位置

づけでございますが、協働のまちづくり推

進計画は、摂津市協働のまちづくり推進条

例が根拠となり、同条例第１０条の規定に

基づき定めることとするものでございま

す。 

 また、摂津市行政経営戦略との関係で

は、住民自治分野の市民活動支援施策に関

する分野計画として位置づけられることと

なります。 

 次に、令和６年度に実施いたしました市

民活動中間支援体制整備支援事業の総括と

今後の方向性でございます。 

 中間支援組織は、協働を推進する上で、

市民と市民、市民と行政、行政と事業者な

どの間に立って団体運営に関するアドバイ

スや情報提供などを行い、そのパイプ役と

して中立的な立場でそれぞれの活動を支援

することを目的とするものでございます。 

 本市では、令和６年度において、市民活

動中間支援体制整備支援事業として、他市

で中間支援組織として実績のあるＮＰＯ法

人に委託をし、同法人が持つノウハウや情

報を活用して中間支援業務を行いながら、

本市にふさわしい中間支援の在り方につい

て検証してまいりました。 

 具体的には、子育てや福祉、団体運営な

ど毎回異なるテーマを設けて集う参加型の

講座、交流会を隔月で開催したほか、本市

における市民公益活動や居場所づくりのさ

らなる発展を目的に、せっつ居場所サミッ

トを開催し、市民公益活動に関する情報提

供やネットワークづくりの支援を行うとと

もに、市民公益活動等に関する困り事など

にも電話や電子メール等で相談に応じ、課

題解決に向けた伴走支援を行ってまいりま

した。 

 当該事業の報告書は３月末に委託事業者

から提出されることとなりますが、当該事

業により実施した講座や交流会に参加した

者同士がつながり、このたび、参加者数名

により、新たに市民活動の支援の在り方に

ついて考察しながら活動を行う団体が立ち

上げられました。このような団体が自発的

に立ち上がったことがこの事業の大きな成

果であると考えております。 

 今後におきましては、新たに立ち上がっ

た団体の活動を市民活動支援事業の中で積

極的に支援していくとともに、中間支援組

織の立ち上げについても、協働のまちづく

り推進計画を策定していく中で検討を進

め、同計画に盛り込んでまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、（仮称）味生コミュニティ

センターの建設ニュースについての御質問

にお答えいたします。 

 （仮称）味生コミュニティセンターの整

備に関しましては、これまでも、地域の

方々の御意見や御要望をお聴きした上で、

基本構想を策定し、基本構想や基本設計、

実施設計が完成した際には、節目節目で地

域説明会を開催して、地域の方々に丁寧に

説明を行ってきたところでございます。 

 令和７年度からは、実際に建設を進めて

いく段階となりますので、議員が御提案の

ように、より多くの地域の方々に知ってい

ただくため、ニュースの発行について検討

してまいりたいと考えております。 

 続きまして、地球温暖化対策の取組につ

いての御質問にお答えいたします。 

 まず、公共施設のＬＥＤ化につきまして

は、ゼロカーボンシティの実現に向けて早

急にＬＥＤ化を推し進める必要があります
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ことから、ＬＥＤ化が進んでいない施設の

洗い出しを行い、その結果、消防庁舎を含

め３７施設のＬＥＤ化を進める予定でござ

います。 

 令和７年度は、事業者を選定し、各施設

のＬＥＤ照明の設置完了を見込んでおりま

す。 

 次に、宅配ボックスの設置に係る補助制

度につきましては、令和６年４月に公表さ

れた国の令和４年度の部門別のＣＯ２排出

量データから運輸部門のみ前年度比で排出

量は増加しており、その要因の一つである

再配達の抑制を目的に創設するものでござ

います。 

 具体的には、一戸建て住宅にお住まいの

方を対象に、一定の大きさ等の条件を満た

す宅配ボックスを対象として補助を行う予

定でございます。 

 続きまして、こどもエコノート、「未来

守る！エネルギー日記」の取組につきまし

ては、脱炭素への意識改革、行動喚起を図

ることを目的に実施してきたところです。 

 また、ＥＸＰＯグリーンチャレンジアプ

リは、七つのチャレンジメニューに取り組

むことで、個々のマイボトル利用や省エネ

行動等を促すため、公益社団法人２０２５

年日本国際博覧会協会が提供するアプリで

ございます。このアプリの目的は、「未来

守る！エネルギー日記」等と同じく、個人

の行動変容を促すものでございますので、

市のホームページからリンクを張っており

ます。 

 エネルギー日記やこのアプリの利用促進

等を通じて、市民の環境意識の向上を図っ

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、展示会出展費用に係る補助

の拡充及びせっつキッズファクトリーにつ

いての御質問にお答えいたします。 

 展示会出展費用に係る補助につきまして

は、これまで１年度中に１事業所当たり５

万円を上限として交付しておりました。し

かしながら、実際の補助金の申請内容や産

業振興アクションプラン懇話会での意見か

ら、近年は大規模展示会に出展する企業が

増えており、実際の出展料に見合った支援

ができておりませんでした。そのような課

題を鑑みまして、出展料が１００万円を超

える展示会、または大阪府の大規模展示会

補助制度の対象の展示会に出展する場合に

上限額を３０万円に拡充するものでござい

ます。 

 せっつキッズファクトリーは、子供たち

がものづくりの現場を肌で体感することで

社会に関心を持ってもらい、将来の選択肢

を広げることを期待し、イベント名にキッ

ズを冠しました。各事業所が様々なイベン

トを準備するに当たり、従業員が一丸とな

って熱心に検討されたほか、従業員は、伝

える場が広がることで仕事への誇りを持

ち、意識の変化があったと聞いており、期

待どおりの人材育成の効果もございまし

た。また、来場者アンケートでも肯定的な

回答が多くございました。 

 令和６年度は事業所５社での実施でした

が、令和７年度には、新たに参画を希望さ

れる事業所にも加わっていただくととも

に、関係機関との連携を強化し、より魅力

のあるイベントに磨き上げてまいります。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 千里丘駅西地区再開発事業

の令和７年度の進捗状況についての御質問

にお答えいたします。 

 令和７年度の取組といたしましては、エ

リアマネジメントの実現に向けて、組織づ

くり、活動場所及び活動資金といった様々

な課題について検討を進めてまいります。 
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 また、併せて、特定建築者による共同住

宅などの建築工事や、市が発注している自

由通路や駅前広場などの公共施設工事を進

めてまいります。 

 ２街区の建築工事につきましては、４月

末に竣工し、その後、各テナントにおいて

内装工事に着手され、順次オープンしてい

く予定としております。 

 これらの取組を着実に進め、一日も早い

事業完成に向けて取り組んでまいります。 

 続きまして、摂津市地域公共交通計画に

沿った令和７年度の取組内容についての御

質問にお答えいたします。 

 本計画策定後は、目指す将来像の実現に

向けた施策の具体化の検討を進めることに

なります。令和７年度は、主な施策であり

ます公共施設巡回バス、通称セッピィ号と

市内循環バスの運行形態の見直しに関する

取組を中心に行う予定としております。 

 運行形態の見直しは、社会情勢や市民ニ

ーズの変化に対応し、市民にとって使いや

すい移動手段となるよう改善するものであ

ります。使いやすい移動手段に改善するた

めには、路線バスやセッピィ号の運行や利

用状況などの実態や、既存の輸送資源や移

動経路、目的などのニーズを把握し分析す

ることが重要な取組であると考えておりま

す。令和７年度は、これらの取組を着実に

進めてまいります。 

 続きまして、竹之鼻ガード内のＬＥＤ照

明設置時期、入り口付近における明るさ、

照明の取替え、壁面塗装塗り替え及び雑草

対策についての御質問にお答えいたしま

す。 

 まず、竹之鼻ガードにおけるＬＥＤ照明

設置の時期につきましては、吹田操車場跡

地まちづくりの一環として、平成２４年度

に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

援機構により、同ガードの一部オープン化

などと併せて設置されたものでございま

す。 

 次に、議員が御指摘のガードの内外で明

るさが急変する場所におきまして、明るさ

の違いがあることは認識いたしておりま

す。現場を再確認いたしましたが、道路照

明設置基準に適合いたしておりますことか

ら、現時点ではガード内の照度を上げるな

どの対策は必要ないものと考えておりま

す。また、ＬＥＤ照明設備の灯具など不具

合は見受けられず、取替えするまでには至

っていない状況でございます。 

 次に、壁面の塗装につきましては、平成

２４年度に白色ペンキで塗り替えされてお

りますが、塗装後１０年以上が経過してお

り、黒ずみや剥離など劣化の進行が見られ

る状況は認識しております。今後とも、日

常の徒歩パトロールを通じて、ガード内の

照度も含め、劣化の状況を定期的に確認

し、安全・安心な通行環境の維持・保全に

努めてまいります。 

 最後に、雑草対策につきましては、鉄道

敷ののり面はＪＲ西日本の管理でございま

す。市民からの通報に際し、雑草繁茂の情

報提供を受ける場合が多いことから、ＪＲ

西日本に対し、適切な対策を講じていただ

くよう要望してまいります。 

 続きまして、今後の公園づくりについて

の御質問にお答えいたします。 

 今後の公園づくりにつきましては、少子

高齢化の進展に伴う利用状況の変化を踏ま

えて検討を進めていく必要があると考えて

おります。 

 その一例としまして、小学校区や中学校

区など一定の区域ごとの公園とちびっこ広

場について、高齢者向けや子供向け、ある

いはボール遊びに特化させるなど、一つ一
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つに特徴づけた再編計画を策定するといっ

たことが考えられます。 

 緑の基本計画を改定する際には、こうし

た取組を踏まえた方針を示してまいりたい

と考えており、多くの方々に喜んで利用さ

れる公園を目指して検討を進めてまいりた

いと考えております。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 水防センターの平常時利

用と淀川河川敷の一体的な利活用に向けて

の考え方並びに淀川河川管理者などとの関

わりについての御質問にお答えいたしま

す。 

 水防センターの平常時利用と淀川河川敷

の一体的な利活用につきましては、これま

でにも、住民等の皆様とのワークショップ

を実施しており、ハード面やソフト面に係

る様々な御意見をいただいております。令

和７年度も、河川防災ステーション及び水

防センターと鳥飼地域の重要な地域資源で

ある淀川河川敷の一体となったにぎわいの

創出に向けての検討を進めてまいりたいと

考えております。 

 また、河川管理者等との関わりにつきま

しては、淀川河川敷でのハード面の内容に

ついて、河川管理者である淀川河川事務所

などとも連携し協議してまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、シティプロモーションの具

体的な取組内容についての御質問にお答え

いたします。 

 ふるさと応援寄附金の返礼品に追加する

電子商品券は、具体的には、市内の飲食店

等で利用できるＰａｙＰａｙ商品券でござ

います。これは体験型の返礼品であり、単

なる物品の受け取りである返礼品に比べ、

寄附者に本市とのつながりを深めていただ

くことができるものでございます。これに

より、より多くの市外住民に本市の魅力を

体験していただければと考えております。 

 大阪・関西万博につきましては、「大阪

ウィーク～春・夏・秋～」におきまして、

大阪銘木、大阪欄間、鳥飼なす、オープン

ファクトリー、摂津音楽祭について出展を

いたします。特に、大きな展示会場で５月

１７日に実施いたします「摂津市から未来

へつなぐレガシー」をテーマとする出展に

つきましては、様々な銘木製品の展示を通

じて、その美しさと希少価値の高さを実感

していただくとともに木彫り体験や木工体

験をしていただくものであり、本市の銘

木、欄間を市内外、全世界に発信してまい

ります。 

 セッピィデザインの使用につきまして

は、令和６年１１月に要綱を改正し、使用

できるキャラクターデザインを追加したこ

とで、ホームページ、インスタグラム、チ

ラシ、ウインドブレーカー等に使用してい

ただいております。また、キャラクターグ

ッズの商品化に取り組んでいただけるよう

にもしております。今後、商工会等との連

携を行う中で、さらなる周知を図り、セッ

ピィを市内外の方々に身近な存在に感じて

いただけるようにしてまいります。 

 続きまして、協働の取組推進に向けた進

め方についての御質問にお答えいたしま

す。 

 協働の推進につきましては、現行政経営

戦略において、行政運営における取組姿勢

である行政経営方針に項目として定め、全

庁的に取り組んできたところでございま

す。また、令和７年度において、協働のま

ちづくり推進計画の策定に向け取り組み、

次期行政経営戦略における基本計画にひも

づけることで計画的な協働推進に取り組ん

でまいりたいと考えております。 
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 今後、複雑化する地域課題に対し、さら

なる協働の推進は重要であり、行政経営戦

略改定の中で実施する行政経営方針の検証

等を進め、今後の方向性等について検討し

てまいりたいと考えております。 

○三好義治議長 総務部理事。 

○丹羽総務部理事 総合防災演習等、防災施

策に関する取組についての御質問にお答え

いたします。 

 まず、総合防災演習への市民参画につき

ましては、自治連合会及び民生児童委員協

議会に総合防災演習を実施する場合の御協

力について既に要請を行っております。 

 次に、避難所運営マニュアルの作成に係

る市民参画につきましては、これまでも、

自主防災組織、防災サポーター、民生委

員、児童委員、校区等福祉委員会に参画を

いただいており、引き続き多様な地域団体

に参画いただきながら作成を進めてまいり

ます。 

 次に、水害対応ガイドブックの周知につ

きましては、昨日開催した防災サポーター

の研修会において周知したところでありま

す。また、令和７年度は、地域版防災マッ

プの作成に係るワークショップにおいて、

自主防災組織や民生児童委員、校区等福祉

委員会、学校、ＰＴＡ等に周知するととも

に、出前講座等の機会を通じて広く周知を

図ってまいります。 

 そして、広域避難の協定に関する進捗状

況につきましては、昨年９月に大阪府及び

近隣市町との現地確認を行った万博記念公

園東駐車場及び大阪大学吹田キャンパスの

一部について、詳細な運用方法を検討して

いるところでございます。引き続き、これ

らの施設の運用に関する検討や、大阪府及

び各施設管理者との協議を進め、これらの

施設を水害時の広域避難場所とするための

詳細事項を取り決めてまいりたいと考えて

おります。 

○三好義治議長 生活環境部理事。 

○西川生活環境部理事 摂津市災害廃棄物処

理計画に基づく集積所、仮置場の指定につ

いての御質問にお答えいたします。 

 本市では、令和５年８月に摂津市災害廃

棄物処理計画を策定いたしました。計画に

おいて、災害時住民用集積所は、災害時に

市民が自宅を片づけることによって生じる

家具、家財等の廃棄物を集積する場所とし

ており、地域住民にちびっこ広場等の場所

を選定していただき、分別して排出してい

ただくこととしております。 

 仮置場につきましては、被災現場から排

出されてくる災害廃棄物を仮置きし、処

理、リサイクル、最終処分ができるよう分

別等を行う場所であり、摂津市リサイクル

プラザを選定しております。 

 これらの内容について、令和５年度は、

ごみ減量推進員を対象に地域ごとに説明を

させていただきましたが、災害時住民用集

積所の場所選定が課題となっている地域も

ございます。そのような地域については、

地域の方々と一緒に検討してまいりたいと

考えております。 

 令和６年度につきましては、各小学校で

開催されております自主防災訓練にて、災

害廃棄物の分別方法や排出方法について説

明をしているところでございます。より多

くの方に災害廃棄物の排出方法について理

解していただき取り組んでいただくことが

災害からの早期復興にもつながることか

ら、令和７年度につきましても、令和６年

度に実施できなかった小学校区での説明実

施や、広報紙、ホームページ等、様々な広

報手段を検討し、さらに多くの方に周知啓

発できる取組を実施してまいります。 



2 － 26 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 第５期地域福祉計画

を策定する上での考え方についての御質問

にお答えいたします。 

 第４期地域福祉計画では、複雑化する生

活課題に対応するため、庁内を含む関係機

関との連携を進めるなど、相談支援体制の

強化に努めております。その中で、令和６

年度から、重層的支援体制整備事業への移

行準備事業を開始しており、令和８年度か

らの事業実施に向けた体制構築に取り組ん

でおります。 

 一方で、地域におけるつながりの希薄化

に伴い、地域の担い手や地域活動に係る課

題はより一層深刻になっており、地域のつ

ながり強化に係る取組が必要であると認識

しております。 

 第５期地域福祉計画の策定につきまして

は、令和８年度から開始する重層的支援体

制整備事業に係る実施計画を包含するとと

もに、地域課題のほか、令和７年度に実施

する市民アンケート調査の結果を踏まえ、

実効性のある計画策定につなげてまいりま

す。 

 次に、介護人材不足に対する取組の方向

性についての御質問にお答えいたします。 

 少子高齢化の進展に伴い、介護サービス

の需要が急増する中で、介護人材の不足は

さらに深刻化すると認識しております。こ

のような中、令和６年度から介護支援専門

員の資格更新費用の補助を開始し、人材の

確保・定着に取り組んでいるところでござ

います。 

 今後におきましても、介護事業所等との

意見交換を通してニーズを把握し、有効と

なる人材確保策を検討するとともに、介護

分野にとどまらず、医療や福祉、教育な

ど、他の分野との連携を強化し、高齢者の

包括的かつ持続可能な支援体制の構築につ

なげてまいりたいと考えております。 

 次に、アピアランスケア助成の具体的な

内容と周知方法についての御質問にお答え

いたします。 

 助成制度の具体的な内容といたしまして

は、抗がん剤治療の副作用による脱毛に対

するウイッグや帽子の購入、乳がんの外科

的手術による乳房の切除に対応する補正下

着や人工乳房等の購入にかかった費用の一

部を助成するというものでございます。助

成金額は、ウイッグ、帽子については上限

３万円、補正下着については上限１万円、

人工乳房等については上限３万円と設定い

たしております。 

 周知に関しましては、広報紙やホームペ

ージを活用した周知を実施するとともに、

がんの診断をする医療機関に対して、対象

者にチラシを配布してもらうよう依頼する

ことなどを検討しております。アピアラン

スケア助成の対象となる方に対して制度に

関する情報が届くよう、工夫を実施してま

いります。 

 次に、健康せっつ２１（第３次）の健康

増進効果についての御質問にお答えいたし

ます。 

 健康せっつ２１（第３次）では、胎児期

から高齢期に至るまで、人の生涯を経時的

に捉えたライフコースアプローチの視点を

取り入れた健康づくりに取り組んでまいり

ます。また、誰もが意識せずに健康に過ご

せる環境づくりを推進し、生活習慣病の予

防と早期発見、重症化予防、生活機能の維

持・向上に取り組んでまいります。 

 さらに、市民とともにみんなで目指す行

動目標を掲げ、市民一人一人が個々の状況

に応じた健康づくりに主体的に取り組んで

いただけるよう、健康づくりや生活習慣改
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善の必要性や取組方法について情報を発信

し、市民の主体的な健康づくりの取組を支

援してまいります。 

 次に、帯状疱疹ワクチン接種についての

御質問にお答えいたします。 

 帯状疱疹は、加齢がリスクだとされてお

ります。７０歳前後で重症化リスクが高ま

ると言われております。そのため、重症化

予防の観点から、国は、６５歳の方を対象

として、定期接種を令和７年４月１日から

開始する予定としております。また、既に

６５歳を過ぎている方の接種機会を確保す

るため、７０歳、７５歳、８０歳、８５

歳、９０歳、９５歳、１００歳の節目年齢

の方を対象とする経過措置を５年間実施す

る予定でございます。 

 ワクチンにつきましては、生ワクチンと

組換えワクチンの２種類がございます。そ

れぞれ接種回数や効果の持続期間、使用で

きない対象者などの条件に違いがございま

す。現在、間違い接種が起こらないような

仕組みを検討しているところでございま

す。 

 また、ワクチン接種の際には、一定の自

己負担金を御負担いただくことになります

が、高齢者へのインフルエンザワクチンや

新型コロナウイルスワクチン接種と同様

に、市民税非課税世帯、生活保護受給世

帯、中国残留邦人等支援受給世帯の方につ

きましては、事前に申請いただき、無料で

接種いただけるように制度設計をしている

ところでございます。 

 周知に関しましては、広報紙等でお知ら

せするのと併せまして、対象者の方には個

別に御案内を送付する予定としており、対

象者に必要な情報が届くように取り組んで

まいります。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 第２児童センター、

宿題カフェ、ヤングケアラー支援、保育所

待機児童解消、こども誰でも通園制度につ

いての御質問にお答えいたします。 

 まず、（仮称）第２児童センターにつき

ましては、とりかいこども園との複合施設

として、令和８年度の開館を目指し、現

在、運営内容について検討している段階で

はございますが、中高生も利用することの

できる中高生の新たな居場所として整備し

てまいりたいと考えております。 

 宿題カフェにつきましては、飲食店や事

業所などの御協力の下、飲食スペースや会

議室等をお借りし、主に小学生が気軽に集

まり、友達と一緒に宿題ができる居場所を

提供するものでございます。子ども食堂に

続く新たな地域の居場所として今後拡大を

図ってまいりたいと考えております。 

 次に、ヤングケアラー等の支援につきま

しては、ヤングケアラー等の支援に取り組

んでおられる大阪市内の民間団体に依頼

し、家族のケア等による何らかの負担感や

不安感などを抱える子供たちが気軽に相談

できたり気分転換を図ったりすることを目

的とした交流サロンを実施してまいりま

す。 

 保育所等待機児童解消に向けた取組に関

しましては、令和７年度には、安威川以北

圏域において、３０人分の利用定員の拡大

を図る予定をしているとともに、待機児童

が多く発生している千里丘地区において、

新たな施設整備に向けた取組を進めてまい

ります。 

 また、引き続き、国の補助制度を活用す

るとともに、本市独自で実施しております

新規採用保育士給付金制度を活用し、民間

保育施設における保育士等の確保及び離職

防止を支援してまいります。 
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 最後に、こども誰でも通園制度の実施に

ついてでございますが、こども誰でも通園

制度は、全ての子供の育ちを応援し、子供

の良質な成育環境を整備するとともに、全

ての子育て家庭に対して、多様な働き方や

ライフスタイルに関わらない形での支援を

強化するため創設されたもので、令和７年

度中に複数の園等で実施いただけるよう取

組を進めているところでございます。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 学校体育館のエアコン

設置状況と今後の予定についての御質問に

お答えいたします。 

 体育館エアコンの設置につきましては、

これまで、令和４年度から令和６年度にわ

たり、小学校５校と中学校５校の合計１０

校に設置してまいりました。 

 今後の設置といたしましては、摂津小学

校、別府小学校、鳥飼西小学校、鳥飼東小

学校の４校を予定しており、当該４校の設

置をもって、現在建て替え工事を進めてい

る千里丘小学校を除く全ての学校において

設置が完了する状況でございます。 

 当初の計画では、令和７年度末を目途に

全校設置に向けた取組を進めてまいりまし

たが、近年の酷暑や自然災害の状況等を鑑

み、計画を前倒しし、８月末には設置が完

了するよう取組を進めているところでござ

います。 

 続きまして、コミュニティスクールの進

捗状況と課題への対応についての御質問に

お答えいたします。 

 本市のコミュニティスクールは、現在、

味生小学校、別府小学校、第二中学校、第

三中学校の４校で実施しており、令和７年

度には新たに味舌小学校を加え、５校で取

り組み、順次実施校を増加させていきたい

と考えております。 

 コミュニティスクールの課題といたしま

しては、コミュニティスクールの趣旨理解

が十分に浸透していないことや、学校と地

域とのつながりが十分でないことなどが挙

げられます。これらの課題に対しまして

は、今年度、学校関係者に加えて地域の

方々も対象にした地域とともにある学校づ

くり研修会を開催し、多くの地域の方々に

御参加いただきました。研修会では、活発

な意見交換が行われるなど、学校と地域の

つながりが深まり、地域とともにある学校

づくりに向けた大きな前進につながったと

捉えております。 

 令和７年度には、ＮＰＯ法人と連携し、

コミュニティスクール実施校増加に向け、

運営に係る相談業務等、伴走支援を行い、

地域とともにある学校づくりをさらに進め

てまいります。 

 続きまして、インクルーシブ教育の推進

に向けた取組についての御質問にお答えい

たします。 

 インクルーシブ教育を推進させるために

は、子供一人一人の障害の状況を見立て、

それに応じた支援を実施するための人材育

成や学校環境の整備が重要になってまいり

ます。 

 本市では、これまで、教職員に向けた研

修を充実させるとともに、心理士の資格を

持つ特別支援教育推進指導員や作業療法専

門員等を学校に派遣し、専門的な知見から

学校への指導、助言を実施するとともに、

学校環境の整備にも努めてまいりました。 

 令和７年度は、医療的ケアや点字の学習

に必要な用具の整備等、支援が必要な子供

たちが安心・安全に学校生活を過ごせるよ

う、受入態勢を整えてまいります。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 （仮称）摂津市ＤＸ推進計
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画の策定スケジュールについての御質問に

お答えいたします。 

 本計画の策定は、令和７年度をめどに進

めてまいります。 

 主なスケジュールとしましては、令和７

年４月から摂津市の目指す将来像の設計及

び現状分析を行い、夏頃に全体的な基本方

針を策定いたします。その後、下半期から

方針の実現に向けた課題の抽出を全庁的に

実施し、年明けをめどに実施計画案の作成

を考えております。 

 また、全庁的なＤＸの機運醸成を図るた

めに、令和７年度の年間を通して、ＤＸマ

インドセット研修やワークショップ、ロー

コードツールやＡＩ等の活用研修を職階に

応じて実施してまいります。 

 次に、（仮称）摂津市財政健全化プラン

の内容についての御質問にお答えいたしま

す。 

 （仮称）摂津市財政健全化プランにつき

ましては、持続可能な財政運営を確立して

いくための計画であり、選択と集中の考え

の下、今後必要となる事業等を進めていく

ための財源の確保を目指すものでございま

す。 

 現在、庁内において検討を始めたところ

であり、内容につきましては今後の議論の

中で決定していくものではありますが、歳

出の抑制にとどまらず、歳入の確保や組織

の最適化等についても検討してまいりたい

と考えております。 

 今後、令和８年度予算編成方針を前に、

一定の方向性を決定すべく取組を進めてま

いりたいと考えております。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 それでは、３回目の質問を

させていただきます。ほとんどは要望とさ

せていただきます。 

 １の（２）協働のまちづくりについてで

すが、摂津市協働のまちづくり推進条例を

提出するに至った経緯について、詳しい説

明ありがとうございました。また、摂津市

協働のまちづくり推進計画の位置づけにつ

いても分かりました。公明党といたしまし

ても策定に向けて最大に協力してまいりま

す。 

 令和６年度の市民活動中間支援体制整備

支援事業につきましては、新たな団体が立

ち上がり、積極的に支援していくとのこと

ですので、理事者の皆さんが情熱を持って

取り組まれるか、経緯を見守ってまいりた

いと思います。 

 また、拠点が必要ですが、市民活動の一

大拠点となることを期待されながら失敗に

終わったコミュニティプラザをもう一度検

証し、せっかく出た芽が育つように、一刻

も早く活動拠点のビジョンを出すことが重

要です。協働の推進については、理事者の

皆さんが嶋野市長に心を合わせて、自らの

意識改革、職員一人一人の意識改革、役所

の制度改革が必要となり、何より情熱がな

ければできない取組であります。そのこと

は肝に銘じて取り組んでいただくことを強

く要望いたします。私たち公明党は最大限

協力をしてまいります。 

 次に、１の（３）（仮称）味生コミュニ

ティセンターの建設についてですが、ニュ

ースの発行について検討されると御答弁を

いただきました。どうかよろしくお願いを

いたします。 

 地域福祉や災害時における避難所機能を

備え、地域の人々が気軽に立ち寄り、交流

し、絆を深める場、新たなコミュニティセ

ンターの建設に味生地域におけるコミュニ

ティーの再構築を期待し、要望といたしま

す。 
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 また、完成後の稼働率については心配が

残ります。活発に利用いただける場所にな

るよう最大努力をお願いいたします。 

 次に、２の（１）千里丘駅西地区再開発

事業についてですが、エリアマネジメント

の実施に向けて組織づくりなどに取り組ん

でいくと答弁をいただきました。千里丘ま

ちづくり協議会という民間団体が令和５年

９月に立ち上がり、千里丘地域を中心にに

ぎわいづくりを行っています。 

 １６の部会があります。それぞれの部会

で活発に活動を行っておられます。例えば

歴史部会では、昨年から今年にかけて、千

里丘駅西地区再開発事業の工事用の塀を借

りて、千里丘地域の懐かしい写真展を実施

しましたが、同じ場所で令和７年度から市

がＰＲするシティプロモーション事業を展

開されます。 

 また、千里丘駅東口活性化部会では、昨

年７月から８月にかけて、フォルテ２階の

デッキの手すりを使ってサマーイルミネー

ションを実施、及びフォルテ摂津商人会と

共催で七夕イベントの実施などを行ってま

いりました。また、来る４月５日には、明

和池公園で健都桜まつりを実施されます。 

 こうした団体は、エリアマネジメントに

組み込むことがふさわしいと思いますの

で、提案をしておきたいと思います。 

 どちらにいたしましても、魅力的で継続

性のある取組をお願いし、要望といたしま

す。 

 次に、２の（２）淀川河川敷の有効利用

についてですが、多くの方が地域資源とし

て認識されている淀川河川敷を、地域住

民、民間事業者等の多様な主体によって、

にぎわい発信の空間となる取組をお願い

し、要望といたします。 

 次に、２の（４）摂津市地域公共交通計

画についてですが、令和７年度では、特筆

すべきものは、山形県鶴岡市の事例などを

参考に、公共施設巡回バスと市内循環バス

の運行形態の見直し、車両の小型化、台増

便、バス停の増設、運行コースの変更をさ

れ、令和９年度中の実証運行を目指されて

います。これまで何度も抜本的な見直しを

訴えてまいりましたが、ようやく期待の持

てる見直しになる予感がいたします。市民

ニーズに対応する運行形態の見直しになる

ことを期待します。 

 シェアサイクルポートの増設やバス待ち

環境の確保・改善など、その他の項目も進

めていただくようお願いします。 

 計画推進には、目指す将来像に向けて強

い意志を持ち、市民に使いやすい、移動し

やすい公共交通の実現を要望いたします。 

 次に、２の（５）ＪＲ竹之鼻ガード等の

安全対策についてですが、千里丘東五丁目

から竹之鼻ガードへ車両での進行時、急な

傾斜になっており、閉塞感もあることから

ブラックホール現象が発生し、暗く感じ、

見えにくいと認識します。どうか少しでも

改善されるよう、入り口付近のＬＥＤ照明

の増設と壁面塗装の塗り替えの検討をお願

いします。 

 また、ガード入り口上部ののり面部分に

おける雑草対策につきましては、運転席に

雑草が垂れて非常に危険な状態になります

ので、ＪＲ西日本に対し適切な対策を講じ

ていただくようお願いいたします。 

 あわせて、味舌小学校の通学路であり、

山田川沿いの道路、阪急電車高架下アンダ

ーパスの照明をＬＥＤ照明へ切り替えてい

ただきますようお願いし、要望といたしま

す。 

 次に、２の（６）災害対策についてです

が、６年ぶりに行われる総合防災演習で
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は、過去に実施されたようなイベント性の

強いものではなく、より災害時に近い実践

形式とし、災害は全市域で発生することか

ら、市内一斉避難訓練や防災訓練と併せて

実施するなどの踏み込んだメニューを展開

されることを提案します。 

 避難所運営マニュアルの作成について

は、避難所指定のある場所と、実際には避

難所になる場所や、また、自宅避難者支援

のサテライト拠点とする場所等の位置づけ

を明確にして、実際の災害時に利用できる

柔軟なマニュアルとする必要があります。

また、年１か所であれば、あと１０年もか

かってしまい、スピードアップが求められ

ます。 

 水害対策マップにつきましては、作成し

配布して終わらないように、この中には、

マイタイムラインの作成など、市民が命を

守る重要な取組も含まれています。国土交

通省は、このマイタイムラインに逃げキッ

ドと名前をつけ、ユーチューブに説明事項

をアップして動画で市民に周知を図り、各

単位でマイタイムライン作成ワークショッ

プの開催を奨励しています。本市でも同じ

ように積極的な取組が必要です。このこと

を提案しておきたいと思います。 

 広域避難の協定につきましては、できる

だけ早期に避難場所を確定し、市民に周知

をするとともに、市内バス会社と協定を結

んで市民を避難させてもらうなど、より市

民の安全向上を図れるように提案しておき

ます。 

 災害廃棄物処理計画につきましては、各

地域の災害時住民用集積場所の選定はほと

んど進んでいません。具体的に各地域の選

定計画とロードマップを作成し、５年計画

で整備するように提案しておきたいと思い

ます。 

 次に、３の（１）地球温暖化対策につい

てですが、各施設におけるＬＥＤ化の完

了、また、宅配ボックスの設置補助制度に

おけるＣＯ２排出量削減に期待をするとと

もに、子供たちに環境問題の現状を知って

もらうこどもエコノートをはじめ、日常生

活でのエネルギー使用量を知り、省エネに

つながる行動「未来守る！エネルギー日

記」やエキスポグリーンチャレンジアプリ

の活用を通して、一人一人が省エネ、節電

を意識し、地球温暖化対策へとつながりま

すようお願いします。今後は、他世代にも

「未来守る！エネルギー日記」に参加して

いただけますよう、アプリの導入を検討さ

れますようお願いし、要望といたします。 

 次に、３の（２）公園づくりについてで

すが、どこまでも市民参加型の協働を大切

にし、今後の公園づくりについては、特色

ある公園、インクルーシブ公園など、市民

ニーズをしっかり把握していただいて、市

民に喜んでいただけるよう要望といたしま

す。 

 また、そのために、大阪府の動向を注視

して、摂津市緑の基本計画の次期計画の策

定を要望しておきます。 

○三好義治議長 藤浦議員、質問の途中です

が、ここで暫時休憩します。 

（午前１１時５５分 休憩） 

                 

（午後 １時    再開） 

○三好義治議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 それでは、続きまして、次

に４の（１）第５期摂津市地域福祉計画の

策定についてですが、令和８年度から重層

的支援体制整備事業が実施されるとのこと

です。市民がその地域にあってほしいと思
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える重層的支援体制を築くことが重要でご

ざいます。 

 そして、地域組織が弱体化する中で、新

たな共同主体者が必要になってまいります

が、育てられるかが鍵です。 

 また、ほとんど福祉の手が入っていない

ひきこもり、そして高齢化に伴う８０５０

問題の表面化が大きな課題ですが、課題を

把握し、実効性のある重層的支援体制構築

のために実態調査をされることを提案しま

す。 

 また、地域のつながりを取り戻そうとす

る機運を逃さず、住民活動の活性化を推進

し、地域住民と支援機関が一体となって地

域福祉の充実を目指す計画の策定をお願い

します。 

 次に、４の（２）せっつ高齢者かがやき

プランについてですが、２０００年に介護

保険制度が創設され、あっと言う間に２５

年が経過をいたしました。今後も８５歳以

上の人口が加速的に増えていくという予測

に対して、できる限り自立して住み慣れた

地域で生活をしていくためにも、健康施策

とともに介護予防に取り組むことです。 

 また、相談や支援が必要になっても自ら

申請できる人は限られており、アウトリー

チ型の包括的な体制構築が求められます。

令和７年度に行われる実態調査、ニーズ調

査では、多角的な視点と庁内連携の強化に

つながる実効性のある調査となることを期

待し、要望といたします。 

 次に、４の（３）摂津市こども計画につ

いてですが、１、（仮称）第２児童センタ

ーについては、本市で初の中高生が利用で

きる施設となり、高く評価をします。さら

に居場所を増やせるように最大努力をお願

いします。 

 ２番目の宿題カフェにつきましては、子

供たちの居場所として新たな取組を評価し

ます。さらに拡大を図られることを期待し

ます。 

 ３番目、ヤングケアラー等の支援につい

ては、交流サロンを実施されますが、実績

を上げられますことを願います。 

 ４番目、保育所待機児童の解消につい

て、令和７年度こそ実現できますようにお

願いします。 

 ５番目、こども誰でも通園制度につきま

しては、ゼロ歳６か月から満３歳未満の未

就学児を対象にスタートします。まずは着

実にスタートできるように対応をお願いい

たします。 

 今回のこども計画では、これまで訴えて

まいりました子供の貧困について、単独の

章立てとなっていることは評価をいたしま

す。解決できるように最大努力をお願い

し、要望といたします。 

 次に、４の（４）アピアランスケア助成

制度の実施についてですが、がん治療をし

ながら社会復帰を目指すがん患者の皆様の

精神的負担や社会復帰への不安を少しでも

取り除くための制度でありますので、一人

でも多くの方が救われるよう、しっかりと

制度を周知していただきますようお願い

し、要望といたします。 

 次に、４の（５）健康づくりについて、

健幸マイレージ、健康体操の推進、うきう

きせっつウオーキングの取組など、現在展

開されている取組を活性化することについ

て答弁が分かりにくかったのですが、強

化、リニューアル、リメイクなど様々な活

性化をさせ、健康づくりナンバーワン都市

を目指すことを強く要望します。再度、分

かりやすいようにお答えください。 

 また、令和７年度で新規導入する歯科健

康診査事業の拡大・拡充についての中身と
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期待される健康増進効果について、また、

国保における人間ドック及び脳ドック対象

年齢の拡大について、中身と期待される健

康増進効果についてお答えください。 

 次に、４の（６）帯状疱疹ワクチンの定

期接種化についてですが、生ワクチンと不

活化ワクチンの２種類があり、それぞれ効

果や自己負担額等の相違点の説明や、令和

１１年度までの対象者の考え方など、市民

が理解をして定期接種が円滑に実施できる

よう体制の構築をお願いします。以前、高

齢者肺炎球菌ワクチン接種でも勘違いをし

て接種忘れなどがありますことから、医療

機関との連携を図り、取り組んでいただき

たいと思います。 

 さらに、市長が目指されるウェルビーイ

ングの実現に向けては、年齢別発症割合が

高いとされる５０代から６５歳未満の方が

定期接種対象外となり、現役世代が健康で

活躍するためにも、市独自の公費助成制度

の創設を要望いたします。 

 次に、５の（２）学校体育館のエアコン

設置についてですが、今年度中の予定を前

倒しして８月末設置完了に向けて進められ

る点、評価をいたします。 

 先日、先行して設置された冬場の体育館

の防災訓練に参りました。その際に、万一

の災害に備え、避難所として利用されるこ

とを考えると、不可欠であると感じまし

た。計画どおり無事故の設置をお願いしま

す。 

 全く話は変わりますが、国では、３党合

意によりまして、令和８年度より小学校の

給食無償化実施が濃厚になりました。本市

におきましても遅滞なく準備をお願いしま

す。また、中学校も追従することとしてい

ますので、よろしくお願いします。 

 そして、もう一つ、健都イノベーション

パークの摂津市域内の吹田市所有部分に、

吹田市が第２アライアンス棟と称して吹田

市全域の中学校給食センターを民間に設置

させる計画があり、近隣説明が始まりま

す。教育委員会の担当ではありませんが、

担当部において、吹田市が丁寧な対応で近

隣住民に理解が得られるように配慮をお願

いしたいと思います。 

 次に、５の（３）地域とともにある学校

づくりについてですが、コミュニティスク

ールについては、学校側の取組と、それを

支える地域学校協働活動の取組が肝腎だと

思います。現実には、自治会活動の縮小化

や新型コロナウイルス感染症による人と人

のつながりの希薄化で、取組の進捗は厳し

いと思います。一方では、子供たちのため

に役に立ちたいと思ってくださる方もおら

れます。摂津市に合ったコミュニティスク

ールと地域学校協働活動体制の構築をお願

いし、要望といたします。 

 次に、５の（４）インクルーシブ教育の

推進についてですが、新年度は、初の医療

的ケア・点字学習に着手をされる点、高く

評価いたします。日本のインクルーシブ教

育は、国連で指摘を受けて以来、いろいろ

考え方がありますが、摂津市のインクルー

シブ教育は、どこまでも当事者である子供

の立場に立って、一番いい方向になるよう

に、信念を持って着実に進めていただくこ

とを要望いたします。 

 次に、６の（１）産業振興アクションプ

ランについてですが、多くの子供と保護者

が集う地域一体型せっつキッズファクトリ

ーは、町工場が多いものづくりのまち摂津

にぴったりな取組だと思います。展示会出

展費用に係る助成や、せっつキッズファク

トリーの取組を通した活力ある住工一体の

まち摂津の実現を期待し、要望といたしま
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す。 

 次に、７の（１）大胆なシティプロモー

ション戦略についてですが、令和７年度の

具体的な取組について詳しく御答弁いただ

きました。ふるさと応援寄附金の体験型返

礼品、ＰａｙＰａｙ商品券の取組を通し

て、より多くの方に摂津市の魅力を体験し

ていただき、大阪・関西万博における「摂

津市から未来へつなぐレガシー」をテーマ

とした銘木製品の出展につきましては、摂

津市のブランド、銘木、欄間を世界に大胆

に発信されることをお願いしたいと思いま

す。 

 また、セッピィのデザイン使用につきま

しては、商工会との連携で、子供たちに大

人気のセッピィを市内外の方々に身近なキ

ャラクターとして感じていただけるようお

願いし、要望といたします。 

 次に、７の（２）「（仮称）摂津市ＤＸ

推進計画」の策定についてです。 

 １年間でつくり上げるとのことですが、

限られた職員で正確で迅速な仕事ができる

ツールとして、さらなる効率化と、多様化

する市民ニーズにしっかり応えていただき

たいと思います。職員の皆さんのスキルア

ップが本市の資質の向上につながることに

違いありません。単なるデジタル化の域を

超えて、業務改善、庁内改革であるとの全

庁的な取組の一翼を担っているという強い

使命感で推進されることを要望いたしま

す。 

 次に、７の（３）「（仮称）摂津市財政

健全化プラン」の策定についてです。 

 今年２月に国土交通省が、令和７年３月

から適用する公共工事設計労務単価につい

て、全国全職種単純平均は前年度から６％

引き上げられることになりましたが、こう

したこともさらに工事単価が上がる要因に

なると思います。財政計画は、持続可能

な、また大胆かつ積極的に策定を進めてい

ただくよう要望いたします。 

 次に、７の（４）摂津市行政経営戦略に

おける協働の推進について。 

 昨年の第４回定例会でも取り上げました

が、市役所の協働はまだまだ未成熟です。

市民活動団体の多くは行政との協働を希望

していることを考えると、市民活動団体が

育つかどうかは市役所の協働力の向上に関

係があります。そうしたことを踏まえて、

次期行政経営戦略の策定に当たっては、協

働のさらなる取組、市庁舎の末端まで積極

的な協働を推進する新たな視点での取組が

必要であると考えます。本市が今後生き残

れるように、摂津市行政経営戦略の策定に

取り組んでいただくことを強く要望すると

ともに、今後とも事あるごとに質問してま

いりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 最後に、財政全般についてでございます

が、今回は嶋野市長の初めての予算という

ことで、いきなり物価高対策や人件費の高

騰などで財政健全化プランの策定を迫られ

るようになりました。森山市長のときはも

っともっと厳しかったのを思い出します。

小学校の統廃合を抱えていたことは似てい

ます。 

 御存じのように、あの厳しい中で南千里

丘のまちづくりを決断し、今日に至りま

す。その裏にはたばこ税の増収がありまし

たが、嶋野市長も後継者として、戦略的な

予算編成と知恵を絞って歳入の確保を図

り、さらなる摂津市の発展を図っていかれ

るであろうと期待を寄せまして、公明党代

表としての質問を終わります。ありがとう

ございます。 

○三好義治議長 答弁を求めます。保健福祉
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部長。 

○谷内田保健福祉部長 現行事業の今後と、

歯科健診、人間ドック及び脳ドック、健康

増進効果についての御質問にお答えいたし

ます。 

 現在取り組んでおります健幸マイレー

ジ、健康体操の推進、うきうきせっつウオ

ーキングなどの取組につきましては、第３

次計画の目標を達成するために、随時強

化、リニューアル、リメイクの検討を実施

していく予定でございます。 

 内容につきましては、今後、健康づくり

推進協議会の中などで、現状に合った事業

について協議してまいります。 

 次に、歯科健診についてでございます

が、令和７年度からは、対象者を１８歳か

ら７４歳までに拡充し、基本健診を自己負

担無料で実施することで、できるだけ多く

の市民に健診を受けていただきたいと考え

ております。 

 ８０歳になっても２０本以上自分の歯を

保つ、いわゆる８０２０運動を国は推進し

ております。今回の取組は、この８０２０

運動に資するものでございます。 

 また、歯周病は、糖尿病や循環器疾患な

ど様々な生活習慣病と密接に関係している

と言われております。歯周病を早期発見、

治療することで、歯科口腔の健康状態を維

持し、生活習慣病の予防につなげ、市民の

健康づくりの一端を担いたいと考えており

ます。 

 次に、人間ドック及び脳ドックについて

でございますが、３０歳から３９歳の国保

被保険者の若年者に対しまして、人間ドッ

クは費用助成額上限２万６，０００円、脳

ドックは費用助成額上限２万円、人間ドッ

クと脳ドックの両方を受診された場合は上

限４万６，０００円を助成するものでござ

います。 

 本市では、若年者の高血圧性疾患や糖尿

病、それから脳血管疾患といった生活習慣

病の割合が大阪府や全国平均より高い状況

にございます。この課題に対応するため、

３０歳代に対し、人間ドック及び脳ドック

の早期受診を促す取組を実施してまいりま

す。これにより、生活習慣病の早期発見、

それから重症化予防につながることが期待

できると考えております。 

 引き続き、国保被保険者である若年者の

より一層の健康の保持・増進に向けて取り

組んでまいります。 

○三好義治議長 藤浦議員の質問が終わりま

した。 

 次に、塚本議員。（拍手） 

  （塚本崇議員 登壇） 

○塚本崇議員 それでは、通告に従いまし

て、大阪維新の会を代表し、質問を始めさ

せていただきます。 

 まず最初に、市民が元気に活動するまち

づくり、その中で、摂津市協働のまちづく

り推進条例についてお尋ねいたします。 

 本定例会に上程されております当条例で

すが、地域のつながりの希薄化は、昨年実

施された第１３回市政モニターアンケート

でも、自治会加入のメリットを感じない、

仕事や家庭が忙しいからという理由で自治

会へ加入されていない方が上位を占めてい

ることから推察されることです。そうした

背景の中で、摂津市協働のまちづくり推進

条例に関する理念や市長の思いをお聞きし

たいと思います。 

 続きまして、（仮称）味生コミュニティ

センターについてです。 

 先日の市長からの市政運営の基本方針の

中でも述べられておりましたが、進めるべ

きところは進め、見直すべきところは見直
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すとありました。その中で、給食センター

建設を含む鶴野地域の公共施設の再編につ

いては延期となった中で、あえてこの（仮

称）味生コミュニティセンターの建設を進

めることとした理由を市長にお尋ねいたし

ます。 

 続きまして、みんなが安全で快適に暮ら

せるまちづくりについて、１番、ＪＲ千里

丘駅西地区のまちづくりについてです。 

 長年の協議の末に、一旦頓挫するかと思

われた千里丘駅西地区再開発事業ですが、

見事に都市計画決定にこぎ着け、工事も着

工しております。新しいまちづくりに期待

する一方で、事業期間が３か月延長という

知らせが入り、一抹の不安も抱えておりま

す。この事業完成に向けた市長の思いにつ

いてお聞かせください。 

 ２の（２）阪急正雀駅前の整備について

です。 

 従前から指摘させていただいているとお

り、危険な五差路の状態が続いていると思

います。この阪急正雀駅前の整備につい

て、市長のお考えをお聞かせください。 

 続いて、鳥飼地域のまちづくりについて

です。 

 市長は、就任以前より、とりわけ鳥飼地

域に対する思い入れが強いと感じておりま

した。まずは、鳥飼地域のまちづくりにつ

いて、市長の思いをお聞きしたいと思いま

す。 

 続いて、摂津市地域公共交通についてで

す。 

 交通というものは広域で考えるべき問題

であると捉えておりますし、市域のみの限

定では到底解決し得ない問題です。こうし

た視点から、隣接地域も含めた広域的な取

組が必要であると考えていますが、市長の

お考えをお聞かせください。 

 続きまして、２の（５）防災施策につい

てです。 

 発災時には迅速な本部機能の立ち上げと

状況の把握が必要であると考えます。先

日、災害対策本部会議運営訓練を実施され

たと思います。その際に得られた成果につ

いて市長にお尋ねいたします。 

 ２の（６）河川防災ステーション上部施

設についてです。 

 河川防災ステーションについては、上部

施設の検討を開始していくとのことです

が、その施設に対する市長の期待について

お聞かせください。 

 ２の（７）消防についてです。 

 消防行政については基礎自治体が担うも

のと認識しております。しかしながら、市

長は以前から、はしご車の共同運用など広

域化を提唱されてきました。消防の広域化

に関する見解をお聞かせください。 

 ２の（８）防犯施策についてです。 

 毎日のように安まちメールに特殊詐欺や

不審者情報が流れてきています。こうした

中で、犯罪発生件数の減少のためには市民

の防犯意識の向上が重要であると考えてい

ます。まずは市長のお考えをお聞かせくだ

さい。 

 ２の（９）上下水道施策についてです。 

 今後、人口減少時代を迎えるに当たり、

市域全体に展開されたインフラの維持は基

礎自治体の大きな命題となっております。

上下水道は命に関わるものであり、災害時

には早期の復旧が求められますが、今後取

り得る上下水道施策のビジョンをお聞かせ

ください。 

 ３の（１）ゼロカーボンシティについて

です。 

 市政運営の基本方針の中でゼロカーボン

シティの実現に向けた取組が述べられてお
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りましたが、この実現について、ＳＤＧｓ

の関連も含めて市長のお考えを伺います。 

 最後に、公園整備についてです。 

 財政的な問題があり、平準化を図るため

に鶴野地区の公共施設再編整備が延期とな

りました。その中で、新しく鶴野中央公園

を整備するとされていた環境センター跡地

の解体も延期となりました。まずは、環境

センター解体の必要性についてお聞きした

いと思います。 

 続いて、暮らしにやさしく笑顔があふれ

るまちづくりについてです。 

 ４の（１）こども誰でも通園制度につい

てです。 

 まずは、こども誰でも通園制度の事業実

施に向けた取組についてお聞きいたしま

す。 

 次に、待機児童対策についてです。 

 大阪府内でも多いとされる本市の待機児

童ですが、まずは待機児童解消に向けた考

え方をお伺いいたします。 

 ４の（３）地域における子育て支援につ

いてです。 

 まずは、地域における子供の居場所づく

りの今後の展開についてお尋ねいたしま

す。 

 ４の（４）ヤングケアラーについて。 

 これも大きな問題だと考えています。た

だ、当の本人がヤングケアラーであるとい

う自覚のない場合もあります。そのような

児童・生徒への啓発について、どのような

手法を取っていくのか、お聞かせくださ

い。 

 ４の（５）高齢福祉施策についてです。 

 超高齢化の進展によって介護サービスの

需要は年々高まっており、今後も介護給付

費は加速度的に増加していくことが容易に

予想されます。これまでも指摘させていた

だきましたが、介護保険制度の持続可能性

も危ぶまれる中、高齢者の生活を支える重

要な社会保障制度である介護保険制度を安

定的なものにするためにも、介護予防の取

組は一層重要となってきます。予防の取組

について、市長のお考えをお聞かせくださ

い。 

 続きまして、健康施策についてです。 

 市長は、就任当初よりウェルビーイング

という概念を提唱しておられます。このウ

ェルビーイングにおいて、健康の位置づけ

についてお尋ねいたします。 

 続きまして、誰もが学び成長できるまち

づくりについてです。 

 その中で、５の（１）「生きる力」につ

いて。 

 教育大綱の改定を見据えて、教育委員会

が目指す生きる力とはどのようなものを指

すのか、お聞きしたいと思います。 

 ５の（２）こどもの安全についてです。 

 まずは、市政運営の基本方針の中にあり

ました、摂津郵便局、摂津警察署との連携

した子供の見守りについて、お考えをお聞

きします。 

 ５の（３）鳥飼小学校と鳥飼東小学校の

統合についてです。 

 統合まであと１年と迫ってまいりまし

た。長くなる通学路の安全とスクールバス

について、現在の検討状況をお尋ねいたし

ます。 

 ５の（４）中学校給食についてです。 

 給食センターの建設については、当初

は、令和７年度に建設着手し、令和８年度

中の全員喫食の実現に向けて動いていたと

思います。この段階になって３年延期とな

ったわけですが、この３年遅らせた理由に

ついてお尋ねいたします。 

 ５の（５）生涯学習施策についてです。 
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 人生というものは一生が学びであり、特

に読書は学びにおいて重要な要素であると

考えています。教育長として、読書の意義

をどのようにお考えなのか、お聞かせくだ

さい。 

 続いて、６の（１）産業の活性化につい

てです。 

 大阪府の令和７年度予算概要の中で、リ

スキリングやスキルアップの支援の予算が

出ていました。産業のまちとして、リスキ

リングやスキルアップなどは必要であると

考えていますが、本市においてはどのよう

なお考えなのか、お聞かせください。 

 ７の（１）計画を実現する行政経営につ

いてです。 

 森山前市長は、常々、摂津市は財政が健

全だと主張されてきましたが、今年になっ

て急に（仮称）摂津市財政健全化プランと

いう言葉が出てきて驚いております。まず

は、この財政健全化プランの必要性につい

てお尋ねいたします。 

 続いて、（仮称）摂津市ＤＸ推進計画に

ついてです。 

 本計画を策定する目的について、１回

目、お尋ねいたします。 

 ７の（３）シティプロモーションについ

てです。 

 摂津市の知名度はまだまだ低いと思うこ

とがあります。本市の知名度を上げる方法

として大阪・関西万博の有効利用が挙げら

れると思いますが、市長のお考えをお聞か

せください。 

 以上です。 

○三好義治議長 答弁を求めます。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 大阪維新の会議員団の塚本議員

の代表質問に御答弁をいたします。 

 なお、教育関係は、若狭教育長から答弁

申し上げますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 まず、摂津市協働のまちづくり推進条例

の制定の理念について御答弁を申し上げま

す。 

 急速に進展する少子高齢化や、価値観が

多様化するなど大きく変化する社会環境の

中、地域におけるつながりが希薄化してき

ておりますが、防災・防犯や福祉、地域の

活性化等々、地域の課題を解決するために

は、地域における人と人とのつながりが必

要不可欠であると考えております。 

 自治連合会からも地域の活性化が図られ

るまちづくり条例の御要望がありましたよ

うに、摂津市に関わる全ての皆さんが、人

と人とのつながりを大切にし、思いを率直

に話い合い、お互いの立場を尊重しなが

ら、理解と寛容をもってそれぞれの役割を

果たす協働のまちづくりのさらなる推進を

図るため、このたび摂津市協働のまちづく

り推進条例を制定するものでございます。 

 続きまして、（仮称）味生コミュニティ

センターの建築を進めることにした理由に

ついてお答えを申し上げます。 

 （仮称）味生コミュニティセンターは、

地域の方々から、現在の味生公民館につい

て、バリアフリー化をはじめ様々要望をい

ただいている中、出てきた構想でございま

す。 

 味生地域は、水害時に一時避難ができる

公共施設が、現在、味生小学校しかござい

ません。（仮称）味生コミュニティセンタ

ーを整備することで、水害時の一時避難施

設として、市民の命を守る重要な施設とし

て活用することが可能となります。 

 また、味生地域では、様々な市民活動団

体が、公民館や小学校、集会所で活動して

おられますが、新たに核となる活動拠点を
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整備することで、市民活動団体同士でつな

がることや、新たに市民活動に参画する市

民が加わることとなり、味生地域の活性化

が期待をされるものであります。 

 現在想定されている施設整備の中で、コ

ミュニティセンターの整備を進めていくこ

とといたしましたのは、先ほど申し上げま

した経緯に加え、国庫の支援が一定程度見

込まれることが大きな要因でございます。 

 （仮称）味生コミュニティセンターは、

防災面の強化と協働の推進という二つの大

切な側面がありますので、両方の機能を兼

ね備えたすばらしい施設となるように整備

を進めてまいります。 

 ＪＲ千里丘駅西地区の事業完成の思いに

ついて御答弁を申し上げます。 

 この事業は、交通混雑や密集市街地など

を解消し、摂津市の顔、玄関口の一つとし

て、にぎわいを創出する拠点形成などを目

的とした、本市にとって長年の念願の事業

であります。また、地域活性化の核と捉え

ており、本地区のみならず、周辺地域も含

めた多くの方とつながり、交流していただ

き、ＪＲ千里丘駅の周辺にさらなる活力を

生み出し、まちの魅力を飛躍的に高めてい

きたいと考えております。 

 現在、特定建築者による共同住宅等の建

築工事が進められており、市による公共施

設工事につきましても、本格的な着手に向

けて準備を進めているところであります。

今後も引き続き、令和９年６月の事業完成

に向けまして、全力を挙げて取り組んでま

いります。 

 続きまして、阪急正雀駅前の整備につい

て御答弁を申し上げます。 

 この阪急正雀駅前は、多くの歩行者が利

用しているにもかかわらず、安全に通行が

できる歩行空間が確保できていない現状

は、早期に改善しなければならないと考え

ております。引き続き、沿道地権者の御理

解、御協力が得られるように、道路拡幅用

地の交渉を進めてまいります。 

 鳥飼地域のまちづくりに対する思いにつ

いて御答弁を申し上げます。 

 本市を取り巻く状況といたしまして、人

口減少、少子高齢化の進展や厳しい財政状

況等がございますが、そのような中におい

ても、市民の持続可能な幸せという視点を

しっかりと持ちながら、暮らしやすく、子

や孫の世代まで幸せが続くまちを築き上げ

ていきたいと考えております。 

 例えば、鳥飼地域には淀川河川敷があ

り、そこでは、水辺空間や、大人も子供も

スポーツを楽しめる場所など、多彩な魅力

がございます。これら鳥飼地域にしかない

魅力を最大限に生かし、市民の持続可能な

幸福を考えながら、鳥飼地域のまちづくり

に取り組んでまいります。 

 地域公共交通における広域的な取組につ

いて御答弁を申し上げます。 

 地域公共交通計画は、地域にとって望ま

しい公共交通の姿を明らかにするものであ

りますことから、その対象地域は摂津市全

域としております。一方で、地域の公共交

通は複数の市域にわたり運行されており、

広域的な視点の必要性は認識をしておりま

す。 

 摂津市地域公共交通協議会には、国土交

通省大阪運輸支局や大阪府都市整備部な

ど、広域的な役割を担っておられる委員の

方々にも参画をいただいております。今

後、施策の具体化において、多様な関係者

が集まる強みを生かして検討を進めていき

たいと考えております。 

 災害対策本部会議運営訓練の成果につい

て御答弁を申し上げます。 
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 令和６年度は、本市におきまして震度６

弱が観測されたという想定の下で、地震発

生から２時間後、また３日後に開催する災

害対策本部会議の運営訓練も実施をいたし

ました。 

 成果といたしましては、災害対策本部構

成員の防災意識の向上はもとより、詳細な

設定を訓練のシナリオに落とし込んだこと

で、実際に災害が発生したときの対応をよ

り具体的にイメージできたことが挙げられ

ます。一方で、今後は、訓練中に新たな条

件設定を付与するなど、当該訓練もブラッ

シュアップしていくことに加え、復旧・復

興期を想定した訓練も必要であります。 

 令和７年度は、今回の経験を生かした訓

練を実施していくとともに、市民及び関係

機関と連携した総合防災演習を実施するな

ど、災害に強いまちづくりを着実に推し進

めてまいります。 

 鳥飼地区河川防災ステーション上部施設

に対する期待について御答弁を申し上げま

す。 

 河川防災ステーションの上部施設である

水防センターは、堤防補強等の水防活動を

行う拠点施設として必要不可欠な施設であ

ります。 

 また、水防センターは、河川防災ステー

ションという淀川が破堤しても浸水しない

場所にあることから、広域避難が困難な障

害者等の避難行動要支援者の一時的な避難

場所として活用することも想定をしており

まして、市民の安全・安心を確保するため

に必要な施設と考えております。 

 また、平常時についても、鳥飼まちづく

りグランドデザインの具現化としての活用

が可能となる施設になるものと考えており

ます。 

 消防広域化の質問でございますけれど

も、質問に答弁する前に、先日の火災事案

におきまして亡くなられた方々の御冥福を

心からお祈り申し上げますとともに、被害

を受けられた皆様方に対しまして心よりお

見舞いを申し上げます。 

 また、今回の火災におきまして、応援出

動いただいた近隣の消防本部の皆様方に対

しまして、この場をお借りいたしまして心

から感謝申し上げます。ありがとうござい

ました。 

 それでは、答弁をさせていただきます。 

 本市の消防行政には様々な課題がござい

ますが、消防力の強化と効率化を目指し

て、近隣自治体との消防の広域化について

検討が必要であると考えております。令和

６年度からは、豊中市、吹田市、池田市、

箕面市との消防通信指令事務の共同運用が

順調に進んでおりますが、今後も人口減少

や高齢化が進む中、消防力の維持・強化は

喫緊の課題であります。 

 現在、本市では、吹田市との消防はしご

自動車の共同運用について、両市消防本部

が中心となり勉強会を進めております。消

防車両の共同運用など効率的な体制を構築

できることで、より迅速かつ高度な消防行

政が提供できますので、広域化は有効な手

段と考えております。 

 今後も、市民の安全・安心につながるよ

う、引き続き近隣自治体と検討を行ってま

いります。 

 市民の防犯意識の向上について御答弁を

申し上げます。 

 本市の犯罪発生件数は、長年にわたって

減少傾向にございましたが、窃盗犯や知能

犯等の増加により、令和４年以降は微増傾

向となっており、しっかりと対策を講じて

いく必要があると考えております。 

 本市では防犯環境の整備や啓発活動など
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を進めてまいりますが、安全・安心なまち

づくりを推し進めていくためには、行政や

警察のみならず、事業所、市民とも一丸と

なって防犯に関する取組を展開していく必

要があります。そうした取組を展開してい

く中で、市民一人一人の防犯意識の向上を

図ることが犯罪発生件数の減少につながっ

ていくものと考えております。 

 上下水道施策についての今後のビジョン

について御答弁を申し上げます。 

 水道事業、下水道事業ともに市民生活の

根幹を支える必要不可欠なものでありま

す。上下水道施策につきましては、令和元

年度に策定し、令和６年度に中間見直しを

実施しております上下水道ビジョン、水道

事業経営戦略、下水道事業経営戦略にお示

ししておりますけれども、今後、人口が減

少していくものと予想される中、物価や人

件費等の高騰など、情勢は目まぐるしく変

化をしており、それらの変化に対応しつつ

も、危機管理体制の強化、老朽化対策、耐

震化の推進、経営の健全化、人材育成な

ど、上下水道事業の諸課題に対して積極的

に取り組み、市民の皆様方が安全・安心に

暮らせるよう全力で取り組んでまいりたい

と考えております。 

 ゼロカーボンシティの実現に向けた取組

について御答弁を申し上げます。 

 本市では、ゼロカーボンシティの実現に

向けまして、令和４年３月に摂津市地球温

暖化対策地域計画を策定し、取組を進めて

いるところであります。計画では、ＳＤＧ

ｓの考え方を反映し、１７のゴールのう

ち、ゴール１３「気候変動」はじめ１１の

ゴールを直接的に関連づけております。 

 地域における地球温暖化対策は、温室効

果ガス排出削減だけでなく、防災・減災等

の気候変動の影響に対する適応等を通じ

て、持続可能な社会の構築に資するものと

考えております。再生可能エネルギー等の

利用拡大等、ＳＤＧｓの考えを取り入れた

計画の五つの基本方針を基に、ゼロカーボ

ンシティの実現に取り組んでまいります。 

 環境センターの解体の必要性について御

答弁を申し上げます。 

 環境センターにつきましては、昭和４２

年から稼働をはじめ、鶴野地域の皆様の多

大なる御理解と御協力をいただき、実に５

５年以上もの長きにわたり摂津市内の一般

廃棄物の焼却を行ってまいりました。令和

５年４月に茨木市との広域化も完了し、役

目を終えた環境センターについて、地域か

らは解体後の公園整備の要望をいただいて

いるところでございます。 

 現在、環境センターにつきましては、ご

み収集拠点として活用しているところでご

ざいますが、環境センターは、竣工後４０

年以上が経過しており、建屋の老朽化が進

行しております。今後の鶴野地域の魅力及

び防災力の向上に必要な高台公園を整備す

るためにも、老朽化した環境センターの解

体は必要であると考えております。 

 続きまして、介護保険制度と介護予防に

ついて御答弁を申し上げます。 

 世界に先駆けて超高齢社会に突入した我

が国におきまして、介護を必要とする高齢

者の増加に伴い、介護給付費の増大が大き

な課題となっております。 

 このような中、現在取組を進めている第

９期せっつ高齢者かがやきプランにおきま

しても、介護予防の推進を重点施策として

位置づけ、つどい場を通じた高齢者の健康

づくりや介護予防など、種々取組を進めて

いるところであります。 

 今後におきましても、高齢者が真に必要

とする介護サービスを過不足なく受給でき
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るよう、市民一人一人がこれまで以上に介

護予防や健康づくりを意識し行動できる仕

組みを構築することが重要であると考えて

おります。 

 ウェルビーイングの実現における健康の

位置づけについて御答弁を申し上げます。 

 ウェルビーイングは、市民一人一人が身

体的・精神的・社会的に満たされ、持続的

な幸福を実感することができる状態をい

い、健康は、そのような社会を実現するた

めになくてはならない基礎になるものであ

ると考えております。そのために、様々な

健康施策を展開することで、市民の皆様の

健康を維持する取組をしっかりと行い、そ

の上で市民のやりがいづくりを行うなど、

心身の充実を図ることでウェルビーイング

の実現につながっていくものと考えており

ます。 

 給食センターの建設を遅らせた理由につ

きまして御答弁を申し上げます。 

 中学校給食につきましては、令和９年１

月の全員喫食開始に向け、令和７年度に給

食センターの建設に着手する予定としてお

りました。しかしながら、急激な物価高騰

による資材高騰の影響を受け、建設事業費

全体の平準化を図る必要が生じたことか

ら、今後着工予定の建設事業の工程を見直

す決断を今回いたしました。 

 給食センターにつきましては、臨時的な

対応といたしまして、民間事業者による給

食提供の検討と併せ、工事着手を延期する

こととし、その期間としまして、建設事業

費の平準化を図るとともに、事業の進め方

を検討する期間として３年間とした次第で

ございます。 

 産業の活性化について御答弁を申し上げ

ます。 

 市内事業所におけるリスキリング、スキ

ルアップにおきましては、ポリテクセンタ

ー関西や中小企業大学校、府立高等職業技

術専門校が実施する講座や研修に要した費

用について、市で補助を行っております。 

 ポリテクセンター関西は、市役所に隣接

しており、運営協議会委員として市からも

参画するほか、摂津市おしごとフェアへの

協力や農業祭への出店などを通して日頃か

ら連携を図っております。 

 また、スキルアップとしましては、就労

困難者等の就職に向けて、能力開発講座を

毎年複数回実施しております。市内事業所

へのアンケート調査の結果でも、人材、労

働力の確保・育成、これは最も大きな課題

でございまして、その重要性は高いと考え

ております。 

 （仮称）摂津市財政健全化プランについ

て御答弁を申し上げます。 

 令和７年度の予算につきましては、過去

最大の予算規模になるとともに、主要基金

からの多額の繰入れを行っているという状

況でございます。今後は、ゼロノルムから

の脱却、すなわち資材価格の高騰や賃金の

上昇等により建設事業費や物件費、人件費

などが大幅に増加していくことも想定を

し、行財政運営を行っていかなければなり

ません。加えて、少子高齢化の影響により

扶助費等の増加も想定される中、より一層

厳しい目線で現在の状況を点検していく必

要があるものと考えております。（仮称）

摂津市財政健全化プランを策定し、持続可

能な行財政運営の確立に向けまして、組織

的に取組を進めていく必要があるものと考

えております。 

 （仮称）摂津市ＤＸ推進計画を策定する

目的について御答弁を申し上げます。 

 本計画の目的は、限られた職員の中で、

社会変容に合わせた市民サービスの質を維
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持し続けるために、現在の業務工程や内容

を根本から見直すことにあります。 

 本計画は、業務改革を基軸とした全庁的

な方針を示すものであり、重要なのは、計

画を策定することがゴールではなく、これ

がスタートと位置づけることであると考え

ています。 

 また、本計画では、全庁的に事業の課題

を抽出し、部局の垣根を越えた対応方針を

描き、具体的な対策や業務フローを見直す

体制の確立をしてまいります。そして、市

民サービスの向上と業務改善・改革を持続

的に取り組む組織風土へと変えてまいりま

す。 

 本市の知名度を上げる方法について御答

弁を申し上げます。 

 大阪・関西万博は、本市の知名度を上げ

るまたとない好機であると考えておりま

す。本市は、大阪・関西万博、大阪ウィー

クのレギュラーイベント及びコアイベント

に出展する中、大阪・関西万博に来場する

市内外、全世界の方々に本市の魅力を体感

していただき、日本の大阪府に摂津市とい

う魅力的なまちがあることを認識していた

だきたいと考えております。さらに、その

出展した記録をしっかりと残すことで、レ

ガシーとして５０年先、１００年先の未来

の方々にも語り継いでいただくことを考え

ております。 

 私からの答弁は以上でございます。 

○三好義治議長 次に、教育長。 

  （若狭教育長 登壇） 

○若狭教育長 それでは、教育委員会所管分

について御答弁申し上げます。 

 まず、こども誰でも通園制度の事業実施

に向けた取組についてでございます。 

 こども誰でも通園制度は、特に未就園児

を育てる家庭での育児の孤立感や不安感を

払拭し、全ての子供の育ちを応援し、全て

の子育て家庭に対する支援を強化するため

に創設されたものでございます。 

 本市におきましては、事業実施に向け、

令和６年度に民間法人に対して事業実施に

関する意向調査を行うとともに、去る２月

１０日には、市内保育所、認定こども園、

幼稚園及び地域子育て支援拠点事業所を対

象とした制度説明会を開催いたしました。 

 教育委員会といたしましては、事業実施

の意向のある園等について、令和７年度中

に対象となる子供が利用できますよう、引

き続き協議を行ってまいります。 

 次に、保育所等の待機児童対策につきま

して御答弁申し上げます。 

 保育所等の待機児童数につきましては、

各年の４月１日時点で、令和２年が３２

人、令和３年が２４人、令和４年は２７

人、令和５年が２９人、令和６年が２３人

となっております。利用児童数に基づく待

機率では、大阪府内でワーストワンの状況

でございます。 

 本市におきましては、民間法人に御協力

いただき、受皿の確保に努め、保育所整備

率では北摂各市に比べ高い状況となってお

ります。一方で、保育所申込み率でも北摂

各市に比べ高い状況となっておりますこと

から、高い保育ニーズに対して受皿の確保

が追いつかず、待機児童の解消に至ってい

ないものと認識しております。 

 安威川以北圏域におきましては、就学前

児童数は大きく減少することはないことが

見込まれておりますが、保育所申込み率の

高い本市の特徴を踏まえると、待機児童の

解消のためには、引き続き受皿の拡充に取

り組む必要があると考えております。 

 次に、地域における子供の居場所づくり

の今後の展開について御答弁申し上げま
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す。 

 地域における子供の居場所の一つとし

て、民間の法人、団体、飲食店などの御協

力により市内各地で実施していただいてい

る子ども食堂がございます。令和４年度に

子ども食堂運営事業補助金制度を創設し、

現在では市内２０か所にまで拡大いたしま

した。 

 しかしながら、開設場所に地域的な偏り

があること、また、その大半が月１回の開

催にとどまっていることなどもあることか

ら、地域における子供の居場所づくりとし

て、子ども食堂以外にもさらなる取組が求

められているところでございます。 

 そのため、令和７年度からは、子ども食

堂と並行して、宿題カフェの開設及び運営

に対する補助金制度を創設し、地域におけ

る新たな子供の居場所として普及・拡大を

図ってまいりたいと考えております。 

 次に、ヤングケアラーに関する児童・生

徒への啓発について御答弁いたします。 

 子供たちにとっては、お手伝いとしてな

ど、当たり前のこととして家族のお世話、

ケアを行っているケースがあると考えられ

ます。しかしながら、過度の負担を強いら

れているケースでは、学校生活に支障を来

すなど、子供としての健やかな成長をする

ために必要な時間を奪われたりすることが

懸念されます。そのため、児童・生徒自ら

がヤングケアラーであると気づくことが大

切であるとともに、児童・生徒と関わる先

生方や周りの大人がヤングケアラーに対す

る意識を高めることも重要であると考えて

おります。 

 令和７年度におきましても、小・中学校

の教職員を対象としたヤングケアラー支援

に関する研修会を実施するとともに、小・

中学校と連携を図りながら、ヤングケアラ

ーと思われる児童・生徒の発見並びに本人

の気づきに寄与することを目的としたアン

ケートを実施してまいります。 

 次に、「生きる力」についての御質問に

お答えいたします。 

 現代社会は、急速な技術革新、グローバ

ル化、価値観の多様化など、子供たちがこ

れまでにない変化の中で生きていくことを

求められる時代となっております。変化の

激しい社会を生き抜くためには、様々な課

題に対して、他者と協力し、自ら考え行動

し、よりよい解決策を導き出せる力が必要

でございます。 

 教育委員会といたしましては、こうした

力に加え、子供たちが地域の方々や様々な

大人たちに出会い、地域社会や世の中に対

する思いに触れ、共に行動する経験などを

通して湧き出てくる、夢や志といった自ら

を奮い立たせる原動力というんですか、元

気に頑張る力、それから、その中で併せて

身につける社会で役立つ使える力、こうし

たものが生きる力であると考えておりま

す。 

 摂津郵便局、摂津警察署と連携した子供

の見守り活動について御答弁いたします。 

 本市における子供の見守り活動は、保護

者の皆様方、自治会や民生児童委員の皆

様、そして地域のボランティアの皆様方の

御協力の下、学校、家庭、地域が一つとな

って支えていくものでございます。 

 子供たちが安全に安心して、地域で学ん

だり遊んだり、つまり子供たちを地域全体

で育てていくためには、さらなる見守りの

目を増やしていく必要があります。その一

つが「ながら見守り」であると考えており

ます。 

 令和７年度からは、摂津郵便局と摂津警

察署、そして教育委員会による連携協定を
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締結し、この３者が率先して子供の見守り

活動として「ながら見守り」の取組を実践

し、地域での見守りの輪を広げてまいりた

いと考えております。 

 次に、鳥飼小学校と鳥飼東小学校の統合

に係る検討状況について御答弁申し上げま

す。 

 教育委員会では、令和５年１１月に策定

いたしました鳥飼地域における学校の適正

規模・適正配置計画に基づき、両校の統合

に向けた検討を、学校をはじめ関係各課の

協力の下、保護者の皆様からいただいた御

意見等も踏まえ、具体的な取組について協

議を進めてまいりました。中でも、保護者

の皆様から多数御意見をいただいておりま

した通学路の安全対策とスクールバスにつ

きまして、どういった形であれば実現でき

るのか、検討を重ねてきたところでござい

ます。 

 検討内容につきましては、随時保護者の

方に情報提供を行いながら、御意見等も募

り、案として取りまとめ、２月の上旬に保

護者の皆様に対し説明会を開催したところ

でございます。 

 今後につきましても、いただいた御意見

を踏まえ、保護者の皆様が抱えておられる

不安感や疑問点等に個別にお答えできるよ

う、丁寧な対応に努めてまいりたいと思い

ます。 

 最後に、読書の意義について、教育長と

してどのように考えているかの御質問に御

答弁申し上げます。 

 読書の意義、読書の効果、学力を育むと

いう観点でお話しいたしたいと思います。 

 読書により、様々な言い回しや漢字を覚

えることができ、語彙が増えます。人は必

ず言葉で考えるため、語彙力により、必然

的に考える力、思考力と想像力が向上しま

す。こうした思考力と想像力が、ひいては

判断力、表現力、そうした力の向上につな

がっていくと思います。 

 また、読書をすることにより、集中力を

高めることができ、それが主体的に学習に

取り組む姿勢、取り組む態度、その結果と

して生涯にわたり学びに向かう姿勢にもつ

ながっていくと考えております。 

 読書は、変化の激しいこれからの社会を

生きるための力や学び続ける力、そうした

ものを育む根幹をなすものだと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 それでは、２回目の質問に入ります。 

 摂津市協働のまちづくり推進条例に対す

る市長の思いは理解いたしました。 

 この条例は理念的なものであって、その

中身や思いが市民に伝わらないことには実

効性に欠けてしまうと考えます。そこで、

協働のまちづくりの推進に向けて、市民の

皆様にどのような啓発を行っていくのか、

お聞きしたいと思います。 

 続いて、味生コミュニティセンター建設

に係る理由をお尋ねし、その意義や必要性

については一定理解いたしました。です

が、国の交付金が見込まれることを理由に

するのであれば、給食センター建設に関し

ても、国の学校施設環境改善交付金があ

り、既に交付が決定しているか、これから

申請するかの違いで優先順位をつけられて

いる可能性を指摘させていただきます。 

 一方で、新しいコミュニティセンターに

はどのような特色をもって地域の違いを出

していくのか、その点について、２回目、

御答弁をお願いいたします。 

 ２の（１）ＪＲ千里丘駅西地区再開発に
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ついて。 

 駅前広場やＪＲ千里丘駅から直通となる

デッキの工事などがこれから複数重なって

くると予想されます。こうした工事が複数

同時に行われるタイトなスケジュール感の

中で、工事中の安全対策が気になります。

この点について、現在の案をお聞かせくだ

さい。 

 ２番目、阪急正雀駅前の整備です。 

 広場計画断念後、歩行者空間の整備とし

て再度位置づけされたと認識しております

が、その進捗についてお聞かせください。 

 ２の（３）鳥飼地域のまちづくりについ

てです。 

 市長の思いは理解いたしました。ただ、

鳥飼まちづくりグランドデザインに実効性

を持たせるためには、具体的な施策が必要

であると考えます。鳥飼地域のまちづくり

に対して、一体何から進めていくのか、具

体的な取組についてお聞かせください。 

 ２の（４）地域公共交通についてです

が、摂津市は、１４．８７平方キロメート

ルというコンパクトなまちでありながら、

鉄軌道の駅は５駅もあるという点で利便性

の高い反面、鉄軌道から離れてしまうと自

家用車等の交通手段が必要な点で不便とい

う声も聞こえてきます。その理由に、路線

バスが使いにくいという意見があります。

我々としましては、環境や経済性に優れた

路線バスの維持は重要であると考えており

ます。路線バスの利用促進についての考え

方をお教えください。 

 ２の（５）防災施策についてです。 

 発災時には初動が重要となりますが、市

としては、災害対応の初動期において、市

民への情報伝達についてどのような手段を

お考えでしょうか、お聞かせください。 

 ２の（６）河川防災ステーションの上部

施設についてです。 

 公共施設の一部を延期せざるを得ないな

ど財政的に厳しい状況がある中で、その前

提を踏まえた上部施設にする必要があると

考えますが、その方向性についてお尋ねい

たします。 

 ２の（７）消防のうち救急に関してで

す。 

 昨年は出動件数が６，１４６件となり、

前年を上回るペースでの救急出動が増加し

ています。救急に係る業務負担が増えてい

るのが現状なのですが、救急車の適正利用

に関する啓発活動はどのように行われてい

るのか、また、軽症者の搬送数はどのよう

になっているのか、お教えください。 

 ２の（８）防犯施策についてです。 

 基礎自治体単体での犯罪抑制には権限な

どの問題があって限界があると思います。

摂津警察署との連携状況についてお伺いい

たします。 

 ２の（９）上下水道についてです。 

 ＡＩ解析による漏水調査を実施されたと

思います。これまでは計画に基づいて更新

してきましたが、今後は、診断などを踏ま

えて、より効率的に更新していくことが想

定されます。今回のＡＩ解析による漏水調

査は、国及び大阪府からの交付金、補助金

を活用して実施されたと思います。今後の

上下水道のマネジメントにおいて、どのよ

うに考えておられるのか、御答弁をお願い

いたします。 

 ３の（１）ゼロカーボンシティですが、

真にゼロカーボンシティを実現するために

は、市民の意識改革、行動変容が必要不可

欠であると思います。このことについて市

の考えを伺います。 

 また、宅配ボックスの設置補助制度を新

たに創設するとのことですが、その目的に
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ついても再度お聞かせください。 

 ３の（２）公園整備についてです。 

 環境センター及び鶴野中央公園の整備が

延期となりました。鶴野第２公園の廃止が

既に都市計画決定されていますが、鶴野第

２公園は今後どうなるのか、お聞かせくだ

さい。 

 ４の（１）こども誰でも通園制度。 

 要望とさせていただきますが、これはこ

ども家庭庁の肝煎り事業でもありまして、

生後半年から３歳未満の未就園児を預けら

れることは、育児の負担や孤立を防ぐため

にも必要なことだと考えています。本格的

な事業実施に向けて必要な措置を講じてい

ただくよう要望いたします。 

 ４の（２）待機児童についてです。 

 本市がワーストワンであることは残念な

ことだと思いますが、今後のことを考えま

すと、２０２４年は出生数が７２万９８８

人となり、過去最少となりました。この傾

向が解消されるとは考えにくく、現在は児

童数の多い本市安威川以北でも、いずれピ

ークアウトして人口減少に直面し、児童数

が減少することで保育事業の運営が厳しく

なることが懸念されます。本市における考

え方をお聞かせください。 

 ４の（３）子育て支援についてです。 

 子供の居場所は、今後、地域とのつなが

りが重要であると考えますが、大きな問題

があります。それは担い手です。場所と担

い手、この二つがそろわないと居場所づく

りができないことになります。先ほど、教

育長から場所についての御答弁をいただき

ました。次に、担い手についてのお考えを

お聞かせください。 

 ４の（４）ヤングケアラーにおいては、

市政運営方針の中で交流サロンについても

述べられていました。先ほどもありました

が、この交流サロンの具体的な内容につい

てお聞かせください。 

 ４の（５）高齢福祉施策です。 

 第９期せっつ高齢者かがやきプランで

は、介護給付費準備基金の取崩しによって

介護保険料の上昇抑制を成し遂げることが

できました。介護予防に取り組んでいただ

いていることは先ほどの御答弁でも理解い

たしましたが、今後の人口動態を鑑みる

と、対応に限界があり、基金の積み上げす

ら難しくなってくることが予想されます。

これらを踏まえた上で、介護保険制度の展

望について、市のお考えをお聞かせくださ

い。 

 ４の（６）来年度予算案で新たに帯状疱

疹ワクチンの定期接種化や成人歯科健診、

人間ドックの対象者拡大など、健康施策が

含まれていますが、どのような効果を見込

まれているのか、お聞かせください。 

 ５の（１）「生きる力」。 

 志を立てて目標に向かうことはよいこと

だと考えています。ですが、社会情勢の変

化や周囲の状況により、志を立てるきっか

けやタイミングは人それぞれであって、立

志教育の一つであるキャリア教育について

は、柔軟性のある取組が大切であると考え

ています。本市教育委員会の見解をお伺い

いたします。 

 ５の（２）こどもの安全についてです。 

 地域での見守りというキーワードが出て

きたのですが、それはとても重要であり、

協働のまちづくりにつながっていくと考え

ます。通常の登下校時には民生児童委員が

見守りをしていただくなど行き渡っている

部分があるんですけれども、学童の帰宅時

が心配であります。現在の認識と対策につ

いてお聞かせください。 

 ５の（３）小学校統廃合についてです。 
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 鳥飼東小学校の跡地利用検討の進捗状況

についてお聞かせください。 

 ５の（４）給食センターについてです。 

 まず、建設について、令和７年度の建設

費はどの程度だったのか。また、３年延期

することによってどの程度建設費増を見込

んでおられるのでしょうか。また、財政的

な課題をお聞かせください。 

 ５の（５）生涯学習についてですが、読

書の意義についての御答弁ありがとうござ

いました。 

 本市には市立図書館がありますが、一方

で電子図書館も備えています。ですが、ラ

インナップを見ると、すごく偏りがあるよ

うに思います。小説などが充実すると、利

用者や利用率も増えるのではないかと思う

のですけども、蔵書の充実化について、現

在の方向性をお教えください。 

 ６の（１）産業の活性化についてです。 

 大阪府の予算案では、新事業展開や販路

開拓支援など予算案が上がってきておりま

す。本市における支援策についてお教えく

ださい。 

 ７の（１）「（仮称）摂津市財政健全化

プラン」についてです。 

 給食センター建設を延期して平準化し、

工事を遅らせても、先ほどの中学校給食の

答弁でありましたように、財政が改善する

わけではありません。全体の事業の早急な

見直しが必要だと考えます。今後の財政運

営についてお答えください。 

 ７の（２）「（仮称）摂津市ＤＸ推進計

画」についてです。 

 本計画はどのような構成になるのか、お

教えください。 

 ７の（３）シティプロモーションについ

てです。 

 摂津市は生活しやすい点や交通利便性が

高いことが、シティプロモーションサイト

「＆ｓｅｔｔｓｕ」、インスタグラム、市

の公式ユーチューブチャンネルなどで十分

に発信されていないのではないかと感じて

います。これらＳＮＳの活用について、市

のお考えをお聞かせください。 

 ２回目、以上です。 

○三好義治議長 答弁を求めます。生活環境

部長。 

○吉田生活環境部長 協働のまちづくりの推

進に関する市民等への啓発についての御質

問にお答えいたします。 

 今回上程しております摂津市協働のまち

づくり推進条例を御可決賜りましたら、条

例施行日までに広報せっつにおいて同条例

の概要を掲載するとともに、概要を記した

広報物も発行してまいりたいと考えており

ます。 

 また、同条例第１２条には、毎年２月を

協働のまちづくり推進月間と定めておりま

す。推進月間の具体的な事業内容はこれか

らではございますが、同条例第１３条の規

定により設置する協働のまちづくり推進委

員会の意見も聴きながら、様々な啓発活動

を展開していくとともに、様々な機会を捉

えて広報、啓発してまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、（仮称）味生コミュニティ

センターの特色についての御質問にお答え

いたします。 

 （仮称）味生コミュニティセンターで

は、誰もが気軽に立ち寄れるようにするた

め、１階部分には貸室を設けずに、ロビー

を広く取ってフリースペースを設けるよう

にし、そこで子供が遊んだり、学生が勉強

したり、高齢者が本を読んだりするなど、

多世代が集まるようなレイアウトにしてお

ります。また、多目的ルームや健康増進ル
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ーム、工作室は、防音機能を備えた部屋と

しております。他のコミュニティ施設では

防音機能を備えた部屋はございませんの

で、（仮称）味生コミュニティセンターの

特徴の一つになると考えております。 

 さらには、災害時には一時避難所となる

ことを想定して、広場にかまどベンチやマ

ンホールトイレを設置するほか、地域包括

支援センターを配置することとしており、

市民の交流と活動の場であるとともに、防

災や地域福祉の面からも地域の拠点となる

ものでございます。 

 続きまして、ゼロカーボンシティの実現

に向けた市民啓発等の取組についての御質

問にお答えいたします。 

 民間の調査結果では、９割の方々が脱炭

素という用語を認知している一方、そのた

めに何をしたらよいのか分からないなど、

具体的な行動に結びついているとは言えな

い状況にあると言われており、市民の意識

改革、行動変容を促すことが重要であると

考えております。 

 そのため、本市では、次代を担う児童を

対象としたこどもエコノート、家庭での電

気とガスの使用量を記録し、エコアクショ

ンを促す「未来守る！エネルギー日記」等

の取組を実施しております。エネルギー日

記では、参加者の裾野を広げるため、各種

イベントでの周知やエコポイントの付与対

象となる取組の充実を図っており、今後も

啓発に努めてまいります。 

 次に、宅配ボックスの設置補助制度につ

きましては、宅配便の再配達を抑制し、Ｃ

Ｏ２の排出量を削減することを目的として

おります。国土交通省の令和６年４月期の

調査結果では、宅配便の約１０．４％が再

配達になっており、再配達のトラックから

排出されるＣＯ２の量は年間およそ２５．

４万トンと推計されております。宅配ボッ

クスの設置補助制度を通じて、このような

再配達の問題があることの市民への気づき

の一助となることも狙いとしております。 

 続きまして、新事業展開や販路開拓支援

についての御質問にお答えいたします。 

 本市では、摂津市商工会に委託し、商工

会事務所の横に摂津ビジネスサポートセン

ターを設置し、新事業展開や新商品開発、

ウェブやＳＮＳを活用した販路開拓など、

多様な相談に伴走型で対応しております。

このような摂津市商工会と連携したビジネ

ス相談所は全国的にも珍しく、本市産業の

活性化に貢献しております。 

 令和５年度に実施した複数の事業者が共

同でクラウドファンディングを行うオンラ

イン催事は、ビジネスサポートセンターで

の支援の大きな成果でございます。 

 また、令和６年度からは、大阪商工会議

所でＩＴ・ビジネスアプリ導入サポートデ

スクのコーディネーターをされていた方を

新たに相談員として迎え、ホームページ制

作やＳＮＳ活用などＩＴ導入の支援を強化

いたしました。 

 以上でございます。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 ＪＲ千里丘駅西地区におけ

る工事の安全対策についての御質問にお答

えいたします。 

 本地区におきましては、今後も引き続

き、特定建築者による共同住宅等の建築工

事や、駅舎と再開発ビルをつなぐ自由通

路、駅前広場の工事など複数の工事を、駅

前の多くの自動車、歩行者がふくそうする

中で進めることとなり、安全対策が非常に

重要であると考えております。 

 そのため、施工業者間でのスケジュール

や施工方法など調整を密に図るとともに、
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工事箇所や車両出入口の交通誘導員の適切

な配置、仮歩道の設置などによる歩行者動

線の確保や安全注意看板の設置など、安全

対策に細心の注意を払い、進めてまいりま

す。 

 続きまして、阪急正雀駅前の用地交渉の

進捗状況についての御質問にお答えいたし

ます。 

 阪急正雀駅前における広場計画を白紙断

念後は、各地権者には、改めて道路事業と

して用地の拡幅への御理解と御協力を得る

ため、丁寧に交渉を続けているところでご

ざいます。そうした中、信頼回復のため、

各地権者からの課題にも向き合い、可能な

限り対応してまいりました。こうした取組

を経て、一定の御理解を得ることができた

内容もございましたが、各地権者から用地

取得に関する御協力をいただくまでには至

っていないところであります。今後も粘り

強く交渉を続けてまいります。 

 続きまして、路線バスの利用促進につい

ての御質問にお答えいたします。 

 議員が御指摘のとおり、本協議会におき

ましても、持続可能な公共交通体系の構築

を目指すためには、既存の公共交通の利用

促進が大前提であることが共通認識となっ

ております。交通の円滑化や自転車の活

用、公共交通のサービス、情報統合など、

本計画に位置づけられた目標は、路線バス

など既存の公共交通を使いやすくするため

の観点を前提に議論されており、公共交通

の利用促進を目指しているものでございま

す。 

 本協議会におきまして、バス事業者が近

隣市で独自に実施したバスの乗車イベント

でのアンケートでは、「路線バスが便利で

環境に優しい乗り物であることが分かり、

今後は利用したい」との声が多数あったこ

とが共有されましたことから、公共交通に

関する正しい知識や情報を知っていただく

ことの重要性が改めて認識されました。 

 今後、本市の特性を踏まえた公共交通の

現状や取組の周知・案内などの見える化に

より、市民や公共交通の利用者に対する興

味・関心の醸成を図ってまいります。 

 続きまして、鶴野第２公園についての御

質問にお答えいたします。 

 令和６年１２月３日に鶴野中央公園の追

加及び鶴野第２公園を廃止する都市計画を

決定したところでございますが、鶴野第２

公園につきましては、都市計画決定に合わ

せて直ちに利用できなくなるものではござ

いません。同公園の解体・撤去に着手する

までの間は、併設しておりますキャンプ場

施設とともに、これまでどおり利用いただ

けます。 

 以上でございます。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 鳥飼地域のまちづくりに

向けて何から進めていくのかについての御

質問にお答えいたします。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインの将来

予想の実現に向けた具体的な取組について

は、解決すべき課題の緊急性等を考慮し、

直ちに議論を開始すべきことと、時間をか

けてしっかり議論すべきことなど、短期、

中期、長期の視点からめり張りをつけて検

討を進め、鳥飼地域全体が活性化するよう

努めていく必要があると考えております。 

 短期的な取組といたしましては、鳥飼東

小学校の跡地活用や水防センターの平常時

利用と淀川河川敷の一体的な利活用等があ

り、それぞれ活用に関しての議論を進めて

いるところでございます。 

 続きまして、厳しい財政状況を踏まえた

上部施設にする必要があるという点の御質
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問にお答えいたします。 

 水防センターにつきましては、都市安全

確保拠点整備計画に、災害時は、広域避難

が困難な障害者等の避難行動要支援者等の

一時的な避難場所として、平常時は、地域

コミュニティの形成・強化、地域のにぎわ

いの創出等に活用するとされております。 

 令和７年度は、学識経験者や関係機関、

地域の方々などを委員とする水防センター

等整備検討委員会の設置を予定しており、

災害時機能の検討を行う中で、経済性や有

効性についてもしっかりと議論を行い、最

少の経費で最大の効果が得られる施設にし

ていきたいと考えております。 

 続きまして、鳥飼東小学校跡地活用の進

捗状況についての御質問にお答えいたしま

す。 

 鳥飼東小学校跡地に関しては、鳥飼東小

学校が令和８年４月に鳥飼小学校と統合さ

れることから、跡地活用について直ちに議

論を開始する必要があると認識いたしてお

ります。 

 令和６年度は、鳥飼東小学校の跡地活用

について、地域住民等の皆様の御意見をお

聴きするために、鳥飼まちづくりグランド

デザインにおける居住性向上エリアＢ、企

業と住民の共存発展エリア、田園（農業と

のふれあい）エリアでの説明会、跡地活用

のアイデアの募集や跡地活用に関するワー

クショップを開催し、地域住民等の皆様と

議論を深めているところでございます。 

 ＳＮＳの活用についての御質問にお答え

いたします。 

 本市におきまして、ＳＮＳを活用した魅

力発信については、シティプロモーション

サイト「＆ｓｅｔｔｓｕ」で、本市は交通

の便がよいこと、産業のまちであること、

子育て支援に力を入れていることなどをＰ

Ｒしているところでございます。 

 また、インスタグラムでは、庁内インス

タ隊やインスタ隊人科大支部の活動も取り

入れ、本市のイベントや魅力的な店舗など

の発信を行っているところでございます。 

 さらに、市公式ユーチューブチャンネル

では、「いいとこ いいこと せっつ」を

はじめ、健康づくり、防災、建設事業、鳥

飼まちづくりグランドデザインなどの様々

な本市の取組内容の動画を掲載していると

ころでございます。 

 いずれも課題は、まだまだ閲覧数が少な

いことでございます。今後、改めてＳＮＳ

のＱＲコードを掲載した案内チラシを作成

し、市内外のイベントなどで配布するな

ど、本市のＳＮＳをより多くの方々に見て

いただけるように工夫を凝らしてまいりた

いと考えております。 

○三好義治議長 総務部理事。 

○丹羽総務部理事 災害対応の初動期におけ

る市民への情報伝達の手段についての御質

問にお答えいたします。 

 本市では、災害時においても市民への情

報伝達を的確に行うため、手段の多様化に

努めております。具体的には、防災行政無

線、市ホームページ、市公式ＬＩＮＥ、府

民ポータルサイトであるおおさか防災ネッ

ト、大阪防災アプリ、登録制のおおさか防

災情報メール、携帯電話の緊急速報メール

及びエリアメール、テレビのデータ放送な

どを通じて情報伝達を行うことを想定して

おります。 

 続きまして、防犯施策に係る摂津警察署

との連携状況についての御質問にお答えい

たします。 

 令和６年度につきましては、摂津警察

署、摂津防犯協会及び摂津職域防犯協会と

連携し、特殊詐欺の啓発などに関する街頭
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キャンペーンや、全国地域安全運動・摂津

市民大会の開催、歳末夜警激励巡回の実施

等に取り組んだところでございます。 

 また、本市が設置している防犯カメラの

設置場所につきましては、摂津警察署から

助言をいただいております。 

 これらのほか、本市による防犯灯、防犯

カメラの設置、摂津警察署による防犯教室

の実施、摂津防犯協会による青色防犯パト

ロールの実施など、役割を分担した取組を

進めております。 

 令和７年度におきましても、摂津警察

署、摂津防犯協会及び摂津職域防犯協会と

連携し、防犯施策に取り組んでまいりま

す。 

○三好義治議長 消防長。 

○松田消防長 初めに、市長からもございま

したが、先日の火災でお亡くなりになられ

た方々の御冥福をお祈り申し上げますとと

もに、被害に遭われた皆様に対し心よりお

見舞いを申し上げます。 

 それでは、救急車の適正利用に関する啓

発と軽症者の搬送数についての御質問にお

答えいたします。 

 本市救急出動件数は、令和４年、５，７

７３件、令和５年、６，０５２件、令和６

年、６，１４６件と年々増加している状況

でございます。 

 救急車の適正利用につきましては、応急

手当講習や普通救命講習会での啓発はもち

ろんのこと、毎月の広報せっつをはじめ、

本市のホームページ、公式ＬＩＮＥや防火

安全協会が発行しております防火だよりへ

の掲載、また、９月９日の救急の日に合わ

せたＪＲ千里丘駅構内のデジタルサイネー

ジによる啓発文の表示などにより、あらゆ

る機会を活用し、救急安心センターおおさ

か＃７１１９の利用促進や救急車の適正利

用を訴えているところでございます。 

 また、軽症者の搬送につきましては、直

近の令和６年で３，７７３名となってお

り、救急搬送者全体の６９．６％を占めて

おります。救急車には限りがございますこ

とから、本当に必要な方へ迅速に対応でき

るよう、今後も救急車の適正利用について

継続して啓発に努めてまいります。 

○三好義治議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 今後の上水道事業のマ

ネジメントについての御質問にお答えいた

します。 

 上水道事業におきましては、令和元年度

に策定いたしました上下水道ビジョンに基

づき、基幹システムの更新や各業務委託に

よりデジタル化及び官民連携を推進し、経

営の健全化を図っております。令和６年度

に実施している水道事業経営戦略の中間見

直しでは、給水収益の減少傾向にある中、

材料価格や労務単価などの物価高騰の影響

により投資計画が財政計画を上回る状況と

なっており、目標を修正し、必要な更新投

資を縮小するなどの下方修正を行っており

ます。 

 上水道事業を取り巻く環境は厳しい状況

が続きますが、管路更新については、水道

事業経営戦略（改定版）に定める投資計画

を確実に実施し、基幹管路の耐震適合率４

２％の目標達成を目指すとともに、先進技

術を活用した、より効率的な管路更新計画

を策定いたします。 

 また、送水・配水施設などの更新につい

ては、人口見通しなども踏まえ、水需要に

応じた能力の設備更新を行い、効率を図り

ます。 

 その他の先進技術についても、費用対効

果が見込めるものは積極的に導入検討する

ほか、事業の効率化に向けて、さらなる官
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民連携の活用、近隣事業体での水平連携な

どについても情報収集を行います。 

 そして、それらの取組に対する財源確保

策として、国からの交付金などを積極的に

活用できるよう要望を行ってまいります。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 就学前児童数の減少

に伴う保育所運営についての御質問にお答

えいたします。 

 本市における就学前児童数の状況は、安

威川以北圏域及び安威川以南圏域において

大きく異なっております。先ほど教育長か

ら答弁がありましたように、安威川以北圏

域においては、保育所の申込み率が北摂各

市に比べ１０ポイント程度高くなっている

こと、また、再開発等もあり、当面は就学

前の児童数が維持されることが見込まれ、

引き続き待機児童の解消に向けた受皿の拡

充が必要と考えております。一方、安威川

以南圏域においては、既に就学前児童数が

大きく減少しており、将来的には保育所運

営そのものに対する懸念も見込まれるもの

と認識しております。 

 現在、国においても、人口減少が進む状

況において、地域の子育て支援の拠点とし

て保育所の多機能化に関する検証等に取り

組んでおり、それらの動向も注視しつつ、

市内民間法人と連携を密に図っていく必要

があるものと考えております。 

 続きまして、子供の居場所の担い手につ

いての御質問にお答えいたします。 

 令和５年１２月にこども家庭庁が策定し

たこどもの居場所づくりに関する指針によ

りますと、子供の居場所の特徴を、地域づ

くりにつながるものであることなどとし、

子供の居場所が、子供のみならず、その担

い手にとっても自分の居場所となり、地域

における新たな交流やつながりが得られる

場として機能している場合もあるとしてお

ります。 

 令和７年度は、地域における新たな子供

の居場所として、宿題カフェに集まる子供

たちの見守りを地域の方々に担っていただ

いたり、地域の方々からジュース類の寄附

をいただいたりするなど、宿題カフェが、

子供の居場所にとどまらず、子供たちと地

域住民の交流の場になるように育んでまい

りたいと考えております。そのためにも、

まずは宿題カフェの取組を多くの市民の方

に知っていただけるよう、開設場所の拡大

を図り、認知度の向上に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 続きまして、交流サロンの具体的な内容

についての御質問にお答えいたします。 

 ヤングケアラーが抱える課題といたしま

して、過度に家族のケアをすることで、子

供たちの健やかな成長に必要な時間が奪わ

れることのほか、精神的な負荷がかかって

いることが挙げられます。先進的な取組事

例におきまして、ヤングケアラーと思われ

る子供たちの精神的な負担軽減を図るため

に、気分転換を図りながら気軽に相談でき

る居場所を提供することが効果的であると

言われております。そこで、先駆的にヤン

グケアラー等の支援に取り組んでおられる

大阪市内の民間団体に依頼し、本市の居場

所支援に取り組んでおられる団体と連携し

て、ヤングケアラー等の心のケアを目的と

したレクリエーション等のサロンを実施し

てまいります。 

 次に、学童の下校時における地域の見守

りの必要性の認識と安全確保に向けた対策

についての御質問にお答えいたします。 

 学童保育の下校時における安全確保の取

組ですが、１７時半の定時下校は集団下校

を行い、１７時半を超える延長保育時は保
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護者のお迎えを必須としており、日が早く

落ちる冬の時期は１７時に早めての集団下

校も行っております。 

 また、児童には、下校時にトラブルや事

故に巻き込まれそうになった際には、こど

も１１０番の家に助けを求めるよう指導を

行っております。 

 学童の児童は、小学校と比較すると下校

する時間帯が遅いことから、地域での見守

り活動はより重要になると考えられ、安全

な下校に向けて、地域の方に協力をいただ

けるような手法についても検討してまいり

たいと考えております。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 健康施策の効果につ

いての御質問にお答えいたします。 

 まず初めに、介護保険制度の展望につい

ての御質問にお答えいたします。 

 高齢化の進展に伴い、介護を必要とする

人の割合が増加する８５歳以上人口は増加

していく見込みとなっており、今後も介護

給付費は膨張していくものと予想されてお

ります。介護給付費準備基金は、介護保険

の安定的な運営を確保するための重要な財

源の一つであり、基金を活用し、安定的な

制度運営を実現するためにも、介護予防を

はじめ認知症予防等の重点的な取組のほ

か、介護給付の適正化、介護サービスを提

供する人材の確保・定着支援、業務の効率

化など、様々な視点から取組が必要になっ

てまいります。これらの取組を総合的に進

めていくことで、介護保険制度の持続可能

性を高め、高齢者が住み慣れた地域で安心

して生活できる社会の実現につなげてまい

りたいと考えております。 

 健康施策の効果についての御質問にお答

えいたします。 

 本市では、今後、令和７年度から新たに

計画期間が始まるまちごと元気！健康せっ

つ２１（第３次）に基づき健康施策を展開

してまいります。疾病の重症化予防につな

がる施策や疾病の早期発見・早期治療につ

ながる施策、生活習慣病をはじめとする疾

病の発症予防に向けた生活習慣の改善につ

なげる施策など、様々な健康施策を展開す

ることで、市民一人一人の健康を改善し、

生活の質の向上を図ってまいりたいと考え

ております。これらの施策を継続していく

ことは、健康寿命を延伸することにつなが

り、医療費の適正化にも寄与するものと考

えております。 

 以上です。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 キャリア教育について

の御質問にお答えいたします。 

 子供たちの夢や志を育む教育の一つとし

て進めておりますキャリア教育では、学び

ながら自分が大人になるイメージを持ち、

自分の努力していることが自分の夢とつな

がっていると意識できることが大切である

と考えております。中学生の職場体験学習

や、仕事への思いややりがいなどを対話す

る社会人トークのみならず、小学校低学年

が家でお手伝いを行い、家庭での自分の役

割について考えることや、保護者からの思

いを聴き、自分の成長を振り返ることも、

発達段階におけるキャリア教育として位置

づけられております。 

 キャリア教育を進める中で、目標を早い

段階で見つけられる子もいれば、そうでな

い子供もおります。だからこそ、様々な取

組を通して、様々な大人のロールモデルと

関わる機会を増やすことで、自分がどんな

大人になりたいかを考え、社会の中で自分

の役割を見いだしながら自分らしい生き方

を見つけられることにつながると考えてお
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ります。 

 今後も、キャリア教育の充実を図り、子

供たち一人一人が自分の可能性を広げられ

るよう取り組んでまいります。 

 続きまして、電子図書館の蔵書の充実化

についての御質問にお答えいたします。 

 スマートフォンやタブレット端末等のＩ

ＣＴの普及により、いつでも、どこにいて

も、インターネットを通じて電子書籍の検

索や貸出し、返却をすることができるのが

電子図書館の大きなメリットでございま

す。本市では、このように自由に読書を楽

しむことができる電子図書館を令和４年度

に導入し、市民の利便性向上や読書活動の

推進を図ってまいりました。 

 電子書籍については、著作権許諾の問題

や電子図書化されていない場合がございま

すが、今後、利用者のニーズを捉まえた電

子図書館の蔵書の充実や利便性について周

知を図ってまいります。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 給食センターの建設費につ

いての御質問にお答えいたします。 

 物価高騰による資材高騰や、また、公共

工事設計労務単価において令和５年度から

令和６年度で５．９％と大きく上昇してい

ることなどにより、建設事業費が増加し、

給食センター建設事業費につきましても、

当初、約３１億円を見込んでおりました

が、令和７年度の予算要求時点では約４７

億円と、約１．５倍の１６億円の増額とな

っております。また、建設物価建築費指数

を参考に３年後の建設費を試算しますと、

約５６億円の想定となります。 

 給食センターにつきましては、事業費に

占める補助金が約６％、それに対しまし

て、（仮称）味生コミュニティセンターの

事業費に占める割合が約３０％と、給食セ

ンターの補助費は低くなっており、給食セ

ンターの事業費に占める一般財源の割合が

大きくなっておりますことから、それと合

わせて、民間事業者による給食提供の検討

と併せ、総合的に判断し、今回延期をしま

した。また、そのことで平準化を図りまし

たけども、この厳しい財政状況を乗り切る

ためには、その他の経常的な事業費につき

ましても見直しを図っていかなければなら

ないと考えております。 

 次に、今後の財政運営についての御質問

にお答えいたします。 

 安定した持続可能な財政運営には収支均

衡が必要であると考えております。令和４

年度決算では主要基金から４億円、令和５

年度決算では１４億４，０００万円も取り

崩しており、収支均衡が保たれていない状

況が続いております。主要基金に頼る予算

編成から脱却する必要がございます。 

 市長が、市政運営の基本方針の中で、今

後の市政運営においては、これまで以上に

変化に対応する柔軟さが必要となる、そし

て、現在進行している事業も含め、見直す

べきものは見直し、進めるべきものは大胆

に進めていく責任ある決断力が重要となる

と言われました。このことは、建設事業は

もちろん、経常的な事業を含めたあらゆる

事業について、今後策定する（仮称）摂津

市財政健全化プランの検討対象になるとい

うことだと理解しております。 

 今後、受益者負担の適正化や収入の確保

などの歳入の改革や、建設事業及び経常経

費の見直しなどの歳出の改革、組織の効率

化などにも取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 次に、（仮称）摂津市ＤＸ推進計画につ

いての御質問にお答えいたします。 

 ＤＸ推進計画の策定は、令和７年度末を
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予定しており、これから議論を深めていく

ところでございます。現時点では、市民サ

ービスの向上を図るフロントヤード改革、

行政事務効率化としてバックヤード改革を

実施していくことを想定しております。デ

ジタルツールをただ導入したり、現在の事

務をただオンライン化したりするだけでは

なく、業務フローの見直しを実施した上

で、デジタルツールを効果的に活用し、市

民サービスの向上につなげていきたいと考

えております。 

 また、デジタルを活用した業務改革を進

めるための人材育成も必要不可欠と考えて

おり、研修等により一過性でない継続的な

取組が必要だと考えております。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 それでは、３回目でございま

す。要望、質問とさせていただきます。 

 まずは、協働のまちづくりについてで

す。 

 この代表質問を通じて、協働による地域

のつながりをより広げていく、周知してい

く、認知していただく、それから参加して

いただくことを社会的課題として共有し

て、行政の力を遺憾なく発揮していただけ

るようにお願いしたいということが、この

代表質問を通じた一つのテーマでございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、（仮称）味生コミュニティセンタ

ーです。 

 その意義などについて答弁いただいた後

で特色も答弁いただいたんですが、新しい

コミュニティセンターは防音機能を備えた

部屋が設置されるということで、その点は

評価したいと思います。というのは、これ

は何回も言わせていただいているんですけ

ど、摂津市内で路上音楽が育たない理由に

スタジオがないというのがあるんです。茨

木市とかまで行かないとないので。これは

以前の一般質問でも言わせていただいたん

ですけども、さらに、摂津市環境の保全及

び創造に関する条例の第６２条で「何人

も、みだりに騒がしい音声を発し、又はク

ーラー、音響機器等により近隣の静穏を害

し、又は安眠を妨げる騒音を発生させては

ならない」という規定があるんです。これ

によって、要は阪急摂津市駅前とかＪＲ千

里丘駅前で誰も路上音楽ができないような

状況になっているのが現状じゃないかと思

っているんです。 

 僕の主張としては、条例でそういう縛り

をかけるのであったら、やっぱりその傍ら

で、文化育成のための投資も、平成１１年

当時、条例制定当時にやっておかないとい

けなかったんじゃないかと思っているんで

す。そういったところを、やはり大人の都

合でそういう縛りをつけるのであれば、相

殺する施策も打っていただきたいというこ

とをまた要望しておきたいと思います。 

 ＪＲ千里丘駅西地区の再開発についてで

す。 

 これは、もう新大阪駅周辺の再開発が始

まると決まっている以上、摂津市にとって

この事業はまたとない起爆剤となるんで

す。そのことはもう既定として、今はまだ

姿は見えていないですけど、とにかくこれ

以上工期が延びないようにだけ本当にお願

いしたいと要望しておきます。 

 阪急正雀駅前の整備についてです。 

 これは要望させていただきますけども、

十三高槻線が来年度には開通しそうだとい

うところでお伺いはしているんですが、こ

の開通とともに交通量にも変化が出てくる

と思っています。この変化をしっかりキャ

ッチしていただいて、安全な歩行者空間の

創造、それから元の地権者の方々との信頼
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関係構築をしっかりやっていただきたいと

思います。 

 鳥飼地域のまちづくりについてです。こ

れも要望とさせていただきます。 

 現在の財政が極端に悪化している局面に

おいて、夢を描くというのはすごく大事な

んですけども、現実的に市の予算に頼った

まちづくりというのは失敗しそうかと思っ

ているんです。 

 先ほど、市長公室長の答弁の中で、重要

度と短期、中期、長期という話があったと

思うんです。『７つの習慣』という有名な

ビジネス書を皆さんは御存じかどうか分か

らないんですけど、四つの区分に分けるん

ですよ。重要か重要でないか、緊急か緊急

でないか。で、重要で緊急のものは絶対や

らなきゃいけない。ただ、大事なことは、

重要だけども緊急性のないものがすごく大

事なんです。これが後から利いてくる。こ

れをしっかり見ていただきたいんです。こ

ういった点で、民間活力もうまく活用しな

がら産業のまちならではの具体策を練って

いってくださるようにお願いします。 

 路線バスについてお答えいただいた部分

なんですけども、路線バス自体が国の許認

可事業なんですが、突然の減便とか運賃値

上げの連絡が一番最後に我々市民のほうに

来て、えっとなることが多いんですよ。そ

ういう点においては、これまであまり地域

のほうを向いてこられなかったかという部

分があって、行政とバス事業者と信頼関係

がうまく結べていなかったんじゃないかと

いう可能性を指摘しておきたいと思いま

す。 

 先ほどの御答弁で見える化という話もあ

ったんですけども、路線バスを利用してい

ただくことでＣＯ２削減効果がどれぐらい

出るかとか、利用しにくいバス停には交通

結節点となり得るような日よけだとか駐輪

場があるとか、そういった市民意識の醸成

と、行政、事業者の工夫が今後左右すると

思います。このことを提案してこの質問を

終わります。 

 次に、防災施策についてです。 

 市内各所に発災時の避難所が設定されて

います。地震時、水害時でそれぞれの避難

場所が変わってくると思います。そこで、

避難所の違いについて、どのような啓発を

するのか、お答えください。 

 ２の（６）河川防災ステーションの上部

施設です。 

 これはいろんな形式があると考えられる

んです。ただ、現在、市役所の１階には河

川防災ステーションのイメージとして模型

が飾られているんですけども、模型では２

階建てになっているんです。これだとその

イメージに引っ張られちゃうんじゃないか

と僕は懸念しているんですよ。以前、総務

建設常任委員会で愛知県清須市へ視察に行

かせていただいたんですけど、平屋で、そ

してフリースペースみたいな形で、すごく

地域の祭りとかにも使われているし、習い

事なんかにも使われているし、会議にも使

われているという、すごいいい施設だった

んですけども、そういった形もあるので、

これは、本当に先入観にとらわれず、利便

性の高い施設にしていただきたいと思いま

す。 

 続いて、救急についてです。 

 約７割が軽症搬送と伺いました。年々増

加している救急搬送は、すごく負担が大き

くなってきて、本当に必要な人へ本当に必

要ときに救急の手が届かない可能性がある

と考えているんです。本市がＳＴＯＰ Ｍ

Ｉキャンペーンのモデル地区になったの

も、やっぱり大阪府内で２番目に心筋梗塞
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の標準化死亡比が高いことも挙げられると

思うんです。 

 これは今朝の産経新聞なんですけども、

「救急車の『有料化』どうして？」という

ことで茨城県の取組が紹介されています。

大阪府内全体でいうと、昨年は５５万件余

り出動があったらしいです。これが大阪府

議会の答弁であったんですけども、適正利

用の啓発と、先ほどありました茨城県で

は、選定療養費ということで、治療に至ら

なかった搬送の方からは選定療養費という

ものをいただくこともやっています。こう

した議論は、やっぱり救急が逼迫してくる

につれて出てくると思いますので、こうし

た議論を注意深く見ていただきたいと要望

いたします。 

 続いて、防犯施策です。 

 犯罪発生の抑制には、行政、警察のみな

らず、市民、地域の力が必要であると考え

ています。地域の目があることで抑制され

る犯罪もあります。また、本市には万が一

のときのための犯罪被害者支援制度もあり

ます。このような制度があることも広く知

っていただく必要があると思います。ま

た、協働の市民の力と地域の目、そしてカ

メラの目によって犯罪抑制に資していただ

くように要望いたします。 

 続いて、上下水道施策についてです。 

 これまでは管路の古さなんかを鑑みて順

序更新するという計画だったかと思うんで

す。ですけども、もう御存じのように、管

路の損耗は、その径の周囲の地質とか深度

などにも左右されるということで、北海道

の北見市は、あまりにも広大な敷地面積の

インフラを支えることによって財政が圧迫

されて、早期健全化計画を出すまで追い込

まれちゃったんです。今朝のニュースでも

あったんですけども、埼玉県本庄市は水道

料金が４０％上がったと。 

 本市を含む基礎自治体は、これからイン

フラ更新の時期を迎える、このことがもう

大体分かってきているので、そのことによ

って大きな財政的問題に直面していくこと

が分かります。今後は、ＡＩなどの活用に

よって、古い順番ではなくて、しっかりと

効果的な更新が必要になっていくことを提

言させていただきます。 

 ３の（１）ゼロカーボンシティについて

です。 

 地球環境の問題は、私が子供の頃から数

十年来ずっと言われてきたことだと思うん

ですけども、近年の異常気象もあって、よ

うやく市民との意識共有ができるようにな

ったのかと思うんです。以前、一般質問で

させていただいた屋外型再配達のボックス

も、ＪＲ千里丘駅の東口にできまして、活

用されている方もよく見かけます。 

 ゼロカーボンシティについては、本当に

これはゼロか１００かというものではなく

て、０．０００１の皆さんの積み重ねによ

ってゴールを目指すしかないんです。これ

は、市民、行政の意識改革とともに、この

ような取組を続けていただくようにお願い

します。あと、ペーパーレスもお願いしま

す。 

 ３の（２）公園整備です。 

 給食センターの延期についても議論させ

ていただいておりますけども、財政的な問

題を抱えて、鶴野地区の公共施設再編整備

が進むのかどうか。必要性はあるものの、

財政的には困難となって、これは再延期に

なるのではないかと懸念しています。旧三

宅小学校の跡地は、いまだに解体の予算も

つかず、先ほど藤浦議員からもありました

けども、１６年間放置されたままになって

いるんです。これが鶴野地区でも同じこと
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が起こるんじゃないかというのが不安なん

です。懸念解消に向けて市政運営を進めて

いただきたいと要望しておきます。 

 待機児童についてです。 

 これは保育所の多機能化ということで御

答弁いただいたんですけども、大いに賛成

させていただきますし、これは地域の拠点

として整備化をしていただきたいと思うん

です。それによってまた地域のつながりが

取り戻せたりとか交流ができたりとかもあ

ると思うので、そういった整備を望んでこ

の質問を終わります。 

 子育て支援についてです。 

 これは協働のまちづくりと通じるところ

があると考えているんです。令和５年度の

不登校児童・生徒数は３４万人を超えまし

た。この摂津市でも１００名の不登校児

童・生徒を抱えています。孤立が生み出す

居場所のなさは様々な社会問題を生み出す

ことも報告されています。王道はやっぱり

学校に通う児童・生徒が主軸なのかもしれ

ないんですけども、不登校児童・生徒にも

スポットを当てて施策を練っていただきた

いんです。これは要望で、この質問を終わ

ります。 

 ヤングケアラーに関する要望です。 

 先ほどの御答弁のとおりでして、過度な

負担が児童・生徒の成長に影響を及ぼして

社会的孤立を生み出すのだとしたら、家族

が家族の面倒を見るのが当たり前だとい

う、その考え方自体が何か違うんじゃない

かということに考え方を変えていかないと

いけないと思うんです。これはすごく難し

いと思うんです。ただ、それによって新た

な若い力が失われて社会的損失を被るより

は、また違う方法、しっかりとした制度を

使ってケアしていただくほうがいいんだと

いう考え方を皆さんにもつくっていただき

たいと思っています。 

 続きまして、介護給付費です。 

 今後の高齢者人口と介護給付費の推移を

考えると、今回上げられている特別会計で

も８２億円の特別会計が組まれていると思

います。現状の介護保険制度の持続可能性

の見通しはすごく厳しいと判断せざるを得

ないのかと思っています。 

 先日発表された大阪府の令和７年度の当

初予算案では、福祉・健康・医療分野で多

額の予算が計上されていて、命と健康、暮

らしを守るという強化が示されています。

市単独ではなくて、国や大阪府ともしっか

り連携した取組を展開して安定した介護保

険制度の運営につなげていただくよう要望

します。 

 健康施策です。 

 これね、人間は足から衰えるという説が

あるんです。足をやってしまうと駄目だ

と。僕は千里丘地域から市役所まで歩いて

くるんです。すいません、今日はバスを使

いましたけどね。多くの方は、やっぱり大

正川の河川敷を歩いている姿が見えるんで

す。一番手軽でお金がかからない健康のた

めの取組はウオーキングだと思っているん

です。歩くことで人と人が出会い、ああ、

こんにちはと言ったりとか、ペット、犬か

わいいなとか、そういうコミュニケーショ

ンがあったり、地域のつながりを発展させ

るきっかけにもなると考えるんです。防犯

施策にも役立つと思っています。低予算で

できるウオーキングへの取組を進めていた

だくように要望いたします。 

 「生きる力」についてです。 

 若狭教育長ともお話ししたと思うんです

が、これまで誰も経験したことのないよう

な社会で生きる若者たちについては、志を

立てるいろんなタイミングがあると思って
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いるんです。きっかけはそれぞれなんだと

思うんですよ。志がないと駄目だとか、志

が立てられないから駄目なんだとか、そう

いう風潮だけは避けていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 こどもの安全についてです。 

 教育長からの御答弁の中で「ながら見守

り」というキーワードが出てきたんです。

これはすごく重要だと思っています。ペッ

トの散歩をしながら、ウオーキングや散歩

をしながら、こういった「ながら」で、直

接的に声をかけなくても地域で育み見守る

という姿勢はすごく大事だと思っていま

す。 

 私、冬は白いコートを着て歩いているん

ですけど、ふだんは蛍光色の黄緑っぽい服

を着たりしているんです。これね、決して

大阪維新の会だからというんじゃなくて、

ここに人がいるんだと思わせるのがすごく

大事だと思っているんです。で、目がある

んだぞと思うことで犯罪抑止につながって

いると思っていますので、こういった取組

に今後つなげていただきたいと思っていま

す。 

 鳥飼東小学校の跡地利用です。 

 財政の面からしても、解体して施設を造

り直すという方向にはできないと思ってい

るんです。そう考えると、既存の校舎を利

用しての活用が望ましいということになる

ので、いわき市の好間第三小学校の跡地利

用を一つ参考として提案したいと思いま

す。 

 この質問を終わります。 

 給食センターについてです。 

 当初の予定どおり令和７年度から工事着

工すれば４７億円かかる建設事業費が、３

年間で５６億円になる、３年間待つことで

９億円増えると。この延期に意味があるの

かと。市民が将来にわたって負担していく

ことになるので、３年後に建てるより今建

てたほうがいいんじゃないかと思います。 

 今回の延期の要因は、物価高や賃金上

昇、財政が非常に厳しいことで延期になり

ました。（仮称）味生コミュニティセンタ

ーの建設は着工されるし、河川防災ステー

ションの上部施設の検討も始まるんですけ

ども、これらの事業を進めて給食センター

を見直すというのはちょっと納得できかね

ます。給食センター建設に向けて、生徒、

保護者のアンケートやパブリックコメント

も行い、基本設計、実施設計も済んでいま

す。プロセスを経て進んできた事業を財政

難の一言で終わらせてしまうことに市民の

理解が得られるでしょうか。ともすると、

給食センターの建設自体、財政難を理由に

白紙になってしまうのじゃないかという懸

念を持っています。計画性を持ってまちづ

くりを行っていただくよう強く要望しま

す。 

 続いて、生涯学習です。 

 読書は本当に老若男女問わず楽しめる趣

味だと思います。これね、紙のほうがいい

というアンケートも出ているんですけど、

今、漫画はもう電子化されているので、じ

ゃあ、それも変えていこうということで、

読書も変化していくと思ってください。 

 続いて、財政健全化、これはしっかりと

やっていってください。 

 ありがとうございました。 

○三好義治議長 総務部理事。 

○丹羽総務部理事 地震時と水害時の避難所

の違いに関する啓発についての御質問にお

答えいたします。 

 令和６年度は、子育て総合支援センター

遊戯室など、避難所として指定している施

設のうち約半数の施設で避難所の看板を更
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新しております。新たな避難所の看板は、

地震時と水害時の使用可否が分かりやすい

デザインとしており、避難所と緊急避難場

所の違いについても記載しております。 

 また、水害時の避難所及び緊急避難場所

は、全戸、全事業所に配布した水害対応ガ

イドブックに掲載しており、地震時の一時

避難場所及び避難所は、広報せっつ１２月

号に掲載し、周知を図っております。さら

に、出前講座のほか、地域版防災マップの

作成に係るワークショップ等の機会を捉え

た周知も図っております。 

 令和７年度に避難所看板の更新を完了さ

せるとともに、出前講座等の機会を通じ

て、地震時と水害時の避難所の違いについ

て周知を図ってまいります。 

○三好義治議長 塚本議員の質問が終わりま

した。 

 暫時休憩します。 

（午後３時 ２分 休憩） 

                 

（午後３時３１分 再開） 

○三好義治議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 次に、西谷議員。（拍手） 

  （西谷知美議員 登壇） 

○西谷知美議員 それでは、代表質問を始め

る前に、岩手県大船渡市における大規模火

災に係る災害で亡くなられた方に謹んでお

悔やみを申し上げるとともに、今なお避難

されている方に心からお見舞い申し上げま

す。 

 そして、今、世界情勢は、ウクライナや

パレスチナがいまだ停戦とはいかず、いさ

かいが収まりません。アメリカは、トラン

プ大統領がアメリカファーストの独善的な

政治を断行する中、翻って日本は、昨年秋

の衆院選で少数与党となり、閣議決定を連

発する政治から、各党が多様な意見を闘わ

せる熟議の国会で、国民も政治の動きに関

心が高まっていると思います。摂津市議会

も、市民の代表である議員が議会でしっか

り質疑を行うことで、市民が納得できる令

和７年度予算となるよう、この代表質問

で、民主市民連合として市民目線で課題を

取り上げたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、１番、市民が元気に活動する

まちづくりについて、１の（１）嶋野市長

の掲げるウェルビーイングなまちづくりに

ついて。 

 森山前市長が進めてこられた取組の方向

性を継承しつつ、柔軟なアップデートによ

り、市民の皆様が幸福を実感できるまち

が、嶋野市長の掲げるウェルビーイングな

まちだと思うんですけれども、予算編成に

おいて、物価高騰、そして人件費の負担が

重くのしかかり、思うような予算配分にな

らなかった部分はあるのかと思っておりま

す。改めて、ウェルビーイングなまちづく

りについてお聞かせください。 

 １番の（２）地域コミュニティの活性化

について。 

 つながりのまち摂津の４団体、自治連合

会、老人クラブ連合会、民生児童委員協議

会、社会福祉協議会だけでは、徐々に衰退

していっているように思います。今後、ど

のように活性化していくか、お聞かせくだ

さい。 

 （３）番、味生エリアも人口減少に懸念

がある中、（仮称）味生コミュニティセン

ターを中心にした地域活性化についてお聞

かせください。 

 ２番、みんなが安全で快適に暮らせるま

ちづくりについて。 

 千里丘駅西地区のまちづくりについて、
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２街区の完成後には、千里丘地域の新しい

ランドマークとなるマンションを含む１街

区の建設に入っていきます。市のブランド

力向上に向けた事業のＰＲについてお聞か

せください。 

 （２）番、阪急京都線連続立体交差事業

についてです。 

 南千里丘のまちづくりは、最初の段階に

おいては、商業的視点において、ちょっと

買物施設が少なかったのではないかと思わ

れます。今後の立体交差事業における高架

下の利用についてお伺いしたいと思いま

す。 

 （３）番、鳥飼地域まちづくりについて

です。 

 魅力を向上させる具体的な取組について

お聞かせください。 

 次に、２の（４）摂津市内の移動の円滑

化についてです。 

 摂津市地域公共交通協議会において議論

がされていると思いますが、公共交通の取

組における全体的なスケジュールについて

お聞きしたいと思います。 

 ２の（５）安全な道路環境についてで

す。 

 通学路の安全対策について、まずはお聞

かせください。 

 次に、２の（６）防災施策についてで

す。 

 関係機関と連携する総合防災演習再開に

当たって、市長のお考えをお聞かせくださ

い。 

 ３番、みどりうるおう環境を大切にする

まちづくりについてです。 

 ゼロカーボンシティの実現に向けての市

長の思いをお聞かせください。 

 ４番です。暮らしにやさしく笑顔があふ

れるまちづくり、４の（１）こどもを誰一

人取り残さない社会の実現について、お考

えをお聞かせください。 

 ４の（２）地域における子供の居場所に

ついて、まずは現状をお聞かせください。 

 ４の（３）こどもの健やかな成長を支え

る環境づくりについて。 

 まずは、本市のヤングケアラーの状況に

ついてお聞かせください。 

 ４の（４）地域福祉施策についてでござ

います。 

 摂津市の目指す包括的な支援体制につい

て、市長のお考えをお聞かせください。 

 ４の（５）高齢福祉施策についてです。 

 団塊の世代が７５歳以上となり、医療、

介護の需要がさらに増加する２０２５年問

題を今まさに迎えております。高齢化社会

の進展に伴い、社会全体に様々な課題が生

じてくると考えるんですけれども、市長の

認識をお聞かせください。 

 ４の（６）がん罹患者へのアピアランス

ケア実施についてです。 

 健康施策として実施しているがん対策に

ついて、市長のお考えをお聞かせくださ

い。 

 ４の（７）平和施策についてです。 

 令和５年に摂津市原爆被害者福祉協議会

が活動に終止符を打たれました。今後、戦

争体験者がいなくなっていく中で、どのよ

うに平和施策を継承していくのか、市長の

お考えをお聞かせください。 

 ５番、誰もが学び、成長できるまちづく

りについてです。 

 ５の（１）自らが社会の創り手となり、

持続可能な社会を維持・発展させるための

教育について、教育長の見解をお聞かせく

ださい。 

 ５の（２）摂津市教育大綱で目指す摂津

市の教育の本質についてお聞かせくださ
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い。 

 ５の（３）鳥飼小学校と鳥飼東小学校の

統合に向けた通学路の安全確保策について

お聞かせください。 

 ５の（４）学校給食についてです。 

 中学校給食の全員喫食の実施について、

詳しくお聞かせください。 

 ６番、活力ある産業のまちづくりについ

てです。 

 ６の（１）産業のさらなる活性化に向け

て、事業所数が少しずつ減少していってい

る現状をどう捉えているのか、市長のお考

えをお聞かせください。 

 ７番です。計画を実現する行政経営につ

いて。 

 財政の健全化と今後の財政見直しについ

て、お考えをお聞かせください。 

 （２）番、自治体ＤＸについてです。 

 摂津市において、ＤＸをどのように推進

していくのか、具体的にお聞かせくださ

い。 

 ７の（３）シティプロモーションの推進

についてです。 

 何を本市の魅力として発信していこうと

考えているのか、お聞きしたいと思いま

す。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○三好義治議長 答弁を求めます。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 民主市民連合議員団、西谷議員

の質問にお答えを申し上げます。 

 なお、教育関係は若狭教育長から答弁申

し上げますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、ウェルビーイングなまちづくりに

ついての御質問にお答えを申し上げます。 

 人口減少社会におきまして、まちづくり

を進めるに当たりましては、各自治体がそ

れぞれの知恵を絞りながら、摂津市に住ん

でみたいと思えるような魅力的な施策を展

開していくことが大事だと思っておりま

す。しかしながら、人口の獲得ばかり目を

向けていきますと、市民のニーズを置き去

りにする危険性もあるのかと思っておりま

す。最も重要であるのは、一時的な効果に

とどまらず、摂津市に住み続けたいと思っ

ていただけるような持続可能な幸福につな

がる施策を展開していくことでございま

す。 

 私が掲げますウェルビーイングなまちづ

くりは、市民の持続可能な幸せを念頭に、

摂津市に住む市民の皆様方の生活にしっか

りと目を向けていくことが基本となりま

す。 

 以前、議員から岡山県奈義町の取組につ

いて御紹介をいただきました。少子化対策

ということで様々な取組をされておられま

すし、また、全国の自治体に目を向けてま

いりますと、少子化対策のみならず、市民

の幸せを念頭に様々な取組が行われている

ものと考えております。そうした先進的な

事例もしっかりと参考にしていきながら、

摂津市の状況を酌み取った摂津市ならでは

の取組となっていくように、しっかりとア

ップデートさせていきたいと考えていると

ころでございます。 

 続きまして、地域コミュニティの活性化

について御答弁を申し上げます。 

 地域における自治会等の大きな役割は理

解をしております。 

 近年、少子高齢化など社会構造の変化や

価値観の多様化などにより、地域コミュニ

ティが希薄化し、自治会等を取り巻く環境

も大きく変化をしてきております。これま

では主に自治会が地域づくりの担い手でご

ざいましたが、近年はそれが難しくなって



2 － 64 

いる状況でございます。これからの地域づ

くりにおきましては、自治会など地域コミ

ュニティ団体を中心とした地域における多

様な担い手との連携が必要となってまいり

ます。 

 このような状況に鑑み、今定例会におき

まして、市民や地域コミュニティ団体、市

民活動団体、事業所など、まちづくりの多

様な主体の連携の下、協働のまちづくりを

推進するため、摂津市協働のまちづくり推

進条例の制定を提案したところでございま

す。 

 （仮称）味生コミュニティセンターを中

心とした地域の活性化について御答弁を申

し上げます。 

 コミュニティセンターの建設を予定して

いる味生地域におきましては、市民活動を

行う団体は、様々な場所に点在して活動が

行われている状況であります。この地域に

防災の視点や地域包括支援センターを含む

コミュニティセンターを整備することで、

多様な交流や、点在していた団体が集い、

団体同士がつながったり、市民活動に新た

に参画する市民が増えたりすることなどが

期待できるところであります。 

 さらには、コミュニティセンターには、

広いロビーや広場を設けることとしてお

り、子供から高齢者まで多世代が気軽に立

ち寄り交流することができるような拠点施

設となるよう整備を進めているところであ

ります。 

 ＪＲ千里丘駅西地区のまちづくりにおけ

る市のブランド力向上に向けた事業ＰＲに

ついて御答弁を申し上げます。 

 本事業は、交通混雑や密集市街地などを

解消し、本市の玄関口の一つであるＪＲ千

里丘駅の周辺にさらなる活力を生み出し、

まちの魅力を飛躍的に高めるものであり、

それに向けては、多くの方に本事業への関

心を高めていただくことが非常に重要であ

ると考えております。 

 本住宅施設は、権利床を除く住宅部分を

令和５年６月に決定した特定建築者が第三

者に販売するものであり、現在、特定建築

者が、住居の購入を検討されている方々に

対しまして、当地区の魅力である利便性や

周辺施設の情報などを、ホームページやモ

デルルームなど様々な形で紹介されている

ところであります。また、本市では、完成

予想動画や、ドローンにより撮影した当地

区の状況写真をホームページに公開するな

ど、本事業に関する情報発信を行ってきた

ところでもあります。 

 今後も引き続き、特定建築者において当

地区の魅力紹介を行っていただくととも

に、本市におきましても、本事業の情報発

信を定期的に行うなどＰＲに努め、本市の

ブランド力向上を図ってまいります。 

 阪急京都線連続立体交差事業における高

架下利用について御答弁を申し上げます。 

 本事業により新たに生み出される高架下

の空間は、地域の生活環境や都市機能の向

上、さらには地域の活性化など、今後の鉄

道沿線と周辺のまちづくりにおいて大変重

要な空間と認識をしております。 

 この高架下空間の利用につきましては、

今後の完成時期を見据えますと、具体的な

検討はまだ先となりますが、今後は、他の

連続立体交差事業の先進事例を研究すると

ともに、利用できる高架下の範囲などが明

らかになりましたら、地域の特性やニーズ

に応じた多様な活動ができるよう、ワーク

ショップなどを通じて地域住民の方々の意

見を伺いながら、その利活用について、事

業主体である大阪府及び阪急電鉄とともに

検討してまいりたいと考えております。 
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 鳥飼地域の魅力向上について御答弁を申

し上げます。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインは、誰

もが安全・安心に過ごし、にぎわいと暮ら

しやすさが調和したまちを目指して策定さ

れております。 

 この鳥飼まちづくりグランドデザインで

示されている将来予想の実現に向けまして

は、住民等の意見をお聴きしながら取組を

進めており、これまでも説明会やワークシ

ョップなどを開催しております。 

 令和７年度からは、将来予想の具現化に

向けて、鳥飼東小学校の跡地の活用、水防

センターや淀川河川敷のにぎわいづくりの

検討を始めてまいります。着実に取組を進

めることによって、鳥飼地域の魅力向上に

つなげていきたいと考えております。 

 公共交通の取組における全体的なスケジ

ュールについてお答え申し上げます。 

 計画作成における基本的な考え方は、将

来世代にわたって持続可能な公共交通を構

築し、働きやすく暮らしやすい摂津市とな

るよう、３０年から５０年先の長期的な目

標を設定し、その実現の達成を目指すとこ

ろであります。 

 令和７年３月策定予定の摂津市地域公共

交通計画では、長期的な目標設定から、当

面５年間で実施する施策を具体化し、令和

７年度から令和１１年度までの期間を定め

て取り組んでまいります。 

 続きまして、通学路の安全対策について

御答弁を申し上げます。 

 本市の通学路の安全対策は、市内各小・

中学校の通学路におきまして、教育委員

会、摂津警察署、本市と大阪府の道路管理

者が毎年合同で点検を行い、必要な対策を

協議し、安全対策を実施しております。引

き続き、児童・生徒が安全に安心して通学

できるように取り組んでまいります。 

 総合防災演習の再開について御答弁を申

し上げます。 

 本市が関係機関等と連携して実施をする

総合防災演習は、令和元年度に実施して以

降、新型コロナウイルス感染症の流行等に

より実施できていない状況でございます。 

 大規模災害の発生時には、多くの関係機

関の応援を受けなければ、円滑に応急対策

業務を進めることはできません。このた

め、災害時の応急対策業務の確認、関係機

関とのさらに顔の見える関係性の構築、及

び市全体の防災意識の向上を目的に、本市

の総合防災演習を再開してまいります。 

 ゼロカーボンシティの実現について御答

弁を申し上げます。 

 本市では、令和４年２月にゼロカーボン

シティの表明を行い、同年３月には摂津市

地球温暖化対策地域計画を策定し、目指す

べき将来像として「持続可能な社会をみん

なでつくるまち摂津」を掲げ、取組を進め

ているところであります。 

 近年、記録的な猛暑が続いており、地球

温暖化対策は待ったなしの状況であると認

識をしております。地球温暖化を防ぐため

にも、これまで計画に沿った取組を進めて

まいりましたが、令和７年度では、新たに

家庭用宅配ボックスの設置補助制度の創

設、公共施設における照明灯のＬＥＤ化の

推進を予定しております。 

 今後も、省エネルギーの推進をはじめと

する五つの基本方針に基づき、市民、事業

者、行政が一体となって取組を推進してま

いりたいと考えております。 

 子供を誰一人取り残さない社会の実現に

向けた思いについて御答弁を申し上げま

す。 

 令和５年４月に施行いたしましたこども
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基本法の第１条におきまして、次代の社会

を担う全ての子供が、生涯にわたる人格形

成の基礎を築き、自立した個人としてひと

しく健やかに成長することができ、心身の

状況、置かれている環境等にかかわらず、

その権利の擁護が図られ、将来にわたって

幸福な生活を送ることができる社会の実現

を目指すとされております。つまり、子供

を誰一人取り残さず、全ての子供がひとし

く将来にわたって幸福な生活を送ることが

できる社会を目指すものであります。 

 本市におきましても、こども基本法の目

的や基本理念も踏まえた「第１期摂津市こ

ども計画～こどもまんなかプラン～」の策

定が間もなく完了いたしますが、子供を誰

一人取り残さない社会の実現に向けて、同

計画に沿って一つ一つの施策を着実に推進

してまいりたいと考えております。 

 本市の目指す包括的な支援体制について

御答弁を申し上げます。 

 様々な福祉課題に対応するためには、ど

の窓口で相談を受けても、それぞれの分

野、属性を超えた連携により、必要な支援

につながる体制、つまり断らない相談支援

体制を構築することが必要であると考えま

す。それに加え、地域におけるつながりを

育むことにより、市民相互に支援・協力す

る仕組みを構築し、地域と支援機関により

包括的な支援を提供できる体制を整備する

こと、これが本市の目指す包括的支援体制

であると考えております。 

 そのために、庁内連携を含め、相談支援

機関の連携をより一層強化するとともに、

主体的な地域活動や地域のつながりを強化

する取組を進めてまいります。 

 高齢者福祉についてお答えを申し上げま

す。 

 全国的な傾向と同様、本市においても人

口減少や少子高齢化の傾向にある中、認知

症に係る支援や孤独死対策、高齢者虐待

等、様々な課題の顕在化が想定されると認

識しております。 

 こうした社会情勢を踏まえまして、高齢

者の健康寿命のさらなる延伸や地域共生社

会の実現に向けては、地域包括ケアシステ

ムが重要となってまいります。市民一人一

人がこれまで以上に介護予防や健康づくり

を意識し、行動できる仕組みを構築すると

ともに、支える側、支えられる側という従

来の関係を超えて、人と人、人と社会がつ

ながり、助け合いながら暮らしていくこと

のできる地域づくりに向けた取組をより一

層進めてまいります。 

 健康施策として実施をしているがん対策

についてお答え申し上げます。 

 本市の死因別死亡割合が最も高いのはが

んで、市民の皆様が健やかに生き生きと暮

らせる健康長寿の地域社会を実現するため

には、がん対策が非常に重要であると考え

ております。本市では、がんの予防対策と

して、生活習慣の改善のための保健指導や

栄養指導などを実施しております。また、

がんを罹患しても、早期発見・早期治療を

可能とするために、がん検診の受診を推し

進めております。 

 あわせて、令和７年度からは、がん患者

の治療と社会生活の両立を支援するため、

アピアランスケア助成を開始いたします。

近年は、がん医療の技術進歩により、治療

しながら仕事などの社会参加をすることが

可能となっております。摂津市では、アピ

アランスケア助成を開始することで、治療

による外見的変化からくる精神的負担や社

会復帰への不安を少しでも取り除き、がん

の治療を受ける方がより自分らしく日常生

活を送れるように支援してまいります。 
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 今後、戦争体験者がいなくなる中でどの

ように平和施策を継承していくのかについ

て御答弁申し上げます。 

 当時の厳しい様子を記憶する方々が高齢

となり、当時の状況を直接語り継ぐことが

困難な時期が訪れようとしております。こ

れまで８０年間、戦争が勃発することなく

平和な時代を過ごしたことを誇りに思い、

戦争の歴史や悲惨さなどの記憶を薄れさせ

ることのないよう、しっかりと次世代へ受

け継ぐ必要があります。 

 被爆地では、高校生が若者を対象とした

伝承者の養成に取り組まれている例もござ

います。本市におきましても、これまで折

に触れて発行してまいりました戦争体験記

などを活用するほか、小学校での平和登校

に合わせた市長メッセージの発出や平和映

画会などを通じて、次世代の平和への関心

をより一層高めてまいりたいと考えており

ます。 

 摂津市教育大綱について御答弁申し上げ

ます。 

 まず、教育において大事なことは、子供

たちが社会に出ていくときに、しっかりと

自分らしく生きていく力を育むことであり

ます。だからこそ、私は、子供たちが自ら

志を立てることが重要であると考えており

ます。自ら立てた志に向かって自ら考え

様々なことに取り組んでいくことは、自分

で未来を切り開いていくという生きる力そ

のものであります。 

 令和７年度は、教育大綱におきまして、

今後５年間の教育全体に係る理念や基本方

針を示すべく、しっかりと教育委員会と連

携し、検討を進めてまいります。 

 産業のさらなる活性化に向けた取組につ

いて御答弁を申し上げます。 

 本市は、住民１人当たりの法人市民税の

額及び昼夜間人口比率が大阪府内で政令市

を除いて最も高く、産業のまちでありま

す。市内事業所数は減少傾向ではございま

すが、国や大阪府と比較いたしますと減少

割合は低くなっております。これは、本市

がこれまで取り組んできた施策の成果が現

れているものと考えております。 

 令和６年度には、本市の産業を取り巻く

環境を踏まえるとともに、事業者アンケー

ト調査から課題を整理し、今後の具体的な

施策展開を示した第３期摂津市産業振興ア

クションプランを策定いたします。このア

クションプランに基づき、産業のさらなる

活性化に向けた取組を進めてまいります。 

 財政の健全化等、今後の見通しについて

御答弁申し上げます。 

 今後の財政見通しにつきましては、急激

な物価高騰や賃金上昇の影響を受け、建設

事業費が増大するなど、非常に厳しい状況

が続くものと考えております。令和７年度

予算につきましては、主要基金からの多額

の繰入れを行っている状況であり、今後、

早急に収支均衡を図っていく必要があるも

のと考えております。 

 そのために、（仮称）摂津市財政健全化

プランを策定し、組織的な取組を進めてい

く必要があります。今後、個別の取組を進

めるに当たり、難しい問題も多く出てくる

ものと存じますが、市長として、財政健全

化の取組を使命と捉え、全力で臨んでまい

ります。 

 ＤＸの推進についてお答え申し上げま

す。 

 ＤＸの推進につきましては、組織の方

針、体制・役割、人づくりが重要であると

考えております。体制づくりにおきまして

は、令和６年度、新たにＤＸ推進本部及び

ＤＸ推進委員会を設置しております。ま
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た、ＤＸ推進に向けての各部署の役割を明

確化し、組織的に動いていけるようにして

まいります。人づくりにつきましては、Ｄ

Ｘについての理解を深める研修やデジタル

ツールの操作研修をより実践的に行ってま

いります。これらの視点を包括的に盛り込

んだ基本方針を策定してまいります。 

 シティプロモーションの推進についてお

答え申し上げます。 

 本市には、国際級の複合医療産業拠点で

あり、健康寿命の延伸をリードしている健

都、０系新幹線車両が展示され、桜のシー

ズンにはきれいな桜のトンネルとなり、多

くの人でにぎわう新幹線公園、幻と称さ

れ、大阪産（もん）なにわの伝統野菜であ

る鳥飼なす、そして、美しく希少価値の高

い大阪銘木と大阪欄間など、他自治体にも

なく、本市が大いに自慢できる魅力があり

ます。これら本市の魅力を、大阪・関西万

博をはじめ、あらゆる機会を捉え、市内

外、全世界へと発信をしてまいります。 

 私からの答弁は以上でございます。 

○三好義治議長 教育長。 

  （若狭教育長 登壇） 

○若狭教育長 それでは、教育委員会所管分

について御答弁申し上げます。 

 まず、摂津市における子供の居場所づく

りの現状について御答弁いたします。 

 本市における子供の居場所として、ま

ず、第１児童センターが挙げられます。第

１児童センターにつきましては、昭和６３

年の開館以来、多くの子供たちに親しま

れ、令和５年度は、開館以来最多となる年

間３万４，１３１人、これは１日当たり平

均１１７人の利用があったことになりま

す。 

 現在、（仮称）第２児童センターの整備

を進めているところでございますが、第１

児童センター同様に、多くの子供たちの居

場所となる施設にしてまいりたいと考えて

おります。 

 そのほかの子供の居場所といたしまして

は、民間の法人、団体、飲食店などの御協

力により、市内２０か所で子ども食堂を運

営していただいておるほか、今後普及拡大

を目指す宿題カフェにつきましても、市内

の二つの社会福祉法人に御協力をいただ

き、現在２か所で開設していただいており

ます。 

 次に、本市のヤングケアラーの状況につ

いての御質問にお答えいたします。 

 令和５年度に小学５年生と中学２年生を

対象に実施いたしました本市の生活実態調

査におきまして、「家の中にお世話をして

いる人がいるか」の問いに、小学生で２

５％、中学生で１７．５％が「いる」と答

えており、大阪府全体の結果とほぼ同様の

割合となっております。その中で、世話を

していることの影響についての問いに対し

まして、「学校欠席や遅刻・早退すること

がある」、あるいは「自分のことをする時

間がない」などと回答した児童・生徒が僅

かながらいる状況がございます。 

 しかしながら、本調査は無記名で、個人

を特定することが難しいことから、令和７

年度におきまして、学校現場と連携を図り

ながら、ヤングケアラーと思われる児童・

生徒を発見し、併せて本人の気づきに寄与

するアンケート調査を実施してまいりま

す。 

 次に、自らが社会の創り手となり、持続

可能な社会を維持・発展させるための学校

教育についての御質問にお答えいたしま

す。 

 自らが社会のつくり手となるためには、

まず、子供たち自身が社会のつくり手とな
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れることを実感できることが必要でござい

ます。子供たちが身近な課題について考

え、改善策を提案し、行動することを通し

て、自分が社会の一員であり変革をもたら

せる力を持っていると感じる経験の積み重

ねが大切でございます。 

 また、持続可能な社会を維持・発展させ

るためには、学校教育を学校内で完結させ

るのではなく、地域の企業や団体など様々

な大人と連携した教育活動を行うことで、

子供たちが社会のリアルな問題に触れ、実

践的な学びを得ることにつながります。こ

のような学びの経験により、子供たちは、

社会全体とのつながりを感じながら成長す

ることができ、未来社会のつくり手として

活躍できるようになると考えております。 

 鳥飼小学校と鳥飼東小学校の統合に伴う

通学路の安全対策について御答弁申し上げ

ます。 

 両校の統合に当たり、保護者の方の最も

関心の高い一つに、児童の通学時の安全対

策がございます。子供たちは、これまでと

違う学校、そして新しく通う通学路に対

し、好奇心や不安感など、これまでにない

様々な気持ちを抱えながら登校することが

想定されます。また、保護者の方にとって

は、新しい通学路に変わることで、その安

全面に対しての不安な気持ちを少なからず

お持ちであろうかと思います。 

 子供たちが笑顔で新しい学校に通えるよ

うに、そして保護者の方々が安心して送り

出せるように、通学時における安全対策を

しっかり講じていく必要がございます。地

域の御協力による見守りや児童への交通安

全教育、そして通学路等交通安全プログラ

ムに基づく環境整備など、子供たちや保護

者の不安な気持ちを和らげることができる

よう対策を実施してまいります。 

 次に、中学校給食の全員喫食の実施につ

いての御質問に御答弁申し上げます。 

 教育委員会では、生徒全員に栄養バラン

スの取れた給食、生徒が安心して喫食でき

る安全で温かい中学校給食を提供すること

を方針の一つとして掲げており、これまで

給食センターの設置に向け取組を進めてま

いりました。 

 しかしながら、今回、鶴野地域の公共施

設再編の実施時期見直しに伴い、給食セン

ター設置時期を遅らせることとなりまし

た。これを受けまして、２月の教育委員会

定例会では、中学校給食の今後の方向性に

ついて確認したところでございます。今後

の方針といたしましては、給食センターに

ついては、引き続き設置に向け取り組むと

ともに、当初目標としておりました令和９

年１月からの全員喫食に向け、早急に検討

してまいります。 

 以上でございます。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 御答弁ありがとうございま

した。 

 まず、１の（１）の嶋野市長の掲げるウ

ェルビーイングなまちづくりについて、要

望をお伝えいたします。 

 各自治体では、人の取り合いのような施

策、様々な無償化が乱発されております

が、市長の掲げるウェルビーイングが実現

されれば、そんなばらまきとは違う、摂津

市だから住み続けたいという方がこぞって

引っ越してくると私も思っております。 

 私が言おうと思ったことを先に言われて

しまったんですけれども、この間の一般質

問で挙げました岡山県奈義町。私がすごく

共鳴したのは、お年寄りから様々な人がみ

んなで子育てをする施設があるというとこ

ろが本当にすばらしいと思っております。
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そういう施設を造るなど、摂津市ならでは

の施策で、ぜひ誰もがこぞって摂津市に引

っ越したいという自治体をつくり上げてい

きましょう。 

 次に、地域コミュニティの活性化につい

てでございます。 

 まちづくり推進に向け、条例の制定に取

り組まれているとのことです。従来の自治

会の活動だけでは地域コミュニティを活性

化することは難しい段階に入っておりま

す。自治体での新たな取組や市民活動団体

などとの連携も必要と考えておりますが、

具体的にどのようなことを考えているか、

お聞かせください。 

 次に、１の（３）です。 

 （仮称）味生コミュニティセンターは、

単なる貸室というだけではなく、どのよう

に運営していくかが大切なキーポイントに

なってくるかと思います。指定管理者を含

め、コミュニティセンターの運営をどのよ

うに考えているのか、お聞かせください。 

 次に、みどりうるおう環境を大切にする

まちづくりについてのゼロカーボンシティ

について、実施への取組を理解できまし

た。 

 次に、摂津市地球温暖化対策地域計画の

達成度について、どの程度であるのか、お

伺いしたいと思います。 

 失礼いたしました、２が飛びました。次

に２に戻ります。 

 ２の（１）千里丘駅西地区のまちづくり

についてでございます。 

 ランドマークができるということで、ブ

ランド力向上に向けてしっかりＰＲされる

とのことです。 

 まちづくりイコール人づくりだと私は思

っております。要望として、様々な市民団

体とも協働して、しっかりとまちづくりと

並行して暮らしよさを発信していっていた

だくよう要望して２の（１）の質問を終わ

ります。 

 続いて、２の（２）の阪急京都線連続立

体交差事業の高架下活用についてでござい

ます。 

 私も最近、電車に乗ったときは、高架下

をどんなふうに使ってはるんやろうという

ことをチェックして、よかったら写真に撮

って記録に残したりしております。ふだん

から担当課の皆さんにおいても意識して、

阪急摂津市駅の周辺活性化に向けて、しっ

かりほかの自治体の例などを研究していた

だけたらと思います。 

 先ほど、藤浦議員も千里丘まちづくり協

議会のことを触れられておりましたが、ま

ちづくり協議会の中にも阪急京都線連続立

体交差事業の高架下に関する部会が一つ出

来上がっておりますので、そういった部会

とともに、一緒にワークショップなどで、

どういったまちづくりをしていくか協議し

ていただけたらと思います。こちらも要望

としておきます。 

 次に、２の（３）鳥飼地域の魅力向上に

ついてです。 

 鳥飼東小学校の跡地活用や水防センタ

ー、淀川河川敷のにぎわいづくりの検討が

始まってきております。先日も、２月２８

日、鳥飼東小学校の跡地活用についてのワ

ークショップもございまして、少し具体化

してきたかという感じがしております。 

 後ほど改めて触れますけれども、シティ

プロモーションの部分で、具体化しつつ、

どういうまちづくりをしているかという取

組を市から発信することも非常に大事にな

ってくるかと思います。発信力の強化もぜ

ひ取組に加えていただくよう要望いたしま

す。 
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 次に、２の（４）摂津市内の移動の円滑

化についてでございます。 

 全体的なスケジュールは理解いたしまし

た。公共施設巡回バス及び市内循環バスの

運行形態見直しに向けた具体的なスケジュ

ールについて、２回目、質問いたします。 

 次に、２の（５）通学路の安全対策につ

いて、御説明ありがとうございました。 

 次に、２回目は、グリーンベルトによる

通学路の安全対策とその効果についてお伺

いしたいと思います。 

 次に、防災施策についてでございます。 

 総合防災演習を再開されるに当たっての

思いなどをお聞かせいただきました。 

 次に、河川防災ステーションについて質

問させていただきます。 

 日頃より市民が利用できる施設を設置す

ることで、市民が施設の役割を理解するこ

とができると考えます。いまだに全員があ

そこに入れると思っている市民も結構いら

っしゃるので、やはりそういった周知が必

要かと思っております。市民の意見を取り

入れた施設の整備について、考えをお伺い

したいと思います。 

 次、４番へ行かせていただきます。 

 暮らしにやさしく笑顔があふれるまちづ

くりについての４の（１）こどもを誰一人

取り残さない社会の実現に向けた市長の思

いを聞かせていただきました。 

 ２回目は、こども誰でも通園制度の事業

実施に当たり、保育所等の空き定員を活用

して児童を受け入れるということで、私は

非常に懸念をしております。空き定員とい

うことは、普通の１歳児クラスのところ

に、その日預かれるお子さんがぽんと入れ

られることになりますので、やはりなじま

ないお子さんが一人いることで、保育士へ

の負担も大きい、お子さんへの配慮もでき

ないといった質の担保が保障されないので

はないかと懸念しておりますが、その辺り

をどうされるか、お聞かせください。 

 次に、４の（２）子供の居場所づくりの

現状でございます。 

 子ども食堂は、私も、市内で実施されて

いるところは、一、二個行けていないとこ

ろもあるんですけれども、２０か所の中の

ほとんどを見させていただいております。

そういった居場所に加え、今年度は宿題カ

フェも実施されるということで、既に社会

福祉法人の中で、安威川以北と安威川以

南、それぞれ１か所ずつ開設していただい

ていることは私も聞いております。ぜひ新

しく始められるその宿題カフェを実のある

ものとしていただき、今度、うまくいった

ら予算もしっかり増やして、そして、スペ

ースの問題も先ほど塚本議員も触れられて

いましたが、公民館、そして、ゆうゆうホ

ール鳥飼西、建物はあるけれども、実際活

用している時間はすごく少ないんですよ。

私も写真なんかを毎回撮っているんですけ

れども、１日で２講座しか実施されていな

いといった公民館もたくさんあります。ほ

とんど使っていないそういった空きスペー

スをしっかり活用して、少ない予算の中で

宿題カフェを充実させていただくよう要望

したいと思います。 

 今、第２児童センターを造る話もあるん

ですけれども、やっぱり小学校区に一つそ

ういった居場所があることが望ましいと考

えておりますので、本当の児童センターに

は機能は劣るかもしれませんが、やっぱり

居場所として、宿題カフェを各小学校区、

せめて中学校区に一つぐらい確保していた

だきたいと、それをすることで地域で見守

る体制づくりや重層的な支援が構築される

と思いますので、御検討いただきたいと思
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います。要望でございます。 

 次に、４の（３）こどもの健やかな成長

を支える環境づくりで、ヤングケアラーの

状況について御回答いただきました。 

 ２回目は、交流サロンを本市独自で取り

組む必要性についてお聞かせいただきたい

と思います。 

 次に、地域福祉施策についてでございま

す。 

 包括的な支援体制について市長からお考

えを伺いました。 

 ２回目は、包括的な支援体制の構築のた

めの摂津市の取組についてお伺いしたいと

思います。 

 次に、２の（５）高齢福祉施策について

でございます。 

 ２０２５年問題で、認知症患者数が約４

７１万人に達すると予測されています。こ

れに加えて、認知症の前の段階と言われる

軽度認知障害、通称ＭＣＩの高齢者も増

加、そして合計で約１，０００万人に達す

る見込みとなっているという予測もありま

す。超高齢社会において、家族の介護負担

の増大により虐待リスクの高まりが懸念さ

れている中で、高齢者の緊急一時保護体制

を強化していくということでございます

が、その内容についてお聞かせください。 

 次に、がん罹患者に対するアピアランス

ケア助成費用についてでございます。 

 先ほど説明がございましたが、２回目は

助成費用の算出根拠についてお伺いしたい

と思います。 

 また、がんはこれからは共存する病と考

えられておりますが、がんのケアについ

て、助成回数はどのように考えているのか

についてもお聞かせください。 

 次に、平和施策についてです。こちらは

要望とさせていただきます。 

 昨年、高槻市の平和展に行かせていただ

きましたら、去年のテーマが漫画だったん

です。漫画ということで、すごく様々な反

戦漫画がございました。久しぶりに「はだ

しのゲン」を手に取って読んでみました

ら、本当に止まらなくて、ついつい予定よ

り長居をしてしまったんです。そういった

若者を取り込むための工夫、重ねて、次世

代へ平和への関心を高めていっていただく

よう要望してこの質問は終わらせていただ

きます。 

 次に、５番、誰もが学び成長できるまち

づくりについてです。 

 ５の（１）の２回目です。子供たち自ら

が社会のつくり手となることに向けた学校

での具体的な取組事例を聞きたいと思いま

す。 

 そして、５の（２）でございます。摂津

市教育大綱について。こちらは要望とさせ

ていただきます。 

 教育大綱自体をＡＩに聞きましたとこ

ろ、教育の目標や施策の根本となる方針を

定め、地域の実情に応じて策定されるもの

とありました。摂津市の実情に根差した方

針となるよう、しっかり改定に取り組んで

いただくことを要望いたします。 

 次に、５の（３）通学路の問題でござい

ます。 

 通学路の安全対策やスクールバスの乗降

時等の安全対策について、具体的な検討状

況をお伺いしたいと思います。 

 次に、学校給食についてです。 

 中学校給食の全員喫食の実施についての

回答ありがとうございました。 

 続きましては、２回目としまして、物価

高騰に伴う賄い材料費の増額に係る保護者

負担の軽減について質問させていただきま

す。 
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 次に、活力ある産業のまちづくりについ

てでございます。 

 市内事業所の減少率は、大阪府や国と比

べたら非常に緩やかということでございま

した。その事業所数を維持していくための

具体策について、担当課から回答いただき

たいと思います。 

 次に、７、計画を実現する行政経営につ

いてでございます。 

 （仮称）財政健全化プランを策定すると

のことですが、財政の収支計画などが必要

ではないか、今後の財政運営についてお聞

きしたいと思います。 

 （２）番目でございます。自治体ＤＸに

ついてなんですけれども、摂津市における

オンライン手続の推進をどのように考えて

いるか。保育園の申請なんかは、できたら

うれしいなといった御要望も聞いておりま

す。具体的な回答をよろしくお願いいたし

ます。 

 そして、７の（３）シティプロモーショ

ンの推進についてでございます。こちらは

要望とさせていただきます。 

 市長のおっしゃる魅力、いろいろ新幹線

公園とか鳥飼なすとかを挙げていただきま

した。それもよいとは思うんですけれど

も、要するに、２０代後半から３０代、４

０代の子育て世代に選ばれるまちになるこ

とが市の発展には肝要だと思います。私自

身も、３０代前半のときに摂津市を選んで

住み始めたという経緯がございます。これ

までも議場や委員会でもお伝えはしてきた

んですけれども、まずは待機児童にならな

い仕組み、そして、これは令和５年からス

タートしておりますが病児対応、あとファ

ミリーサポートの使いやすさ、そして出産

子育て情報の発信力、そういったものが雑

誌において子育てしやすいまちの指標とし

て挙げられておりました。ぜひ自治体のバ

ックアップ体制として、私が挙げましたこ

れらのことをしっかり実施していただきた

いと思います。 

 そして、本市の暮らしやすさについて。 

 情報発信が弱いという質問が先ほどあっ

たかと思うんですけれども、子育て世代で

そういうインスタとかの活用が上手な方に

発信者になってもらうような取組を生駒市

は実施しております。そういったことを参

考に、摂津市も本当に暮らしやすいと私も

思っておりますし、実際にこの「関西の街

資産価値ＢＥＳＴ１００」という某会社の

住宅情報誌に阪急摂津市駅が載っています

ので、ぜひ後で気になる方は見に来てくだ

さい。これは勝手に選んでもらったので、

めちゃくちゃシティプロモーションだと思

うんですよ。ふだんからそういった発信を

していたら、こういう雑誌にも取り上げら

れて勝手に宣伝してもらえると思いますの

で、しっかりふだんからの発信力に期待し

たいと思います。 

 以上、２回目は終わりました。よろしく

お願いします。 

○三好義治議長 答弁を求めます。生活環境

部長。 

○吉田生活環境部長 地域コミュニティの活

性化についての御質問にお答えいたしま

す。 

 自治会におかれましては、役員の高齢化

や成り手不足などにより解散や休止を余儀

なくされるところもあり、地域におけるつ

ながりの低下が懸念されるところでござい

ますが、ある地域では、自治会が中心とな

り、自治会員のみならず、地域の誰もが楽

しめるお祭りや食のイベントなどを企画・

運営され、大変なにぎわいを見せておりま

す。そこには市民活動団体や近隣事業所な
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ども多数参加されており、まさに地域コミ

ュニティ団体、市民活動団体、事業者など

による協働のまちづくりを実践されておら

れます。 

 市といたしましても、摂津市協働のまち

づくり推進条例の制定を機に、このような

取組がさらに活発化するよう、地域活動や

市民公益活動の支援に努めるとともに、協

働のまちづくりの推進のために必要な施策

を策定し、実施してまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、（仮称）味生コミュニティ

センターの運営についての御質問にお答え

いたします。 

 （仮称）味生コミュニティセンターにつ

きましては、広いロビーや広場を設け、多

世代の居場所や交流の場となるように工夫

を行うとともに、これまでの公民館機能を

引き継ぎ、文化活動やサークル活動の拠点

となるほか、市民活動や地域活動を展開す

る場としても活用されることを期待してお

ります。 

 さらには、校区等福祉委員会が行う高齢

者を対象としたサロン活動をコミュニティ

センター内に移転するとともに、安威川以

南圏域を担う地域包括支援センターも設置

することとしており、（仮称）味生コミュ

ニティセンターは、地域コミュニティの拠

点であると同時に、地域福祉の拠点にもな

る施設でございます。 

 指定管理者の選定につきましては、今の

ところ令和８年度となる見込みであり、ま

だ具体的な検討には入っておりませんが、

先ほど申し上げました（仮称）味生コミュ

ニティセンターの機能等を念頭に置きなが

ら、適正で効率的な管理運営や市民活動の

促進などを勘案して、指定管理者としてふ

さわしい事業者を選定してまいりたいと考

えております。 

 続きまして、摂津市地球温暖化対策地域

計画の達成度についての御質問にお答えい

たします。 

 計画では、市域の温室効果ガス排出量

を、平成２５年度を基準年度として、令和

１２年度に４６％削減することを目標とし

ております。最新のデータとして国が公表

した令和２年度におけるＣＯ２排出量デー

タ等からの算出では、摂津市のＣＯ２排出

量は基準年度比で約２６％の削減となって

おります。引き続き、目標達成に向けて、

地球温暖化対策に資する施策を展開してま

いります。 

 続きまして、事業所数維持の具体策につ

いての御質問にお答えいたします。 

 市内事業所の主な支援策としましては、

摂津市商工会と共に取り組んでおります摂

津ブランド認定制度がございます。一定基

準を満たす優れた商品、技術等を摂津優品

（せっつすぐれもん）、摂津優技（せっつ

すぐれわざ）として認定し、情報発信や販

路開拓の支援を行っております。 

 また、経営に関する課題や悩み事につい

て専門家による伴走支援を受けられるよ

う、摂津ビジネスサポートセンターを設置

しております。週２日６枠の相談日を設け

ており、販路開拓や新商品開発、ホームペ

ージ作成やＳＮＳ活用など様々なニーズに

対応して相談支援をするとともに、新規創

業に係る支援も行っております。 

 そのほか、大阪府内でも比較的有利な条

件で実施している融資制度や市外からの企

業の誘致に関しましては、摂津市企業立地

等促進条例に基づく奨励措置を行っており

ます。また、令和７年度は、中小企業の展

示会出展費用に係る補助を拡充します。 

 これら様々な支援制度を活用いただくこ
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とで、中小企業が生き生きと活躍できるま

ちを目指してまいります。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 公共施設巡回バス及び市内

循環バスの運行形態の見直しに向けたスケ

ジュールについての御質問にお答えいたし

ます。 

 今後も引き続き、摂津市地域公共交通協

議会や分科会を開催し、先進事例を視察す

るなど、本計画に掲げられた施策の推進に

向けて取り組んでまいります。 

 また、公共施設巡回バス（セッピィ号）

や市内循環バスの運行形態の見直しにつき

ましては、利用実態の分析や市民ニーズの

把握が重要であると考えております。その

ため、地域住民とのワークショップや、必

要に応じてアンケートを実施するなど、丁

寧な取組が目的の達成に必要不可欠であり

ます。 

 その後、分科会におきまして、分析やニ

ーズ把握の結果をしっかり踏まえ、運行車

両のサイズや経路、運行時間帯など、具体

化に向けた協議を重ね、本協議会で関係者

の合意形成を図ってまいります。 

 これらの作業に２年から３年の期間を要

すると想定しておりますが、着実に実証運

行へつなげていきたいと考えております。 

 続きまして、グリーンベルトによる通学

路の安全対策と効果についての御質問にお

答えいたします。 

 通学路の安全対策は、摂津市通学路等交

通安全プログラムに基づいて実施してお

り、交通規制や取締りの強化、交通安全教

育などのソフト対策や、歩道部分のカラー

化などといったハード対策がございます。 

 グリーンベルトによる安全対策は、歩道

がない道路の路側帯部分を緑色に着色する

ことで、車両の運転者に歩行者が通行する

部分であることと通学路であることを視覚

的に示し、通行する車両の速度抑制と注意

喚起の効果が期待できるものです。 

 今後も、関係機関と連携し、通学路等の

さらなる安全確保に向けて取り組んでまい

ります。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 淀川河川防災ステーショ

ン等整備促進事業を進めるに際して、市民

の声を聴きながら進めることについての御

質問にお答えいたします。 

 鳥飼地区河川防災ステーションは、災害

時の機能検討だけでなく、平常時について

も、地域のにぎわいや暮らしやすさに資す

る利用方法について、住民等の皆様の御意

見をお聴きしながら検討を進めておりま

す。令和７年度も、わいわいガヤガヤ祭や

ふれあいマラソンにおいてブースを出展

し、地域の方々等と具体的な意見交換を行

うワークショップを開催するなど、地域の

方々等と丁寧に意見交換を行ってまいりた

いと考えております。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 こども誰でも通園制

度の事業実施に当たっての質の担保につい

ての御質問にお答えいたします。 

 こども誰でも通園制度は、全ての子供の

育ちを応援し、子供の良質な成育環境を整

備するとともに、全ての子育て家庭に対し

て支援を強化するという目的の下に実施さ

れることからも、子供の安全の確保や支援

の質の確保は重要であると認識しておりま

す。 

 事業実施に当たりましては、今議会に条

例案として提出しております設備運営基準

に適合していることに加え、摂津市子ど

も・子育て会議にて意見を聴取した上で市

長が認可することとなり、その支援の内容
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については保育所保育指針に準じて提供す

ることとなっております。 

 議員が御指摘の保育所等の利用定員の余

裕を活用する運営形態につきましては、国

の基準を踏まえ、本市の設備運営基準に係

る条例案でも位置づけることとしておりま

すが、どのような運営形態であれ、認可手

続等の中で質の観点についてもしっかり確

認してまいりたいと考えております。 

 続きまして、交流サロンを本市独自で取

り組む必要性についての質問にお答えいた

します。 

 本市にヤングケアラー等の支援に取り組

んでいただいている民間団体等がないこと

は課題であると認識しております。そこ

で、令和７年度に、ヤングケアラー等の支

援に取り組む大阪市の民間団体に依頼して

実施する交流サロンにつきましては、本市

で子ども食堂等の居場所づくりに取り組む

民間団体とタイアップして行うことを予定

しております。このことで、本市の民間団

体がヤングケアラー等の支援のノウハウを

学ぶ貴重な機会とし、令和８年度以降、本

市の民間団体が交流サロンの運営を担って

いただくことを期待したもので、将来的に

は、子供たちが気軽に集える地域の居場所

がヤングケアラー等の子供たちの心のより

どころになるような形に展開していければ

と考えているところでございます。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 包括的な支援体制構

築に向けた取組についての御質問にお答え

いたします。 

 本市では、福祉部門のほか、窓口を有す

る庁内の各課や社会福祉協議会を構成員と

した摂津市相談支援体制推進ネットワーク

会議を令和５年度に設置しており、相談支

援の在り方や相談支援機関の連携について

検討を行っております。 

 これまで、各課所属長を対象に、厚生労

働省や大阪府職員による講演により、包括

的支援や庁内連携に係る知見を深めるとと

もに、勉強会や意見交換会を通じて他課の

事業や制度に係る共有を図ってまいりまし

た。また、実務担当職員を対象に、架空案

件を活用したシミュレーションを実施し、

連携の取り方について確認を行うなど、庁

内連携に係る取組を進めてまいりました。 

 今後、庁内連携をより一層強化するとと

もに、様々な関係機関との連携を推進する

ことにより、包括的な支援が提供できるよ

うに取組を進めてまいります。 

 次に、高齢者の緊急一時保護体制につい

ての御質問にお答えいたします。 

 認知症患者の一人歩きや虐待に係る対応

につきまして、要支援・要介護認定者にお

いては、介護保険制度に基づくショートス

テイとして介護老人保健施設等が利用可能

である一方、要支援・要介護認定を受けて

いない高齢者の方には一時的な入所施設が

ございませんでした。要支援・要介護認定

を受けていない高齢者であっても家庭内で

の虐待のリスクがあり、特に認知症患者は

一人歩きや虐待を受けるリスクが高くなる

と認識しております。このような考えか

ら、要支援・要介護認定を受けていない高

齢者であっても、虐待を受けるリスク等に

対応できる環境を整備し、介護者の負担軽

減につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、アピアランスケア助成費用の算出

根拠等についての御質問にお答えいたしま

す。 

 助成費用を算出するに当たり、助成件数

につきましては、他市の助成費用を参考に

させていただきました。 
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 助成単価につきましては、実際にがん患

者を支援している医療機関の担当者に直接

お話をお伺いし、アピアランスケアとして

使用される補整具等の金額を確認させてい

ただくとともに、現場の看護師の意見など

を参考に総合的に判断して助成費用を決定

させていただいております。 

 助成の回数につきましては、抗がん剤治

療に伴う脱毛に対応するためのウイッグや

帽子につきましては、お一人に対して１生

涯に１回といたしております。また、乳が

んにつきましては、左右の乳房で罹患し、

それぞれ切除することもございます。その

ため、乳房補整具は、お一人につき一つの

乳房切除ごとに１生涯それぞれ１回といた

しております。助成はそれぞれ１回として

おりますが、抗がん剤治療と乳房切除を行

った際には、ウイッグと乳房補整具のどち

らも申請することができるものといたして

おります。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 子供たちが自ら社会の

つくり手となることに向けた学校での具体

的な取組事例についての御質問にお答えい

たします。 

 具体的な取組の一つといたしましては、

市内小学校において、地域の飲食店と連携

したメニューづくりがございます。子供た

ちが自分の住んでいる地域を盛り上げるた

めに、自分たちは何ができるのかを考え、

グループに分かれ、地域の人が喜ぶ飲食店

のメニューを考案し、そのメニューを決め

るためのプレゼンテーションをいたしまし

た。実際にそのメニューが商品として提供

され、その反響を知ることで、自分たちの

取組が地域の人の喜びにつながることを感

じることにつながった事例がございます。 

 また、中学校においては、商工会等と連

携し、地域や企業、事業所等で活躍されて

いる方々を招き、仕事への思いややりがい

などを対話する社会人トークを実施し、

様々なロールモデルとなる大人と出会い、

自らを振り返る学びの機会となった事例も

ございます。 

 教育委員会といたしましては、地域や社

会とのつながりを意識したキャリア教育の

取組を進め、子供たち自らが社会のつくり

手となることを実感させることができるよ

う、引き続き取り組んでまいります。 

 続きまして、通学路とスクールバスの安

全対策についての御質問にお答えいたしま

す。 

 通学路の安全対策につきましては、鳥飼

東小学校区は事業所が多く、鳥飼小学校へ

向かう道路にはトラック等の大型車両が通

行する特性があることから、大阪高槻線及

び八尾茨木線の広い歩道の通学を基本的な

考え方として通学路設定に係る検討を進め

ております。 

 また、危険箇所には、交通専従員の配置

やグリーンベルトの明示等を行うなど、今

後、両校と保護者、関係機関と協議し、対

策を講じてまいりたいと考えております。 

 スクールバスの現時点における検討内容

につきましては、鳥飼小学校から直線距離

１．５キロメートルを超える丁目単位の全

学年を対象とし、鳥飼東小学校と鳥飼仁和

寺大橋高架下の２か所を乗降場所として検

討いたしております。また、登下校時の鳥

飼東小学校には乗降補助員を１名配置する

とともに、ＩＣカードを活用した乗降情報

伝達や車内置き去り防止対策についても検

討を行っております。 

 続きまして、物価高騰に伴う賄い材料費

の増額に係る保護者負担の軽減についての

御質問にお答えいたします。 
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 令和６年度の社会状況につきましては、

依然物価の高騰が続いている状況でござい

ますが、賃金の改善の兆しが見えていると

ころでございます。これを受け、学校給食

費の保護者負担につきましては、令和６年

度までは、小学校低学年は月額４，０００

円、中学年は月額４，１００円、高学年は

月額４，２００円、中学校は１食当たり３

００円といたしておりましたが、令和７年

度より、小学校低学年は月額４，２５０

円、中学年は月４，３５０円、高学年は月

４，４５０円、中学校は１食当たり３２０

円に改定いたします。 

 ただし、令和６年度から令和７年度への

賄い材料費の増加分、小学校月額５５０

円、中学校１食当たり５０円につきまして

は、保護者負担の軽減として公費負担とし

てまいります。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 今後の財政運営についての

御質問にお答えいたします。 

 （仮称）摂津市財政健全化プランにつき

ましては、限られた財源の中でより質の高

い行政サービスを行うため、持続可能な財

政運営を確立していくものですが、これま

での中期財政見通しではなく、歳入をもっ

て歳出を図る中期財政計画の作成は必要だ

と考えております。 

 令和７年度予算においては、主要基金か

ら約４５億円という令和６年度末現在高見

込みの半数近い額の繰入れを行っており、

こうした状況からの脱却が必須と考えてお

ります。 

 持続可能な財政運営には、収支が均衡し

た状態を続けることが重要になってまいり

ます。中期財政計画による収支均衡の財政

運営を達成するために、（仮称）摂津市財

政健全化プランにおいて、建設事業費とい

った投資的経費だけでなく、経常的な経費

の見直しなどの歳出の削減、収入の確保や

組織の見直し、事務の効率化についても取

り組んでまいりたいと考えております。 

 オンライン手続の推進についての御質問

にお答えいたします。 

 現在、各課の手続の一部は、全庁的に展

開している汎用オンライン申請システムや

各課で導入したシステムによって進めてお

ります。次年度以降は、令和７年度に策定

する（仮称）摂津市ＤＸ推進計画の方針に

基づき、各課が主体的に手続を含む一体的

な業務フローの見直しを進め、実効性の高

いオンライン申請等の検討を進めてまいり

ます。そして、全体的な市民サービスの向

上及び庁内業務の効率化に努めてまいりま

す。 

○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 すいません、長くなってお

ります。頑張って最後まで質問、要望を伝

えていきたいと思います。 

 まちづくりについてでございます。 

 最後、要望です。一部地域で先進事例と

なるような新たな地域活性化の取組が始ま

っているという報告でしたが、その取組を

広げるためには、もう何度も何度もお伝え

している中間支援組織がやっぱり必要にな

ってくるかと思います。ぜひ、行政と市民

をつなぐ必要がある中間支援組織の確立に

向けて、私ども民主市民連合としても頑張

りますので、実現に向けて尽力していきま

しょう。 

 次に、２の（３）の（仮称）味生コミュ

ニティセンターの運営についての回答あり

がとうございました。市民が元気になる拠

点づくりを念頭に置いた運営ができるよう

な管理者選定を要望してこの質問を終わり

ます。 
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 次に、摂津市内の移動の円滑化について

でございます。 

 運行形態の見直しについて、具体的なス

ケジュールをありがとうございました。ス

ケジュールが示されたことで、市民も見通

しが立って安心されたと思います。 

 この協議会はチームだと思っています。

この計画が達成されるまで、むやみに変な

人事をすることなく、産官民一丸となって

ずっと協議会を続けておりますので、この

チームの輪を乱さないよう、ぜひ人事はこ

のままで、一丸となって取り組めるよう要

望してこの質問を終わりたいと思います。 

 次に、グリーンベルトによる通学路の安

全対策と効果についての質問でした。 

 通学路は、毎年、制度が変われば変化す

ることになります。教育委員会、そして摂

津警察、道路交通課、そして大阪府の４者

でしっかりと連携して、今後も児童・生徒

の安全を守るため、しっかりと施策の実施

をお願いし、要望してこの質問を終わりま

す。 

 次に、（６）番目、河川防災ステーショ

ンについて、説明ありがとうございまし

た。 

 河川防災ステーションそのものは非常時

に備えての整備ではございますが、結局、

防災は日々の生活の延長にあるものだと考

えております。平常時にいかに周辺のお住

まいの方々、市民が活用するかが大事にな

ってくると思うので、その視点を大事に、

どのような河川防災ステーションを造って

いくかということをしっかり考えていただ

くよう要望して、この質問に関しては終わ

ります。 

 そして、続いて水道に関する防災施策に

ついて質問したいと思います。 

 令和７年１月２８日に埼玉県八潮市で発

生した道路陥没事故を受けて、地下に埋設

されている管路の安全性が問われておりま

す。本市の上下水道管路の安心・安全の確

保に向けてどのような取組をされているの

か、また、管路の修繕・更新費用が水道事

業経営、水道料金に与える影響についてお

答えいただきたいと思います。 

 次に、ゼロカーボンシティについてでご

ざいます。 

 具体的な数値を挙げていただいてありが

とうございました。市としての取組達成度

は理解できました。 

 今後は市民の取組も必要かと思います。

例えば、車を乗ることなく、なるべく自転

車で移動してほしいとか、市民が生活して

いく上で意識を高めるような取組、このよ

うな実践も進めていただくよう要望してこ

の質問を終わります。 

 次に、４番の（１）こどもを誰一人取り

残さない社会の実現についてでございま

す。 

 こども誰でも通園制度について、さらに

説明いただきましたが、定員の空きが出て

いる地域となると、やはり子供が多い安威

川以北ではないと思うんです。安威川以北

でもぜひこども誰でも通園制度を実施でき

るよう、例えば、子育て総合支援センター

の一時預かりについても議場で何回も質問

させていただいておりますが、利用しづら

いとか、あと、実質いつも利用できないと

かいう御意見を聞いておりますので、安威

川以北においてもこの制度を実施できるよ

う、しっかり体制を整えていただければと

思います。 

 次に、ヤングケアラーの状況についてで

ございます。 

 ヤングケアラーについては、交流サロン

を実施されるということです。モデル地区
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での実践をぜひ成功させて、できれば１中

学校に一つ、地域の居場所サロンを確保で

きるよう、引き続き尽力いただきたいと思

います。要望です。 

 次に、地域福祉施策についてでございま

す。 

 引き続き、庁内連携に力を入れていただ

くとともに、相談支援機関のみではなく、

地域の活動団体など関係機関としっかり連

携していただき、重層的支援として、地域

と支援機関による包括的な支援体制構築を

要望してこちらの質問を終わりたいと思い

ます。 

 次に、高齢福祉施策についてでございま

す。 

 １９７０年代前半生まれの団塊ジュニ

ア、私もですし、多分、市長も該当される

と思います。私たちが高齢者となる２０４

０年には、認知症の患者数も６００万人

弱、５８４万人に達すると予測されてお

り、軽度認知障害、通称ＭＣＩを含めると

約１，２００万人になるとも言われており

ます。ますます厳しい社会情勢の中で深刻

な問題となっていくことが予想されます。

地域全体で支える仕組みづくりも大事なん

ですけれども、私、先日「ケアニン」とい

う映画を見まして、その中では認知症の人

も活躍できるような仕組みをつくっており

ました。そういった生きがいを持って生き

ていける環境づくりも併せて検討いただけ

ればと思います。 

 次に、がん罹患者に対するアピアランス

ケアについてでございますが、昨年は、梅

田で乳がん検診できるクリニックを増やす

など、がんを早期発見するための検診の受

診機会の増加も実施されております。それ

で、がんになってしまった方に寄り添った

対策をさらに推進していただくよう要望し

てこちらの質問を終わります。 

 次に、教育についてでございます。 

 自らが社会のつくり手となり、持続可能

な社会を維持・発展させるための学校づく

り。 

 摂津市内にも中小企業は４，０００社あ

ります。働く場と暮らしが近接しているこ

の摂津市の特色を生かして、キャリア教育

の推進を要望してこの質問を終わりたいと

思います。 

 次に、通学路の問題です。 

 先日、説明会を開催されたとのことです

が、鳥飼東小学校の保護者からは、スクー

ルバスの導入をしっかりやってほしいとた

くさん意見があったと思います。ぜひ取り

入れていただきたいと思います。 

 次に、活力ある産業のまちづくりについ

てです。 

 支援制度が非常に充実していることは理

解できました。ぜひ、起業するなら、事業

を始めるなら摂津市を選んでもらえるよ

う、この制度の充実についてもしっかり発

信していただきたいと思います。 

 次に、計画を実現する行政経営について

の財政の健全化についてでございます。 

 新たな収入の確保といったことも言及さ

れていたんですけれども、行政として、住

民サービス削減以外で新しい収入の確保は

なかなか難しいと思うんです。これも非常

に難しいかもしれないんですけれども、徳

島県の上勝町は、ごみゼロを掲げて、市民

自身がごみの分類をしてごみの回収費用な

どを削減しているということもありますの

で、そういった市民が努力することで収入

を増やせるような仕組みもぜひ考えていた

だきたいと思います。こちらは要望でござ

います。 

 ＤＸについてでございます。 
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 他市での利用率を調べた上で、低いもの

をオンライン化したりとか、いろいろ工夫

されていると思いますので、ぜひ摂津市で

もオンライン化をしっかり進めていただき

たいと思います。 

 最後に、嶋野市長の掲げるウェルビーイ

ングなまちづくりについては、市民と協働

する行政がキーポイントになってくるかと

思います。ぜひ摂津市で実践するために、

まずは中間支援の構築を強く要望して、民

主市民連合代表としての私の質問を終わり

たいと思います。御清聴ありがとうござい

ました。 

○三好義治議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 埼玉県での道路陥没事

故を受けての取組と、管路の修繕・更新費

用が水道事業経営、水道料金に与える影響

についての御質問にお答えいたします。 

 令和７年１月２８日に発生した埼玉県八

潮市の道路陥没事故を受けて、本市では、

口径２メートル以上の摂津市が管理する公

共下水道管路及び大阪府が管理する流域下

水道管路の緊急点検を実施し、異常がない

ことを確認しておりますが、これらの管路

は、毎年計画に基づき実施する点検、調査

においても、修繕などの必要がない状態で

あり、今回の緊急点検の結果と併せて、点

検、調査による評価も上下水道部ホームペ

ージに掲載し、広く市民にお知らせしてい

るところであります。 

 次に、上水道管路につきましては、高度

成長期の昭和４０年代から昭和５０年代に

かけて集中して整備を行った管路が一斉に

法定耐用年数を迎えた結果、毎年度実施し

ている管路更新の進捗以上に老朽化の速度

が速く、管路の老朽化が進行し、併せて有

収率も低下している状況でございます。そ

のため、令和６年度に人工衛星画像のＡＩ

解析による漏水調査を新たに実施するな

ど、先進技術を活用しながら、漏水調査か

ら修繕までを効率的に実施しております。 

 しかしながら、水道事業経営につきまし

ては、令和５年度末時点において、法定耐

用年数４０年を超過した上水道管路全てを

更新するためには、令和１０年度までの４

年間で約３３２億円の費用が必要であると

の試算となっており、現在の経営状況では

この更新需要に対応することは困難な状態

となっております。 

 そこで、令和６年度に中間見直しを実施

しております水道事業経営戦略において

は、今後水道事業が目指すべき姿に対し

て、将来の収益見通しや、投資とその財源

のバランスを考慮し、更新投資額を約４５

億円まで削減した投資計画を検討しており

ます。この投資計画を基に財政シミュレー

ションを行った結果、令和９年度に改定率

２６％の料金改定が必要との試算となりま

した。 

 これらの試算結果を踏まえ、より一層の

経営努力を続けてまいりますが、将来にわ

たって安定的な水道事業運営を持続するた

めに必要な財源を確保するため、現行水道

料金の在り方についても検討してまいりま

す。 

○三好義治議長 西谷議員の質問が終わりま

した。 

 お諮りします。 

 本日はこれで延会することに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

（午後４時５７分 延会） 
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（午前１０時 開議） 

○三好義治議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、南野議員及び

弘議員を指名します。 

 日程１、代表質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 増永議員。（拍手） 

  （増永和起議員 登壇） 

○増永和起議員 それでは、日本共産党議員

団を代表して質問を行います。 

 最初に、物価高騰からくらし、営業を守

り、市民とともに進める市政運営につい

て、４点質問いたします。 

 一つは、引き続く物価高騰が市民生活等

へ与える影響についてです。 

 国の新年度予算案は、史上最高の税収の

下でも、国民の暮らしの苦難に全く応えよ

うとはしていません。その一方で、軍事費

を８．７兆円と異常に突出した大軍拡予算

であり、大企業支援や原発回帰など、財

界、大企業優先の予算となっています。物

価高で苦しむ国民の暮らしに冷たく背を向

けています。 

 社会保障は、今問題になっている高額療

養費の改悪など、自然増を１，３００億円

も削減、年金は物価高騰に追いつかない実

質削減となり、介護職員の不足や介護事業

所の倒産、廃業、医療機関の経営悪化や医

療従事者の賃下げなど、介護、医療の危機

を打開する手だては何ら打たれていない状

況です。また、中小企業予算は僅か０．

１％増の１，６９５億円にすぎず、賃上げ

支援も価格転嫁対策もまともに取り組もう

としていません。その結果、実質賃金は３

年連続で低下し、ピーク時の１９９６年と

比べて年収で７５万円も減少しています。 

 市長は、誰もが幸福を実感できるまちの

実現に向けて全身全霊で取り組んでいくと

述べられています。最も身近な基礎自治体

として、今日最大の課題、物価高騰から市

民の暮らしを支え、守ること、これに全力

を尽くすべきだと考えますが、市長の見解

を伺います。 

 二つ目に、摂津市の財政運営と市民負担

の軽減についてです。 

 本市は、約２０年前、このままでは第２

の夕張市になるとして、過去最大の公共料

金値上げをはじめ、様々な市民生活関係の

施策をばっさり削り、二つの小学校を廃校

にしました。今度は、急激な物価高騰を最

大の理由にして、鶴野地域の再編計画の延

期、（仮称）摂津市財政健全化プランの策

定を行おうとしています。 

 日本共産党は、この間、大阪府内でもト

ップクラスの財政力を生かし、市民の暮ら

しと営業を守れと指摘してきました。本市

としても、そういう認識の下で、正しく恐

れながら毎年中期財政見通しを立ててきた

のではないでしょうか。それが、にわかに

財政危機だと言われても、単に物価高騰と

いう理由だけでは理解できません。昨年の

選挙で市長が掲げられた学校給食費無償化

に反して、僅か１，５４０万円の増収にし

かならないのに給食費の引上げを行おうと

する、また、水道料金を３年後、２６％引

き上げる計画も出されていますが、今日の

市民生活の深刻さに対する認識はないので

しょうか。 

 約２０年前に比べて、市の借金、市債は

半分に減少しています。物価高騰から市民

の暮らしを守る財政運営こそ行うべきで

す。市長の見解を求めます。 

 三つ目に、市民とともにつくる「つなが

りのまち」についてです。 

 長年にわたって協働のまちづくりの取組
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が進められてきました。さらに、総合的か

つ計画的に推進するためとして、本議会に

協働のまちづくり推進条例が提案されてい

ます。 

 しかし、この間、市民参加という点で

も、情報公開という点でも、協働という問

題に対する市としての認識が問われる出来

事がありました。 

 一つは、摂津市協働のまちづくり推進条

例に対するパブリックコメントについてで

す。パブリックコメントの期間は１２月２

８日から１月２７日でしたが、閲覧場所で

ある公共施設が年末年始の休館中を含んで

いるという設定は、本気で市民の意見を聴

く気がないと思われても仕方がありませ

ん。 

 もう一つは、中学校給食センター建設を

含め、鶴野地域の公共施設再編計画の延期

決定に関する問題です。私たち議員も１月

に入って突然口頭で知らされた決定でした

が、職員の多数も知らなかったのではない

でしょうか。住民への説明もなしに結論を

出し、議会への資料提供も大幅に遅れるな

ど、物事を進める基本姿勢に疑問を持たざ

るを得ません。情報公開し、共に議論し、

方向性を確認しながら決定していくという

姿勢がなければ、協働のまち、つながりの

まちの言葉が空虚に聞こえます。市長の見

解を求めます。 

 四つ目に、次期摂津市行政経営戦略の改

定についてです。 

 旧来の総合計画とまち・ひと・しごと創

生総合戦略を一体化して策定された現行の

行政経営戦略は、策定の背景について、人

口減少、少子高齢化、ＳＤＧｓの取組、コ

ロナ後の変容、自然災害、地球温暖化等々

を挙げ、課題別の目標、ＫＰＩを設定し、

取り組んできました。この５年間の到達の

評価についてお聞きします。 

 また、市長は、市政運営の基本方針で、

昨今の社会経済情勢として、急激な人口減

少と歴史的な物価高騰という二つの大きな

変化があると指摘されましたが、改定に向

けての課題についてお聞きします。 

 次に、子育て・教育環境の充実につい

て、５点質問いたします。 

 一つは、学校給食の無償化、中学校にお

ける全員給食についてです。 

 今、全国的に学校給食の無償化が広が

り、今国会では国もその方向で動き出そう

としている中で、今回の給食費値上げは流

れに逆行するものと言わなければなりませ

ん。市長自身も昨年の市長選挙の前には無

償化を掲げておられただけに、この値上げ

提案に市民の期待は裏切られたと言うほか

ありません。再度、市長の考えをお聞きし

ます。 

 また、中学校給食センターの建設延期に

伴って、２０２６年度３学期からの全員喫

食の開始予定については、当面、民間調理

場での対応を検討すると聞きましたが、小

学校給食で実践してきた摂津市のよさ、温

かくておいしい安全・安心の給食が実現で

きるのか、お聞かせください。 

 二つ目に、中学校での３５人以下学級の

実現と教職員の体制についてです。 

 子供たち一人一人に目が行き届く豊かな

教育、教職員体制の強化や教育環境を充実

させる点からも、長年求めてきた小学校に

おける３５人以下学級の段階的な実施が新

年度で６年生まで対象になり、ようやく小

学校では全学年で実現します。併せて中学

校においても早急に実施すべきと繰り返し

求めてきましたが、この点についての現状

と教育委員会の見解についてお聞かせくだ

さい。 
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 三つ目に、学校行事としての万博遠足に

ついてです。 

 大阪・関西万博の児童・生徒無料招待事

業をめぐっては、報道されているように、

お隣の吹田市で教育委員会が参加の取りや

めを発表し、これまでにも交野市や熊取町

など大阪府内各地で参加を見送る方向が出

ています。日本共産党としましても、これ

まで安全性を問う議会質問や申入れなどを

させていただき、教育長も危険が及ぶ場合

は行かせることはできないと述べておられ

たわけですが、現状では、学校行事として

の遠足で、参加も各学校での判断になって

いると聞きます。 

 吹田市教育委員会は、大阪府の教育庁に

対して出した質問に十分な回答が得られ

ず、熱中症対策や児童が団体で動く際の動

線の安全性に不安があると不参加を決めた

理由を挙げていましたが、摂津市教育委員

会として、４月の開幕が迫った現状で安全

と捉えられているのかどうか、見解をお聞

かせください。 

 四つ目に、「こども誰でも通園制度」と

待機児童対策についてです。 

 新年度からこども誰でも通園制度を実施

する民間保育施設に補助をするとのことで

すが、さきの質問でもあったように、保育

の利用申込みをしても受入先が決まらない

待機児童が残される中で、保育所の整備、

保育士の確保の課題は待ったなしと言えま

す。新たなこども誰でも通園制度よりも、

まずは待機児童解消の課題を優先に取り組

むべきと考えますが、見解をお聞かせくだ

さい。 

 五つ目に、子どもの貧困対策についてで

す。 

 昨年、大阪府と共同で取り組んだ子ども

の生活実態調査は、子供の貧困に関わる実

態についても焦点を当てて取り組まれたも

のでした。その結果も踏まえて、今回、

「第１期摂津市こども計画～こどもまんな

かプラン～」が策定されますが、改めて、

子供の貧困に対する問題意識と計画に盛り

込まれる内容についてお聞かせください。 

 次に、いのち・くらしを守る制度につい

て、４点質問します。 

 一つは、国民健康保険についてです。 

 国保は、国民の命と健康を守る社会保障

制度です。２０１８年度から国保法が変わ

り、都道府県も市町村とともに保険者とな

る都道府県化がスタートしました。何のた

めの制度改正だったのか、お答えくださ

い。 

 また、大阪府は、法にはない保険料や減

免制度の統一を運営方針に盛り込み、市町

村の自主性を奪う府内統一化を進めまし

た。府内統一化に何のメリットがあるの

か、お答えください。 

 二つ目に、高齢者にやさしい環境づくり

についてです。 

 物価高騰が高齢者の暮らしを押し潰して

います。しかし、市政運営の基本方針で市

長はニーズ調査等しか語られませんでし

た。市長が掲げるウェルビーイングの実現

のためにも、高齢者の暮らしを支える経済

的な支援が必要ではないでしょうか。 

 三つ目に、権利としての生活保護につい

てです。 

 物価高騰で生活保護を利用する人が増加

しています。権利としての生活保護を周知

し、必要な人が漏れなく受給できる体制が

必要です。また、安倍政権時の保護基準引

下げを不当とする「いのちのとりで裁判」

で、高裁でも勝訴が相次いでいます。不当

に引き下げられた保護費で生活を切り詰め

る利用者の苦しみへの認識についても伺い
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ます。 

 四つ目に、生活に欠かせない水道の料金

についてです。 

 水道は生活していく上で欠かせないもの

なのに、北摂一高い上下水道料金が市民の

暮らしを圧迫しています。特に子育て世帯

では負担感が大きく、子供二人の世帯で２

か月で３万円もかかるという話も聴きま

す。高過ぎる上下水道料金への市長の認識

を伺います。 

 次に、住民参加、安心のまちづくりにつ

いて、五つの角度から質問します。 

 初めに、地域防災力の向上について、４

点お聞きします。 

 第１に、地域防災計画です。改定時期が

１年延期されました。災害リスクが高まる

中、災害予防、災害応急対策、災害復旧・

復興の各段階に応じて対策が講じられる本

計画の改定は極めて重要です。１年延期と

なった要因、課題及び２０２５年度の策定

に向けた見通しをお聞きします。 

 第２に、住民参加でつくる避難所運営マ

ニュアルや地域版防災マップの作成につい

てです。これまで、三宅地域や鳥飼北小学

校区など一部地域において始まっています

が、これらの取組を早期に全市に広げる必

要があると考えます。市長の見解を伺いま

す。 

 第３に、避難所におけるトイレについて

です。避難所の避難者の尊厳を守るという

スフィア基準に基づいた避難所整備にトイ

レ整備は大変重要です。国の２０２４年度

補正予算で新設された新しい地方経済・生

活環境創生交付金は、トイレカー導入など

避難所の生活環境改善に使えるとのことで

す。清潔で安心して利用できる避難所トイ

レについてのお考えをお聞かせください。 

 第４に、ペット同行避難についてです。

犬や猫などペットを飼育している人にとっ

て、ペットは家族同然で、ペットを置いて

避難できないと思い悩む方が多くいらっし

ゃいます。一方、動物が苦手な方、アレル

ギーのある方も多くいらっしゃいます。災

害時、避難所におけるペットへの対応につ

いて、平時よりしっかりと整理しておく必

要があると思います。見解を伺います。 

 二つ目に、摂津市地域公共交通計画の具

体化に向けた取組です。 

 本計画を実効性のあるものにするために

は、開かれた協議会での議論とともに、公

共交通に責任を負う摂津市の役割と幅広い

住民参加の保障が大変重要であると考えま

す。計画の具体化に向けた認識を問いま

す。 

 三つ目に、鳥飼まちづくりグランドデザ

インについて、３点質問します。 

 第１は、計画策定段階における市民参加

の取組と課題についてお聞きします。 

 第２に、鳥飼のまちづくりの土台である

防災の観点、その具体策としての河川防災

ステーションと高台のまちづくりにおける

進捗と今後の取組をお答えください。 

 第３に、鳥飼東小学校の鳥飼小学校への

統合に向けた当事者参加の取組についてお

聞きします。 

 統合まであと１年と迫ったこの時期に、

保護者、学校施設を利用されている地域住

民などから疑問や不安の声が上がっていま

す。とりわけ学校が配置される鳥飼東小学

校保護者から、通学路の安全や通学バスな

ど懸念される事項についての協議や相談の

機会がなく、保護者など当事者不在で物事

が決定してしまうのではないかという疑問

や不安の声が上がっていることは見逃せま

せん。この間の統合に向けた住民参加の取

組についてお聞きします。 
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 四つ目に、誰もが安心して利用できる公

園のあり方についてです。 

 市内には、都市公園４２か所、ちびっこ

広場９７か所が存在し、それぞれ特徴を生

かし、小さい子供から高齢者や障害のある

方まで憩えるスペースにしていくことがま

ちづくりにとって大切だと考えます。一方

で、利用者の安全や隣接住民の環境保全か

ら、ボール遊び禁止事項や利用制限などが

掲示されている公園も少なくありません。

子供たちが伸び伸びと遊べることと小さい

子供や高齢者が安全に利用できることが対

立ではなく共存できるようなルールづく

り、公園整備が必要だと考えます。市役所

内で公園の在り方について検討されている

と聞きますが、市長の見解を伺います。 

 五つ目に、上下水道管の安全性と更新計

画についてです。 

 埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥

没事故を受け、下水道管の問題と併せて水

道管の老朽化対策などが連日のように報道

されました。市民の皆さんからも摂津市の

上下水道は大丈夫かとたくさんの声が寄せ

られましたが、とりわけ安全性についての

状況をお聞かせください。 

 次に、ＰＦＯＡ汚染問題について質問し

ます。 

 ＰＦＯＡ等に関しての認知、関心が高ま

っています。ダイキン工業株式会社は、恒

久的な流出防止策として遮水壁工事を行っ

ていますが、第４回定例会での私の質問に

対する生活環境部長の答弁は大変不可解な

ものでした。遮水壁は、第１帯水層の下の

粘土層までの壁で、遮水壁と粘土層で汚染

水を閉じ込めるとのことですが、粘土層の

下の第２帯水層も２００７年の時点で３万

２，０００ナノグラム毎リットルと高濃度

であったことが大阪府の発表で明らかにな

っています。粘土層から漏れているのでは

ないかと聞いても、以前の値は聞いている

が、粘土層は不透水層で水を通さないと繰

り返すばかり。では、以前はなぜ漏れたか

と聞いても、説明を受けていないとの答弁

でした。こんな矛盾した答弁でよいのでし

ょうか。市長は矛盾を感じないのか、ダイ

キン工業株式会社に説明を求めようと思わ

ないのか、お尋ねします。 

 血液検査を求める声が市民から上がって

います。環境省も対応の手引きで血液検査

を実施することも考えられると言っていま

す。摂津市は、健康への指針を求めるなど

国に要望されていますが、国内の知見を集

めるためには、全国一高濃度で地下水から

ＰＦＯＡが検出されている摂津市で血液検

査を行い、知見の集積に寄与すべきではあ

りませんか。 

 最後に、人権・平和を大切にするまちづ

くりについて、２点質問します。 

 一つは、女性の人権を守り、誰もが自分

らしく生きられる市の取組についてです。 

 性暴力の被害者は女性だけではありませ

んが、数では女性の被害が圧倒的に多く、

現代社会における女性の地位の低さを表し

ています。性暴力は魂の殺人とも言われ、

被害者の迅速な救済が求められます。 

 大阪で唯一の性暴力救援センター大阪Ｓ

ＡＣＨＩＣＯは、移転を余儀なくされ、病

院拠点型のワンストップ支援センターでは

なくなります。摂津市は、大阪ＳＡＣＨＩ

ＣＯを病院拠点型にと求めるべきではない

でしょうか。 

 また、誰もが自分らしく生きられる社会

の実現が必要です。同性婚の法制化が進ま

ない中、それに代わるパートナーシップ条

例をつくる自治体が増えています。摂津市

でも実施を求めますが、いかがでしょう
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か。 

 二つ目に、戦後８０年にふさわしい非

核・平和の取組についてです。 

 昨年、日本原水爆被害者団体協議会はノ

ーベル平和賞を受賞しました。その理由

は、核兵器のない世界を実現するために努

力してきたこと、核兵器が二度と使われて

はならないことを目撃証言を通じて示して

きたことでありました。 

 ３月３日から７日までの予定で核兵器禁

止条約の第３回締約国会議が開催されてい

ます。核兵器の非人道性について議論する

場として大変重要な会議です。しかし、残

念ながら日本政府はオブザーバー参加を見

送りました。 

 １月開催の第１２回平和首長会議国内加

盟都市会議総会では、戦後８０年の取組に

ついて、戦争体験者や被爆者の方々が非常

に高齢になる中で、若い世代への平和学習

の展開を確認されました。 

 市長は、市政運営の基本方針で、本年は

さらに多くの人々と平和の思いを共有して

いけるように取り組むと述べられました

が、本市としての戦後８０年の平和の取組

についてお聞きします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○三好義治議長 答弁を求めます。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 それでは、日本共産党、増永議

員の質問にお答えいたします。 

 教育関係は若狭教育長から答弁いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

 物価高騰による市民生活への影響に対す

る認識についてでございます。 

 近年の急激な物価高騰につきましては、

直近でも米や野菜の価格高騰などに見られ

るように今も続いており、市民生活に大き

な影響を及ぼしております。一方で、物価

高騰の一つの要因となる賃金の上昇につき

ましては、今後、我が国の経済に好循環を

もたらすものではないかと期待もしている

ところであります。 

 そのような状況におきまして、住民に最

も身近な基礎自治体の役割といたしまし

て、社会経済情勢の変化に取り残された

方々にしっかりと寄り添い支援していくこ

とが重要であると考えております。そし

て、真に必要なサービスを市民にしっかり

と提供していくとともに、それを可能にす

る持続可能な行財政運営を確立していくこ

とが必要であります。引き続き、物価高騰

による市民生活への影響を注視し、必要な

取組の検討を進めていきたいと考えており

ます。 

 なお、物価高騰につきましては全国的な

問題でもございます。国に対する取組の強

化、財源の確保等の要望も含め、地方自治

体間で連携していくことも重要であると思

います。 

 財政についてお答えいたします。 

 令和７年度予算は、過去最大の予算規模

になるとともに、主要基金からの多額の繰

入が続いているという状況であります。本

市では、森山市長時代に大胆に行財政改革

が進められ、財政危機を克服した経験があ

ります。現在の財政状況は、かつての状況

までには至っておりませんが、だからとい

って、このタイミングでさらに踏み込んだ

対応を取らなければ、かつての状況に陥る

ことも想定されます。今後の社会経済情勢

は大変に不透明なものであり、そのような

中、市民生活を守っていくためには、以前

よりも厳しい目線で行財政の展望を描いて

いかなければなりません。そのような考え

から、（仮称）摂津市財政健全化プランの

策定に取り組んでまいる所存であります。 
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 つながりのまちについてお答えをいたし

ます。 

 本市では、摂津市行政経営戦略におきま

して、協働社会への転換を目指しておりま

す。パブリックコメントにつきましては、

市民等への情報公開や議論を推進する重要

なツールでありますので、より多くの方々

に御覧いただけるように創意工夫を続けて

いく必要があると考えます。 

 次に、環境センターの解体や給食センタ

ーの建設等の延期につきましては、現下の

物価高騰の影響等を踏まえ、一旦立ち止ま

って検討する必要があると判断したことか

ら、これまで関連のプロジェクトを進めて

きた関係課等を交え議論し、最終的に市政

を預かる者として工事を延期する決断をし

たものであります。市政運営におきまして

は、市長として責任を持って決断しなけれ

ばならない場面もあり、今回はそういった

場面であったと捉えております。地元住民

の皆様方に対しましては、早急に周知して

いくとともに、御理解をいただけるように

取り組んでまいります。 

 行政経営戦略の取組の評価、そして改定

に向けてであります。摂津市行政経営戦略

につきましては、基本計画本体と各分野計

画との関係性が分かりやすく整理され、全

庁的な進捗管理が図りやすくなるなど、効

率的な計画行政の推進につながっているも

のと評価をしております。また、人と人と

のつながりを育むことを基本構想に据えた

ことは、誰にとっても分かりやすくまちづ

くりの方向性を示すとともに、特に、社会

経済活動が制限されたコロナ禍におきまし

て、人々の心の支えにもなったものと考え

ております。 

 次期行政経営戦略の策定に当たりまして

は、加速する人口減少や急激な物価高騰な

ど時代の変化を踏まえながら、ウェルビー

イング、持続可能な行財政運営、今後も重

要になるであろう人と人とのつながりな

ど、様々な角度からまちづくりの方向性に

ついて検討していくことが必要であると考

えております。 

 学校給食でありますけれども、学校給食

費につきましては、これまで市で負担して

いた学校給食費の物価高騰分が令和７年度

から保護者に負担をしていただくことにな

ります。学校給食費につきましては、学校

給食法に基づく対応が求められており、物

価高騰が今なお続いている中、市ではさら

なる給食費の改定を余儀なくされておりま

す。しかしながら、令和７年度は、この１

年の物価高騰による急激な保護者負担の増

加を避けるため、引き続き市で負担するこ

ととしたものであります。 

 給食の無償化につきましては、子育て支

援を取り巻く状況を踏まえ、他の子育て支

援施策と比較をしながら実施すべきかどう

か判断をしていく必要があると考えており

ます。 

 国民健康保険制度でありますけれども、

この制度は、国民皆保険の基礎をなす社会

保障制度である一方、医療費水準が高いな

どの構造的な課題を抱えております。それ

ゆえ、国に対しては万全の財政措置を講じ

るよう要望するとともに、より安定的な体

制を目指し、広域化を推進しているところ

であります。平成３０年度から始まりまし

た都道府県単位での広域化では、医療費を

都道府県である大阪府が賄う仕組みとなっ

たことから、特に医療費水準が高い本市に

おいては、医療費の保険料への転嫁を抑え

ることができております。加えて、令和６

年度から保険料率等も統一化され、大阪府

内のどこに住んでいても、同じ所得、同じ
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世帯構成であれば同じ保険料になり、被保

険者間の負担の公平性の確保が実現されて

おり、いずれも大変意義のあることである

と捉えております。 

 高齢者に対する経済的支援についてお答

えをいたします。 

 これまで、住民税非課税世帯等に対する

物価高騰支援給付金事業などの取組を行っ

てきたところでございますが、物価高騰の

終わりが見えない中、刻々と変化する社会

情勢に適応していく必要がございます。引

き続き、持続可能な財政運営にも配慮しな

がら、真に必要とされる方に必要な支援を

届けられるよう、的確に財源を振り向けつ

つ、一人一人が支援を受けずとも、身体

的・精神的・社会的に満たされ、さらにや

りがいを感じる地域づくりを進めていきた

いと思います。 

 生活保護についてお答えいたします。 

 生活保護制度は、日本国憲法第２５条

に、「すべての国民は、健康で文化的な最

低限度の生活を営む権利を有する」と規定

されており、この権利を具体的に実現する

ための制度であると認識しております。 

 生活保護費の基準引下げに対する裁判が

起こされていることにつきましては、先日

も福岡高等裁判所で判決が出されており、

今後も国の動向を注視してまいりたいと考

えております。 

 被保護世帯をはじめ、生活に困窮されて

いる方には、引き続き生活保護法や生活困

窮者自立支援法などに基づき、必要な支援

を行ってまいります。 

 上下水道料金に対する認識についてでご

ざいます。本市の上下水道料金につきまし

ては、大阪府内４３市町村で比較いたしま

すと、１か月当たり使用量２０立方メート

ルの水道料金は、安価順で１９番目、下水

道使用料は安価順で１８番目となってお

り、平均を下回る水準であると認識をして

おります。 

 市民生活において必要不可欠な上下水道

事業を将来にわたって安定的に提供してい

くためには、老朽化した施設の更新や耐震

化に取り組んでいくとともに、そうした取

組を着実に進めていくため、上下水道料金

の適正化を図っていくことが必要であると

考えております。 

 地域防災力の向上についてでございま

す。 

 まず、地域防災計画の改定時期の延期に

ついてでございます。 

 従来の計画よりも実効性の高いものとす

るため、より詳細に各部署の役割の明確化

を図ることから時間を要しておりますが、

令和７年度中に改定作業が完了するように

進捗管理をしっかりと行ってまいります。 

 次に、避難所運営マニュアル、地域版防

災マップについてでございます。 

 令和５年度から作成に取り組んでおり、

自主防災組織や防災サポーターをはじめ、

多くの方々に御参画いただきながら作成を

しております。いずれの取組も、この２年

間のノウハウを生かし、内容を充実させな

がら、できるだけ早い整備を目指してまい

ります。 

 続きまして、避難所のトイレ整備に関す

る考え方であります。 

 本市では、避難所のトイレ対策といたし

まして、各小中学校に１０基ずつマンホー

ルトイレの整備を進めており、携帯トイレ

も備蓄していることから、これらと併せて

さらにトイレカーを導入する予定はござい

ません。 

 次に、避難所に係るペットの同行避難に

対する市としてのスタンスについてであり
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ます。 

 新たに作成しております避難所運営マニ

ュアルの中で、ペットの同行避難を前提に

作成を進めておりますが、ペットの同行避

難につきましては、多くの市民の理解を得

ていかなければならないと考えておりま

す。 

 摂津市地域公共交通計画の具体化に向け

た市の役割、住民参加の認識についてでご

ざいます。 

 これまで、摂津市地域公共交通計画の作

成に当たり、摂津市地域公共交通協議会や

分科会、市民委員との意見交換など、多様

な関係者と取り組んでまいりました。さら

に、本市が先進事例の研究を提案し、分科

会で視察が実現するなど、関係者との信頼

関係を構築し、合意形成を円滑に進める役

割を果たしてまいりました。 

 計画の具体化には、公共交通の利用者で

ある市民の意見が重要であると考えており

ます。そのため、本協議会の下部組織であ

る分科会におきまして、市民委員との意見

交換や地域でのワークショップなどを通じ

て広く意見を聴取してまいります。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインの市民

参加に対する認識、そして課題についてで

ございます。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインでは、

住民の皆様と地域の現状や課題を共有し、

まちづくりの計画段階から参加いただく形

で進めております。これまでにも、多くの

方々に参加いただくために、周知方法での

工夫や、大阪成蹊大学の学生からの提案を

受けるなど、若い世代からの意見も伺って

おります。また、説明会等でいただいた意

見等を広く皆様方に知ってもらうことを目

的にグランドデザイン通信を発行するな

ど、鳥飼まちづくりグランドデザインに関

心を持っていただくための工夫を行ってお

ります。しかしながら、参加者の固定や若

年層の参加が少ないなどの課題がございま

すことから、さらに多くの方々からの声を

聴くための工夫が必要であると考えており

ます。 

 鳥飼地区河川防災ステーションの進捗と

高台まちづくりの考え方についてでござい

ます。 

 河川防災ステーションの進捗状況であり

ますが、用地取得については、国と連携を

しながら、関係権利者と用地取得に向けた

補償協議を進めております。また、河川防

災ステーションの設計について、国では既

存の水路や堤防横道路の取扱いについて設

計が行われております。 

 高台まちづくりにつきましては、水害発

生時には、市民の皆様方には浸水しない安

全な場所への事前の広域避難を原則として

おりますが、特に広域避難が困難な避難行

動要支援者の生命と身体を守るための高台

にした避難場所をまちづくりと一体となっ

て確保するもので、その避難場所である高

台をネットワーク化し、長期化する浸水被

害から、さらに安全な場所に避難・救出を

行うことで、市民の安心・安全を確保でき

る体制構築を図っていくものであります。 

 誰もが安心して利用できる公園について

でございます。 

 公園に対しましては、日常的な利用にと

どまらず、地域の交流やにぎわい創出の場

として活用することが求められるなど、ニ

ーズは多様化・複雑化しております。一

方、現状といたしましては、公園は自由利

用が基本であり、利用者のモラルとマナー

遵守は欠かせないところでございますが、

地域の要望等により禁止行為を啓発する看

板を設置せざるを得ない状況もあります。 
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 このような中、特色のある公園やルール

づくりといった取組を進めていくに当たり

ましては、公園利用者や近隣の方々などの

意見を幅広く捉え、反映させていくことが

必要と考えております。そのために、ワー

クショップ等により住民主体で議論してい

ただくなど、行政主導ではなく住民主導に

より取り組んでいくことが重要と考えてお

ります。 

 公園は、ウェルビーイングの向上に向け

たまちづくりにおいて貴重な施設であると

考えており、そのポテンシャルを最大限に

発揮させ、多くの方に満足される公園を目

指して取り組んでまいります。 

 上下水道管路の状況と安全性についてお

答え申し上げます。 

 本市の上水道管路の布設時期は、第１次

拡張事業を開始した昭和４０年代前半から

第３次拡張事業を行った昭和５０年代後半

に集中したことから老朽化が進んでおり、

下水道管路は、昭和後期から平成初期に集

中したことから、今後、急激に老朽化が進

む状況にございます。 

 埼玉県で発生した道路陥没事故と同様の

事案が発生した場合、市民生活や社会経済

活動に多大な影響を及ぼすこととなりま

す。現在、本市においても、市内の下水道

管の緊急点検を実施し、異常がないことを

確認したところでございます。 

 上下水道管路の安全性につきましては、

上下水道ビジョンに基づき、上水道管路は

計画的に更新を進め、下水道管路はストッ

クマネジメント計画による管渠内調査を行

い、安全性をしっかりと確保してまいりま

す。 

 ＰＦＯＡについてお答え申し上げます。 

 ＰＦＯＡについては、規制基準が定まっ

ておらず、市内化学メーカーへは大阪府と

ともに自主的な取組を促しているところで

あります。その対策の一環として、市内化

学メーカーは、恒久的な流出防止対策とし

て、専門家の指導の下、遮水壁設置に着手

をされております。遮水壁の設置に当た

り、地層の状況を加味した上での対策を決

断されておりますので、その効果を大阪府

とともに確認してまいりたいと考えており

ます。 

 また、平成１９年の調査で、第２帯水層

から３万２，０００ナノグラム毎リットル

の濃度が検出されたことは把握をしており

ますが、敷地内の濃度につきましては、引

き続き、リスクコミュニケーションの観点

から自主的な開示を求めてまいりたいと考

えます。 

 次に、血液検査についてでございます。 

 ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡに関する対応の手

引き（第２版）におきまして、疫学研究の

ための血液検査についての記載はあります

が、知見の集積、疫学調査は国の役割であ

り、国は令和６年度にパイロット調査を、

令和７年度は大規模調査を実施するという

ことで予算案を作成されています。また、

国による血液検査の公定法も定められてお

りません。今後、基礎自治体として国から

の調査の協力要請があれば、市としてしっ

かりと協力していく考えであり、今後も国

の動向を注視してまいります。 

 大阪ＳＡＣＨＩＣＯの在り方とパートナ

ーシップ制度の必要性でございます。 

 大阪ＳＡＣＨＩＣＯの在り方につきまし

ては、ワンストップセンターとしての機能

の重要性は強く認識をしております。方向

性について、一部報道にありましたよう

に、今後は大阪府の責務として運営される

とのことで、大阪府の施設を拠点として初

期的な医療行為の実施を含んだ運営形態な
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どについて検討いただいておりますので、

詳細につきましては引き続き動向を注視し

てまいりたいと考えております。 

 パートナーシップ制度につきましては、

性の多様性を尊重し、一つの人権問題とし

て捉える必要があると思います。本制度

は、国における制度構築がより望ましいと

考えておりますことから、国の基本計画の

策定動向を注視するとともに、その内容を

踏まえた本市の取組について検討していき

たいと思います。 

 本市におきましては、これまで、「性の

多様性に関するハンドブック」や「ヒュー

マンライツナウ」などの冊子の配布、男女

共同参画センターにおける講座を通して性

の多様性に関する啓発を行っており、今後

も継続して情報発信をしてまいりたいと考

えております。 

 戦後８０年にふさわしい非核・平和の取

組についてでございます。 

 戦後８０年が経過をし、戦争体験者や被

爆者の高齢化、世界情勢の混迷が深まる

中、悲惨な戦争の記憶を閉ざさないよう、

若い世代に継承し、平和を尊重する意識を

高めていくことが重要であると考えます。 

 本市におきましては、毎年、平和月間を

中心に、原爆被害に関するパネル展や講演

会など、様々な取組を通じて市民への啓発

に努めてまいりました。そして、この節目

の年を迎え、平和首長会議の一員といたし

ましても、平和文化の振興に取り組むこと

は非常に意義深いことであると感じており

ます。 

 昨年の日本原水爆被害者団体協議会のノ

ーベル平和賞の受賞を踏まえながら、平和

首長会議との連携により、市民一人一人の

平和意識の高揚と核兵器のない社会の実現

に向けて、より一層取組を進めてまいりま

す。 

 私からは以上です。 

○三好義治議長 教育長。 

  （若狭教育長 登壇） 

○若狭教育長 それでは、教育委員会所管分

について御答弁申し上げます。 

 まず、中学校給食の実現に向けた考え方

についてでございます。 

 中学校給食の全員喫食につきましては、

給食センター方式による実施に向け取組を

進めてきたところでございますが、鶴野地

域の公共施設再編の実施時期見直しを受

け、令和９年１月の開始に向けた実施方式

について検討を進めております。実施方式

につきましては異なることとなりますが、

全員喫食の方向性については、令和６年４

月に策定いたしました摂津市学校給食セン

ターに係る基本構想・基本計画に規定して

おります小中一貫した魅力的な学校給食を

実現するべく進めてまいります。 

 次に、中学校における３５人以下学級に

ついての御質問にお答えいたします。 

 ３５人以下学級編制については、児童・

生徒一人一人の教育的ニーズに応じてきめ

細やかな指導を可能とする指導体制を整備

することを目的としており、大変効果のあ

るものと認識しております。 

 現在、本市におきましても、加配教員を

活用して３５人以下学級を編制している中

学校もございます。令和８年度以降、中学

校においても段階的に３５人以下学級へ定

数を改善する方針が文部科学省より示され

ております。しかしながら、誰一人取り残

すことなく子供たちをきめ細やかに支援し

ていくためには、中学校段階においても、

より早期に３５人以下学級の編制を実現

し、それに応じた教職員の定数配置をする

ことが重要であると考えております。今後
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も、都市教育長協議会等を通じまして、国

や大阪府に対し早期実現を求めてまいりま

す。 

 次に、学校行事としての万博遠足の各校

の検討状況について御答弁申し上げます。 

 大阪・関西万博児童・生徒招待事業につ

きましては、子供たちが万博に行くこと

で、最先端の技術やサービスに直接触れる

貴重な体験を通じて、将来に向けた夢と希

望を感じてもらいたいという目的がござい

ます。学校行事として実施することで、家

庭環境にかかわらず、多くの子供が万博に

行くことができると考えております。 

 一方で、この事業は、情報が少なく、不

安も多い中で進められてきたため、大阪府

都市教育長協議会より大阪府教育庁に対し

緊急要望書を提出いたしました。その後、

随時、万博協会からの情報が更新され、各

校についても、その情報や意向調査の回答

を受け、実施について検討してきたところ

です。 

 その中で、実施日のスケジュールに加

え、交通手段や交通費などから実施するこ

とが困難であると判断し、現時点で学校行

事として万博の招待事業に不参加となった

学校もございます。最終的には、これから

行われます下見を各学校が行った上で、安

全面や不安要素を確認し、最終判断を行う

こととなります。子供たちにとってかけが

えのない体験につなげてもらいたいと考え

ております。 

 次に、こども誰でも通園制度と待機児童

対策について御答弁申し上げます。 

 本市では、保育所等の待機児童解消に向

けて、これまでから受皿の確保に努め、北

摂各市に比べ高い保育所整備率となってご

ざいますが、高い保育ニーズに受皿の確保

が追いつかず、待機児童の解消に至ってい

ない状況であります。しかしながら、待機

児童の解消は最優先の課題であり、鋭意取

り組んでいるところでございます。 

 一方で、こども誰でも通園制度は、子供

の成長の観点から、全ての子供の育ちを応

援し、子供の良質な成育環境を整備するこ

とを目的に創設され、令和８年度からは新

たな給付制度として全自治体で実施するこ

ととなりました。そのことからも、本市教

育委員会といたしまして、対象となる子供

が利用できるよう取組を進める必要がござ

います。したがいまして、引き続き、待機

児童の解消を優先させながら、こども誰で

も通園制度についても、可能となる園等か

ら事業が実施できるよう、実施意向のある

園等と協議を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、子どもの貧困についてでございま

す。 

 社会における貧困者の割合、またはその

深刻度を表す指標は多数ございますが、そ

の中でも相対的貧困率は、国際的に最も一

般的に用いられている指標でございます。

この相対的貧困率とは、等価可処分所得が

集団の中央値の半分に当たる貧困線を下回

る人の割合で、令和５年度に実施いたしま

した子どもの生活に関する実態調査では、

本市の調査世帯における相対的貧困率は１

２．７％でございました。 

 相対的貧困は、外から見えにくいため見

過ごされがちでございますが、経済面のみ

ならず、学習面や生活面、心理面など様々

な面において子供のその後の人生に影響を

及ぼすものであり、相対的貧困の状態にあ

る世帯に対し、しっかりと目を向ける必要

があると考えております。 

 令和７年度から計画期間がスタートする

第１期摂津市こども計画におきましては、
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貧困家庭等への支援を施策の方向性の一つ

に位置づけております。困窮度の高い世帯

を中心に、支援を必要とする子供や家庭に

支援がきちんと行き届く仕組みづくりに取

り組む、これを基本方向としております。

関係機関や関係課が連携し、子供の貧困対

策に取り組んでまいります。 

 次に、鳥飼小学校、鳥飼東小学校の統合

に向けた当事者参加の取組についてでござ

います。 

 両校の統合につきましては、令和４年度

から保護者説明会や地域説明会を複数回開

催するとともに、鳥飼地域における学校の

適正規模・適正配置計画策定時のパブリッ

クコメント等を通じ、統合に対する御意見

をいただく機会を設けてまいりました。特

に、保護者の皆様に対して、具体的な検討

段階の情報についても、統合通信で直接情

報発信を行い、意見を募ってきたところで

ございます。 

 しかしながら、先月開催いたしました保

護者説明会の折には、もう少し個別でも御

意見を言える場を用意してほしいとのお声

もございましたので、そうした対応を今後

は実施してまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございます。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 それでは、２回目の質問を

行います。時間が限られていますので、こ

れからは項目を絞って質問します。 

 １の（２）摂津市の財政運営と市民負担

の軽減についてです。 

 昨日も、（仮称）摂津市財政健全化プラ

ンについては、いろいろと議論がされまし

た。 

 日本共産党は、財政健全化プラン策定に

ついては、１、大変な物価高騰の下、市民

負担の軽減に努力すること、２、不要不急

の事業は見直すこと、３、国に対し、地方

自治体として必要な財源を保障するよう、

地方創生臨時交付金の増額を求めること、

４、特に上下水道施設の耐震化を加速させ

るための自治体への交付金の増額を求める

こと、５、プランの策定に当たっては、職

員全体で共有するとともに、信頼性のある

ものにすることが重要だと考えますが、い

かがでしょうか、お答えください。 

 ２の（１）学校給食費の無償化、中学校

における全員給食についてです。 

 無償化は、子育て世帯を取り巻く状況を

踏まえての判断が必要とおっしゃいました

が、昨年度取り組まれた実態調査からも必

要性は明らかです。貧困対策にとどまらな

い全ての子供を対象にした無償化を、国の

制度待ちではなく、早急に実施するよう強

く求めます。 

 また、中学校給食について、日本共産党

は、そもそも小学校と同じ自校方式がベス

トだと主張してきましたが、市は、給食セ

ンター方式なら２０２６年度に全校同時に

開始することができる、市の建設する給食

センターで小中一貫した魅力的な学校給食

を実現すると、センター方式を方針として

進めてきました。それが、ここに来て、実

施方式を検討し直し、３年間の延期とはい

え、民間業者に委託というのはあんまりで

す。この点でも、根本に立ち返り、今策定

中の第１期摂津市こども計画で目指してい

る子供にとっての最善の利益につながる中

学校給食の実施を求めておきます。 

 ２の（２）少人数学級についてです。 

 教職員の確保の課題や多忙化解消、何よ

り子供たちにとってのよりよい教育環境の

整備の点からも、中学校全学年での３５人

以下学級は必要です。文部科学省の方針で

は、３年生まで行き届くのに、２０２８年
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度まで待たなければならないことになりま

す。早期実現に向けて、引き続き国や府へ

働きかけを強めるとともに、市としての独

自追求も求めておきます。 

 ２の（３）万博遠足についてです。 

 検討状況と不安材料などを先ほどの答弁

で述べられておられましたが、最終的な判

断は各学校が下見に行った後に行われると

のことです。その最終判断は学校任せにな

るのか、教育委員会として責任を持って行

われるのか、その点についてはお聞きして

おきたいと思います。 

 ２の（４）こども誰でも通園制度につい

てです。 

 待機児童の解消や保育士確保の課題が解

決していない中でのこの制度の開始は、預

かる保育所の負担が大きいと懸念の声があ

ります。また、市の関与は限定的で、仮に

トラブルがあっても、園と当事者の直接契

約のため公的責任を負わないなど、子供の

安心・安全が軽視されているとも言えま

す。まずは、現在ある一時保育を拡充し、

必要とする子が手厚い保育を受けられるよ

うにすること、そして、早急に待機児童解

消を実現することを求めておきます。 

 ２の（５）子どもの貧困対策についてで

す。 

 子どもの生活実態調査で浮き彫りになっ

た貧困率と制度の利用率、捕捉率の乖離に

ついて、大きな課題になっていると感じて

います。この間、就学援助制度の利用率に

ついても繰り返し質問してきましたが、他

市では電子申請での受付が可能になってい

るところも増えてきていると聞きます。本

市としても、これらの例も踏まえて、利用

率の向上を目指すべきだと思いますが、取

組について伺います。 

 ３の（１）国民健康保険についてです。 

 都道府県が財政の責任を持つことによっ

て、より安定的に運営することが都道府県

化の意義であり、大阪府独自の保険料府内

統一化で摂津市は医療費の保険料への転嫁

を抑えることができているとの市長の御答

弁でした。果たして本当にそうでしょう

か。市民にとっては連続大幅値上げが続い

てきたのではないでしょうか。 

 モデルケースでお聞きします。所得２１

０万円、４０代夫婦と小学生二人の４人家

族で、都道府県化スタート前の２０１７年

度と新年度の２０２５年度では、保険料は

それぞれ幾らか、どれだけの値上げになっ

たのか、お答えください。 

 国保料は、連続値上げが続く一方、統一

保険料を目指せば、黒字を保険料引下げに

は使えず、基金に積み上げるしかない矛盾

した制度だと指摘してきました。ところ

が、２０２３年度の決算では、一転して単

年度で４億円の基金から１億円も取り崩し

て、大阪府に事業費納付金を納めることに

なりました。摂津市だけではなく、３７市

町村が単年度赤字だと聞いています。今度

は大阪府が大きな黒字で基金を増やしてい

ます。都道府県化でかえって不安定な財政

運営を強いられているのではないでしょう

か。 

 ３の（２）高齢者支援についてです。 

 真に必要な人とは何でしょうか。支援が

なくても満たされる地域づくりとは何でし

ょうか。年金削減、物価高騰、保険料、医

療費等の負担の増加、多くの高齢者が摂津

市独自の支援を今こそ必要としています。

認知症への効果も言われる高齢者の補聴器

補助金事業を実施すべきではないでしょう

か。２０２２年度に削減された紙おむつ券

を復活すべきではないでしょうか。お答え

ください。 
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 ３の（３）生活保護についてです。 

 生活保護を利用する人は増加しています

が、母子世帯の生活保護利用率が低いと感

じています。母子世帯の状況がどうなって

いるのか、お尋ねします。 

 ３の（４）水道の料金についてです。 

 市長は、大阪府内の市町村で見ると、安

価順で平均以下だとおっしゃいましたが、

市民の暮らしの実感とはかけ離れていると

思います。今後予想される２６％もの料金

引上げを適正化などと言っても、市民の納

得が得られるでしょうか。今回、ビジョン

と経営戦略の中間見直しが示されています

が、２６％もの値上げ改定に至った経緯に

ついて御説明ください。 

 ４の（１）地域防災力の向上についてで

す。 

 行政経営戦略とひもづけられている地域

防災計画の進捗状況、評価についてお聞き

します。 

 ＫＰＩの一つに、「摂津市は災害に強い

まちづくりが進んでいると思う」と回答し

た市民の割合の目標を令和７年度に８０％

としています。ところが、様々な防災の取

組を進めているにもかかわらず、その実績

は毎年のように低下し、令和５年度では２

９％と最低になりました。その見解と計画

改定への影響についてお聞きします。 

 また、災害発災時に非常時優先業務を実

施する職員数の確保が著しく困難であるこ

と、業務の精査と職員確保計画などの検討

が必要であることを理由に、業務継続計

画、通称ＢＣＰの作成が遅れていると、３

年前、御答弁されていました。地域防災計

画改定、応急対策業務マニュアルやＢＣＰ

作成において、必要な職員確保のめどはつ

いたのでしょうか、お答えください。 

 ペット同行避難については、要望してお

きたいと思います。 

 避難所運営マニュアルにおいて、ペット

同行避難を前提に作成しているとのことで

すが、広く市民の理解を得るためには、行

政の役割がさらに求められています。環境

省発行の「人とペットの災害対策ガイドラ

イン」では、飼い主の役割、自治体の役割

などをまとめ、自治体が行う人とペットの

災害対策を紹介しています。神戸市では、

「災害時のペットとの避難ガイドライン」

を発行して、飼い主や避難所管理者・運営

者に対する心構えを紹介しています。ぜひ

こうした事例を参考に、摂津市でのペット

同行避難への理解を深めていただくよう要

望しておきます。 

 ４の（２）地域公共交通計画について、

今後の具体的な取組について２点お聞きし

ます。 

 本計画は、六つの目標と、その目標達成

のため１３の施策が示されています。 

 第１に、セッピィ号と市内循環バスの運

行形態の見直しについて、どのように利用

者、地域住民の声を反映していくのか。ワ

ークショップなどの対象については、運行

している地域だけでなく、交通不便地域な

ど市内各地で開催し、幅広く市民の声を反

映する取組にするべきだと考えますが、見

解を問います。 

 第２に、バス待ち環境の改善です。ベン

チや上屋の設置は多くの利用者から要望が

出ています。テントが破損し、上屋の骨組

みだけが残っているバス停の修繕など、で

きるところから実施していくべきだと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 ４の（３）鳥飼小学校、鳥飼東小学校の

統合についてです。 

 私たちは統合に反対しましたが、同時

に、統合を決定したからには、子供の学ぶ
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環境の充実、安全などを前提に、統合に向

けた検討・協議を住民参加で行うよう求め

てきました。決定事項の丁寧な説明、報告

ではなく、検討・協議に当事者として参加

できるようにするべきだったと思います。

今後、あと１年、保護者や地域住民との協

議を行い信頼関係をつくっていくことが、

統合後の新しい学校での子供たちにとって

よりよい環境をつくる土台だと考えます。

今後１年の取組と見解を問います。 

 また、これまで学校開放事業で施設を利

用してきたスポーツ諸団体、地域住民か

ら、学校廃止後の活動拠点の確保など要望

書が提出されていると聞きます。学校施設

は地域コミュニティの拠点でもあり、統合

により生じている問題について寄り添った

対応が必要です。代替施設や跡地活用につ

いて早急に協議し、暫定利用も含めた代替

施設を提示すべきです。いかがでしょう

か。 

 ４の（５）上下水道管の安全性と更新計

画についてです。 

 埼玉県での道路陥没事故を受けて、下水

道管の緊急点検を行ったとのことですが、

その内容についてもう少し詳しくお聞かせ

ください。 

 また、更新計画については、ビジョンと

経営戦略の中間見直しにおいても、更新目

標を費用面から圧縮するものとなってい

て、料金収入のみで更新費用を賄うのはど

だい無理な話と言えます。本来、暮らしに

直結する公共事業である上下水道の整備や

更新に対しては、国がもっと財政的な支援

を行うべきと考えますが、市として国に対

して声を上げていくことへのお考えをお聞

かせください。 

 ５、ＰＦＯＡ汚染問題についてです。 

 市長御自身が２００７年の第２帯水層の

高濃度を認識し、ダイキン工業株式会社に

リスクコミュニケーションの観点から敷地

内濃度の公表を求めるとおっしゃいまし

た。ダイキン工業株式会社は、これまでに

も遮水壁について自治会等に説明をしてき

たわけですから、第２帯水層の問題も説明

会を開くよう、ダイキン工業株式会社に市

として求めるべきではないでしょうか。 

 血液検査は国の役割との御答弁でした

が、血液検査をする場合の優位点が書いて

あるのは自治体への手引きです。既に岡山

県吉備中央町が自治体初の血液検査を実施

し、道をつけてくれています。血液検査を

せずにどうやって知見を収集するのでしょ

うか。 

 最後に、６の（１）大阪ＳＡＣＨＩＣＯ

についてです。 

 大阪ＳＡＣＨＩＣＯの移転先は、こころ

の健康総合センター建物内で、医療機関で

はありません。大阪府の資料を見ますと、

初期の医療行為のため医師を配置するとあ

りますが、医師は日中しか勤務せず、不在

時は協力医療機関に回す形です。さらに、

この協力医療機関に回す場合は、基本的に

緊急を要するときと、ただし書が書いてあ

ります。性被害に遭った人の緊急性、医師

がいない中で、医師以外の人が判断するん

でしょうか。 

 大阪府は今もワンストップ支援センター

と呼んでいますが、既にワンストップでは

ありません。日本共産党はこの問題を何度

も取り上げてきました。摂津市は大阪府の

動向を見ると言うばかりでしたが、もう黙

って見ている場合ではありません。大阪府

の責任で病院拠点型の大阪ＳＡＣＨＩＣ

Ｏ、本来のワンストップ支援センターを実

施せよと、性被害者の皆さんのためにぜひ

声を上げていただくことを強く要望し、２
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回目の質問を終わります。 

○三好義治議長 答弁を求めます。総務部

長。 

○石原総務部長 財政運営と市民負担の軽減

についての御質問にお答えいたします。 

 今般、持続可能な財政運営の確立に向

け、（仮称）摂津市財政健全化プランを策

定していくことにつきましては、さきの答

弁でも申し上げたところでございます。 

 現在、庁内会議で議論を進め、今後、全

庁的に財政健全化に向けた取組を進めてま

いるところではございますが、過去に実施

した摂津市財政健全化計画においては、市

税や保険料の徴収体制の強化、人件費の抑

制、物件費及び補助費等のゼロシーリン

グ、公債費の逓減を図るための市債発行の

限度額及び建設事業費枠の設定などの取組

を行ってまいりました。 

 今後の財政健全化においても、歳出の削

減だけでなく、収入の確保や組織の見直

し、事務の効率化を図っていく必要がある

と考えております。また、各種使用料、手

数料に係る受益者負担の適正化について

も、公平性の確保から検証していかなけれ

ばならないと考えております。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 それでは、万博参加の

判断についての御質問にお答えいたしま

す。 

 万博遠足については、希望日程、交通手

段等のほか、保護者負担額など各校の状況

は様々であり、万博協会より示された意向

調査の回答結果や下見を基に学校が参加の

判断をすることとなります。教育委員会と

いたしましては、学校が適切に判断できる

よう、引き続き相談に応じるなど、学校と

連携して対応してまいります。 

 続きまして、鳥飼小学校、鳥飼東小学校

の統合について、当事者参加の取組につい

ての御質問にお答えいたします。 

 教育委員会では、これまで、保護者アン

ケートや説明会、パブリックコメントを通

じて得た御意見を基に鳥飼小学校への統合

後の課題を整理し、統合協議会において検

討を重ねてまいりました。また、統合の決

定後は、両校のＰＴＡにお伝えするととも

に、協議会の検討内容につきまして、なる

べく早く保護者の皆様にお知らせするた

め、対象校区内の就学・未就学児保護者へ

統合通信を発行し、通信各号にはＱＲコー

ドを添付し、保護者の皆様からの御意見を

頂戴しやすいよう工夫もいたしてまいりま

した。 

 今後の取組につきましては、先月の保護

者説明会でいただきました御意見を基に、

丁寧な対応を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 就学援助制度の利用

率向上に向けた取組についての御質問にお

答えいたします。 

 就学援助の利用率は年々減少しており、

令和６年度の利用率は、１月末時点で小学

校で１５．３％、中学校で１９．０％とな

っております。就学援助制度を御利用いた

だくため、様々な機会を通じて制度の周知

を行い、対象となる全世帯に直接情報が行

き渡るように取り組んでまいりましたが、

今後も必要とする家庭が就学援助を利用で

きるよう、より分かりやすい制度案内に努

めるとともに、申請に関する利便性の向上

につきましては、他市の事例も参考に研究

を深めてまいりたいと考えております。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 保険料と保険制度の

安定性についての御質問にお答えいたしま
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す。 

 まず、令和７年度、つまり２０２５年度

の保険料につきましては、一人当たり医療

費の伸びに鈍化傾向が見られるなどの要因

によりまして、大阪府から示された統一保

険料率は令和６年度より引き下げられてお

ります。その上で、４０代御夫婦、子供二

人の４人世帯で、広域化前の平成２９年

度、つまり２０１７年度が年間３７万３，

０２８円、令和７年度、つまり２０２５年

度が年間４５万９，４８１円で、その差は

８万６，４５３円となっております。 

 次に、保険制度の安定性についてのお問

いでございますが、制度の仕組みといたし

ましては、ある年度だけを捉えて収支状況

がどうだったかということではなく、複数

年度の視点で全体の保険料を抑制、平準化

し、安定的な財政運営を行っていく仕組み

となっております。 

 令和６年度からは、年度間の平準化を図

るため、大阪府や市町村国保の余剰金を保

険料抑制財源に活用する財政調整事業の取

組も始まっております。国の制度設計に基

づき、適切な保険料率等の設定がなされて

いるものと考えております。 

 今後におきましても、引き続き、財政運

営の責任主体である大阪府には、安定的な

保険制度を構築するべく精緻な推計を求め

てまいります。 

 続きまして、高齢者の暮らしを支えるさ

らなる制度についての御質問にお答えいた

します。 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら

せる環境づくりは重要であり、そのための

寄り添い支援は基礎自治体の重要な使命で

あると認識しております。見通しの立たな

い物価高騰の影響に対処し、高齢者の生活

を守るため、今後におきましても、限りあ

る社会資源を効率的かつ効果的に活用し、

高齢者を支える仕組みをより強化する取組

が必要であると考えております。高齢者へ

の補聴器購入助成制度も含め、高齢者福祉

施策全体の中で、時代の変化に応じつつ、

限られた資源を効率的に活用し、真に必要

な市民サービスの創出につなげてまいりた

いと考えております。 

 続きまして、生活保護における母子世帯

の状況についての御質問にお答えいたしま

す。 

 本市における母子世帯は、令和４年度は

６５世帯で構成比５．５％、令和５年度は

６６世帯で構成比５．４％でございまし

た。なお、令和６年１月末現在は５６世帯

で構成比４．４％であり、全国の構成比で

は３．８％となっております。 

 続きまして、ＰＦＯＡの知見集積のため

の血液検査の実施についての御質問にお答

えいたします。 

 各種の基準を定めていくためには、一

定、血液検査の実施による知見集積、疫学

調査は必要だと考えております。しかしな

がら、先ほど市長の答弁にもございました

が、そういった大きな動きについては国の

役割であると考えており、市独自での血液

検査を実施する予定はございません。 

 国のほうでは、ＰＦＡＳによる健康影響

を防止するため、ＰＦＡＳの科学的知見を

充実させ、確かな科学的根拠に基づく対策

を推進するという目的で約４億円を予算案

に計上しており、その中で、令和６年度で

は１００件程度だったパイロット調査を、

令和７年度からは１，０００件規模での大

規模調査に切り替えて実施する予定である

と示されております。 

 繰り返しにはなりますが、こういった国

の事業や動きについて注視し、協力要請が
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あればしっかりと対応していきたいと考え

ております。 

○三好義治議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 水道料金の改定率につ

いての御質問にお答えいたします。 

 上下水道ビジョン、水道事業経営戦略、

下水道事業経営戦略につきましては、上下

水道事業が将来にわたって安定的に事業運

営を行うために目指すべき姿と、その目指

すべき姿を達成するために令和元年度に策

定したもので、令和元年度から令和１０年

度までの期間における数値目標や取組施

策、そして、それらを達成するための財政

見通しをお示ししております。計画期間の

中間年を経過し、令和６年度に実施してい

る中間見直しでは、現時点での目標達成状

況の評価、人口推移、水需要予測、各施設

の更新需要などの見直しを行っておりま

す。 

 現在、材料費や労務単価の上昇が続く

中、令和５年度末時点において法定耐用年

数４０年を経過した上水道管路の割合は５

０．２％となっており、その全てを更新す

るためには、令和１０年度までに約３３２

億円もの財源が、各施設の重要度や優先度

を考慮し更新を行うとした場合においても

約１５４億円の財源が必要となりますが、

これらの財源を確保することは困難であり

ます。そのため、投資と財源のバランスを

保ち、可能な限り投資の平準化を行いなが

らも、必要な老朽化施設の更新や施設の耐

震化を実施することとし、更新投資額を約

４５億円まで削減いたしました。 

 また、この投資計画を基に財政シミュレ

ーションを実施しましたが、料金改定を実

施せずに事業を行った場合、令和８年度に

単年度赤字に転落する試算となりました。

そのため、将来にわたって安定した事業運

営を行うために、現金預金残高、単年度損

益、企業債残高の三つの要素について目標

を定め、それらの目標を達成するために、

最低限必要となる令和９年度に改定率２

６％の料金改定を行う試算をお示ししたと

ころでございます。 

 続きまして、埼玉県で発生した道路陥没

事故を受けて、本市の対応及び上水道管路

の更新目標の見直しと更新費用の国への支

援要望についての御質問にお答えします。 

 令和７年１月２８日の道路陥没事故発生

を受けて、国から全国の下水道管理者に対

して、一定規模以上の下水道処理場に接続

する口径２メートル以上の下水道管路につ

いて、緊急点検の指示がございました。本

市の下水が流入する中央水みらいセンター

は、規定の規模に至らないことから、本市

に埋設されている下水道管路は緊急点検の

対象から外れておりましたが、市民の安

全・安心の確保に向けて自主的に緊急点検

を実施しております。 

 その内容としましては、摂津市が管理す

る口径２メートル以上の公共下水道管路約

５．３キロメートルについては、マンホー

ルから管内の調査、舗装面に異常がないか

確認をするとともに、大阪府が管理する口

径２メートル以上の流域下水道管路約１

０．１キロメートルについても、布設箇所

の舗装面に異常がないかを確認いたしまし

た。今回の緊急点検におきましては、下水

道管路に起因する異常や損傷などは見受け

られず、その結果につきましては、上下水

道部ホームページに掲載し、広く市民にお

知らせしているところでございます。 

 次に、上水道管路の更新計画につきまし

ては、令和元年度に策定しました上下水道

ビジョンにおいて、水道管が破損した場合

に市民生活に多大な影響がある口径３００
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ミリメートル以上の基幹管路の更新を中心

にしておりました。上下水道ビジョン中間

見直しでは、材料価格や労務単価の高騰な

どにより、目標を達成させるために必要な

投資計画が財政計画を上回ることとなり、

基幹管路耐震適合率の目標を４６％から４

２％に、鋳鉄管残存率の目標を１０％から

１８％に修正を行い、更新費用を削減して

おります。 

 最後に、国からの支援である交付金の要

件としましては、給水人口５万人以上の全

国平均の水道料金よりも高い事業体になっ

ており、現在は本市の水道料金は全国平均

より低いため、交付金の要件を満たしてお

りません。しかしながら、昨今の物価高騰

による更新費用が上昇していることから、

積極的に国の交付金などを活用できるよう

情報収集に努め、また、あらゆる機会を通

じまして国に対して要望してまいります。 

○三好義治議長 総務部理事。 

○丹羽総務部理事 防災施策に関するＫＰＩ

及び災害対応に係る人員配置についての御

質問にお答えいたします。 

 現行の行政経営戦略の計画期間は令和３

年度からとなっており、令和３年度から令

和５年度までの間の防災施策に関する主な

取組といたしましては、施設ごとの避難所

運営マニュアルの作成、避難所への防災用

鍵ボックスの設置、小・中学校へのマンホ

ールトイレの整備のほか、淀川河川防災ス

テーション等の整備促進、小・中学校体育

館へのエアコン設置、東別府雨水幹線の整

備等に取り組んでおります。 

 これらの取組を進めているにもかかわら

ずＫＰＩの数値が低下しておりますのは、

各種取組の市民への周知が十分ではなかっ

たこと、及び、水害時には最大で市域の約

８割が浸水するため、市外の浸水のおそれ

のない地域へ広域避難をしていただくよう

啓発したことなどにより、市民の災害への

危機意識が高まっていることなどが要因で

あると捉えております。 

 今後は、広報紙、ホームページ、出前講

座、自主防災訓練等を通じて防災施策の取

組状況をしっかりとＰＲするよう努めると

ともに、これまでの取組に加えて、市の備

蓄用品の品目の追加や総合防災演習の実施

等の取組を進めてまいります。 

 次に、災害対応に係る人員配置につきま

しては、災害対策本部設置時に班体制の再

構築、国の応急対策職員派遣制度の活用及

び防災協定の締結による受援等により対応

してまいりたいと考えております。 

 また、応援をより円滑に受けるための取

組といたしまして、令和７年度の地域防災

計画の改定後に、応急対策業務に係るマニ

ュアルの整備、業務継続計画の精査に取り

組み、その後の受援計画の作成につなげて

まいりたいと考えております。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 セッピィ号及び市内循環バ

スとバス待ち環境の改善についての御質問

にお答えいたします。 

 セッピィ号及び市内循環バスにつきまし

ては、社会情勢や市民の移動ニーズの変化

に対応するため、本協議会において運行形

態の見直しが共通認識となったところでご

ざいます。見直しに当たりましては、路線

バスとの重複を避けるとともに、路線バス

の利用促進にもつながる運行形態とするこ

とを前提とし、市長答弁にもありましたよ

うに、市民委員との意見交換や鳥飼地域を

はじめとするワークショップなどを通じ

て、広く意見を聴取しながら進めてまいり

ます。また、ワークショップは、多くの公

共交通の利用者に参加していただけるよ
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う、しっかり周知した上で開催したいと考

えております。 

 バス待ち環境の改善につきましては、利

用者からの御要望も多く、バスを快適に利

用するために必要であると認識しておりま

す。しかしながら、バス停のベンチや上屋

を管理運営するバス事業者からは、不採算

路線に新たな投資をすることは難しいとの

意見が示されました。こうした現状を打開

するため、本協議会において、バス事業者

や商工会、施設管理者や市民が連携・協働

し、バス待ち環境を確保・改善する取組を

進める体制を構築したところでございま

す。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 鳥飼東小学校で学校開放

を利用している団体について、今後どのよ

うになるのかについての御質問にお答えい

たします。 

 令和７年２月に、鳥飼東小学校の廃校後

における施設利用について要望書をいただ

いたところでございます。その要望書の内

容につきましては、利用団体への意見聴

取、廃校後の施設利用ができない場合の対

応に関するものと認識しており、様々な意

見を踏まえつつ検討してまいりたいと考え

ております。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 ＰＦＯＡに係る市内化

学メーカーの取組についての御質問にお答

えいたします。 

 市内化学メーカーの自主的な取組に関す

る地元への説明については、大阪府が主宰

する神崎川水域ＰＦＯＡ対策連絡会議の場

を通じて大阪府とともに要請してきたとこ

ろです。敷地内の濃度の自主的な開示もこ

れまで求めてまいりましたが、引き続き、

リスクコミュニケーションの観点から、で

きる限りの情報開示の下、説明を実施して

いただくように促してまいります。 

○三好義治議長 増永議員。 

○増永和起議員 それでは、３回目の質問を

行います。 

 財政健全化についてです。 

 財政健全化と言われますが、最も物価高

騰に苦しんでいるのは市民です。公共料金

の値上げはやめ、市民の暮らしを支える制

度を充実させ、住民福祉の増進という市の

役割を今こそ果たすべきだと指摘しておき

ます。 

 次に、万博遠足についてです。 

 子供たちの安全・安心のために、教育委

員会がしっかりと判断をし、全校で遠足に

参加しないことを求めておきます。 

 続いて、国民健康保険です。 

 所得２１０万円の４人家族で、保険料は

３７万３，０２８円から４５万９，４８１

円に、何と８万円を超える値上げです。新

年度は少し値下げとはいえ、２年前より高

い額です。市町村は不安定な財政を強いら

れる、市民は高過ぎる保険料に苦しめられ

る。都道府県化も府内統一保険料も百害あ

って一利なしです。新年度の僅かな値下げ

では足りません。大阪府に吸い上げられた

１億円を返還させ、保険料を大きく引き下

げることを強く要望します。 

 高齢者支援です。 

 高齢者の補聴器補助金事業は、府内１４

市町村が既に実施をしています。摂津市に

できないはずがありません。 

 紙おむつ券の復活は本当に切実です。何

度も何度も紙おむつ券は元に戻らないのか

と市民からお声をお聴きします。この実施

を強く求めておきます。 

 ウェルビーイングと言われても、生活を

支える経済的な支援なしに幸福は実感でき
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ないと指摘しておきます。 

 生活保護における母子世帯です。 

 保護世帯全体は増加しているのに、母子

世帯は減少しています。母子世帯の特に子

供たちが心配です。子供の貧困が言われて

久しくなりますが、必要な世帯が利用につ

ながっていないのではないかと危惧しま

す。ぜひ他課とも連携をしての積極的な取

組を要望しておきます。 

 ケースワーカーの増員、女性ケースワー

カーのさらなる増員も要望いたします。 

 鳥飼小学校、鳥飼東小学校の統合につい

てです。 

 学校統合は、鳥飼まちづくりグランドデ

ザインの具体的な重要課題です。計画策定

段階からの住民参加を掲げたグランドデザ

インの理念が生かされなければなりませ

ん。統合によって生じる様々な課題につい

て、当事者を交えた協議、合意と納得の上

で物事を決定していく手続を重視すべきで

す。住民不在、置き去りと保護者や地元住

民に思わせてしまったこの間の取組につい

てしっかり検証し、改善を図り、この１年

で信頼関係を醸成していただきたいと思っ

ております。それこそが協働のまちづく

り、つながりのまちづくりではないでしょ

うか。最も重視されなければならない子供

たちの最善の利益につながるものであると

申し上げておきます。 

 上下水道についてです。 

 耐震化、老朽化の対策には多大な費用が

かかり、市町村が全ての費用は出せませ

ん。これについては国にしっかりと責任を

求めるべきだと思っております。そして、

この歴史的な物価高の下で、市民負担を増

やすのではなく減らす、水道料金の値上げ

ではなく負担を減らすことを求めておきま

す。 

 最後に、ＰＦＯＡ汚染問題です。 

 ダイキン工業株式会社に対して、第２帯

水層についての住民説明会を行うよう、強

く要請をしてください。 

 血液検査については、一昨年実施の市民

団体のものが大阪全体で１，２００人、摂

津市内で２００人でした。国がこれから行

うのは全国で１，０００人。知見集積とい

いながら本当に少な過ぎます。摂津市独自

の実施を強く求めておきます。 

 環境省のエコチル調査で、母親のＰＦＯ

Ａ等の血中濃度が高いと子供の染色体異常

が増加する傾向があるという衝撃的な結果

が出ました。昨年６月、内閣府食品安全委

員会が耐容一日摂取量、通称ＴＤＩを決め

た評価書には、この研究結果は取り入れら

れていません。 

 現在、環境省は、ＰＦＯＡ等を暫定目標

値から水質基準に引き上げる予定ですが、

数値は現在のままの計画です。日本の緩過

ぎる基準を欧米並みに厳しくせよとの声が

多く上がっています。アメリカの基準では

摂津市の水道水はアウトです。安全宣言し

ている場合ではありません。予防原則の立

場から、せめて学校の給食室に浄水器を設

置することも求めておきます。 

 太中浄水場の濃度上昇の原因究明、ガラ

ンド水路の調査についても早急に行うよう

強く求め、日本共産党を代表しての私の質

問を終わります。 

○三好義治議長 全て要望でしたね。（「は

い」と増永和起議員呼ぶ） 

 増永議員の質問が終わりました。 

 次に、光好議員。（拍手） 

  （光好博幸議員 登壇） 

○光好博幸議員 それでは、自民党・市民の

会を代表しまして質問をさせていただきま

す。 
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 ５番目の最後の質問となりますゆえ、さ

きの質問と重複する点もあろうかと存じま

すが、極力視点を変えて質問させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 １、財政運営について。 

 今回、財政健全化プラン策定が必要にな

るほど本市財政が逼迫しているものと認識

しております。物価高騰の影響は、本市だ

けではなく、全ての地方自治体が同様に受

けていることを鑑みれば、これまでの財政

運営が果たして適切であったのか。市の見

解を聞かせてください。 

 ２、市民が元気に活動するまちづくりに

ついて。 

 ２の（１）協働のまちづくりについてで

すが、超高齢・人口減少社会を迎える中

で、地域コミュニティが果たす役割はます

ます大きくなっていると感じます。改め

て、人と人とのつながりに対する市長の思

いと協働のまちづくりについてのお考えを

お聞かせください。 

 ３、みんなが安全で快適に暮らせるまち

づくりについて。 

 ３の（１）都市整備についてです。 

 財政状況が厳しい中、長期計画の大規模

事業が続く現状を踏まえ、インフラ整備へ

の影響が懸念されますが、今年度における

都市整備の考え方、進め方について、市の

見解をお聞かせください。 

 ３の（２）鳥飼地域のまちづくりについ

て。 

 本件は、会派としてこだわりを持って取

り組んでいる案件でございます。魅力ある

鳥飼まちづくりの実現に向け、スケジュー

ルを明確にした上で、短期・中期・長期的

な視点に立って、関連する事案とまちづく

りをひもづけし、取り組む必要がありま

す。改めて、鳥飼地域におけるまちづくり

推進への意気込みをお聞かせください。 

 ３の（３）持続可能な公共交通につい

て。 

 その実現には、目指すべき将来像を共有

し、まちづくりとの整合性を図ることが重

要と考えます。まちづくりの観点から、地

域全体を面で捉え、交通空白をなくす視点

が必要と考えますが、市長のお考えをお聞

かせください。 

 ３の（４）防災・災害対応力の向上につ

いて。 

 地震や洪水などの大規模災害への備えは

まちづくりの根幹であり、ソフト・ハード

両面での対策を平素から取り組んでいかな

ければなりません。そのため、会派とし

て、自助・共助・公助の強化、そして三助

の連携強化について提言してまいりました

が、令和７年度の取組と方向性について、

これらの視点からお聞かせください。 

 ３の（５）鳥飼地区河川防災ステーショ

ンについて。 

 国土交通省が整備計画を登録してから３

年が経過しようとしています。令和７年度

は上部施設や連絡橋などの検討に着手され

ますが、改めて、河川防災ステーションに

期待することについてお聞かせください。 

 ３の（６）消防・救急救助施策につい

て。 

 先日、庄屋地域や鳥飼西地域で住宅火災

が発生し、大きな被害となりました。ま

た、救急需要についても、最近右肩上がり

で、救急件数は急激に増加していると認識

しております。そして、南海トラフ大地震

も発生が予想されております。火災、救

急、そして災害から市民の命を守る消防力

の重要性は増すばかりですが、現状の消防

力と対策について、どのようにお考えか、

市長の思いをお聞かせください。 
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 ３の（７）健全な上下水道について。 

 令和６年度に実施している上下水道ビジ

ョン、水道事業経営戦略、下水道事業経営

戦略の中間見直しの中で、水道料金の改定

に触れられており、その影響は市民にとっ

て大きいものです。市民への影響を最小限

にとどめるための努力と、それを踏まえた

今後の経営の見直しについて、市の見解を

お聞かせください。 

 ４、みどりうるおう環境を大切にするま

ちづくりについて。 

 ４の（１）ＰＦＯＡ対策についてです

が、これまで市に対して、科学的根拠に基

づいた対応、風評被害の防止を求めてまい

りました。改めて、市長のＰＦＯＡ問題に

対する見解についてお聞かせください。 

 ４の（２）鶴野地域の公共施設再編の延

期について。 

 まずは、延期となった経緯についてお聞

かせください。 

 ５、暮らしにやさしく笑顔があふれるま

ちづくりについて。 

 ５の（１）こども・子育て施策について

ですが、これまで、少子化対策を市として

も行うことの重要性は議論されてまいりま

した。その議論の中で、国ですべきこと、

そして地方自治体がすべきことの区分が大

切であると会派として指摘しております。

その上で、市がまず行うべきは、市民ニー

ズをしっかりと把握し、満たすことです。

改めて、本市のこども・子育て施策につい

て、市民ニーズをどう捉え、そして対応で

きているのか、これまで、そして令和７年

度の取組を踏まえ、市の見解をお聞かせく

ださい。 

 ５の（２）福祉施策について。 

 これまでの福祉施策が整備してきた、子

供、高齢者、障害者、生活困窮者などとい

った対象者ごとの支援体制だけでは、人々

が持つ様々なニーズへの対応が困難になっ

ていると感じます。地域が抱える課題が複

雑化・多様化する中、垣根を越えた包括的

な支援が必要と考えますが、重層的支援体

制整備事業について、市長のお考えをお聞

かせください。 

 ５の（３）健康施策について。 

 高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏ま

え、生活習慣病の予防など健康寿命の延伸

を実現する必要があります。また、あらゆ

る世代の健やかな暮らしを支える良好な社

会環境を構築することにより、健康格差の

縮小を実現する必要があろうかと考えま

す。改めて、健康づくりに対する市長のお

考えをお聞かせください。 

 ６、誰もが学び、成長できるまちづくり

について。 

 ６の（１）児童・生徒の生きる力を育む

ことについてですが、今、義務教育の在り

方が問われております。文部科学省の調査

では、コロナ禍の影響もあって、令和５年

度の小・中学校における不登校児童・生徒

数が約３４万６，０００人という異常とも

思えるほどの数字となっており、既存の学

校教育が果たして子供たちにとって本当に

望ましいものなのか、改めて問うべき時期

になっているものと考えます。 

 本市もまた不登校児童数が増加しており

ます。義務教育である以上、不登校の子供

たちも含め、誰しもが学べる教育環境整備

はますます重要となっております。不登校

であろうとも、全ての子供たちに生きる力

を育むことが求められておりますが、市と

してどうお考えか、お聞かせください。 

 ６の（２）ＩＣＴ教育について。 

 コロナ禍では、子供たちのオンライン授

業を通して子供たちの学びの保障に貢献す
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るなど評価されてまいりました。ただ、よ

いこと尽くしではなく、思考力を育てると

いうよりも、端末操作のテクニックに走る

授業が見聞されるなど、問題点も見えてま

いりました。改めて、ＩＣＴを活用した教

育の在り方について、どうお考えか、お聞

かせください。 

 ６の（３）鳥飼小学校と鳥飼東小学校の

統合について。 

 両校がいよいよ令和８年４月に統合され

ます。これは、審議会の答申を受け、児

童・生徒の減少が顕著な鳥飼地域の現状を

鑑み、未来の子供たちのために英断された

ものであります。改めて、統合に関する教

育委員会の思いをお聞かせください。 

 ７、活力ある産業のまちづくりについ

て。 

 ７の（１）地域産業の活性化についてで

すが、地域産業政策においては、地域資源

を有効に活用し、地域の個性や優位性を生

かした独自性の高い産業の振興を図ること

が重要であり、主要な担い手である中小企

業へのきめ細かな支援策が求められると考

えます。地域産業活性化に向けた市の方針

をお聞かせください。 

 ８、計画を実現する行政経営について。 

 ８の（１）持続可能な行政経営について

ですが、過去の行財政改革の取組は、現

在、行政経営方針の下で進められていると

理解しています。今回、財政健全化の取組

を進められようとしておりますが、行政経

営戦略との関連性についてお聞かせくださ

い。 

 ８の（２）ＤＸ推進について。 

 これまでの質疑で、（仮称）摂津市ＤＸ

推進計画の策定に関しては一定理解いたし

ました。その点はしっかり進めるよう要望

いたします。 

 その上で、ＤＸを進めるに当たり、デジ

タル人材が重要になってまいりますが、市

として、このデジタル人材の重要性につい

て、どうお考えか、お聞かせください。 

 １回目は以上です。 

○三好義治議長 答弁を求めます。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 自民党・市民の会議員団の光好

議員の代表質問に答弁を申し上げます。 

 教育関係は若狭教育長から答弁いたしま

すので、よろしくお願いいたします。 

 これまでの財政運営についての御質問に

御答弁申し上げます。 

 本市の財政運営におきましては、かつ

て、森山前市長の下、行財政改革の推進等

により財政危機を克服し、財政を健全化さ

せてまいりました。一方で、今後のまちづ

くりに必要な建設事業を進めていく中、昨

今の急激な物価高騰の影響を強く受けてい

る状況であります。私といたしましては、

現在計画している建設事業については必要

性を感じており、それぞれの事業について

実施の判断を行う時点で、当時の財政状況

や社会経済情勢等を踏まえ、適切に判断を

行ってきたものであると考えております。 

 地域における人と人とのつながりに対す

る思い、そして協働のまちづくりについて

御答弁を申し上げます。 

 我々のコミュニティーは、これまで、多

種多様な人々が関わり、文化や価値観を共

有しながら地域のつながりを深めてまいり

ました。近年、少子高齢化の急速な進展、

ライフスタイルの変化などにより、昔なが

らのつながりが希薄化してきております

が、人口減少社会が招く様々な地域課題の

解決には、やはり地域のつながりが必要不

可欠であると考えております。市民や市民

活動団体、事業所、行政など、様々なまち
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づくりの主体が一丸となり、互いに尊重

し、対等な立場に立ち、それぞれの持ち味

や特性を存分に発揮できることが必要であ

ると考えております。 

 私は、森山前市長が実践されてきたよう

に、まずもって積極的にイベント等に参加

し、市民一人一人の声に耳を傾けること

で、地域の課題やニーズを的確に把握し、

それに応じて各施策をアップデートするこ

とが地域のつながりの強化につながってい

くと信じております。 

 都市整備の進め方、考え方について御答

弁を申し上げます。 

 都市整備は、市民の快適な暮らしやまち

のにぎわい創出に向けまして必要不可欠な

ものであり、令和６年１月に改定いたしま

した摂津市都市計画マスタープランに基づ

き、現在進めております。 

 本計画は、基本理念を「住み続けたい元

気なまち摂津」と定め、その実現に向けた

今後の整備方針を示したものであり、具体

的な取組につきましては、市を四つの地域

に区分し、それぞれの地域ごとに都市防

災、まちづくり、公共交通の視点より方針

を定め、推進をしているところでありま

す。物価高騰や賃金上昇の影響を受け、財

政状況は非常に厳しい局面を迎えておりま

すけれども、市民の持続可能な幸福の実現

に向けまして、これらの都市整備を総合的

に進めてまいります。 

 鳥飼まちづくりグランドデザイン推進に

向けての意気込みについて御答弁を申し上

げます。 

 私は、鳥飼まちづくりグランドデザイン

の推進には、ウェルビーイングという、一

時の幸せにとどまらない、市民に幸せを感

じていただくための施策を進めていきたい

と考えております。令和７年度におきまし

ては、短期的な取組である鳥飼東小学校の

跡地活用や、河川防災ステーション、水防

センター、河川敷の有効活用に関しての具

体的な検討を進めてまいりますが、地域住

民等の皆様方の御意見にもしっかりと目を

向けながら、持続可能な幸せを実感できる

魅力あるまちをつくってまいりたいと考え

ております。 

 持続可能な地域公共交通の実現について

御答弁を申し上げます。 

 令和６年２月に摂津市地域公共交通協議

会を設置し、公共交通事業者をはじめとす

る多様な関係者と議論の場を構築してまい

りました。委員には、高齢福祉や教育、産

業振興をはじめ、鳥飼まちづくりも参画し

ており、まちづくりと連携した計画作成に

取り組んでまいりました。 

 交通空白につきましては、「交通空白」

解消・官民連携プラットフォームに参画を

し、本市の抱える交通課題の解決に向け、

多様な視点から推進をしてまいります。 

 自助・共助・公助の観点を踏まえた令和

７年度の防災に関する取組の方向性につい

てお答えを申し上げます。 

 まず、自助につきましては、様々な機会

を通じて本市の地震や水害の被害想定をお

伝えしながら、マイタイムラインの作成、

広域避難、各家庭での食料等の備蓄や家具

の転倒防止などの重要性を啓発してまいり

ます。 

 次に、共助でございますけれども、自主

防災組織や防災サポーター等と連携し、施

設ごとの避難所運営マニュアルや地域版防

災マップの作成を進めてまいります。 

 公助につきましては、市の備蓄用品の品

目を追加するとともに、マンホールトイレ

の整備を進めてまいります。 

 これらに加えまして、総合防災演習を実
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施するなど、自助・共助・公助それぞれの

力を合わせながら防災施策を推進し、地域

の防災力、減災力を高めてまいります。 

 河川防災ステーションに期待することに

ついて御答弁を申し上げます。 

 鳥飼地域は水害リスクが非常に高い地域

でありますことから、仮に洪水が発生した

場合であっても浸水しない場所をつくる高

台まちづくりという施策は大変に重要であ

ると考えております。 

 河川防災ステーションは、水害が発生し

た際に、国においては堤防の緊急復旧活動

の拠点となりますが、本市におきまして

は、広域避難が困難な障害者等避難行動要

支援者の一時的な避難場所となり、より安

全な場所へと移動していただくための中継

地としての役割を担う場所となることを期

待しております。 

 また、ほとんどの時間が平常時になろう

と思いますので、その平常時にも多くの

人々でにぎわい、河川防災ステーションが

この場所にあってよかったと皆さんが実感

できる場所となることを期待しているもの

であります。 

 続きまして、現在の消防力と対策につき

まして答弁を申し上げますが、その前に、

議員もおっしゃいましたけども、先日、火

災が相次いで発生し、残念ながら貴い命が

失われることになりました。今回、命を失

われた皆様方に心から御冥福をお祈り申し

上げますとともに、現在被災されている方

もおられます。お見舞いを申し上げたいと

思っております。 

 それでは、答弁を申し上げます。 

 市長といたしまして、先般のような火災

や増え続ける救急件数に対応するための消

防力の維持・増強は極めて重要な課題であ

ると認識をしております。昨今の厳しい財

政状況の中でも、市民の生命と財産を守る

ことは、市が担うべき最も重要な使命であ

ります。そこで、消防業務の効率化・高度

化を図るため、周辺自治体との広域連携を

さらに推進する必要があると考えておりま

す。今後は、特殊車両のはしご車を共同運

用できるよう検討してまいります。 

 また、南海トラフ巨大地震等への対応に

つきましては、自助・共助・公助が機能し

補完し合うことで、より効果的な災害対策

につながるものであると考えるところであ

ります。限られた財源を最大限に活用し、

さらなる消防力や地域防災力の充実強化に

つきましてしっかりと取り組んでまいりま

す。 

 上下水道ビジョン等の中間見直しによる

市民生活への影響の最小化に向けた努力、

そして今後の経営見通しについて御答弁を

申し上げます。 

 令和６年度に実施しております上下水道

ビジョン、水道事業経営戦略、下水道事業

経営戦略の中間見直しにおきまして、現時

点での目標達成状況の評価、人口推移、水

需要予測の見直しによる給水収益見通しの

再検討、上下水道施設の更新需要の見直

し、最新技術を活用した効率的な点検・修

繕による更新投資額の再検討を行い、水道

料金の新たな改定時期及び改定率をお示し

する予定であります。 

 今後におきましては、健全経営に向け

て、より一層の経費削減や、水道総合地震

対策事業などの交付金獲得をはじめとする

新たな財源確保や、官民連携、近隣事業体

との業務連携など、最大限の経営努力を行

ってまいります。 

 ＰＦＯＡ問題に対する認識についてでご

ざいます。 

 ＰＦＯＡにつきましては、水環境全体の
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暫定的な目標値のみが定まっており、飲み

水の基準化に向けた動きもございますが、

健康影響等は国が知見を集積している状況

にあると認識しております。 

 そのような中、根拠の不確かなうわさや

曖昧な情報をきっかけに風評被害が生じる

ことが懸念され、市民の皆様には摂津市の

水道水に不安を感じる方もおられました。

この不安を払拭するために、令和７年１月

号の広報せっつで、摂津市の水道水は暫定

目標値を大きく下回り、安心して飲めるこ

とをＰＲさせていただいております。 

 今後も、国の動向を注視し、健康影響の

解明等を目的としたＰＦＡＳに関する総合

研究の成果等、国から得られる確かな情報

の発信に努め、安全・安心を最前線でしっ

かりと守る立場からこの問題に対応してい

きたいと思います。 

 鶴野地域の公共施設再編が延期となった

経緯について御答弁を申し上げます。 

 環境センター解体及び給食センター建

設、併せて鶴野中央公園の建設を延期とい

たしましたのは、これまでの答弁でも申し

ましたとおり、急激な物価高騰による影響

が主な要因であります。令和７年度予算編

成に当たりましては、建設事業費の平準化

に向け、今後着手する建設事業を中心に事

業工程の見直しを図った次第であります。

あわせて、必要な事業を進めていくために

も、財政健全化に取り組んでいくことを決

断したということでございます。 

 重層的支援体制整備事業について御答弁

を申し上げます。 

 近年、少子高齢化や核家族化など、様々

な社会情勢の変化に伴って支援ニーズが複

雑化・複合化し、子供、障害者、高齢者、

生活困窮者などといった分野ごとの支援体

制だけでは市民が抱える様々なニーズへの

対応が困難となっています。 

 本市におきましても、複合的な課題を抱

える支援ニーズが増えており、この課題に

対応していくためには、各部署や関係機関

の支援が重なり合う支援体制の整備が必要

であると認識をしております。令和６年度

から重層的支援体制整備事業への移行準備

事業を開始したところでございますが、生

活課題を抱えながらも住み慣れた地域で自

分らしく暮らしていけるよう、より一層連

携を推進するとともに、市民が支え合い、

一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に

つくっていく地域共生社会の実現に向け

て、重層的支援体制の整備を推進してまい

りたいと考えております。 

 健康づくりに対します質問にお答えを申

し上げます。 

 健康は、市民が充実した生活を送るため

の基礎となるものです。また、健康の保持

及び増進は、生活の質の向上にもつながる

ものであり、全ての市民の共通の願いと考

えております。 

 近年、ライフスタイルの多様化等、生活

習慣や食生活の変化により引き起こされる

生活習慣病など、様々な健康課題がござい

ます。これらの課題を解決するためには、

単に病気になることや弱ることを防ぐだけ

でなく、市民一人一人が身体的・精神的・

社会的に満たされる持続的な幸福を実感す

るウェルビーイングの実現が必要であると

考えております。これを達成するために

は、市民と我々行政が共に健康課題につい

て考え、取組を進めていくことが重要であ

ると捉えております。 

 地域産業の活性化について御答弁を申し

上げます。 

 本市では、活力ある産業のまちを実現す

るための施策の方向性と推進の在り方を示
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すことを目的といたしまして、産業振興ア

クションプランを策定しております。 

 第３期産業振興アクションプランの方向

性といたしましては、中小企業の経営力、

競争力の向上、市、支援機関、事業者間の

連携の強化が注力すべき展開であると考え

ております。あわせて、市内商業の成長と

発展、創業及び創業後の安定的な経営の支

援を通じて、地域経済の持続的な発展を目

指してまいります。 

 また、令和７年度は、大阪・関西万博が

開催されます。大阪ウィークのレギュラー

イベントには銘木、大阪欄間を出展し、観

光資源化に取り組むとともに、コアイベン

トには体験型オープンファクトリー、鳥飼

なす、摂津音楽祭を出展し、本市の魅力を

さらに高め、地域産業の活性化につなげて

まいります。 

 行政経営方針と財政健全化の取組の関連

性について御答弁を申し上げます。 

 本市では、平成８年度に摂津市行財政改

革大綱を策定して以降、平成３０年度まで

５次にわたり行財政改革に取り組み、行政

サービスの向上や経営改善につなげてまい

りました。しかし、さらに多様化する市民

ニーズへの対応などに対しまして、従来型

の改革手法を改善する必要性も見えてまい

りました。そこで、摂津市行政経営戦略に

おいて行政経営方針を定め、行政サービス

や業務プロセスを絶えず見直し改善する不

断の改革を推進したところでございます。 

 私といたしましては、引き続き、行政経

営戦略に基づく不断の改革に取り組むとと

もに、今後の物価高騰などに対応しながら

も、真に必要な行政サービスを実施してい

くために、財政健全化の取組を強化してい

く必要があると考えております。加えて、

行政経営方針の在り方につきましても、行

政経営戦略の改定の中でしっかりと議論を

していきたいと考えております。 

 ＤＸ推進に係るデジタル人材の重要性に

ついて答弁を申し上げます。 

 ＤＸ推進には常に新しい発想が求められ

ております。デジタル技術が日々進化して

いる中で、その技術を理解し、効果的に活

用するためには、デジタルに関するサービ

スや技術環境に適応し、積極的に変革を起

こすためのスキルや考え方を持つ職員、ま

た、それを活用して業務を改善する能力を

有する職員を育成していかなければなりま

せん。ひいては、各所属にこうしたデジタ

ル人材を配置し、ＤＸによる改革を組織的

に推し進めていく力を向上させていきたい

と考えております。 

 私からの答弁は以上でございます。 

○三好義治議長 暫時休憩します。 

（午前１１時５９分 休憩） 

                 

（午後 １時    再開） 

○三好義治議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 教育長。 

  （若狭教育長 登壇） 

○若狭教育長 それでは、教育委員会所管分

の御質問に御答弁申し上げます。 

 まず、こども・子育て施策と市民ニーズ

についてのお問いでございます。現在パブ

リックコメントを実施しております「第１

期摂津市こども計画～こどもまんなかプラ

ン～」では、「こどもを安心して産み、育

てることができ、こどもがひとしく、健や

かに成長できるまちをみんなでつくる」を

基本理念とするとともに、「こどもを安心

して産み、育てることのできるまちづく

り」を基本目標の一つとしております。 

 こども・子育て施策には様々取り組んで
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おりますが、例えば、子供を産み育てたい

と思う方が安心して妊娠、出産ができるよ

う、妊産婦の全数面接を行い、様々な専門

職が個々のニーズに応じたサポートを行っ

ております。 

 また、就学前教育・保育施設の充実につ

きましてでございますが、本市では、民間

法人の協力を得ながら受皿の確保に取り組

み、北摂各市に比べ高い保育所整備率とな

っております。しかしながら、それを上回

る保育ニーズがあり、待機児童の解消には

至っていない状況があります。そういう状

況から、安威川以北圏域において新たな施

設整備などが必要だと考えております。 

 また、学童保育につきましても、摂津・

味舌・三宅柳田学童保育室を増築し、増加

し続ける学童保育ニーズへの対応を図ると

ともに、延長保育の実施や土曜日保育の毎

週実施などサービスの向上に努めてまいり

ました。令和５年度からは高学年保育の拡

充に取り組んでおり、６年生までの学童保

育の実施に向け、引き続き取り組んでまい

ります。 

 今後につきましても、住民に最も身近な

基礎自治体として、住民のニーズに対応し

た妊娠期から出産・子育て期まで切れ目の

ない子供・子育て支援の実施に努めてまい

ります。 

 次に、不登校の子供たちを含めた誰もが

学べる教室環境について御答弁申し上げま

す。 

 子供たちは、一度不登校に陥ってしまう

と、なかなか学校復帰ができず、学びの機

会を損なう可能性がございます。教育委員

会といたしましては、不登校への早期対応

として、学校には行くことができるが自分

の教室に入りにくい子供などが安心して過

ごすことができるよう、各校に設置してお

ります校内教育支援ルームの環境整備を、

令和７年度、さらに進めてまいります。 

 また、不登校となった子供たちが安心し

て学べる居場所である市内３か所の適応指

導教室を拠点といたしまして、各校の校内

教育支援ルームと教育内容等で連携を進

め、全ての子供たちが生きる力を育んでい

けるよう取り組んでまいります。 

 次に、ＩＣＴを活用した教育についての

見解でございます。 

 学校教育の中でＩＣＴを活用すること

で、オンライン授業や子供の習熟に合わせ

た個別学習が実施でき、全ての子供たちの

学びを保障することが可能となります。ま

た、ＩＣＴの活用により、多様な考え方に

触れながら学んだり資料を作成するなど、

自ら考えたことをクラス全体で容易に共有

し、発信することができます。そうしたと

ころから、情報活用能力やコミュニケーシ

ョン能力を育むことができると考えており

ます。 

 一方で、ＩＣＴを過度に使用すること

で、書くことや考える機会が少なくなる現

状がございます。語彙力や読解力などが低

下する、あるいは、五感を通して学ぶよう

な体験活動が不足して、経験を通して育ま

れていた想像力や思考力などが十分身につ

かないことが懸念として考えられます。教

育委員会といたしましては、懸念点を踏ま

えた上で、ＩＣＴの効果的な活用を推進

し、子供たちのさらなる学びにつながるよ

う進めてまいりたいと思います。 

 次に、鳥飼小学校と鳥飼東小学校の統合

に向けた教育委員会の思いでございます

が、鳥飼小学校と鳥飼東小学校の統合につ

きましては、両校の児童の減少に伴い１学

年１学級となること、とりわけ鳥飼東小学

校では１学年１０人程度になり、子供の教
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育環境として好ましくない状況になること

が大きな課題ではないかと捉えておりま

す。 

 そうしたところから両校を統合するとい

う結論に至ったわけでございますが、ちょ

うど令和４年度に議論しておりました摂津

市立小中学校通学区域等審議会には、私も

校長会を代表した一委員として参加してお

り、今回の統合で何よりも優先すべきは子

供たちであることは、審議会委員の全員の

思いでございました。 

 教育委員会では、子供たちが笑顔で元気

に通う学校づくり、よく学び、よく遊び、

そして社会性を育む学校づくりを進めてま

いりました。今回の統合を契機に、さらに

子供たちの主体性を磨き、子供が自治する

学級、自治する学校づくりに取り組み、何

よりも子供たち、保護者、それから地域の

皆様が本当に統合してよかったと思えるよ

うな学校づくりを進めていきたいと思って

おります。そして、統合校で、子供たちが

これから迎えます予測困難な時代を力強く

生きる力をしっかりと育んでいきたいと考

えております。 

 私からは以上でございます。 

○三好義治議長 光好議員。 

○光好博幸議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 １、財政運営についてですが、本市の財

政運営において逼迫した要因は理解いたし

ました。 

 現状の中期財政見通しでは事業集中を抑

えることができなかったことや、今後も物

価高騰など予測がつかない事態にも対応で

きるよう、改めて財政運営を見直すべきと

考えます。財政健全化プランではそういっ

た観点があるのか、お聞かせください。 

 ２の（１）協働のまちづくりについてで

すが、人と人とのつながりに対する市長の

思いを理解しました。 

 協働のまちづくりとは、市民や行政な

ど、まちを構成する主体が目的・目標を共

有し、協力・連携しながら市民ニーズに合

った公共サービスの提供や地域課題の解決

を図り、豊かで活力ある地域社会の実現を

目指すものであると考えます。令和７年度

は協働のまちづくり推進計画を策定される

予定ですが、具体的にどのようなものなの

か、推進計画の狙いや目的、策定に至る体

制などについてお聞かせください。 

 ３の（１）都市整備についてですが、厳

しい財政の中でも、市民の幸福実現に向

け、都市整備を進めると理解しました。都

市防災、まちづくり、公共交通は、いずれ

も欠かすことのできない取組です。しっか

りと進めていかなければなりません。 

 それでは、具体的に令和７年度で進める

事業について、どのようなものがあるの

か、お聞かせください。 

 ３の（２）鳥飼地域のまちづくりについ

てですが、推進への市長の意気込みを理解

しました。短期的な事案にしっかりと取り

組むとともに、ぜひ中長期的な視野でまち

づくりを推進するよう要望といたします。 

 令和７年度は鳥飼東小学校の跡地活用の

具体的な議論に入りますが、統合が令和８

年４月に迫っており、以前より閉校時期を

見据えた検討を何度も提言してまいりまし

た。改めて、鳥飼東小学校跡地活用の取組

についてお聞かせください。 

 ３の（３）持続可能な地域公共交通につ

いてですが、交通空白をなくすことについ

て、市長のお考えを理解しました。 

 現在、摂津市地域公共交通計画（案）が

策定され、パブリックコメントが実施され

ています。計画策定後の施策の具現化にお
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いては、まちづくりの観点から、学校の統

合など、本市における様々な課題や事象と

の連携が重要になると考えますが、どのよ

うに捉えているのか、お考えをお聞かせく

ださい。 

 ３の（４）防災・災害対応力の向上につ

いてですが、三助並びにその連携強化を図

っていくものと理解しました。 

 現在、地域防災計画の改定に着手されて

おりますが、完成時期が１年延長されるこ

ととなりました。より実践的で具体的な内

容になることを期待しております。改め

て、地域防災計画の改定に係る見直しのポ

イントと令和７年度の取組についてお聞か

せください。 

 ３の（５）鳥飼地区河川防災ステーショ

ンについてですが、市の期待は理解いたし

ました。 

 これまで、河川防災ステーション及び上

部施設である水防センターから鳥飼仁和寺

大橋付近までを一体的に捉え、防災力の向

上とにぎわい創出について、会派として提

言し続けてまいりました。改めて、そのお

考えをお聞かせください。 

 ３の（６）消防・救急救助施策について

ですが、現状の消防力と対策について、市

の見解は理解いたしました。特に、限られ

た財源の中で、それを補うのは広域連携で

あると考えます。はしご車も含め、しっか

りと検討・推進されるよう要望いたしま

す。 

 さて、先日の火災事案について、その

後、消防本部でどのような対応を行ったの

か、お聞かせください。 

 また、火災対応に欠かせない消防団につ

いて、その存在意義と、今回の主要事業に

ついてはどのようなものがあるのか、お聞

かせください。 

 ３の（７）健全な上下水道についてです

が、今後の経営の見直しについては理解い

たしました。健全な上下水道について、交

付金の獲得や官民連携、そして近隣事業体

との業務連携をしっかりと進められるよう

要望いたします。 

 また、今後、上下水道管路の点検・修繕

には多額の費用が見込まれることから、効

果的に点検・修繕を行う工夫が求められま

す。そこで、上下水道管路における点検・

修繕などの効率化に向け、具体的にどう取

り組むのか、お聞かせください。 

 ４の（１）ＰＦＯＡ対策についてです

が、市長の認識は理解いたしました。 

 水道水の件もそうですが、正しく知って

正しく恐れる、これがＰＦＯＡ対策に必要

不可欠であります。先ほど、飲み水の基準

化の動きを述べられましたが、令和７年度

におけるＰＦＯＡ対策の進捗状況につい

て、どのようなものなのか、お聞かせくだ

さい。 

 ４の（２）鶴野地域の公共施設再編の延

期についてですが、その経緯について、物

価高騰による財政圧迫が諸々の延期の理由

と理解いたしました。 

 この公共施設再編では、これまで幾度と

なく住民説明会が行われており、地域住

民、関係団体への影響への懸念、加えて、

給食センターは中学校給食全員喫食に係る

もので、大変大きな問題と捉えておりま

す。丁寧な説明が求められていると考えま

す。そこでまず、環境センター解体の延期

による影響についてお聞かせください。 

 ５の（１）こども・子育て施策について

ですが、しっかりと市民ニーズを捉え対応

しているものと理解いたしました。 

 さて、令和７年度の取組は、こども誰で

も通園制度の推進、医療ケア児対応の充実
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など、これまで議論されており、割愛しま

すが、我が会派としてもしっかりと進める

よう要望させていただきます。 

 そして、こども・子育て施策の一つとし

て、就学前教育の推進も会派として提言し

ており、市としましても推進していると認

識しておりますが、令和７年度の取組、ま

た、その先をどう考えているのか、お聞か

せください。 

 ５の（２）福祉施策についてですが、重

層的支援体制整備事業について、市長のお

考えを理解しました。重層的支援体制整備

事業への移行準備事業においては既に進め

られておりますが、令和６年度の実績も踏

まえた令和７年度の取組についてお聞かせ

ください。 

 ５の（３）健康施策についてですが、市

長のお考えを理解いたしました。市民の健

康増進、あるいはウェルビーイングを達成

できるような取組を期待しております。 

 専門機関との様々な連携を図り、本市と

研究所とが両輪となって施策を展開すべき

と考えます。国立健康・栄養研究所との協

働で取り組んでいる摂津スタディについ

て、令和７年度の取組をお聞かせくださ

い。 

 ６の（１）児童・生徒の生きる力を育む

ことについて。 

 誰もが学べる教育環境について、市の見

解は理解いたしました。しっかりと進めら

れるよう要望といたします。 

 また、子供たちを取り巻く課題は複雑化

しており、学校だけでは限界があると考え

ます。今後、それらの状況を踏まえ、対策

を講じなければならないと考えますが、市

としてどのように取り組んでいくのか、お

聞かせください。 

 ６の（２）ＩＣＴ教育についてですが、

ＩＣＴの活用における分別が必要になって

いるものと理解しました。 

 ＩＣＴの効果的な活用においては、既に

教師個々の指導力で差が生じているものと

受け止めております。タブレット端末を使

用し、想像力、思考力を認識して取り組ま

れる授業があれば、コピー・アンド・ペー

ストなどのアウトプット重視で教育効果が

疑問視される授業もあり、ＩＣＴの効果的

な活用に関する教師の考え方は、管理手法

を含め、定まっているとは言えない状況と

捉えております。全ての子供たちがタブレ

ット端末使用時には適切かつ効果的な授業

を受けられるよう、教育委員会としても担

保すべきと考えます。具体的には、ＩＣＴ

活用に関して学校に示すガイドライン作成

が挙げられますが、どうお考えか、お聞か

せください。 

 ６の（３）鳥飼小学校と鳥飼東小学校の

統廃合についてですが、教育委員会の思い

を理解しました。この統合は、令和５年１

１月に鳥飼地域における学校の適正規模・

適正配置計画を策定され、議会の議決を経

て現在に至るわけですが、学校の保護者を

対象とした説明会では多岐にわたる要望や

意見が出ていると聴いております。未来の

子供たちのために、より丁寧な対応が求め

られますが、統合についての今後の進め方

と決意をお聞かせください。 

 ７の（１）地域産業の活性化についてで

すが、市の方針は理解いたしました。地域

に根差して事業活動を行う中小企業の活力

向上には、個々の事業者の支援のみでな

く、地域全体が面的に活性化することが必

要であると考えます。この中小企業を支援

する本市独自のビジネスサポートセンター

が発足して５年目を迎えようとしておりま

すが、この取組を高く評価したいと思いま
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す。数々の実績が上げられておりますが、

現状の課題と今後の展開についてお聞かせ

ください。 

 ８の（１）持続可能な行政経営について

ですが、行政経営方針の関連性と財政健全

化について理解しました。 

 最上位概念である行政経営戦略は、令和

７年度までの５年間を計画期間としていま

すが、改定に向けては１年延期となりまし

た。財政健全化の取組については、この行

政経営戦略と一体的に進めていくことが必

要と考えますが、どのように進めていくの

か、お聞かせください。 

 ８の（２）ＤＸ推進についてですが、デ

ジタル人材の重要性並びに組織配置の考え

方については理解いたしました。 

 ただ、生成ＡＩなど、技術の進歩は著し

いものであり、なかなかそれについていけ

ないのが実情であろうかと考えます。御答

弁にもありましたデジタル人材の育成は喫

緊の課題です。デジタル人材の採用、そし

て育成をどう取り組んでいくのか、お聞か

せください。 

 ２回目は以上です。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 （仮称）摂津市財政健全化

プランについての御質問にお答えいたしま

す。 

 これからの財政運営においては、基金の

繰入れに頼るのではなく、歳入面からの歳

出を考える財政運営を行うことがより重要

であると考えております。基金は、災害

等、臨時的な歳出のために確保するものと

して考え、今後の財政需要に対して使える

財源がどれだけあるか、収支均衡を基本と

した中期財政計画による予算編成に努めて

まいります。 

 財政の健全化は、歳出経費の削減だけで

はなく、真に必要なサービスをいかに維持

していくかが重要でございます。そのため

には、収入の確保や、さらなる組織の見直

し、事務の効率化なども推し進めていく必

要がございます。今後の先行き不透明な社

会経済情勢において、いかに持続可能な行

政を構築していくか、そのような視点で取

組を進めてまいりたいと考えております。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 協働のまちづくり推進

計画についての御質問にお答えいたしま

す。 

 協働のまちづくり推進計画の策定に当た

りましては、附属機関として設置する協働

のまちづくり推進委員会の意見を聴くこと

とし、同委員会は委員１５人以内をもって

組織することとしております。委員には、

協働のまちづくりに関する有識者をはじ

め、地域団体や市民活動団体から推薦され

た方、公募の市民などにも参画していただ

く予定でございます。 

 協働のまちづくり推進計画は、市民公益

活動の支援や市民等との協働の推進に関

し、具体的な施策や行動計画を示すもの

で、自治会の加入率や少子高齢化の推移、

市民公益活動の現状などを把握し、これら

を基に協働のまちづくり推進委員会で議論

いただいた上で、多様な担い手による協働

のまちづくりを広げていくことの重要性を

踏まえ、策定していくものでございます。 

 続きまして、今後のＰＦＯＡ対策の進捗

についての御質問にお答えいたします。 

 市長の答弁にありましたとおり、水道水

の暫定目標値の取扱いについては、環境省

で、アメリカ環境保護庁、通称ＥＰＡの第

１種飲料水規則による規則強化、令和６年

６月の内閣府食品安全委員会の評価書等の

国内外の動向を踏まえて、水道事業者等に
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対して検査、基準遵守を義務づける水道水

質基準に位置づけることの検討が行われて

おります。具体的には、ＰＦＯＳ及びＰＦ

ＯＡの合算値で暫定目標値と同じ５０ナノ

グラム毎リットル以下で、令和８年４月１

日から水質基準になる見込みでございま

す。 

 また、国の知見の集積の状況につきまし

ては、環境省において、ＰＦＡＳ対策推進

費を活用して、ＰＦＡＳ対策技術の実証事

業を通じた暴露低減のための効果的な対策

技術に関する知見の充実が行われており、

農林水産省において、食品の安全を確保す

るため、食品中の含有実態の把握のための

調査を行うとともに、農業環境から農畜水

産物への移行等の研究が行われておりま

す。 

 本市としましては、今後も、このような

国等の知見の集積により得られた確かな情

報の発信に努めてまいります。 

 続きまして、ビジネスサポートセンター

の現状と今後の展開についての御質問にお

答えいたします。 

 摂津ビジネスサポートセンターは、令和

３年の開設から４年がたち、高い予約率の

下、商品開発や事業展開、新規創業などで

多くの支援実績を上げてまいりました。個

別の事業者支援だけでなく、例えば、新商

品のクラウドファンディングを扱う運営サ

イトに、１７事業者、２０商品をまとめ

て、摂津市オンライン催事という特設ペー

ジを設けて掲載し、新商品開発に係る資金

調達やテストマーケティングを行うプロジ

ェクトを実施し、大きな成果を上げまし

た。また、その中から、ＪＡＬ、つまり日

本航空が運営するＥＣサイトで取り扱われ

るようになった商品もございます。ほかに

も、事業者間のマッチングにより新規法人

の立ち上げなども支援してまいりました。 

 本市ビジネスサポートセンターの強み

は、商工会及び地元企業のつながりを活用

できる点でございます。今年度策定いたし

ます第３期摂津市産業振興アクションプラ

ンでは、中小企業の経営力・競争力向上の

促進と事業所間の交流・連携の促進、支援

機関との連携強化を特に注力すべき施策展

開と位置づけております。そこで重要な役

割を担うのがビジネスサポートセンターで

あると考えており、市及び摂津市商工会と

３者の連携強化を核に、金融機関など他の

支援機関や事業者等の連携を強化し、今後

の産業振興に努めてまいります。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 令和７年度の都市整備の取

組についての御質問にお答えいたします。 

 現在、市民の持続可能な幸福の実現のた

め、利便性向上や安全・安心のまちづくり

に向けた様々な取組を進めております。 

 安威川以北では、ＪＲ千里丘駅西地区に

おける再開発や阪急京都線連続立体交差事

業、３号街区公園の整備や阪急正雀駅前の

道路改良事業等を進めております。安威川

以南では、国の事業として、災害に強いま

ちづくりを目指した河川防災ステーション

の整備を推進しております。また、そのほ

かに、公共交通の確保・維持の取組や橋梁

長寿命化修繕事業、通学路等の交通安全対

策事業など、様々な事業を総合的に進めて

おります。 

 今後も、財政状況を踏まえ、これらの事

業を継続し、都市整備を計画的かつ効果的

に進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、地域公共交通計画策定後の

地域の様々な事象との連携についての御質

問にお答えいたします。 

 施策の具体化につきましては、地域のニ
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ーズをしっかり把握することに加え、本市

の強みである事業所との連携や既存の輸送

手段の活用など、まちの資源を活用するこ

とが移動手段の確保・維持に向けて重要で

あると考えております。 

 一方、国が令和６年１１月に発足させま

した「交通空白」解消・官民連携プラット

フォームは、会員である交通事業者や課題

解決の手段を持つパートナー企業が連携し

て、自治体に伴走しながら前向きな提案や

実行をできる仕組みでございます。今後、

施策の具体化に当たっては、このプラット

フォームに参画し、本市の課題や地域の資

源とプラットフォーム会員が持つ知見や技

術などと連携・協働を図ることで、まちづ

くりにもつながる移動手段の確保・維持に

取り組んでまいります。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 鳥飼東小学校跡地活用の

今後の取組についての御質問にお答えいた

します。 

 鳥飼東小学校の跡地活用に向けた今後の

取組といたしまして、令和７年度は、これ

までに実施しております跡地活用アイデア

の募集や、跡地活用に関するワークショッ

プの結果を基に民間事業者へのサウンディ

ング調査を予定しております。サウンディ

ング調査では、市場性の有無や実現可能性

の把握、民間事業者からのアイデアの収集

を行いたいと考えております。さらに、サ

ウンディング調査結果を基にワークショッ

プを行い、令和７年度は、地域住民等の皆

様と鳥飼東小学校の跡地でなし得たい将来

像に向けての検討を着実に進めてまいりた

いと考えております。 

 令和７年度は、サウンディング調査によ

る民間事業者へのヒアリング等を行うこと

から、令和８年３月の閉校までに新たな跡

地活用をお示しするのは難しい状況ではご

ざいますが、それらの検討を進めた後に、

令和８年度に鳥飼東小学校の跡地活用計画

案の作成を目指してまいりたいと考えてお

ります。そのようなことから、閉校後から

新たな利活用が決まるまでの令和８年４月

以降の鳥飼東小学校の利用方法についても

並行して検討を進めてまいります。 

 続きまして、河川防災ステーション及び

上部施設である水防センターと淀川河川敷

の一体活用に関する御質問にお答えいたし

ます。 

 淀川河川敷の有効活用につきましては、

令和５年度に行ったワークショップの結果

を基に淀川河川事務所と協議を行うこと

で、令和６年度には、国において、鳥飼船

着場周辺の樹木の伐採、鳥飼上地区での老

朽化したテニスコートの改修や鳥飼ワンド

の環境改善を行っていただいております。 

 また、万博開幕６か月前に当たる昨年１

０月１３日に、２０２５年大阪・関西万博

の機運醸成を目的としたにぎわいイベント

である鳥飼ワン！ぱ～く万博を、淀川河川

敷と鳥飼緊急船着場を活用して市民の皆様

と協働で取り組んだところでございます。 

 鳥飼地区河川防災ステーション及び水防

センターの平常時利用と淀川河川敷の一体

的な利活用は、災害時の機能検討だけでは

なく、平常時についても、地域のにぎわい

や暮らしやすさに資する利用方法について

検討していく必要があると考えておりま

す。令和７年度も、住民の皆様と具体的な

意見交換を行うワークショップを開催し、

水防センターの平常時利用と一体となった

淀川河川敷のにぎわいの創出について、ハ

ード・ソフトの両面から検討を行ってまい

りたいと考えております。 

 続きまして、財政健全化と行政経営戦略
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の関連についての御質問にお答えいたしま

す。 

 現行政経営戦略において、これまでの行

政改革に代わり、ビルド・アンド・スクラ

ップなどの五つの視点を定めた行政経営方

針として、行政経営の視点で全庁的に取り

組んできたものでございます。今後におき

ましても、この行政経営戦略の中で財政の

健全化を推進していくべきものであると考

えております。 

 （仮称）摂津市財政健全化プランは、財

政の健全化という課題に対し集中的に取組

を行うものでございますが、今後策定予定

の中期財政計画を行政経営戦略における分

野・施策にひもづけするなど、財政健全化

に係る取組等の進捗を図っていくことを検

討しております。 

 続きまして、デジタル人材の採用・育成

に係る取組についての御質問にお答えいた

します。 

 採用につきましては、これまでも情報処

理に関する業務の実務経験者を採用してま

いりました。しかしながら、職員数には限

りがございますことから、全体の職員数を

鑑みながら今後も採用を進めてまいりたい

と考えております。 

 育成につきましては、ＡＩやＲＰＡとい

った様々なデジタルツールを活用して業務

改善を実行できる職員、さらにその中から

業務を管理できる職員の育成が非常に重要

でございます。現在の職員育成・行動基本

計画は令和８年度までの計画期間でござい

ますが、次期計画策定に向け、行政のデジ

タル化を進めていくためには、まずは職員

が現に有するスキルを把握する必要があり

ます。令和７年度におきましては、職員ア

ンケート等を基に、職員個々の能力の可視

化を行うとともに、研修等を通じて育成に

努めてまいります。また、各職位に必要な

能力を整理し、人事評価との連動等、次期

計画策定に活用することを検討してまいり

ます。 

○三好義治議長 総務部理事。 

○丹羽総務部理事 地域防災計画の改定に係

る見直しのポイントについての御質問にお

答えいたします。 

 令和６年度は、第３編、地震災害応急対

策計画の改定案を作成し、現在、庁内各課

へ意見照会を行っております。地域防災計

画の改定では、災害時における各部署の役

割の明確化、応急対策業務の手順の具体

化、班体制の再構築を主なポイントとして

おります。 

 初めに、災害時における各部署の役割の

明確化につきましては、計画に記載してい

る取組の実施主体を明確化するために、一

つ一つの手順の主語を具体的な班の名称と

するよう変更しております。 

 次に、応急対策業務の手順の具体化につ

きましては、これまで抽象度が高く手順が

分かりづらい取組もあったため、今後のマ

ニュアルの整備を見据え、特に通常業務と

関係性があまりない応急対策業務は記載内

容を具体化するようにしております。 

 最後に、班体制の再構築につきまして

は、限られた職員で効率的に災害時の応急

対策業務を実施するためには、災害対策本

部体制時の班体制を見直す必要があると考

えており、新たな班体制を検討していると

ころでございます。 

 令和７年度は、各課と調整した第３編、

地震災害応急対策計画をベースに、全ての

編の作成を進め、地域防災計画の改定を完

了させてまいります。 

○三好義治議長 消防長。 

○松田消防長 先ほど市長からもございまし
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たが、答弁の前に、改めまして先日の火災

でお亡くなりになられた方々の御冥福をお

祈り申し上げますとともに、被害を受けら

れました皆様に対しまして心よりお見舞い

を申し上げます。 

 それでは、火災の事後対応と消防団施策

についての質問にお答えいたします。 

 消防本部では、ふだんから夜間広報や消

防訓練指導、立入検査、イベント等を通じ

て火災予防の啓発活動を行ってきたところ

でございます。そんな中、死者が出るとい

った火災が立て続けに発生したことを重く

受け止めているところでございます。 

 今回の事案を受け、これまで以上に市民

の皆様に防火意識の向上を図っていただく

ため、広報活動の強化として、環境業務課

に連携・協力をいただき、ごみ収集の際に

火の取扱いに注意を促す内容の広報をお願

いし、啓発を実施していただいているとこ

ろでございます。 

 また、今回被害に遭われた方の多くが高

齢者であったため、保健福祉課や高齢介護

課を通じて、地域福祉に関わる皆様方の協

力の下、火災予防の啓発用パンフレットの

配布をお願いしているところでございま

す。 

 消防団につきましては、今回の大きな火

災においても、いち早く出動していただ

き、迅速な消火活動が行われたことで、延

焼による被害の拡大が防止できたと考えて

おります。また、歳末非常警戒や校区の自

主防災訓練等のイベントでも、地域の防災

リーダーとして御活躍いただいており、地

域防災力の要として欠かすことのできない

存在であると認識をしております。 

 全国的に消防団員数が減少しており、消

防団員の確保が課題となっております。消

防本部といたしましては、消防団員の一般

公募など、あらゆる手法を用いながら、地

域防災力の確保と連携強化に努めていると

ころでございます。 

 消防団に係ります令和７年度の主要事業

につきましては、近年の物価高騰により消

防団車両の更新費用が上昇し、消防団を支

える地域の負担が増大している状況となっ

ております。市民の安全を守る消防団車両

が適切に更新できるよう、車両更新に係る

費用の補助金額の上限を現行の３００万円

から５５０万円に引き上げる予算案を本議

会で御審議いただけるよう上程いたしてい

るところでございます。 

○三好義治議長 上下水道部長。 

○末永上下水道部長 上下水道管路における

点検・修繕などの効率化に向けた具体的な

取組についての御質問にお答えいたしま

す。 

 上下水道管路が破損した場合は、市民生

活や都市機能に大きな影響が出ることか

ら、点検調査、修繕が重要になってまいり

ます。 

 上水道管路におきましては、市域全域の

漏水調査を５年かけて行ってまいりました

が、令和５年度末時点において法定耐用年

数４０年を経過する管路の割合は５０．

２％と進み、また、有収率も９０．８％

と、近隣事業体と比較して低い値になった

ことから、令和６年度に国の交付金の採択

を受け、人工衛星画像のＡＩ解析による漏

水調査を導入いたしました。この調査を導

入することで、市域全域から漏水推定箇所

を抽出し、調査範囲を限定することから、

調査期間を短縮することができ、漏水調査

から給配水管の修繕までの効率化を図って

いるところであります。 

 次に、下水道管路におきましては、昭和

後期から平成初期にかけて集中的に整備さ
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れており、令和５年度末時点では、法定耐

用年数５０年を経過する下水道管路は全体

の約４％と低い割合でございます。しかし

ながら、一時期に集中して整備された管路

が今後法定耐用年数を迎えます。管路の重

要度や供用年数などから優先度を考慮して

策定されました公共下水道ストックマネジ

メント計画に基づき、交付金なども活用し

ながら点検調査を実施し、大きな修繕が必

要となる前に適切な処置をすることで管路

の延命化を図る効率的な点検・修繕に努め

ております。 

 最後になりますが、令和７年１月２８日

に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を

受けて、国は、大規模管路の点検手法の見

直しを含めた地下管路の施設管理の在り方

などについて、有識者で検討する下水道等

に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえ

た対策検討委員会を令和７年２月２１日に

開催したところでございます。同委員会で

の検討を踏まえた国の動向にも注視すると

ともに、本市におきましても、積極的に独

自の方法で適切な施設管理を行ってまいり

ます。 

○三好義治議長 生活環境部理事。 

○西川生活環境部理事 環境センター解体の

延期による影響についての御質問にお答え

いたします。 

 令和５年度より、茨木市とのごみ処理広

域化に伴い焼却業務が終了し、現在、環境

センターは、環境業務課の事務所のほか、

ごみ収集車の駐車場や洗車場、収集した蛍

光灯や乾電池の保管場所等、ごみ収集の拠

点となっております。 

 環境センターにつきましては、当初、令

和８年度から解体を予定し、工期は２年程

度を見込んでおりましたが、１年延期の予

定となることで令和９年度の解体工事着手

となります。また、解体工事に先立ち、令

和８年度には、環境業務課の事務所等を本

庁舎に移転するとともに、洗車場や蛍光灯

等を保管する倉庫をリサイクルプラザに整

備することとなります。環境業務課が本庁

舎に移転いたしましても、ごみの分別方法

や収集体制等に変更はなく、市民生活に対

する影響はございません。 

 なお、解体工事につきましては、１年延

期の予定となりますが、解体工事開始前に

は、地域住民の皆様へ十分に説明した上で

安全に工事を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

○三好義治議長 こども家庭部長。 

○大橋こども家庭部長 就学前教育推進の取

組についての御質問にお答えいたします。 

 平成２９年告示の幼稚園教育要領、保育

所保育指針、幼保連携型認定こども園教

育・保育要領を踏まえつつ策定した就学前

教育・保育実践の手引きにのっとり、市内

全ての公私立園の保育士等の資質・能力向

上を図るとともに、就学前の子供たちの円

滑な小学校生活への移行に向け、研修や、

小学校の先生と保育士等による相互参観や

意見交換会などの保幼こ小連携事業にも取

り組んでまいりました。 

 令和７年度は、本市の目指す子供像の実

現のために必要な四つの力、つながる力、

豊かな心、健やかな体、学ぶ力の育成に向

け、保幼こ小連携事業のさらなる内容の充

実に努めます。乳幼児期は非認知能力を育

むことが重要な時期であり、非認知能力を

育むことが学びに向かう力の獲得につなが

り、さらには認知能力を育むことにもつな

がることから、乳幼児期の非認知能力の重

要性に関する合同研修会も実施してまいり

ます。 

 この先の中期的な取組といたしまして
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は、国が推進しております５歳児の１年間

と小学校１年生の計２年間を架け橋期と捉

え、ゼロ歳から１８歳までの学びの連続性

に配慮しつつ、架け橋期の教育の充実を図

り、生涯にわたる学びや生活の基盤をつく

るためである幼保小架け橋プログラムの実

現のためのカリキュラム等の策定が重要と

なってまいります。このプログラムにつき

ましては、令和７年２月に全国１９のモデ

ル地域における調査事業の成果報告がなさ

れたところであり、その調査事業内容や、

今後発出されるであろう手引き等も参考に

しながら、まずは各学校・園で活用してい

る教育課程やカリキュラム等の中の好事例

を共有するなど、市内学校・園や関係各課

と連携しながら本市の実情に合ったプログ

ラムを検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 重層的支援体制整備

事業への移行準備事業の取組についての御

質問にお答えいたします。 

 令和６年度は、分野横断的に対応し、全

体のコーディネーターを担う相談支援包括

化推進員を配置するとともに、関係各課に

それぞれ重層推進員を配置し、複雑化・複

合化した課題のあるケースに対しては、関

係する各推進員が集まって支援会議を行う

など、多機関協働の取組を行いました。ま

た、高齢者や子供などの福祉部門や市民窓

口を有する各課、摂津市社会福祉協議会を

構成団体とする相談支援体制推進ネットワ

ーク会議を計４回開催し、多機関協働で取

り組んだケースの事例共有などを行い、庁

内連携体制の強化に取り組みました。 

 令和７年度におきましては、引き続き、

多機関協働の取組と庁内連携体制の強化に

取り組むとともに、潜在的な支援ニーズを

早期に把握し、支援につなげる取組を進め

てまいります。さらに、令和８年度からの

重層的支援体制整備事業の本格実施に向け

て、参加支援事業などの手法などについて

検討を行う予定としております。 

 続きまして、摂津スタディの令和７年度

の取組についての御質問にお答えいたしま

す。 

 摂津スタディの取組については、継続事

業として、アンケート結果を国立健康・栄

養研究所の研究員に分析・解析いただき、

そこから分かった考察内容を広報紙に掲載

することで、摂津市民に、今どういった課

題があり、どういった行動を起こすべきか

などについて、市民目線で掲載することで

結果を市民に還元していく予定です。 

 また、これまで身体活動を中心に取組や

議論を行ってまいりましたが、令和７年度

からは、全く新しい切り口からの事業とし

て、研究参加に同意を得た市民を対象に、

栄養の観点から、健康・栄養調査やフレイ

ル予防の栄養ケアモデルの構築など、新規

事業の実施を検討してまいります。 

 今後も、摂津市民の健康づくり施策に寄

与していく予定でございます。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 複雑化した課題への対

応についての御質問にお答えいたします。 

 社会の急速な変化により、学校や地域、

そして子供たちを取り巻く課題は多岐にわ

たり、複雑さを増しております。教育委員

会といたしましては、スクールカウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカー、スクー

ルロイヤーなど、様々な専門家や関係機関

との連携を進め、チーム学校として組織的

な対応を進めております。 

 また、地域、保護者が学校運営ヘ参画

し、子供たちを社会全体で支える持続可能
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な仕組みも必要であり、地域とともにある

学校づくり、すなわちコミュニティ・スク

ールを推進しているところでございます。

親でも教師でもない地域の方々が、子供と

の新しい関係、いわゆる斜めの関係として

子供たちに関わり、見守っていただくこと

で、子供たちにとってほっとできるつなが

りや安心が生まれると考えております。引

き続き、学校の組織体制を強化し、地域と

一体になって子供たちの成長を支えていけ

るよう取り組んでまいります。 

 続きまして、学校に示すガイドライン作

成についての御質問にお答えいたします。 

 子供や学校等の実態に応じ、学習内容や

学習過程を踏まえてＩＣＴ機器を効果的に

活用することは、子供たちの情報活用能力

やコミュニケーション能力などの向上につ

ながると考えております。そのためには、

学習場面に応じてＩＣＴ機器の活用の是非

を考え、ＩＣＴ機器を活用する場合には、

教員が授業のどの場面で、何を目的にＩＣ

Ｔを活用するのかを理解することが重要で

ございます。 

 教育委員会では、これまで、ＩＣＴ機器

の効果的な活用に向けて、ＩＣＴ支援員を

配置するとともに、研修会や授業への指

導・助言を行ってまいりました。授業にお

いて効果的にＩＣＴ機器が活用されている

かなどの状況を踏まえ、活用についての方

針やガイドライン等について検討してまい

ります。 

 続きまして、統合についての進め方と決

意についてでございます。 

 鳥飼小学校と鳥飼東小学校の統合は、令

和４年度の摂津市立小中学校通学区域等審

議会の答申から検討が本格的に動き出し、

その折から、保護者アンケートや意見交換

会、説明会等を経て、昨年の第１回定例会

において学校条例の一部改正を御可決賜

り、令和８年４月から両校の統合が決定い

たしております。 

 統合に当たりましては、円滑な統合に向

けた児童の交流、学校行事の在り方、特色

のある学校づくり、通学路の安全対策やス

クールバスの検討など、取り組むべき課題

は多くございます。学校の統合という大き

な事象に対しましては様々な御意見をいた

だいておりますが、検討を進めていく上で

は、当該校区の特性を踏まえることはもち

ろんのこと、他校区との在り方も含め総合

的に検討していく必要がございます。教育

委員会といたしましては、これらの課題、

御意見をしっかりと踏まえ、今回の鳥飼小

学校と鳥飼東小学校の統合を、両校を一緒

にするというだけではなく、他校のモデル

となるような魅力ある学校となるよう、引

き続き全力で取り組んでまいります。 

○三好義治議長 光好議員。 

○光好博幸議員 それでは、３回目の質問を

させていただきます。おおむね要望となり

ますが、一部質問がございますので、よろ

しくお願いいたします。 

 １、財政運営についてですが、歳入面か

ら歳出を考える基本的な財政運営をやはり

実直に進めることが今求められていると考

えます。加えて、事業の考え方、組織の在

り方、行政としての在り方、その本質的な

ところからも研究し、諸々を見直して安定

的財政運営に取り組まれるよう要望いたし

ます。 

 ２の（１）協働のまちづくりについてで

すが、推進計画について理解しました。ぜ

ひ実効性の高い計画とし、しっかりと進捗

管理を行うよう要望いたします。 

 協働のまちづくりを推進させるために

は、御答弁にもありました市民公益活動も
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欠かせません。令和６年度は中間支援組織

を試行的に実施されましたが、摂津市にふ

さわしい新たな中間支援組織の在り方を生

み出す必要があると考えます。改めて、令

和５年度実績と、それを踏まえ、令和７年

度はどのように生かしていくのか、お聞か

せください。 

 ３の（１）都市整備についてですが、Ｊ

Ｒ千里丘駅西口再開発など大型事業を含

め、通学路の交通安全対策など多岐にわた

る事業が進められていることを理解いたし

ました。いずれも本市にとって必要不可欠

なものであり、しっかりと進めるよう要望

といたします。 

 また、御答弁にもありました阪急正雀駅

前の道路改良事業も着実に進めていかなけ

ればなりません。ＪＲ千里丘駅や阪急摂津

市駅と比べ、阪急正雀駅周辺の活性化が取

り残されているという市民の声も多々上が

っております。阪急正雀駅前の活性化に向

けて、まずは駅前整備が重要であり、しっ

かりと進めるよう要望いたします。最後

に、現在の取組状況についてお聞かせくだ

さい。 

 ３の（２）鳥飼地域のまちづくりについ

てです。 

 鳥飼東小学校跡地活用について御答弁い

ただきましたが、令和８年３月の閉校まで

には新たな跡地活用をお示しすることは難

しいとのことでした。では、いつまでに具

体策を示すのでしょうか。閉校のままで時

を過ごすのでしょうか。それでは地域住

民、あるいは保護者などの士気が下がりま

す。地域の方々にこの統合を前向きに捉え

ていただきたいと切に願っております。 

 すばらしい跡地活用を実現し、地域に喜

んでもらう必要があると考えます。そのた

めには、利活用の具体策も重要ですが、最

も重要なのがタイミングです。必要な予算

を捻出し、今からでも令和８年３月の閉校

までに具体策を示すべきと考えます。最後

に、鳥飼東小学校跡地活用に対して、事務

方トップである副市長の思いをお聞かせく

ださい。 

 ３の（３）持続可能な地域公共交通につ

いてですが、まちづくりの観点からの計画

遂行について理解いたしました。 

 地域公共交通の活性化は、交通事業者だ

けの努力では限界があり、土地利用、産

業、福祉、教育など様々な分野の行政施策

との連携が不可欠となります。近い将来、

鳥飼小学校への登下校に活用するスクール

バスにおいても、同じ土俵で検討し、多様

な移動手段を確保すべきと考えます。地域

全体を面で捉え、商業施設や病院、あるい

は、将来には道の駅など、結節点の整備を

図るとともに、公共交通と連携する仕組み

を確立し、魅力あるまちづくりを具現化す

る必要があります。交通空白地の解消に向

け、ぜひ持続可能な地域公共交通を実現す

るよう要望といたします。 

 ３の（４）防災・災害対応力の向上につ

いてですが、地域防災計画の見直しには主

に三つのポイントで取り組まれることを理

解しました。ぜひこだわりを持って、実効

性の高い計画となるよう要望いたします。 

 令和５年５月には、災害時などにおける

ドローンによる支援活動に関する協定を締

結しております。先日の鳥飼北小学校区の

自主防災訓練においても、サーモグラフィ

ーを用いたドローンのデモが行われており

ました。非常に有効な手段ですが、災害直

後は混乱が予想され、平時における実践的

な訓練を展開し、備える必要があります。

最後に、災害時におけるドローン活用に期

待すること、今後の取組についてお聞かせ
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ください。 

 ３の（５）鳥飼地区河川防災ステーショ

ンについてですが、淀川河川敷の一体活用

によるにぎわい創出について理解しまし

た。 

 これまでの継続的な働きかけもあり、現

在、国土交通省では、淀川河川敷の鳥飼下

地区において、鬱蒼と生い茂る樹木が伐

採・除根され、鳥飼ワンドも造成されてお

ります。すばらしい取組かと感じる一方

で、これからの維持管理が最も重要です。

これを契機に、淀川河川敷の一体活用を加

速させ、河川防災ステーション完成前にに

ぎわいづくりを実現し、機運を高めるべき

と考えます。以前より提言しているかわま

ちづくり制度を活用し、国で整備されたエ

リアを早々に市の管理に移行すべきと考え

ますが、最後にお考えをお聞かせくださ

い。 

 ３の（６）消防・救急救助施策について

ですが、取組状況については理解いたしま

した。 

 本市消防力を支える消防団においても、

少子高齢化などの影響で成り手が不足して

いると認識しております。当然のこと、車

両更新も金銭的負担が大きいと以前からお

聞きしております。今回の車両更新費用補

助の増額は、消防団を維持する上で必要不

可欠です。消防団機能をしっかりと維持す

るよう要望といたします。 

 また、総合的に本市の消防力の維持・向

上を図るよう、各取組に対してもしっかり

と進めるよう要望いたします。 

 ３の（７）健全な上下水道についてです

が、様々取り組んでおられることは理解い

たしました。 

 埼玉県八潮市での道路陥没事故はいまだ

に解決されておらず、ふだんの整備の重要

性を改めて認識しているところでございま

す。上下水道は、何かあったときに市民へ

の影響は大変大きいもので、それだけに重

要なインフラでもあります。財政面での工

夫を凝らしつつも、安全・安心を第一に取

り組まれるよう要望いたします。 

 ４の（１）ＰＦＯＡ対策についてです

が、進捗状況について理解しました。 

 水道水質基準が５０ナノグラム毎リット

ルと、暫定目標値と同じ値になる見込みと

のことで、本市の水道水は改めて安全であ

るものと理解いたしました。また、農産物

に関する研究もしっかりと注視すべきもの

と考えます。ＰＦＯＡ対策は確実に進めな

ければなりません。それと同時に風評被害

防止も重要です。引き続き取り組まれるよ

う要望いたします。 

 ４の（２）鶴野地域の公共施設再編の延

期についてですが、環境センター解体の延

期による影響について理解いたしました。 

 なお、環境センター解体の延期は、鶴野

中央公園の延期に直結するものと理解して

おります。 

 次に、給食センターの延期について、セ

ンター自体は中学校全員喫食に向けての手

法の一つと認識しております。改めて、中

学校全員喫食をどう実現していくのか、今

後の取組についてお聞かせください。 

 ５の（１）こども・子育て施策について

ですが、就学前教育について、公私立園全

体で、また、小学校も巻き込んで鋭意進め

られていることと理解いたしました。就学

前において学ぶための基礎力をしっかりと

つけることは、将来の成長に大きく作用し

ます。就学前教育の重要性は年々理解が深

まっているものと考えます。市全体での就

学前教育のさらなる取組を要望いたしま

す。 
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 ５の（２）福祉施策についてですが、重

層的支援体制整備事業の取組を理解いたし

ました。本格実施に向け、地域の複雑化・

多様化したニーズに対応する包括的な支援

体制の構築を目指し、さらに関係機関や庁

内での連携を図るよう要望いたします。 

 本市にふさわしい重層的支援体制を整備

する中で、高齢者への見守りと生活支援が

行き渡る環境を整えることも重要です。超

高齢社会において認知症高齢者の増加も見

込まれている中で、認知症施策の重要性は

非常に高まっているものと認識しておりま

す。認知症高齢者の見守りについて、本市

の取組をお聞かせください。 

 ５の（３）健康施策についてですが、摂

津スタディについて、令和７年度の取組を

理解いたしました。この摂津スタディは、

市民の健康・栄養とウェルビーイングに対

して効果的な取組を提案するものであり、

コホート研究から様々な取組が動き出すこ

とは非常にすばらしいことであると感じて

おります。これからも、国立健康・栄養研

究所と知恵を出しながら、日本一の健康都

市を目指して取り組むことを期待し、要望

といたします。 

 ６の（１）児童・生徒の生きる力を育む

ことについてですが、複雑化した課題への

対応について様々に取り組まれることを理

解しました。教師負担の軽減なども踏ま

え、チーム学校、そして地域とともにある

学校づくり、この２本立てで学校体制を強

化し、子供たちにとって望ましい教育環境

構築を要望いたします。 

 さて、令和６年度全国学力・学習状況調

査で、スマートフォン使用が１日当たり３

時間以上の小学６年生が２８．２％、中学

３年生が４３．３％で、子供たちのスマホ

依存度の高さがいずれも全国や大阪府に比

べ上回っている状況に危機感を抱かざるを

得ません。子供たちのスマートフォンの過

剰使用によって、家庭学習はもちろんのこ

と、コミュニケーション力や運動力を養う

機会損失は明らかであり、生きる力への大

きな阻害要因となります。その結果、学力

格差だけではなく、大人になって以降、成

功格差の要因にもなり得るものと考えま

す。よって、生きる力の育成のために、市

としてスマホ依存対策をより一層進めてい

くべきと考えますが、どうお考えか、お聞

かせください。 

 ６の（２）ＩＣＴ教育についてですが、

学校に示すガイドライン作成について、市

の見解は理解いたしました。 

 ＩＣＴ教育は、従来以上に教員の教育そ

のものの認識や指導力が問われます。御答

弁にありました、そもそもタブレット端末

使用一辺倒ではなく、使わないという判断

も重要です。あくまでも教育目的を達成す

るのに望ましい形での使用が求められま

す。影響を受けるのは子供たちの思考力で

す。確実に明文化し、適切なガイドライン

の作成を要望といたします。 

 ６の（３）鳥飼小学校と鳥飼東小学校の

統廃合についてですが、今後の進め方と決

意を理解しました。ぜひモデルとなるよう

な魅力ある学校となるよう、お願いいたし

たいと思います。 

 この統合は、小学校にとどまらず、第五

中学校の適正規模・適正配置についても検

討を控えております。これからの厳しい時

代を生き抜く力の育成、地域から信頼され

る学校づくり、また、学校と地域がパート

ナーとして相互に連携・協働していく必要

があると考えます。地域住民や保護者、あ

るいは学校関係者との連携と協働による新

しい学校運営について、しっかりと将来を
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見据え、確実・丁寧に対応することを要望

としておきます。 

 ７の（１）地域産業の活性化についてで

すが、ビジネスサポートセンターについ

て、様々な関係機関と連携を強化していく

ことを理解いたしました。さらなる発展を

期待し、要望といたします。 

 地域産業を活性化するために、地域に存

在する魅力を引き起こし、地域のブランド

化を進め、にぎわいを創出することも重要

です。そういった観点から、せっつキッズ

ファクトリーにも期待しております。工場

見学や体験プログラムを通じ、地域の企業

や資源の魅力を再確認し、新たな価値創造

を図ることが期待されております。令和７

年度には新たに参画する事業所もあること

から、ぜひ協働・連携し、地域の知名度を

高め、産業振興を盛り上げるよう要望とい

たします。 

 ８の（１）持続可能な行政経営について

ですが、行政経営戦略と財政健全化プラン

をひもづけて取り組まれることを確認で

き、安心しました。そうしなければ、財政

健全化の取組は問題の先送りやサービスの

切捨てになってしまう可能性があるかと思

います。行政経営戦略の理念や行政経営方

針を意識しながら財政健全化の取組を進め

ることが重要であると考えます。物価高騰

などにより行財政運営がますます厳しくな

ることが想定される中、改めて持続可能な

行財政運営に向き合うことは大変重要なこ

とであると考えます。ぜひ、ピンチをチャ

ンスに変えるという前向きな発想で、次期

行政経営戦略の改定と財政健全化プランの

策定に取り組むよう強く要望いたします。 

 ８の（２）ＤＸ推進についてですが、次

期職員育成・行動基本計画にデジタルスキ

ル育成について反映すること、また、スペ

シャリストの採用と一定のデジタルスキル

を有する職員の育成については、着実に進

められるよう要望といたします。ＤＸは、

本市の業務の効率化並びに様々な費用削減

にも貢献するものと期待しております。し

っかりとＤＸの推進を人材育成と併せて行

うよう要望といたします。 

 最後に一言申し上げます。 

 少子高齢化の進展などを背景に、地域コ

ミュニティの衰退や地域のつながりの希薄

化が懸念される中、人と人とのつながりの

大切さを改めて認識しているところでござ

います。人と人とのつながりは、心の健康

や幸せを保つことを助け、自分の殻を破

り、新たな挑戦を支える働きがあると考え

ます。人と人とのつながりがあるからこ

そ、感謝が生まれ、助け合い、自己実現が

あり、そして、その先にはその人らしい生

き生きとした人生があるのではないかと考

えます。会派といたしましても、つながり

のまち摂津の実現を目指し、しっかりと声

を上げ、これからも取り組んでまいりま

す。 

 以上で自民党・市民の会を代表しての質

問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○三好義治議長 生活環境部長。 

○吉田生活環境部長 令和６年度の市民活動

中間支援体制整備支援事業の実績及び令和

７年度の取組内容についての御質問にお答

えいたします。 

 令和６年度は、中間支援組織として実績

のある団体に、本市の中間支援組織の在り

方を調査・分析してもらうとともに、市民

活動を展開する上で生じる課題や疑問に対

して個別具体的に相談に応じていただくな

ど、伴走型の支援を実施していただきまし

た。 
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 その中で見えてきた課題といたしまして

は、例えば、本市は市民公益活動に携わる

団体は多くおられますが、地域課題の解決

や持続可能性を目的として情報が共有され

ないことや、団体同士で学び合える場の必

要性が挙げられました。本市の市民活動に

係る中間支援組織が立ち上がるには、その

ような課題に対してサポートができる人材

が育成されること、また、相談者が適切な

場所で相談できるよう場所などの環境が整

備されること、さらには、市民公益活動団

体を中心に中間支援組織の必要性について

機運が上昇することなど、様々な条件が整

うことが必要でございます。 

 そこで、令和６年度は、近年トレンドと

なっている「居場所」をテーマに講座や講

演会を開催するなど、本市の市民活動団体

や事業者を巻き込んで取組を進めてまいり

ました。講座等の開催は手段であり、開催

までに多種多様な人が関わり、その中身の

ありようについて話す機会を創出する、そ

の過程こそが重要ということでございま

す。調査・分析の最終的な報告書は３月末

に提出されることとなっておりますが、こ

のたび、本市で市民公益活動を既に実践し

ている方々が新たに市民公益活動団体を立

ち上げ、摂津市を盛り上げるため、また、

摂津市の地域課題を解決するために既に活

動を始めておられます。このようなことか

らも、その成果が現れていると確信するも

のでございます。 

 令和７年度は、市民活動支援として新た

に立ち上がった団体を積極的に応援してい

くとともに、協働のまちづくり推進計画に

おいて、中間支援組織の必要性や今後の取

組内容について盛り込んでいくことで、本

市の進むべき方向性に道筋をつけてまいり

たいと考えております。 

○三好義治議長 建設部長。 

○永田建設部長 阪急正雀駅前の現在の取組

についての御質問にお答えいたします。 

 昨日の答弁で申し上げましたとおり、阪

急正雀駅前の広場計画案の白紙断念後は、

中断している道路事業用地の確保に向け、

改めて地権者へ御理解と御協力をいただく

ため、丁寧に交渉を続けているところでご

ざいます。御協力をいただくにはまだ時間

がかかる状況ではありますが、粘り強く交

渉を続けてまいります。 

○三好義治議長 総務部理事。 

○丹羽総務部理事 災害時にドローンを活用

することによって期待する取組についての

御質問にお答えいたします。 

 ドローンは、被災状況の把握、行方不明

者の捜索、市民への情報伝達、救援物資の

輸送のほか、被災建築物の応急危険度判

定、罹災証明書発行時の被害認定調査など

の災害応急対策業務に活用することができ

ると考えております。ドローンを活用して

円滑に災害応急対策業務を進めていくた

め、協定を締結した事業者と平時から顔の

見える関係性を構築し、市の防災力の向上

に役立ててまいりたいと考えております。 

 そのため、具体的な調整はこれからとな

りますが、令和７年度に実施する総合防災

演習では、協定事業者にも協力を呼びか

け、連携体制を構築してまいりたいと考え

ております。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 かわまちづくり制度を活

用し、国で整備されたエリアを市で管理す

ることについての御質問にお答えいたしま

す。 

 河川空間とまち空間を融合させ、新たな

水辺空間などを形成する手法として、かわ

まちづくり制度がございますことは承知し
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ているところでございます。このかわまち

づくり制度が、河川敷を有効活用し、にぎ

わいを創出する大変有効な手法の一つであ

るとは考えておりますが、今後の展開とし

て、まずは、河川防災ステーションや水防

センターの平常時利用と一体となった淀川

河川敷のにぎわいの創出について、住民の

皆様と具体的な意見交換を行うワークショ

ップを開催していきたいと考えておりま

す。 

 あわせまして、既に多くの自治体におい

て、住民や河川管理者などで構成するかわ

まちづくり協議会を設置し、かわまちづく

り制度が活用されておりますことから、そ

れら自治体の状況なども確認しながら、か

わまちづくり制度についても検討してまい

りたいと考えております。 

○三好義治議長 教育総務部長。 

○安田教育総務部長 中学校給食全員喫食の

今後の取組についての御質問にお答えいた

します。 

 給食センター設置時期の変更に伴い、目

標としておりました令和９年１月からの中

学校給食の全員喫食に向け、実施方式を早

急に検討していく必要がございます。例え

ば、現在実施しておりますランチボックス

型のデリバリー給食を選択制から全員喫食

へ切り替える、または、食缶方式でのデリ

バリー全員喫食を行うなどが考えられま

す。ただし、実施時期の確定、本市の目指

す給食の提供が可能かどうか、これらを含

めた業者選定の難しさなど、課題があるこ

とも事実でございます。教育委員会といた

しましては、社会状況の変化や保護者のニ

ーズ、財政状況等を鑑み、今後の給食セン

ター設置を見据えながら、全員喫食に向け

た取組を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、スマートフォン依存に対す

る対応についての御質問にお答えいたしま

す。 

 近年、スマートフォンの急速な普及によ

り、子供たちのスマートフォン利用時間は

増加傾向にございます。特に、ＳＮＳやオ

ンラインゲーム、動画視聴への依存が懸念

され、スマートフォンを手放せないと感じ

る子供たちも少なくありません。 

 スマホ依存は、学習への集中力低下や睡

眠不足、人間関係のトラブルのみならず、

ＳＮＳの通知や情報過多により、常に何か

に反応し続ける状態が続き、ストレスや不

安が増加する可能性が考えられます。 

 スマホ依存への対応といたしましては、

子供たち自身がスマホ依存の怖さを理解

し、スマートフォンの適切な使い方や、健

全な生活を送るためにはどうすればいいの

かを考える機会が必要でございます。各学

校において、子供たちが自己管理能力を高

められるよう取り組んでまいります。 

 もう一つに、スマホの適切な使用に関す

る家庭の理解が大切でございます。各学校

において、授業参観としてスマホ教室の実

施や、スマートフォンの使用に関するアン

ケートを実施しており、保護者も子供と一

緒に取り組んでもらえるような啓発をして

まいります。教育委員会といたしまして

は、スマホ依存を子供のみの問題と捉え

ず、家庭や地域も巻き込んで取り組んでま

いります。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 認知症高齢者の見守

りについての御質問にお答えいたします。 

 本市における主な取組につきましては、

認知症の方が行方不明となった際、地域の

協力事業者に業務の範囲で発見に御協力い

ただく認知症高齢者等ひとり歩きＳＯＳネ
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ットワークや、認知症の方が一人で外出

し、発見・保護された際に、早期に家族に

場所を知らせることができる認知症高齢者

等ひとり歩き見守り支援シールの交付を行

っているところでございます。また、大

学、介護保険事業者、市民団体、社会福祉

協議会などで構成する認知症支援プロジェ

クトチームにより、校区等福祉委員会など

の御協力をいただきながら、認知症ひとり

歩き声かけ模擬訓練や、認知症の人や家族

を守る応援者を養成する認知症サポーター

養成講座を実施しているところでございま

す。 

 これらの取組に加えまして、令和６年度

より、小学校と連携したキッズサポーター

養成講座のほか、認知症サポーターが地域

において認知症の人やその家族の手助けや

交流をするために身につけるべき認知症の

症状の理解や対応法を習得する認知症サポ

ーターステップアップ講座を実施している

ところでございます。 

 今後は、世代を超えて認知症の理解を広

げていくとともに、認知症高齢者が安心し

て暮らし続けることができるよう、これら

の取組の効果を評価し、さらに効果的な施

策を構築するための改善につなげてまいり

たいと考えております。 

○三好義治議長 副市長。 

○山本副市長 鳥飼地域のまちづくりについ

ての御質問にお答えをいたします。 

 その中で、鳥飼東小学校の跡地活用につ

いてという御質問でございます。 

 この件につきましては、地域の皆様の跡

地活用に対する関心や期待の高さを感じて

いるところでございます。さきに市長の答

弁でありましたように、私といたしまして

も、この取組が鳥飼地域全体を活性化させ

るポテンシャルを秘めていると期待いたし

ているところでございます。光好議員にお

かれましても、同様のお考えの下、期待を

いただいていることは理解をいたしており

ます。その中で、来年４月、つまり令和８

年４月が一つのポイントになるであろうこ

とも、私も議員の思いは理解をしていると

ころでございます。 

 また、議員からも、さきの質問の中で、

市として物事を決めていく際には、やはり

行政経営戦略でございますとか行政経営方

針を絶えず頭に置きながら物事を決めてい

くようにというお話もございました。鳥飼

まちづくりグランドデザインの考え方、位

置づけの中で、このグランドデザインは行

政経営戦略の地域版ということも記載をい

たしております。物事をいろいろ決めてい

く際に、このことを絶えず念頭に置きなが

ら、市としていろいろ方針を決定していき

たいと考えているところでございます。そ

のような考えの下、先ほど市長公室長から

ありました予定で物事を進めていきたいと

考えているところでございます。 

 跡地の活用につきましては、ウェルビー

イングのまちの実現に向け、鳥飼まちづく

りグランドデザインの考え方と整合性を図

りつつ、地域の皆様との議論やサウンディ

ング調査等々の結果を踏まえながら最終的

な方向を決定していきたいと考えておりま

す。 

 スケジュールに関しましては、先ほど市

長公室長が申し上げたスケジュールどお

り、我々としても実施していきたいと考え

ているところでございます。地域の皆様の

期待に対して一刻も早くお応えできるよ

う、迅速に取組を進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○三好義治議長 光好議員の質問が終わりま
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した。 

 以上で代表質問が終わり、本日の日程は

終了しました。 

 お諮りします。 

 ３月５日から３月２５日まで休会するこ

とに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後２時１９分 散会） 
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（午前１０時 開議） 

○三好義治議長 本日は休会の日ですが、先

日付託しました議案について、一部訂正が

必要となることから、特に会議を開きま

す。 

 まず、市長の挨拶を受けます。市長。 

  （嶋野市長 登壇） 

○嶋野市長 おはようございます。 

 本日は、休会中のところ、本会議を御開

催いただきまして、議員各位には大変にお

忙しい中、御参集をいただき、誠にありが

とうございます。 

 今回お願いいたします案件でございます

けれども、先日送付させていただきました

議案第１号、令和７年度摂津市一般会計予

算及び議案第７号、令和７年度摂津市介護

保険特別会計予算に誤りがございましたた

め、正誤表のとおり訂正をいただきたいと

のお願いでございます。 

 まず、このようなミスを生じさせまし

て、議員の皆様方には非常にお忙しい中、

御迷惑をおかけすることとなりました。ま

ずはこの点につきまして、私から心よりお

わびを申し上げます。誠に申し訳ございま

せん。 

 今回の概要につきましては、この後、担

当部長から御説明をいたしますが、どうぞ

お取り計らいのほどよろしくお願い申し上

げます。 

 簡単ではございますけれども、開会に当

たりましての御挨拶とさせていただきま

す。今回は誠に申し訳ございません。 

○三好義治議長 挨拶が終わりました。 

 本日の会議録署名議員は、増永議員及び

西谷議員を指名します。 

 日程１、議案第１号など２件の議案訂正

を議題とします。 

 議案訂正に係る説明を求めます。総務部

長。 

  （石原総務部長 登壇） 

○石原総務部長 説明をさせていただきます

前に、このたび、予算案計上額に遺漏があ

ったことにより、急遽日程を変更し、本会

議を開催いただきましたことにつきまし

て、深くおわび申し上げます。 

 それでは、議案第１号、令和７年度摂津

市一般会計予算につきまして、訂正内容を

申し上げます。 

 本件は、議案第７号、令和７年度摂津市

介護保険特別会計予算の歳出予算の計上漏

れに関連し、議案第１号、令和７年度摂津

市一般会計予算についても必要な訂正をお

願いするものでございます。 

 議案第１号の正誤表を御覧ください。 

 左右の表の１列目は、予算書の該当ペー

ジを記載しております。 

 右側の表、２列目の下線を引いておりま

すのが訂正箇所でございます。 

 令和７年度摂津市一般会計予算に係る訂

正事項についてでございますが、まず、歳

入予算について、議案第１号正誤表の３枚

目にございます予算書の５５ページ、款１

９繰入金、項２基金繰入金、目１財政調整

基金繰入金、節１財政調整基金繰入金３０

億４，６１４万７，０００円を３０億７，

４１４万５，０００円に、次に、歳出予算

について、同じく３枚目にあります予算書

の１１３ページ、款３民生費、項１社会福

祉費、目１社会福祉総務費、節２７繰出金

のうち、介護保険特別会計繰出金１３億５

７３万９，０００円を１３億３，３７３万

７，０００円に訂正させていただくもので

ございます。 

 これらの訂正により、予算書において訂

正が必要となる箇所は、まず、議案第１号

正誤表の１枚目にございます予算書の３ペ
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ージの歳入歳出予算の総額、予算書の５ペ

ージから７ページの第１表歳入歳出予算、

１枚目から３枚目にあります予算書の１５

ページから１１９ページの歳入歳出予算事

項別明細書の、この議案第１号正誤表のと

おりでございます。 

 最後に、再発防止策について申し上げま

す。 

 今回の誤りにつきましては、予算書作成

の債務負担行為に係る歳出予算額計上の突

合・確認が徹底できていなかったものでご

ざいます。今後は、予算編成説明会や庶務

実務研修において、財政課から、新たに予

算書作成について確認すべき事項をリスト

化し、周知することで、財政課及び各担当

課職員に対して、予算編成に関しての理解

を深め、適正な業務執行につなげてまいり

ます。 

 このたびは誠に申し訳ございませんでし

た。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

  （谷内田保健福祉部長 登壇） 

○谷内田保健福祉部長 説明をさせていただ

きます前に、このたび、予算案計上額に遺

漏があったことにより、急遽日程を変更

し、本会議を開催いただきましたことにつ

いて、深くおわび申し上げます。誠にすみ

ませんでした。 

 それでは、議案第７号、令和７年度摂津

市介護保険特別会計予算につきまして、訂

正内容を御説明申し上げます。 

 本件は、令和６年度補正予算（第１号）

において可決いただきました基幹業務標準

化事業に係る債務負担行為に基づき、令和

７年度当初予算案に計上すべき歳出予算額

２，７９９万８，０００円を計上していな

かったため、訂正をお願いするものでござ

います。 

 また、これに伴いまして、令和７年度一

般会計歳入歳出予算につきましても訂正が

必要になったものでございます。一般会計

の訂正事項につきましては、先ほど総務部

長から説明があったとおりでございます。 

 それでは、議案第７号正誤表を御覧いた

だきたいと思います。 

 左右の表の１列目は、予算書の該当ペー

ジを記載しております。 

 右側の表２列目の下線を引いております

のが訂正箇所でございます。 

 令和７年度介護保険特別会計に係る訂正

事項についてでございますが、まず、歳入

予算につきまして、議案第７号正誤表の２

枚目にございます、予算書の１５ページ、

款６繰入金、項１一般会計繰入金、目２介

護保険事務費繰入金、節１介護保険事務費

繰入金のうち、事務費繰入金１億２，２６

４万円を１億５，０６３万８，０００円に

訂正し、歳出予算につきまして、同じく議

案第７号正誤表の３枚目にございます予算

書の１９ページ、款１総務費、項１総務管

理費、目１一般管理費、節１２委託料に介

護保険システム標準化対応業務委託料２，

７９９万８，０００円を追加訂正させてい

ただくものでございます。 

 これらの訂正により、予算書において訂

正が必要となる箇所は、まず、議案第７号

正誤表の１枚目にございます予算書１ペー

ジの歳入歳出予算の総額、それから、予算

書の３ページ及び４ページの第１表歳入歳

出予算、１枚目から３枚目にございます予

算書の７ページから１９ページの歳入歳出

予算事項別明細書の議案第７号正誤表のと

おりとなっております。 

 最後に、再発防止策について申し上げま

す。 

 本事案は、令和６年度補正予算で可決い
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ただいた債務負担行為に基づく令和７年度

当初予算を計上していなかったものでござ

いますが、債務負担行為に関する調書と歳

出予算を突合・確認していれば防げた誤り

でございます。今後は、債務負担行為と歳

出予算の突合を含め、確認すべき事項をリ

スト化いたしまして、担当職員及び私を含

め、管理監督職ともに確認漏れがないよう

にしてまいります。また、誤りを防ぐ処理

手順を定めるとともに、職員の予算編成事

務に対する理解を深めることにより、適正

な業務執行につなげてまいります。 

 以上、議案第７号、令和７年度摂津市介

護保険特別会計予算の訂正内容の説明とさ

せていただきます。 

 このたびは誠に申し訳ございませんでし

た。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 おはようございます。 

 元来、私は大変優しい性格なので、こう

いうミスに対して言うのは本当に心が痛い

のでございますが、ちょっと続いておりま

すので、このまま放置したらやっぱりあか

んという思いで、心を鬼にして質疑したい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 令和４年度の決算で補助金の勘違いによ

り赤字決算を出されました。これは全国で

摂津市だけだったと思います。あのときに

も、再発防止を庁内で共有して、二度とな

いようにということで取組をされたと思っ

ておりました。そういう意味では、そのと

きは補助金の思い違いみたいなことがあっ

たと思いますが、今回はそれよりも完全に

うっかりミスと思うんです。 

 人間やからそういうことはありますよ。

だけど、それを上司も見抜けなかった、指

摘もできなかったところに問題があると私

は思っています。やっぱり予算の作成は非

常に大事なものですから緊張感を持ってほ

しいし、私も議員になって２４年足らずで

すけども、１回上程したものをこのように

もう１回本会議を開いて訂正するというこ

とは初めてでございます。非常に珍しいこ

とだと思います。 

 まず、令和４年度の赤字決算の件があ

り、その後、庁内で様々な取組をするとお

っしゃっていましたので、どういうふうに

されたのか、そして、それが今回どういう

ふうに生かされて、なおかつ発生してしま

ったことになるのか、経緯も含めて御説明

いただきたいと思います。 

○三好義治議長 保健福祉部長。 

○谷内田保健福祉部長 まず、今回、このよ

うな事態を招いてしまった経緯でございま

す。 

 今回の事案につきましては、先ほど申し

上げましたとおり、令和６年度の補正予算

において債務負担行為を設定するととも

に、令和６年度の歳出予算を計上し、令和

６年度と令和７年度の業務委託の契約を行

い、業務の執行を行ったものでございま

す。令和７年度を期間とする債務負担行為

を設定させていただきましたので、当然に

令和７年度の歳出予算で計上するところ

を、その理解と手続が不十分であったため

に、確認も不十分となってしまい、このよ

うな事態が起こったものでございます。 

 先ほど総務部長からも説明がございまし

たけれども、まずは確認を十分にしていく

という意識を高めること、それと、やはり

そういった確認漏れが起きないような処理

手順をきちんと確立していくところが一番

大事だと感じております。特に予算につき

ましては、歳出予算、歳入予算、それから

債務負担行為、継続費、地方債等、様々な
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予算がございます。そういったものが単独

で存在するものではなく、それぞれが関連

しているというところを職員がきちんと理

解して処理を進めていくことが大事である

と考えております。 

 以上です。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 担当部として説明をしてい

ただきましたけれども、私は、前回の事件

が起こってから庁内的にどういう取組をさ

れて再発防止を行われたのかということも

聞いています。確かにこれは課が違いま

す。前回は違う課が起こしたことで、今回

とは違うということになるかもしれません

けども、やっぱり全庁で共有することが大

事やと思うんです。 

 今回もそうですけど、これは保健福祉部

の問題やと、私のところはよかったで終わ

るのであったら、また同じようにこういう

ミスが起こってくると思うんです。だか

ら、これは本当に全庁内で全課が同じよう

な思いに立ってミスを起こさないという取

組をしていかないと、モグラたたきのよう

になるんですよ。こっちへ来たモグラをた

たいて、またこっちに来たモグラが出たら

たたくというやり方になっているから、や

っぱりモグラを寄せつけない取組が必要や

と思うんです。 

 田んぼにモグラが出ると、モグラは土手

に穴を空けるんです。そうすると水が抜け

るんです。だから、昔の人は、そのモグラ

をたたかないで、モグラが来れないように

マンジュシャゲ、つまりヒガンバナは毒が

ありますから、土手に植えたりという知恵

を働かせて、モグラを寄せつけない取組を

されました。これは一つの例ですけども、

こんなふうに、とにかくどの課からもミス

を起こさないという取組が必要だと思うん

です。 

 先ほどちょっと御説明がありましたけれ

ども、今後、全課で取り組むことはどうい

うことを考えておられるのか、短時間でま

だ考えられていないかも分かりませんけ

ど、おっしゃっていただきたいと思いま

す。人事の担当からお願いします。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 私から御答弁させていた

だきます。藤浦議員から令和４年度の決算

の誤りについて、その後どうなっているの

か、その点も含めまして御質問にお答えし

たいと思います。 

 それより前になるんですけども、令和３

年に事務処理ミスで第三者委員会から御提

言を受けまして、本市としましては、事務

処理ミスをいかに防ぐかという御意見も承

っております。その提言の中で、まず、事

務処理ミスが生じたときに、速やかに三役

を含めてすぐ報告するという仕組みを構築

しておりまして、私でありますとか総務部

長、そういった関係する職員でそこの分析

と再発防止をどうしていくかという検討を

させていただいております。 

 また、コンプライアンス推進本部会議と

いうのを立ち上げておりまして、その中

で、全部長にそういった事例を紹介といい

ますか、情報共有させていただきまして、

こういったミスがあった、ああいったミス

があった、ミスが生じないためにこういっ

た再発防止をしていく、今、そういった取

組も行っているところでございます。 

 その中で、議員がおっしゃられた決算の

誤りでありますとか、今回、同じじゃない

んですけども、予算漏れという事態が生じ

たわけでございます。まず、前回の決算誤

りの後、どういう取組をしたかということ

なんですけども、チェック機能がしっかり
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ルール化されていなかったということが、

その当時、検証して分かったことでござい

ます。それ以降、いわゆる整理簿といいま

すか、差引簿みたいなものをつくるように

しまして、現在、全庁でそういった漏れが

ないような仕組みはできていると考えてお

ります。 

 ただ、今回は違った内容のミスというこ

とですので、担当部長からも答弁がありま

したように、どういったところでミスがあ

ったかをまたしっかり全庁で共有して、二

度と起こらないような再発防止策を講じて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

○藤浦雅彦議員 しっかりお願いしたいと思

っております。 

 前回もそうですけど、やっぱりこれは全

庁で一人一人の職員が我が事として捉えて

いくことが本当は大事だと思うんです。な

かなかそれは難しいと思うんですが、続い

ていますので、できたら非常事態宣言をし

て、そして徹底的にこのことについては取

り組むぐらいの姿勢を持ってやっていくこ

とが大事だと思います。決してミスをした

個人を責めているわけじゃないんですよ。

このことをチャンスとして、もう二度と起

こさないような体制をつくっていく、そう

いう意識をつくっていくことが、今後につ

ながると思うんです。なので、そういうこ

とも踏まえて、副市長から最後に総括的に

お願いしたいと思います。 

○三好義治議長 副市長。 

○山本副市長 このようなミスをいたしまし

て、大変御迷惑をおかけして申し訳ござい

ませんでした。そのことをまずおわびさせ

ていただきます。 

 藤浦議員から全庁的な取組ということで

ございます。市長公室長から説明がござい

ましたが、チェックリストでありますとか

マニュアルは大変大事なところでございま

す。そのことも大事ですけども、今回のこ

とでいいますと、やはり職員一人一人が、

予算書のチェックの意味合いをまず理解し

ていただくような動きをしたいと。これは

ほかの業務も一緒でございます。それぞれ

の担当業務で、一体何のために私はこの仕

事をしているんだ、この仕事はどういう意

味があるんだ、ここを大事にしたいと。実

際、人事課には、このことが起こったから

ではなくて、内部統制の研修を来年度はき

っちりやっていただきたい、そういう研修

プログラムを組んでほしいということを実

は依頼していたところでございました。 

 今回のところで言いますと、事案として

一つ御説明をさせていただきますけども、

議案第７号の令和７年度摂津市介護保険特

別会計予算がございます。私は、最初、こ

のミスを聞いたときに、最後のほうに債務

負担の表がございますが、ここからも漏れ

ていると思っておりました。両方漏れてい

るのでチェックをしても見つからなかった

んだと思っておりました。この表は最後に

載っております。ということは、この表の

意味合いを、チェックをする職員とかその

上席であるとかが本当に理解できていたの

か、できていなかったのか、そこをやはり

分析をしないといけないと思っておりま

す。債務負担行為で令和７年度２，７９９

万８，０００円という数字が出ております

が、本来予算計上に乗るべき項目でござい

ますので、このつくりの意味合いを理解し

ていないと、チェックをしていても、それ

は表面上の各ページのチェックをしている

ということで終わってしまいます。やはり

予算書はページを飛び越えてチェックをし
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ないといけないところがたくさんございま

す。その辺り、本来チェックをするのはこ

ういう意味合いがあると、それ以前に、こ

こに書いている内容はこういう意味合いが

ありますよということを職員にレクをしな

ければいけない。それは、やはりＯＪＴが

基本なのかと思っております。そのＯＪＴ

をきっちりしていただくために、内部統制

の研修をしていただきたいと新年度にお願

いしているところでございます。 

 そのことだけではないんです。裏の表に

載っていても計上しない場合があるんで

す。それは、たまたま令和７年度一般会計

の中でＬＥＤの関係で債務負担行為をさせ

ていただきました。これは初年度でありま

すので、これから御議論いただくところで

ございますけども、その内容も実は裏の表

に載っております。数字は令和７年度から

ですけども、スタートの年でありますの

で、事務執行のために債務負担行為は取っ

ております。しかしながら、当該年度の令

和７年度は予算は執行しないということで

ございますので、実は載っていないんで

す。だから、そういういろんなバージョン

があるということを、一人一人、特に財政

課の職員はもとより、予算を提案させてい

ただく特別会計を担当しておれば、少なく

ともそのことは理解した上でチェックをし

なければいけないと。本来、チェックとい

うのはこういうことでございますので、も

しかしたらその理解が乏しい中でチェック

をしているのであれば、そこが問題であろ

うと思います。それを教育していただくの

はやはりＯＪＴであると思いますので、そ

の辺りを一からといいますか、そのことも

力を入れながら、マニュアルも力を入れな

がら両輪で職員研修を実施していきたいと

思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。安藤

議員。 

○安藤薫議員 副市長からもお話がありまし

て、藤浦議員の質疑の趣旨はそのとおりか

と思っておりますが、改めてお伺いいたし

ます。 

 副市長がお話をされた事務のチェックで

あるとか、それぞれの部署やそれぞれの担

当者が行う事務が全体にどのような関わり

を持っているのか、そういった理解が乏し

いのではないか、そこをきちっとＯＪＴを

通してやっていかなければいけないという

御答弁がありました。本当にそのとおりだ

と思うんですが、この御答弁は、先ほど藤

浦議員も御紹介された令和５年度の赤字決

算につながった補助金の受入れ等のミスで

あったり、その以前の住民税の誤還付のと

きでも同じようにお答えをされてきたもの

ではないかと思います。ミスがあるたびに

こういう御答弁があるので、どんな具体的

なことをやられていたのか。これは個々人

の責任を問うということではなくて、藤浦

議員がおっしゃったようにシステムの問題

が大きいんじゃないかと思うんです。 

 例えば、令和２年度、令和３年度に、行

政監査の項目として、事務マニュアルの整

備と活用状況について調査をしています。

令和３年度の監査報告書にも課題を載せて

おります。こういったことも本当に真摯に

受け止めて対応されてきたのかどうなの

か、その点の取組と、それでもなおミスは

起きるものだという想定の下にチェック体

制をどうやって構築していたのか、もしく

は、特に年度末、チェックをすること自体

が取り組めないほど、それぞれの部署の人

員体制が、忙しい中で取れないような状況

になってやしないか、そういった検証がき
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ちんとされたのかどうか、その点をお聞か

せいただきたいと思います。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 それでは、私から御答弁

させていただきます。 

 御指摘いただきました令和２年４月から

令和４年３月まで、行政監査の御指摘を受

けまして、いろんな事務のマニュアルを整

備してきたところでございます。その中

で、一定各課で、新規採用職員に対する研

修でございますとか、係長といった上席等

が、異動してきた職員、新規採用した職員

に対して、マニュアルに基づいて指導・育

成はしているところでございます。全ての

業務に全てのマニュアルができていたかど

うかというところ、そこは完全ではない部

分もあるかもしれません。そういった点も

一度検証して、必要なマニュアルは整備し

ていく必要があるのかとは感じているとこ

ろでございます。 

 先ほどの藤浦議員の御質疑の答弁と重な

る部分はあるんですけども、まず、事務処

理ミスが起きたときに、どういったところ

に問題があって、それを二度と生じさせな

いためにどういった再発防止に取り組むか

が非常に大事と我々は考えております。毎

年８月ぐらいに開催するコンプライアンス

推進本部会議において、全庁で起きている

事務ミスの再発防止の報告という共有はさ

せていただいているんです。それでもやっ

ぱりこういったミスが１００％なくなるこ

とはないと考えておりますので、どういっ

た取組を今後していくべきかということに

つきましては、より一層検討・議論をして

いきたいと考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 予算というのは、マニュアル

の中で漏れていたか、いなかったかという

ものではなくて、最も基本的な部分であっ

て、そこが漏れているようなマニュアルで

あったりこれまでのチェックだったとした

ら、もう１回見直すんだというチェック作

業そのものを疑わざるを得ないと思うんで

す。それでなおかつミスが起きるのであれ

ば、そこは今度は違う観点で、それぞれの

部署の人員体制が本当にキャパシティを超

えた業務の中で起きてしまう状況になって

いるのではないかという検証もやらないと

いけないと思うんです。特に、保健福祉部

であると、やはり非常に煩雑もしくは複雑

多岐にわたる業務をされていると聞きます

し、病休の方もいらっしゃると聞きます。

本当に少ない人数の中で日々の業務を行い

ながら予算化であったり庶務の作業も行っ

ていると。チェックする管理職も、庶務の

仕事をやりながら、他課との連携も図らな

ければいけないと。そんな二重三重に忙し

さの中で漏れていくという可能性はなかっ

たのか。もちろん、忙しさを理由にしてミ

スを肯定することは許されないことであり

ますから、それぞれの部署からしたら、人

数が足りない、もしくは人手が足りない、

時間がないというのを理由にすることはで

きませんが、やはり全体を見通している人

事課であったり管理する部署は、そういっ

た観点から原因把握をもっと真摯に行う必

要があると私は思うんです。副市長、その

点はいかがでしょうか。 

○三好義治議長 副市長。 

○山本副市長 私は、個別の案件でどうのこ

うのというのはこの場でなかなか答えづら

いところはあるんですけども、今回の案件

で、担当課が疲弊をしてチェックができな

かったのではないかというような御質疑か
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と思います。その点で申しますと、先ほど

申しましたように、当初予算書のこのペー

ジのここを見たときに、ああ、令和７年度

に債務負担行為があるんだ、そのことは当

然予算書の中に入っていなければいけない

というチェックでございます。 

 そこのチェックはしてくれていたと思う

んですよ。チェックの中で、それぞれのペ

ージのチェックは当然していると思います

けども、先ほど申しました全ての業務の意

味合いを職員一人一人がより一層理解して

いかなければいけないと。そのことが十分

できていれば、その時間でこの事案につい

てはチェックができていたと私自身は思う

ところがあるんです。 

 ですから、今回のミスが、通常業務の中

で大変疲弊をして、そのことが原因でミス

が起こったのかといえば、そうでないとこ

ろもあるのかという思いもありますし、全

体として把握をしていくようにという御指

摘は当然だと思っております。その辺は改

めて、何回も申しますけども、またこれか

ら（仮称）財政健全化プランの作成という

ところで政策推進課なり財政課なり人事課

で各課とヒアリングをしてまいります。そ

の中で何かつかむものがあれば人事課でつ

かんで、人事配置で考慮すべき必要があれ

ば考慮していくことになろうかと思いま

す。 

 何回も申しますけど、当然私も含めて職

員一人一人が、この仕事はどういう意味合

いがあってしているんだ、このチェックは

どういう意味合いを持ってチェックしてい

るんだ、この表にはこういう意味があるん

だ、ここのところはやはり基本はＯＪＴが

一番伝わりやすいと思っております。それ

はなぜかといいますと、僕自身がそうであ

りましたので、マニュアルも大切ですけど

も、ＯＪＴも大切だと、両輪でやっていき

たいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○三好義治議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 最後です。職員一人一人の状

況というのはそれぞれの部署によって違う

かもしれませんが、これだけミスが起き

る、しかも、予算上で言えば非常に基本的

なところでのチェックができていない、そ

れぞれの業務が何に関わっているかという

理解が少ないんじゃないかという副市長の

認識であれば、職員の問題ではなくて、や

はりチェック体制であったり事務執行を行

うための環境を整備できていない、もしく

はチェックする環境をつくれていない幹部

の責任が非常に重大だと私は思います。も

ちろんＯＪＴが重要だというのはよく分か

るんですけど、日々の業務の中でＯＪＴそ

のものが本当に機能できているのかどうか

ということも含めて、人員体制、組織の体

制、また、改めてマニュアルの点検であっ

たり、ミスが起こるたびに、先ほど藤浦議

員がおっしゃったように、モグラたたきの

ようではなくて、全体のシステム、組織全

体の問題として受け止めた対応をぜひして

いただきたいと申し上げておきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○三好義治議長 副市長。 

○山本副市長 すみません、御要望ですけど

も、１点、できていなかったのではないか

という断定的な思いではなくて、できてい

なかった可能性もあると。その可能性があ

るのであれば、そのところをまた先ほど申

しましたいろんなヒアリングの場で双方が

理解して、そのことがなかなか周知できて

いない環境であるのであれば、そのことが

大切であるということを全庁的に周知して
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いきたいということでございます。 

 安藤議員も個別案件を取り上げるおつも

りでの御質疑ではないかと思いますけど

も、少しそういうふうな質疑と感じました

ので、そこのところは答弁をいたしまし

た。しかしながら、介護保険特別会計の所

管課が理解が全くできていなかったのか、

そのことまでは私は思っておりません。可

能性としてできていない、一つじゃなくて

全てのことにおいてそういうことがもしあ

るのであれば、一つずつなくしていきたい

という意味の答弁でございますので、御理

解をよろしくお願いいたします。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。野口

議員。 

○野口博議員 同じ趣旨の質疑になりますけ

ども、毎回、同じようなミスについて議論

をするということをやっております。先ほ

ど議論があったように、令和５年度におい

ても、全国で初めて約３，０００万円の赤

字で決算を迎えるということもありまし

た。今回は、昨年の補正予算で債務負担行

為を組まれて、当然新年度の事業としてや

るという基本的な問題に関わってのミスで

あります。議論されているように、この数

年間の摂津市における様々な経過が何であ

ったのかということを基本的な問題として

感じています。人がやることですから間違

いはないとは言えませんけども、人がやる

からそれでいいんだということではなく

て、チェック体制の問題に対しての幹部の

皆さんの認識がないと僕は思うんです。 

 この間、第三者委員会の報告もありまし

た。３歳児の悲しい事故もありました。い

ろんな形で摂津市の市政をめぐって緊張感

を持って取り組む課題がたくさんあったと

思うんですけども、結果として、またこん

なことが発生したことについて、何が問題

なのかと。行政全体がほんまに緊張感がな

くなっているんじゃないかということをお

っしゃる方もたくさんいらっしゃるわけ

で、ただ単に保健福祉部の問題ではありま

せん。やっぱり全庁的な問題として、この

間、いろんな計画をつくって取り組んでき

たけども、結果、基本的な問題で今回ミス

が発生したというこの経過について、もう

少し認識を重く受け止めていただきたいと

思います。 

 この間の計画をつくって取り組んできた

ことについて、また、その中で起こった問

題について、まず市長公室長から御答弁い

ただければと思います。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 我々も御指摘は真摯に受

け止めていきたいと考えております。 

 取組としましては、先ほどから繰り返し

になって恐縮でございますが、まず、事務

処理ミスが起きたときに、どういったこと

が要因でそういったミスが起きたのか、そ

の後、それを防止するためにどうすべきな

のかというところを非常に重視しておりま

して、それを全職員に共有し、同じような

ミスがないようにする、我々はそこが一番

重要な点と考えて取り組んできたところで

ございます。 

 ただ、御指摘いただいたように、そうい

った取組をしている中でもこのようなミス

が生じているということは、やっぱりまだ

まだ取り組むべきことがあるのかと、担当

している者としましては感じているところ

でございます。そこはまた今後速やかにし

っかり検証して、新たな取組でどういった

ことができるのかというのはしっかり議論

していきたいと考えております。 

○三好義治議長 野口議員。 

○野口博議員 何かこうした問題が発生し続
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けていることについての受け止めが軽いん

じゃないかと僕は思っています。これから

１年かけて行政経営戦略の見直し作業を行

っていくことになりますけども、行政全体

の基本計画の段階で、この間、取り組んで

きたけども、結果、基本的な問題について

今回こういうミスが発生したわけで、そう

いう基本的なところでの位置づけについて

はやっぱりきちっと据えていただきたいと

思います。 

 だから、行政経営戦略の中でも、チェッ

ク体制が全ての部にわたってちゃんとでき

るようにどうするかということについてき

ちっと議論し、そのことを全庁的に諮って

いただき、その中で職員に対する問題も加

味していただいて、職員の皆さんが気持ち

よく仕事ができるような環境をつくって計

画を実行していくんだと、そういう環境を

つくっていただきたいということは強く申

し上げて終わります。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。西谷

議員。 

○西谷知美議員 様々質疑がありました。債

務負担行為についてなんですけれども、他

市の事例について調べましたら、さいたま

市で令和５年度に債務負担行為に係るミス

があったことも出てきました。債務負担行

為の予算に組み込む際の計上漏れといった

ことは他市でも起きていることは発見した

んです。 

 副市長から、今後、マニュアルを精査し

て、何が起きたかというところもしっかり

考えて全庁的に取り組まれるということを

表明いただきました。その点については、

そういう方がいらっしゃるかどうか分かり

ませんが、債務負担行為のミスについて

も、スペシャリストみたいな講師の方がい

らっしゃったら、しっかり指導していただ

く。この件はたまたま保健福祉部で起きま

したけれども、全庁的に起こり得ることだ

と思いますので、しっかり取り組んでいた

だきたいと思います。 

 そして、人のミスというところで私が最

近気になっているのは、１２月の一般質問

でもさせていただいたんですけれども、女

性の管理職が少ないというところです。そ

れに係って職員とお話ししていますと、中

途採用の方とかがせっかく採用したのにす

ぐ辞めてしまう方もいらっしゃったり、離

職率というか、職員の育成という観点で、

現状、摂津市はどうなっているのかという

ところです。そこも副市長がおっしゃって

いたんですけれども、仕事の意味合いとい

うことをどれだけ職員が理解しているかは

離職率にも関わってくると思うので、その

辺りのことについて市長公室長にお伺いし

たいと思います。 

○三好義治議長 市長公室長。 

○平井市長公室長 職員の退職に関しまして

は、それぞれいろんな固有の事情があろう

かとは考えているところでございますの

で、一概にそういった育成の部分が要因な

のかというのは、我々もなかなか分析は難

しいと感じているところです。ただ、やっ

ぱり職員の仕事に対するモチベーションと

いいますか、やる気というのは非常に大事

だと考えております。例えば制度としまし

て、職員の提案制度でありますとか、自分

が提案した施策が実現するようなことでや

る気を持っていただくという取組も一つあ

るかと思います。そういった職員がやる気

を持って市民のために精いっぱい働ける環

境をつくっていくのは我々人事を担当して

いる者の責務と感じておりますので、これ

からもいろんなことを研究していきたいと

考えております。 
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○三好義治議長 西谷議員。 

○西谷知美議員 御説明ありがとうございま

した。予算の数字の問題とやる気というと

ころは、一見乖離しているようで、やっぱ

りつながってくると思いますので、それぞ

れの数字が持つ意味合いをしっかり理解で

きていたらこのようなミスはないという副

市長のお言葉にもありましたとおり、しっ

かり職員の皆さんお一人お一人が、自分が

取り組んでいる一つ一つの仕事、今回は予

算に係ることだったと思いますけれども、

重要性を把握して取り組めるように、そし

て、やる気を持った職員がしっかり仕事が

できる体制づくりも要望しておきたいと思

います。 

 以上です。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。塚本

議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 それでは、端的に質疑します。 

 今回、２，７９９万８，０００円の債務

負担分が予算計上されていなかったという

ことで、過去最大規模の予算総額が増える

ことになります。ただ、歳出のところで

５，０００万円の予備費を取っているんで

す。それで賄うということを考えはしなか

ったんでしょうか。１回目、お願いしま

す。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 予備費につきましては、突

発的な事案、地震でありますとか自然災

害、そういうものについての執行を財政担

当部としては考えておるところでございま

すので、今回の案件につきましては予備費

で対応するという考えはございませんでし

た。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 ありがとうございます。 

 というのも、実は、前回、赤字決算を出

したときにも、基金の繰入金があと５，０

００万円ほど多かったら、あの問題は発覚

せずに闇に葬られた可能性があるというこ

とを指摘させていただいていたんです。今

回は今回で、予算総額をしっかりと訂正す

ることで対応していただいたということ

で、議会との信頼関係において、これもま

た摂津市としてはよいところであるのかと

は思っております。 

 ただ、以前指摘させていただいたんです

が、これはシステムの問題であると、人間

は結局どこまでいっても人間で、ミスをす

るものであるから、システムの問題ですよ

ということを指摘させていただき、当時の

奥村副市長からは、ダブルチェックで人間

の目でチェックするんだという趣旨の答弁

が返ってきたんです。その結果、今回のこ

れなんですよ。じゃあ、何のためのＤＸな

んですかと僕は思うんですよ。やっぱりそ

こは、今、ＤＸ推進をやっていく上で、業

務に精通した人間を集めて、それをシステ

ムとして横串を刺していくんでしょうと、

項目を出していくんでしょうという取組を

やっている中で、まだ人間の目に頼るんで

すかと。これは、１件出てきたということ

は、ハインリッヒの法則からいったら、こ

れより小さいミスが３００件あるというこ

とですよ。これは結局ＤＸによってそのミ

スをなくすという確固たる意志がないと駄

目だと思うんですけど、そこはＤＸとして

推進をどうやっていくのかお聞かせくださ

い。 

○三好義治議長 総務部長。 

○石原総務部長 ＤＸの本質のところは、や

はり業務改善という点にございます。しっ

かりとそれぞれの業務フローとかの洗い出

しを行って業務改善に取り組んでいく、そ
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のために、その中でシステムとかを活用し

ていけるものがあるかどうかという視点も

持ちながら、積極的に業務改善を図るため

にいかにＩＣＴが活用できるのか、そうい

う意識を一人一人の職員が持っていくこと

は大切なことであろうと思います。そうい

うところを今後職員にしっかりと認識して

いただけるような来年度の計画内容とし、

またそれを実行していきたいと考えており

ます。 

○三好義治議長 塚本議員。 

○塚本崇議員 最後なので要望とさせていた

だきます。そういったところに、しっかり

とシステム化することによって全体的なチ

ェックを行うというところと、あと、これ

は前回もお願いしたんですが、この件に関

しては全庁的な問題であると捉えていただ

いて、報復人事的なものは行わないように

要望して終わります。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。松本

議員。 

○松本暁彦議員 これまで内容等につきまし

ては質疑がありましたので、最後に市長と

副市長に要望と意見をさせていただきま

す。 

 先ほど、副市長も内部統制の話をされま

した。そして、ＯＪＴの話もされました。

私はすごい気になったあるＳＮＳがありま

して、仕事に関して、上司から考えてやり

なさいと言われたということで、その方は

マニュアルがあれば全てオーケーじゃない

かという返信をされて、それが非常にバズ

ったと、そのとおりだという意見が多かっ

たと。しかしながら、一部では、マニュア

ルだけになってしまうと、それはいずれＡ

ＩとＡＩロボットに変わってしまうと、人

としてできるのはやはり考えることだとい

う意見があって、私はすごくそれが面白い

と思ったところです。 

 なぜこの話を出すかというと、先ほど副

市長がおっしゃったように、業務の本質を

どこまで理解しているかというところが非

常に重要になってくるかと思っておりま

す。マニュアルを整備したとしても、結局

はマニュアル以外のことも起きますし、マ

ニュアルそのものを理解できないまま業務

を進めていくということは往々にしてある

と思っております。これはいつも文教上下

水道常任委員会の中でＩＣＴ教育として言

わせていただいておりますけれども、タブ

レット端末で端末操作を教えるのか、想像

力、思考力を教えるのか、その本質をちゃ

んと教師が理解していないと、タブレット

端末は諸刃の剣になりますよと言っており

ます。これについては、ふだんのその他の

業務についても同じかと思っております。 

 そういった中でＯＪＴに必要なのは、例

えば、考える時間があるのかないのか、あ

るいはしっかりとした指導者がいるのかい

ないのか。ある担当課でいろいろとお聞き

していると、これは会派懇談会でもお伝え

しましたけれども、その課にいる職員が、

在籍年数が最長３年の人しかいないと。実

は、いろいろ政策を聞いていると、私のほ

うがよくよく理解している政策があったり

とかして、おいおい大丈夫かと。それが、

ある意味、今まで３年で異動させるという

方針の下で職員がころころ変わってきたと

いうことがあると思います。 

 じゃあ、ＯＪＴをするに当たって、本当

にちゃんと教える人がいるのかというとこ

ろも、実はすごくそこが大事になってく

る。人事体制だったりとか、先ほどの研

修・訓練の体制、そういったものはセット

かと思っております。加えて、先ほど言っ

た考える時間というところでどういった余
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裕を与えるのか、それはＤＸ等で少しでも

考える時間を与えることが必要になってく

るし、そこでマニュアルも不備があれば当

然変えていく、そういったもろもろを改め

ていま一度しっかりと精査していくという

ところが必要かと思います。 

 嶋野市長、そして山本副市長という新し

い体制になりました。森山市長、奥村副市

長と長年続いてきた体制が変わる中で、改

めて問題等を見いだして、今後どうすべき

かというところで、人事体制も含めて、こ

れから４月に大きな人事異動も控えており

ます。そういった組織体制そのものの一新

といいますか、もうちょっと嶋野市長の色

を増してもいいんじゃないのかと。やはり

しっかりとしたガバナンス、つまり統治機

構を再整備する、そういったところもぜひ

考えて取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 私は文教上下水道常任委員会委員ですけ

れども、民生常任委員会で混乱したという

ところは聞いております。本当にあっては

ならないことで、まさにチェック機関が効

率的・効果的に機能するには、やはり行政

側、理事者側が出す資料によっても大きく

変わってくると思います。そういったとこ

ろもありますので、これを単なるミスと捉

えずに、全体のガバナンスのところを踏ま

えてしっかりと取り組んでいただきたいと

思います。これは意見とさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 議長として、それぞれの議

員の質疑を重く受け止めて、理事者に対し

て、今回の事務処理ミスの検証を行ってい

ただいて、議長に対して報告を求めたいと

思います。さらに、ガバナンスの構築につ

いても、それぞれの議員が求めている部分

が終始一貫した内容なので、議長として申

入れを行っておきます。よろしくお願いい

たします。 

 以上で質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本２件の訂正を承認することに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午前１０時５８分 散会） 
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2， 議会議案 第　　１号 摂津市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例制
定の件
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（午前１０時 開議） 

○三好義治議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、西谷議員及び

塚本議員を指名します。 

 日程１、議案第１号など３５件を議題と

します。 

 委員長の報告を求めます。総務建設常任

委員長。 

 （野口博総務建設常任委員長 登壇） 

○野口博総務建設常任委員長 ただいまか

ら、総務建設常任委員会の審査報告を行い

ます。 

 ３月３日の本会議において、本委員会に

付託されました議案第１号、令和７年度摂

津市一般会計予算所管分、議案第５号、令

和７年度摂津市財産区財産特別会計予算、

議案第９号、令和６年度摂津市一般会計補

正予算（第１０号）所管分、議案第１５

号、刑法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例制定の

件、議案第１８号、摂津市附属機関に関す

る条例の一部を改正する条例制定の件、議

案第１９号、摂津市副市長の定数を定める

条例の一部を改正する条例制定の件、議案

第２０号、摂津市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例及び摂津市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例制定の

件、議案第２１号、摂津市会計年度任用職

員の勤務条件等に関する条例の一部を改正

する条例制定の件、議案第２２号、公益的

法人等への摂津市職員の派遣等に関する条

例の一部を改正する条例制定の件、議案第

２３号、摂津市特別職の職員の給与に関す

る条例及び摂津市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例制定の件、議案第２４号、摂津市一般

職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定の件、議案第２５号、摂津市

職員の退職手当に関する条例の一部を改正

する条例制定の件、議案第２６号、摂津市

税条例の一部を改正する条例制定の件、議

案第３１号、摂津市高齢者、障害者等の移

動等の円滑化のために必要な特定公園施設

の設置に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例制定の件、議案第３５号、摂

津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支

給に関する条例の一部を改正する条例制定

の件及び議案第３９号、摂津市消防団員等

公務災害補償条例の一部を改正する条例制

定の件、以上１６件について、３月７日、

１１日及び１２日の３日間にわたり、委員

全員出席の下に委員会を開催し、審査しま

した結果、議案第１号所管分及び議案第２

３号については賛成多数、その他の案件に

ついては全員賛成をもって可決すべきもの

と決定しましたので報告いたします。 

○三好義治議長 文教上下水道常任委員長。 

（出口こうじ文教上下水道常任委員長 登壇） 

○出口こうじ文教上下水道常任委員長 ただ

いまから、文教上下水道常任委員会の審査

報告を行います。 

 ３月３日の本会議において、本委員会に

付託されました議案第１号、令和７年度摂

津市一般会計予算所管分、議案第２号、令

和７年度摂津市水道事業会計予算、議案第

３号、令和７年度摂津市下水道事業会計予

算、議案第９号、令和６年度摂津市一般会

計補正予算（第１０号）所管分、議案第１

０号、令和６年度摂津市水道事業会計補正

予算（第４号）、議案第１１号、令和６年

度摂津市下水道事業会計補正予算（第３

号）、議案第１７号、摂津市乳児等通園支

援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例制定の件、議案第２７号、摂津市特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
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の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例制定の件、議案第２８号、摂

津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条

例制定の件、議案第３２号、摂津市企業職

員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例制定の件、議案第３３

号、摂津市布設工事監督者を配置する水道

の布設工事並びに布設工事監督者及び水道

技術管理者の資格を定める条例の一部を改

正する条例制定の件及び議案第３４号、摂

津市下水道条例の一部を改正する条例制定

の件、以上１２件について、３月６日、７

日及び１０日の３日間にわたり、委員全員

出席の下に委員会を開催し、審査しました

結果、議案第１号所管分及び議案第１７号

については賛成多数、その他の案件につい

ては全員賛成をもって可決すべきものと決

定しましたので報告します。 

○三好義治議長 民生常任委員長。 

  （福住礼子民生常任委員長 登壇） 

○福住礼子民生常任委員長 ただいまから、

民生常任委員会の審査報告を行います。 

 ３月３日の本会議において、本委員会に

付託されました議案第１号、令和７年度摂

津市一般会計予算所管分、議案第４号、令

和７年度摂津市国民健康保険特別会計予

算、議案第６号、令和７年度摂津市パート

タイマー等退職金共済特別会計予算、議案

第７号、令和７年度摂津市介護保険特別会

計予算、議案第８号、令和７年度摂津市後

期高齢者医療特別会計予算、議案第９号、

令和６年度摂津市一般会計補正予算（第１

０号）所管分、議案第１２号、令和６年度

摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）、議案第１３号、令和６年度摂津市

介護保険特別会計補正予算（第４号）、議

案第１６号、摂津市協働のまちづくり推進

条例制定の件、議案第２９号、摂津市地域

包括支援センターの包括的支援事業の実施

に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定の件及び議案第３０号、摂津市

環境の保全及び創造に関する条例の一部を

改正する条例制定の件、以上１１件につい

て、３月６日、１０日及び１１日の３日間

にわたり、委員全員出席の下に委員会を開

催し、審査をしました結果、議案第１号所

管分については可否同数となったことか

ら、委員長裁決をもって可決すべきもの、

議案第４号、議案第７号及び議案第８号に

ついては賛成多数、そのほかの案件につい

ては全員賛成をもって可決すべきものと決

定しましたので報告いたします。 

○三好義治議長 議会運営委員長。 

  （西谷知美議会運営委員長 登壇） 

○西谷知美議会運営委員長 ただいまから、

議会運営委員会の審査報告を行います。 

 ３月３日の本会議において、本委員会に

付託されました議案第１号、令和７年度摂

津市一般会計予算所管分及び議案第９号、

令和６年度摂津市一般会計補正予算（第１

０号）所管分、以上２件について、３月２

４日、委員全員出席の下に委員会を開催

し、審査しました結果、いずれも全員賛成

をもって可決すべきものと決定しましたの

で報告します。 

○三好義治議長 駅前等再開発特別委員長。 

（松本暁彦駅前等再開発特別委員長 登壇） 

○松本暁彦駅前等再開発特別委員長 ただい

まから、駅前等再開発特別委員会の審査報

告を行います。 

 ３月３日の本会議において、本委員会に

付託されました議案第１号、令和７年度摂

津市一般会計予算所管分及び議案第９号、

令和６年度摂津市一般会計補正予算（第１

０号）所管分、以上２件について、３月１
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３日、委員全員出席の下に委員会を開催

し、審査しました結果、いずれも全員賛成

をもって可決すべきものと決定しましたの

で報告します。 

○三好義治議長 委員長の報告が終わり、質

疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 討論に入ります。 

 通告がありますので、許可します。塚本

議員。 

  （塚本崇議員 登壇） 

○塚本崇議員 それでは、大阪維新の会市議

団を代表いたしまして、議案第１号に対す

る反対討論を行います。 

 まず、総額についてです。 

 本議案となる令和７年度一般会計予算

は、総額が５１７億２，７９９万８，００

０円となり、過去最大規模となりました。

令和元年度決算が３３８億４，６００万円

余りだったことから比較すると、１５２％

伸びています。 

 一方で、主な歳入となる市税５税、市民

税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ

税、都市計画税の総額は、令和元年度決算

が１８２億１，１７０万円、令和７年度予

算では１９１億９，６２０万円と、１０

５％の伸びしかありません。 

 コロナ禍を経て、国の給付金を見込んで

予算が膨れ上がり、収支のバランスが取れ

ない状況が続いています。結果、令和７年

度予算では、基金の取崩し４５億円、市債

発行が６０億５，０１０万円と、歳入の２

０％をこれまでの積立てと借金で賄うとい

ういびつな構造となっています。 

 これを受けて、急に（仮称）摂津市財政

健全化プランが策定されることになりまし

たが、このままいけば、令和８年度の予算

組みはできても、令和９年度には基金が枯

渇し、市中銀行から一時借入金を調達して

利子を払わなければならず、今後の予算に

利子の支払いが組み込まれることになって

いきます。市政運営の基本方針でもあった

とおり、物価や賃金の上昇のない時代、ゼ

ロノルムからの脱却を言われておりました

が、歳入と歳出のバランスは取るべきだと

考えます。 

 議案第１号の一般会計予算は、令和６年

度の４５７億５，０００万円から６０億円

余り、１３％以上の上昇となっているにも

かかわらず、多くの事業が見直しとなりま

した。代表的なものとして、給食センター

建設に係る費用が見直しとなりましたが、

代表質問でも答弁いただいたとおり、当初

約３１億円を見込んでいた建設事業費が令

和７年度予算要求の段階で約４７億円に高

騰し、３年延期後の試算は約５６億円とな

っています。事業の見直し、延期による約

９億円の負担増は、今後の見通しを考えれ

ば、市税の自然増で賄えるとは考えにく

く、そのまま市民の負担が増えると捉える

のが妥当です。 

 これまで、住民説明会やパブリックコメ

ント、都市計画審議会を通じてまちづくり

の手順を踏んできたのにもかかわらず、実

行に際してお金がないとなると、連続性の

あるまちづくりの根本が揺るぎかねませ

ん。公設公営に固執した結果として市民負

担が増えるのであれば、考え方を改めるこ

とも検討に入れるべきです。 

 一例を挙げると、お隣の吹田市では、中

学校給食に係る食育センター事業のため

に、１５年間で約２６０億円の債務負担行

為を組みました。これは民設民営というス

キームがあってこそできる話であって、全
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てが基礎自治体の丸抱えで行うことが財政

運営上の大きな負担となることは以前から

判明していたことではないでしょうか。今

回の予算における延期の決断は非常に重た

いものであったと想像いたしますが、この

ままでは鶴野地域の公共施設の再編自体が

危ぶまれるのではないかと我々は懸念しま

す。 

 旧三宅小学校の校舎は、解体のめどもつ

かないまま１７年になります。環境センタ

ーが同じ状態にならないと言えるでしょう

か。大型の予算が組まれ、大型の建設事業

が見直される中で、片田ハウスの解体約

２，４００万円や鳥飼書庫の解体約９，０

００万円など、比較的規模の小さなものは

見過ごされてしまっている感があります。

これだけの規模の予算を組むのであれば、

令和７年度に実施しなければならないもの

は、もっと確実に仕分けすべきだと考えま

す。 

 また、民間の力を使えるところは民間の

力を活用し、近隣市にお願いできるところ

はお願いして広域化を行い、単独事業の見

直しに踏み込むべきです。 

 最後に、我々が大人の責任として、次世

代に何を残し、何を託していくのか、計画

性を持って行財政運営に当たっていただき

たいと、これを行政にお願いし、以上をも

って我々の反対討論とさせていただきま

す。 

○三好義治議長 藤浦議員。 

  （藤浦雅彦議員 登壇） 

○藤浦雅彦議員 それでは、公明党議員団を

代表いたしまして、市長が提案されました

議案第１号から議案第８号について、賛成

の立場から一括して討論させていただきま

す。 

 今回は嶋野市長にとって初めての予算と

いうこともあり、市長選での市民との約束

を果たす重要な取組であったと思います。

一方で、今後の人口減少と深刻な少子高齢

化に加えて、歴史的な物価高や人件費の高

騰など、中期財政見通しにおいて一度立ち

止まって見直さなければならない事態にも

直面していることを会派懇談で申し上げま

したが、市政運営の基本方針では、現在進

行している事業も含め、見直すべきものは

見直し、進めるべきものは大胆に進めてい

く責任ある決断力が重要であると述べられ

ています。 

 その先駆けとして、鶴野地域における公

共施設再編につきまして、円滑な財政運営

を確保するため、環境センターの解体、鶴

野中央公園の整備、そして給食センターの

建設をそれぞれ延期する決断をされたこと

を評価いたします。 

 しかし、中学校給食につきましては、子

供たちに栄養ある給食を提供する環境をで

きるだけ早期に整備するために、民間事業

者による全員喫食について検討を進めてい

かれますので、そのことが円滑に進捗する

ことを願っています。今から約２０年前

に、摂津市が第２の夕張市と言われた厳し

い状況がありましたが、当時、共に市議会

議員として乗り越えてきた経験を生かし

て、断じて今回も乗り越え、さらなる摂津

市へと大発展させていくことを期待いたし

ます。 

 令和７年度で終了となる摂津市行政経営

戦略については、１年延長し、令和８年度

末に次期戦略を策定されます。令和７年度

では、現行の行政経営戦略の総括として、

ビルド＆スクラップ、スマート自治体の推

進、協働・パートナーシップの推進、経営

資金の調達、人財の組織的な育成という五

つの視点の効果を検証され、そして新たな
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視点の協働を導入し、市役所の協働力の向

上と市民活動団体の育成を図ることが、今

後、摂津市が発展するための大きな鍵にな

ります。摂津市の行政経営戦略の策定に当

たっては、そのことをよく踏まえて、魂の

籠もった戦略となるように進められていく

ことを強く要望いたします。 

 摂津市の魅力やブランド力は、これまで

のまちづくりの努力により、ＪＲ千里丘駅

西地区のタワーマンションの売出し価格に

象徴されるように、間違いなく上がってま

いりました。これからは安威川以南の魅力

とブランド力を上げていく取組になります

が、前市長から引き継いだ最も難しい課題

であることは間違いありません。財政難を

乗り越えるとともに、この難しい課題も乗

り越えてまいりましょう。 

 それではまず、一般会計を総括的に申し

上げます。 

 令和７年度一般会計予算額は約５１７．

３億円となり、前年度比約５９．８億円、

１３．１％増になりました。 

 歳入は、市税収入が約１９１．９億円、

前年度比では５．４％増。 

 内訳としては、個人市民税が、令和６年

度の定額減税の影響がなくなり、経済見通

しの上昇の見込みにより、前年度比として

は約６．２億円増。 

 法人市民税は、コロナ禍で落ち込んだ企

業の業績の回復傾向が続いていることか

ら、前年度比で約１．８億円増。 

 地方交付税は、普通交付税が前年度比

５．４億円減少して４億円としており、特

別交付税と合わせて６億円を計上されてい

ます。 

 財産収入は、健都イノベーションパーク

の売却や千里丘駅西地区再開発事業の２街

区の土地売払収入等の増を見込み、前年度

比では約０．８億円増の約８．４億円の計

上です。 

 繰入金は、主要基金から約４５．１億円

の計上、市債については約６０．５億円、

前年度比１０１．５％の増、公債費は、前

年度比約９．０億円、４７．５％の増とな

っています。 

 令和７年度当初予算は、社会保障費や大

型建設事業の推進による普通建設事業費の

増を市債の発行と主要基金からの繰入れに

よって賄い編成しており、今後も物価の高

騰や労務単価の上昇等により、建設事業費

だけでなく経常経費も増し高することが予

想され、財政調整基金の繰入金に頼った予

算組みは非常に厳しい状況となっており、

経常的な事業の削減、大規模事業の平準

化、公共施設の再編などを含めた事業の見

直しが必要となります。 

 それでは、個々の施策について申し上げ

ます。 

 まず、未来を見据えた魅力あるまちづく

りについてです。 

 大阪・関西万博で摂津市の魅力を発信さ

れますが、５月１７日には銘木団地、大阪

欄間の優技（すぐれわざ）を世界に発信さ

れ、７月２８日には鳥飼なすのなにわの伝

統野菜としての紹介、そして、９月１４日

には摂津音楽祭リトルカメリアの受賞者に

よるコンサート実施を予定されていること

を評価いたします。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインについ

ては、令和７年度末で閉校になる鳥飼東小

学校の跡地活用に向けて、サウンディング

調査、民間事業者から参入意向やアイデア

募集を実施して、住民説明会及びワークシ

ョップ等を開催し、計画の実現化を図られ

ます。 

 また、淀川河川防災ステーションの推進
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については、令和７年度で淀川河川敷と併

せて活性化を図るコミュニティ施設を市民

ワークショップ等で推進され、また、民間

運営会社の配送センターとの連絡橋の実施

設計が行われます。河川防災ステーション

本体の実施設計は、令和８年度に国におい

て実施される予定です。これら一連の取組

について評価いたします。 

 鳥飼地域の魅力とブランド力を上げる取

組として、教育環境、公共交通、地域コミ

ュニティ活動の活性化、魅力ある公園な

ど、様々な課題に向き合い、防災意識の向

上や高台のまちづくり及び水辺空間の創出

など、具体的な取組について検討を進めて

いくことが重要です。計画の具現化におい

ては、ダイナミックかつ繊細な内容とし、

多くの市民を巻き込み、地域人材の発掘と

育成につなげ、市民、事業者、各団体との

協働によるオール鳥飼で進めていただき、

夢と希望に満ちた計画となるように強く要

望いたします。 

 ＪＲ千里丘駅西地区再開発事業につきま

しては、令和７年４月末に第２街区の商業

施設、６階建てのビルが完成いたします。

令和９年６月の完成を目指して、第１街区

も自由通路、駅前ロータリー、タワーマン

ション、商業施設等の工事に着手されてお

り、摂津市の魅力とブランド力を高める取

組として高く評価します。 

 また、開発区域に隣接する都市計画道路

千里丘駅前線の拡幅工事についても、早い

時期に完成させ、残された区域も合わせて

無電柱化で一体的な町並みになるように最

大努力をお願いし、要望といたします。 

 ＪＲ千里丘駅東口周辺の大規模改修につ

いては、令和９年度末完成を目指し、入札

及び関係者と協議をされます。自由通路の

屋根の改修、柱脚の美装化、駅前広場と連

絡通路、２階デッキの床の舗装の改修など

を実施されます。これらのことを高く評価

しますとともに、各事業所が営業しながら

の工事となることから、安全には細心の注

意を払い工事を進めることをお願いし、要

望といたします。 

 阪急京都線連続立体交差事業の推進につ

きましては、既に全体の９０％の用地取得

が完了し、残る道路・通路の付け替え、庄

屋公園内の整備工事を実施されます。令和

７年度中には鉄道工事説明会が実施され、

仮線移設工事、高架構造物設置工事へと進

められ、令和１５年度の完成を目指される

ことを高く評価いたします。 

 公共施設巡回バスの見直しについては、

地域公共交通協議会において抜本的な見直

しを実施し、バスの小型化やエリアごとの

運行などを検討されることを評価いたしま

す。これまで何度も検討されてきました

が、ようやく本格的な検討がなされること

を期待します。市内の交通環境について

は、高齢社会の進展に伴って、セッピィ号

運行地域以外でも市民ニーズが高まってい

る地域があることから、全市的な公共交通

についての検討も行っていただくようお願

いし、強く要望いたします。 

 ふるさと応援寄附金の返礼品の強化につ

きましては、摂津市内で使用可能な電子商

品券ＰａｙＰａｙを追加されます。また、

セッピィスクラッチカードの第１０弾が１

１月頃に実施されますことを評価いたしま

す。今年も、物価高騰で落ち込む消費の拡

大のための効果的な取組として、また、地

元小売店対策として大きく期待をいたしま

す。 

 次に、安全・安心のまちづくりについて

です。 

 市民向け避難所運営マニュアルを避難施
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設ごとに関係者で策定する件について、令

和５年度で三宅地域の子育て総合支援セン

ター遊戯室、令和６年度で味舌東地区の安

威川公民館、市民図書館、令和７年度には

味舌東地区の味舌小学校、正雀体育館で実

施されることを評価します。今後は、いつ

起こるか分からない大災害までに策定を終

えるスピードアップが課題です。 

 三島地域の広域避難所の詳細協議につき

ましては、万博記念公園東駐車場、大阪大

学吹田キャンパスの一部について、詳細な

運用方法を協議されており、また、バス会

社による市民避難の協定も検討されている

ことを評価します。災害は待ったなしです

ので、協議のスピードアップが必要です。 

 ５年計画で令和９年度までに市内の全小

中学校にマンホールトイレを各１０基設置

されることについて、これまで６校で実施

済みであり、令和７年度は鳥飼・鳥飼北小

学校、第五中学校に設置されることを評価

します。 

 耐震率９５％を目指し、摂津市住宅・建

築物耐震改修促進計画を改定されることを

評価します。 

 また、ブロック塀等の撤去に対する補助

の継続実施については、道路、公園に面す

る高さが８０センチメートル以上のブロッ

ク塀で、基礎をともに撤去することで上限

２０万円を市単費で実施されることを評価

します。摂津市に多い私道に面するものが

補助から外されておりますが、補助対象に

加えていただくように要望いたします。 

 防犯カメラを２５台増設し、市内２０５

台稼働体制になり、安全・安心が向上する

ことについて高く評価します。 

 高規格救急車の１台更新については、４

号車を更新し、更新後はネットオークショ

ンで売却を予定されています。また、本市

のはしご車の更新時期が近づいてきている

中で、吹田市とはしご車共同購入を模索さ

れていることを評価します。 

 次に、健康づくりで市民の健康寿命を延

ばすことについてであります。 

 「まちごと元気！健康せっつ２１」第３

次計画が令和６年度に完成し、令和７年度

よりスタートすることを評価します。これ

までに実施をしてきた様々な健康づくりの

取組を評価して、健康寿命ナンバーワン都

市を目指すことを強く要望いたします。 

 胃内視鏡検査による胃がん検診の導入に

向け、対象者の基準及び制度管理の実施体

制を検討し、令和９年度より実施されるこ

とを評価いたします。 

 データヘルス計画、すなわち国民健康保

険保健事業実施計画第３期が令和６年度に

策定され、令和７年度より展開され、糖尿

病予防などが実施されます。また、国立循

環器病研究センターと共同で脳卒中予防Ｃ

ｈｅｃｋＦＡＳＴキャンペーンを継続実施

され、脳卒中予防を実施されます。また、

循環器病予防・制圧モデル事業ＳＴＯＰ 

ＭＩキャンペーンを継続実施され、心筋梗

塞予防が行われます。これら一連の予防の

取組を評価します。 

 また、国立健康・栄養研究所と連携して

モデル事業を開始されます。１８歳以上、

要介護２以下の全市民にアンケートを行う

「摂津市民の健康・栄養とウェルビーイン

グに関する縦断調査（摂津スタディ）」の

結果に基づき、長期間に及ぶ健康調査を展

開し、全国に発信されることを評価いたし

ます。 

 帯状疱疹ワクチン接種を令和７年４月よ

り実施されます。このことは多くの市民か

ら要望をいただいていたこともあり、高く

評価します。今回は６５歳以上の接種とな



5 － 11 

っていますが、５０歳を超えると発症率が

高くなることから、今後は対象年齢の引下

げの検討をお願いいたします。 

 がん患者の心理的及び経済的負担の軽減

に向け、ウイッグ、人工乳房、下着等のア

ピアランスケア用品の補助をすることを高

く評価いたします。 

 無料成人歯科健康診査の対象年齢が２０

歳、３０歳、４０歳から７４歳までの５歳

刻みであったところを、１８歳から７４歳

まで全ての年代に拡大されることを評価い

たします。 

 国保被保険者に対する人間ドック及び脳

ドックの受診費用の助成の対象年齢が拡大

され、４０歳以上に加えて３０歳から３９

歳にも拡大されることを評価します。 

 次に、子ども・若者の健やかな成長につ

いてです。 

 第１期摂津市こども計画～こどもまんな

かプラン～が完成し、こどもの総合計画と

してスタートします。「子育てするなら摂

津市」を目指して取り組まれることを高く

評価します。子育て世代の市民が子育てし

やすいと実感できる施策の取組を期待しま

す。 

 また、計画においては、特に子どもの貧

困対策などを章立てされ、強化されてお

り、検証しやすくなったことを評価しま

す。 

 （仮称）複合施設とりかいこども園・児

童センターの令和７年１０月完成予定によ

り、とりかいこども園は令和７年１１月頃

には移転予定、また、（仮称）第２児童セ

ンターは令和８年４月のオープンを目指し

準備されることを評価します。市内の公共

施設の居場所として、初めて中高生も対象

とされていることを期待します。 

 小学生以下の居場所づくりにおいても、

子ども食堂補助事業に加えて、令和７年度

より、宿題カフェ設置及び運営補助事業を

創設され、新たな居場所支援を展開される

ことを評価します。中高生の居場所づくり

についても積極的に支援をいただきますよ

うお願いし、要望といたします。 

 ヤングケアラーの早期発見及び支援体制

を構築されます。民間支援団体による交流

サロンを実施されることを評価します。 

 保育所待機児童解消の取組につきまして

は、令和９年４月に健都地域で新たな保育

所、そしてＪＲ千里丘駅西地区で新たな保

育園開設を目指され、待機児童の解消と、

さらに増加するであろう保育ニーズに備え

られます。本年４月１日時点の待機児童数

は、昨年と同様に２３名前後の見通しで

す。他の園の保育士確保によっての受入れ

増員と合わせて、一日も早い待機児童の解

消を図られることをお願いし、要望といた

します。 

 保育士確保等につきましては、新規採用

保育士に対する支援金制度を継続され、５

年間で一人最大１００万円を限度に、５年

目までの保育士及び保育教諭に対して遡及

して支払われることを評価します。 

 また、看護師採用のための補助制度を利

用して、民間こども園１園と民間保育園１

園で新たに体調不良児対応型病児保育が実

施されますが、これらのことを評価しま

す。 

 準備が整った保育園でこども誰でも通園

制度が導入され、ゼロ歳６か月児から２歳

児で月１０時間を限度に利用可能になるこ

とを評価します。 

 次に、地域包括ケアシステムの構築につ

いてです。 

 福祉の総合計画として第５期摂津市地域

福祉計画を令和７年度に策定されますこと
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を評価します。 

 柱の一つに重層支援体制がありますが、

重層支援体制の整備につきましては、まず

はコミュニティソーシャルワーカーを中学

校区に正職員で各１名配置し、体制を整え

ることが重要です。今は一人が正職員、３

人が非常勤職員です。 

 そして、福祉において今最も求められて

いることは、地域であらゆる市民を見守れ

る体制の構築、いわゆる重層的支援体制の

構築と、複雑化する課題に対して断らない

窓口の構築です。地域住民や地域の支援関

係機関等と、自分たちのまちにあってほし

い支援体制や、そのための各機関の役割分

担と協働の在り方などについて、考え方や

進め方などを共有しながら議論し、実際の

取組に移していくものです。 

 そのためには、地域のつながりの再構築

と新たな市民活動の育成、地域福祉の実動

部隊である社会福祉協議会の認識向上と組

織の成長が不可欠です。こうしたことを地

域福祉計画に盛り込んでいただくことをお

願いし、要望といたします。また、重層的

支援体制構築に向け、着実に、またスピー

ド感を持って進めていただきますよう要望

いたします。 

 また、重層的支援体制に関連して、貧困

対策のセーフティネットとしてフードバン

クが各地で活動していますが、本市はもと

より、大阪にはまだモデル的なスタイルが

ありません。その先駆けとして、フードバ

ンクを委託事業として検討いただきますよ

う強く要望いたします。 

 ３年ごとに作成される第１０期せっつ高

齢者かがやきプランの策定に入られ、令和

７年度に在宅介護実態調査及び介護予防・

日常生活圏域ニーズ調査を実施されます。

超高齢社会にあって、高齢者が住み慣れた

地域で安心して生活ができるようにするた

め、全ての関係者が協力し合える協働を主

にした体制の構築をお願いし、要望といた

します。 

 介護支援専門員、すなわちケアマネジャ

ーが介護現場で圧倒的に不足している現状

に対して、資格更新費用の半額程度の補助

を継続されることを評価します。 

 また、多くの高齢者から要望の強い高齢

難聴の補聴器購入補助制度の実施を強く要

望いたします。 

 次に、教育、生涯学習、スポーツ推進に

ついてです。 

 摂津市教育大綱の改定に対しましては、

現在の大綱にある基本指針である一人一人

の生きる力を育むこと、人生１００年時代

の学びと活躍を推進すること、安全で安心

な学びの場をつくることを継承しつつ、嶋

野市長の思いである立志教育を進めていき

たいと代表質問でも述べられています。魂

の籠もった改定としていただくようにお願

いし、要望といたします。 

 現在工事中の千里丘小学校以外の小中学

校校門・通用門を令和８年度に全てオート

ロックにされますが、令和７年度は小学校

７校及び中学校２校の通用門にオートロッ

クを設置されます。受付員の高齢化や人員

確保が課題であるため、今後は登下校時の

配置とすることを検討中であり、また、日

本郵便や摂津警察署と連携して児童・生徒

の見守り活動を実施されることを評価しま

す。 

 摂津ＳＵＮＳＵＮ塾が各中学校で開催さ

れることになり、より多くの子供たちが参

加できることを望みます。 

 少人数学級への取組につきましては、令

和７年度の小学校全学年が３５人学級とな

ります。一方で、講師の確保には相当苦労
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されておられます。まずは必要人数を確保

することが重要ですが、質の低下を招かな

いように要望いたします。 

 コミュニティスクールの取組は４年目と

なり、令和７年度は５校目として味舌小学

校に導入されます。保護者や地域住民等が

参画する学校運営協議会を設置されます。

摂津市に合った実効性のあるコミュニティ

スクールと地域による学校支援地域本部を

構築し、全市に展開できるように期待し、

要望といたします。 

 中学校給食センター建設は、財政問題か

らおおむね３年延期することを選択されま

した。その間、民間業者に委託し、令和８

年度中に全員喫食実施を目指されることを

評価します。小学校のおいしい給食を継承

するとともに、令和８年度中の開始が遅れ

ないように強く要望いたします。 

 また、給食の無償化につきましては、今

国会で、令和８年度から小学校で実施し、

中学校へも広げていく旨の合意がなされま

した。国の動きを見極めながら、速やかに

導入できるように準備をお願いします。 

 知的機能強化に向け、オンラインによる

コグトレ、すなわちコグニティブトレーニ

ングを、令和６年度は味生小学校でモデル

実施されましたが、令和７年度ではオンラ

インはなされずに、一部の学校でペーパー

による実施をされるということです。コグ

トレの創始者である立命館大学の宮口幸治

教授が通常知識と発達障害のはざまにある

境界知能について提唱されております。教

員研修に導入するなど研究されることを提

案いたします。 

 次に、環境、産業振興、その他につい

て。 

 （仮称）味生コミュニティセンターにつ

きましては、令和８年度完成を目指して建

設工事に着手されることを評価いたしま

す。 

 都市再生整備計画南摂津駅西側地区とい

う計画に記載されていますが、目標１は、

多世代が集い活動するまちのにぎわいの創

出、目標２に、水害時に一時避難できる場

所の増設とあります。都市再生整備計画に

のっとり、モノレール南摂津駅西側地区全

体の生活の向上に寄与する取組となるよう

にお願いし、要望といたします。 

 第３期摂津市産業振興アクションプラン

を展開されることを期待します。商工業と

農業が生き生きと活躍でき、新たな産業を

生み出す活力ある住工一体のまちづくりを

目指して取り組んでいただきますようお願

いし、要望といたします。 

 第２期摂津市地球温暖化対策地域計画に

基づき、宅配ボックスの設置費用の補助制

度創設を評価します。 

 消防庁舎ほか３６の公共施設における照

明灯をＬＥＤ化されます。また、住宅用太

陽光発電設備、燃料電池システム、蓄電池

の設置に対する補助が３年目となります。

予算に限りがありますが、より多くの人に

設置いただけるように周知徹底をお願いい

たします。 

 （仮称）摂津市ＤＸ推進計画を策定さ

れ、庁内の業務の効率化とさらなる市民サ

ービスの向上を図られることを評価しま

す。担当される職員の皆さんは、単なるデ

ジタル化の域を超えて、業務改善、庁内改

革であるとの全庁的な取組の一翼を担って

いるという強い使命感で推進されますこと

を要望いたします。 

 公共施設等総合管理計画、ＦＭに基づ

き、計画的に修繕を実施されることを評価

します。ＦＭについては、見える化を実施

し、予算化する前に定期的に全体像や個別
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状況等について報告いただくことを要望い

たします。 

 （仮称）摂津市財政健全化プランの策定

については、現在進行している事業も含め

て、見直すべきものは見直し、進めるべき

ものは大胆に進めていくとされています

が、さらに歳入面の知恵も絞り検討いただ

きますよう要望いたします。 

 摂津市行政経営戦略の策定につきまして

は、市役所の協働力がまだまだ未熟であ

り、市民活動団体の多くは行政との協働を

希望していることを考えると、市民活動団

体が育つかどうかは市役所の協働力の向上

と関係があります。そうしたことも踏まえ

て、次期行政経営戦略の策定に当たって

は、協働のさらなる取組、市庁舎の末端ま

で積極的な協働を推進する新たな視点での

取組が必要であると考えます。本市が今後

発展できるように、摂津市行政経営戦略の

策定に取り組んでいただくよう強く要望い

たします。 

 物価高対策について、今年の春闘では、

大手企業の平均は５％を超える賃上げ回答

に対しまして、中小零細企業とは大きな開

きが出ているようです。本市としても敏感

に見極めながら、今後も市民の生活を守る

施策を検討していただくことを強く要望い

たします。 

 次に、水道事業会計、下水道事業会計に

つきましては、摂津市上下水道ビジョン及

び摂津市水道事業経営戦略、摂津市下水道

事業経営戦略の中間見直しを実施されまし

た。水道事業におきましては、令和９年度

に赤字に転落する試算をされていますが、

今後、でき得る限り水道料金、下水道料金

を据え置く計画とされるようにお願いし、

要望といたします。 

 国民健康保険特別会計は、大阪府内の保

険料率が統一化されましたが、大阪府の国

保事業が適切に運営されるように、しっか

りと監視や指摘を実施していただくことを

要望します。 

 介護保険特別会計及びその他の会計につ

きましては、将来を見据えた計画的かつ先

見性を持った運営を期待し、賛成理由とい

たします。 

 債務負担行為の算入漏れが発覚し、予算

書が議会に再上程になった問題で、本会議

でも指摘をしましたが、問題が起こるたび

にモグラたたきのように対応するのではな

くて、庁内全体の問題として捉え、革命的

警戒心を持つ職員の育成が重要でありま

す。再発防止に向けて、このことを前向き

に捉えて、後々にあの事件があったから職

員の意識や体質ががらりと変わったと言わ

れるような取組を期待いたします。 

 最後に、私たち公明党は、令和７年度予

算に基づき、施策の執行については、言う

べきことははっきり申し上げ、是正すべき

は指摘をしながら、最大に努力することを

申し上げまして賛成討論を終わります。 

○三好義治議長 野口議員。 

  （野口博議員 登壇） 

○野口博議員 それでは、日本共産党議員団

を代表して、議案第１号、議案第４号、議

案第７号、議案第８号及び議案第１７号に

対する反対討論を行います。 

 最初に、地方自治体としての基本問題に

ついて５点申し上げます。 

 一つは、財政運営と市民の暮らしについ

て申し上げます。 

 摂津市は、物価高騰を理由に、にわかに

財政危機だとして（仮称）摂津市財政健全

化プランを策定することにしました。その

中で、歳出の削減だけでなく、収入の確保

や組織の見直し、業務の効率化、そして、
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適正化という名で公共料金の引上げにも言

及しています。 

 私は、１９９８年、つまり平成１０年の

最初の財政健全化計画の発表後１０年間の

出来事を繰り返してはならないと強く申し

上げたい。さきの我が党の代表質問に対す

る答弁で、森山市長時代に大胆な行財政改

革を進め、財政危機を克服したとのお答え

でありますが、御承知のように、地方自治

体の仕事は住民の福祉の増進です。つま

り、今日の急激な物価高騰から市民の暮ら

しを守り支えることを第一に財政運営を行

うべきです。 

 １９９８年度、最初の財政健全化計画策

定時の市債、つまり市の借金は、一般会計

と上下水道特別会計、公共用地先行取得事

業特別会計の合計で１，０５８億３，００

０万円でした。 

 森川市政４期目の４年間と森山市政最初

の４年間の計８年間について申し上げま

す。この８年間での公共料金の値上げ等

は、水道料金が２回、下水道料金が３回、

国民健康保険料が６回、介護保険料が３

回、各種施設使用料等の連続値上げ、そし

て二つの小学校の廃校などでした。結果、

８年間での公共料金値上げによる市民負担

増は、何と総額約８５億円となりました。

ですから、その後、たばこ税収入や吹田操

車場跡地売却収入などもありましたが、市

民の大変な負担増があったことをちゃんと

受け止めていただきたい。 

 二十数年前と比較すると、生産人口の減

少、少子高齢化、それに今日の物価高騰が

追い打ちをかけ、市民の側の体力は減少し

ています。２０２５年度末見込みの市債残

高は４７１億円で、２７年前に比べ４５％

に減少しています。当分の間、起債額が元

金償還額を上回ることになりますが、基金

や一般財源は基本的に市民の暮らしと必要

な施策や事業推進に活用しつつ、起債額と

公債費の適正管理に努め、健全な危機感を

持って財政運営に取り組まれることを強く

申し上げておきます。そして、地方自治体

の役割を果たすためには、国に対して地方

の財源需要に見合った一般財源の確保と地

方交付税充実をとの声を届けていただきた

い。 

 二つ目に、次期行政経営戦略策定など諸

計画における住民参加についてです。 

 摂津市行政経営戦略は、計画期間を１年

延長し、次期基本構想、基本計画、行政経

営方針を、２０２５年度、２０２６年度の

２年間かけて策定することになりました。

摂津市の目指すべき将来像と、そのための

目標や政策、具体的な施策を定めるもの

で、市民生活の実態を把握するとともに、

市民参加の機会が十分に保障されるべきで

す。形式的・単発的な市民参加とならない

ように求めるものであります。 

 第１期摂津市こども計画についてです。 

 本計画の基本施策や方向性に示される子

供の権利としての子供の意見表明、参加の

促進を具体化し、子供の最善の利益を第一

に、子供を真ん中に据えた市政運営、まち

づくりを求めます。 

 また、鳥飼まちづくりグランドデザイ

ン、摂津市地域公共交通計画など、まちづ

くりに係る諸計画の具体的な検討において

も、諸施策の決定過程段階から行政の情報

提供と市民の意見聴取機会を保障した取組

を求めます。 

 鳥飼小学校と鳥飼東小学校統合まで１

年。当事者である保護者、学校施設利用団

体や地域住民に対し、統合による課題の可

視化を図り、子供も含め住民の意見聴取、

説明責任を果たし、合意と納得の上、新鳥
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飼小学校のスタートを迎えるよう要請いた

します。 

 三つ目に、職員体制についてです。 

 事務執行におけるミスが相次いでいま

す。多様化・複雑化する業務に対応できる

組織、職員体制になっているのか、少ない

職員体制の下、知識、経験の蓄積できる体

制、人事異動の在り方などに問題がないか

検証が必要です。各職場の職員が諸業務に

精通し、ＯＪＴが機能するよう職員体制の

見直しを求めます。 

 四つ目に、ジェンダー平等、ＬＧＢＴＱ

＋への理解を根づかせる取組についてで

す。 

 第４次特定事業主行動計画では、おおむ

ね目標を達成していますが、審議会などの

女性参加が遅れています。審議会等の委員

選出において女性枠を確保するなど改善を

求めます。性暴力救援センター・大阪ＳＡ

ＣＨＩＣＯを病院拠点型にするよう要請す

ることも求めておきます。 

 また、生きづらさを抱えるＬＧＢＴＱ＋

について、アライ宣言や窓口にレインボー

フラッグを置くなど、摂津市が十分に理解

していることを内外に示す取組を進めるべ

きであります。 

 五つ目に、戦後８０年の平和の取組につ

いてです。 

 昨年、日本原水爆被害者団体協議会のノ

ーベル平和賞受賞は、核廃絶や世界の平和

を求める活動に大きな勇気を与えました。

この３月に開催された核兵器禁止条約第３

回締約国会議は、オブザーバーを含めて８

７か国が参加し、国際情勢の不安定化が進

む中でも核なき世界に向け取組を強化する

という宣言を採択いたしました。初日にス

ピーチに立った、母親のおなかの中で被曝

した広島の胎内被爆者である濱住治郎さん

７９歳は、「被爆者が減る中で、どれだけ

証言を続けていけるかだ。核を廃絶しない

といけないという思いをもっともっと社会

に広げて、核兵器を持っている国の考えを

変えていきたい」と決意を語られました。 

 現在、平和首長会議国内加盟都市数は

１，７４０自治体に達しており、この１月

に総会を開催いたしました。この会議で、

世界情勢の混迷が続く中、戦後８０年の取

組として、平和首長会議サポーター制度の

運用開始をはじめ様々な取組を通じて、自

治体での平和文化を根づかせる取組の重要

性は大きくなっていると強調しました。摂

津市においても、この動きに連動して、日

常的に平和を感じてもらえる取組をぜひ大

きく展開されることを求めておきます。 

 次に、いのち、くらし、営業に関わって

３点申し上げます。 

 一つは、国民健康保険についてです。 

 国民健康保険料は、府内統一化を目指し

て値上げを続け、２０２４年度、ついに統

一となりましたが、その額は全国一高額で

あります。保険料負担に市民が苦しむ一

方、大阪府内市町村には黒字や基金が積み

上がり、矛盾が指摘されてきました。 

 ところが、２０２３年度、一転して大阪

府内３７市町村が単年度赤字となりまし

た。摂津市でも４億円あった基金のうち１

億円を取り崩す事態になりましたが、この

お金は、大阪府への事業費納付金として吸

い上げられ、大阪府は単年度で１３２億円

もの剰余金が発生しています。大阪府は、

剰余金の半額６６億円を使って新年度の統

一保険料を引き下げましたが、残りの半額

は大阪府の特別会計に積み上げました。 

 大阪府の会計は、これまでも黒字続き

で、基金を積み上げ、今年度も大きな黒字

が出る見込みです。剰余金は全額保険料引
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下げに使うべきでした。摂津市は剰余金の

半額を積み上げることに賛同したとのこと

ですが、これは市町村の黒字を大阪府に移

す黒字隠しと批判されても仕方がありませ

ん。 

 府・市ともに、国保特別会計の原則は、

１会計年度単位で行う、収支均衡している

ことが重要、必要以上に黒字幅や繰越金を

確保することがないようにと、厚生労働省

の運営方針策定要領にも書かれています。

物価高騰で市民の暮らしが大変な中、大阪

府の言いなりになるのではなく、大阪府に

吸い上げられた財源を取り戻し、保険料の

値下げ、独自減免制度の復活・充実こそ行

うべきです。 

 二つ目に、高齢者にやさしい環境づくり

についてです。 

 年金は目減りし続け、物価高騰が高齢者

の生活を圧迫しています。摂津市の介護保

険料は基準額で北摂２番目に高額です。一

般会計からの繰入れで、保険料の減免制度

の創設・拡充を求めます。そして、削減し

た紙おむつ券の予算を増額し、対象者を広

げること、高齢者の補聴器補助事業を一刻

も早く実施し、高齢者が生き生きと元気に

生活できる環境をつくること、介護に従事

する人を増やすための緊急支援事業を行う

こともそれぞれ求めておきます。 

 第３に、中小企業支援についてです。 

 物価高騰、人件費高騰などの影響で、中

小業者の倒産・廃業が増えています。市内

中小業者の支援は待ったなしです。ところ

が、新年度の商工振興費の５５％を占める

企業立地奨励金は、３億１，０００万円の

予算額のうち、２億４，０００万円が大企

業への交付金です。さらに、健都イノベー

ションパークに建設予定の吹田市学校給食

のための民間施設にもこの奨励金が交付さ

れる可能性があることが明らかになりまし

た。企業立地奨励金を受ける企業は摂津市

の産業振興に寄与することが努力目標とさ

れていますが、趣旨が違うと指摘しておき

ます。 

 財政が厳しいと言いながら、もうかって

いる大企業に大盤振る舞いするのでなく、

産業のまちを支えている中小業者への予算

を大幅に拡充し、工場家賃や機材リース

代、光熱費補助、人件費補助など、ニーズ

にかなった支援策を行うよう強く求めま

す。 

 次に、子供と教育に関わって３点申し上

げます。 

 一つは、学校給食費の値上げについてで

す。 

 御承知のとおり、２０２６年度から、よ

うやく国の制度として小学校給食の無償化

が始まろうとしています。中学校でも実施

に向けての議論が進められていくことにな

りますが、食材の値上げがあるとはいえ、

値上げ分は僅か１，５４０万円です。この

時期に保護者負担の引上げは断じて納得で

きるものではありません。市長は、さきの

市長選挙前の政策提言を公約でないとおっ

しゃいましたが、少なくない市民の皆さん

たちは無償化への期待が裏切られるという

思いを持っています。今、摂津市に隣接す

る市は全て、完全無償化を含め、何らかの

形で給食の無償化実施に踏み出していま

す。値上げの撤回を、そして速やかな無償

化の実施を強く求めます。 

 二つ目に、中学校における全員喫食につ

いてです。 

 予定していた給食センターの建設を３年

延期する方針が出され、２０２６年度３学

期から全員喫食開始については実施方式を

含めて検討し直すとのことです。教育委員
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会は、民間調理であっても、これまでつく

ってきた基本方針に沿うような努力をする

と言いますが、３年間だけの委託で、そん

な都合のよい注文を受けるような業者を見

つけることが本当に可能なのでしょうか。 

 私ども共産党議員団は、そもそも小学校

と同じ自校調理方式がベストだと主張して

きましたが、給食センター方式なら２０２

６年度に全員喫食を開始することができ

る、市の建設する給食センターで小中一貫

した魅力的な学校給食を実現すると言われ

てきたのが、ここに来て、３年間とはい

え、委託業者の都合で中身が二の次になり

かねません。 

 大阪市などで、以前、デリバリー方式の

全員喫食を開始した際、あまりの不評で自

校調理方式、親子方式に切り替えたとの例

もあります。小学校給食で実施してきた摂

津市のよさ、温かくておいしい安全・安心

の給食を中学校でも実施すべきです。安易

な方向転換は絶対認められないと申し上げ

ておきます。 

 三つ目に、万博遠足についてです。 

 大阪・関西万博の児童・生徒無料招待事

業をめぐっては、報道されているように、

お隣の吹田市をはじめ、交野市や熊取町、

島本町など、大阪府内各地で参加を見送る

方針が出ています。学校行事としては不安

が大きい、下見も十分にできない中で、安

全性や教育的意義など課題が多く指摘され

ています。摂津市においても、現状、参加

を検討している学校が小学校６校のみで、

４月に下見に行ってからの最終判断とのこ

とでした。教育長も危険が及ぶ場合は行か

せることはできないと述べてこられました

が、本当に大丈夫なのか、学校任せにせ

ず、市教育委員会としても見極めていただ

きたい。 

 ４月の開幕が迫っていますが、今月２１

日、日本共産党は「いのちと安全最優先！

あらためて大阪・関西万博の中止を求めま

す」との声明を発表いたしました。メタン

ガス爆発事故の危険があり、自然災害に弱

い人工島で、アクセスも２ルートしかな

く、大規模災害時の防災対策や避難計画は

不十分で、熱中症等の危険など、来場者の

命を守れる保障はなく、開催を強行すべき

でないと指摘していることも紹介しておき

ます。 

 次に、まちづくりと環境に関わって２点

申し上げます。 

 一つは、ＰＦＯＡ汚染問題についてで

す。 

 ダイキン工業株式会社は、地表から粘土

層まで矢板等を打ち込み敷地の周囲を囲む

遮水壁工事を行っています。地表と粘土層

の間の第１帯水層の汚染水が外に流出しな

いようにするためです。しかし、２００７

年に既に粘土層の下の第２帯水層にも高濃

度の汚染が広がっていたことが発覚し、恒

久的な流出防止対策と言えるのかと、今、

地域住民から疑問と怒りの声が上がってい

ます。摂津市は、早急にダイキン工業株式

会社に説明会を開催させ、敷地外への対策

を企業責任として行わせるべきです。太中

浄水場、ガランド水路のＰＦＯＡ汚染につ

いても市民の不安が広がっています。調

査、対策を早急に行うよう求めます。 

 環境省のエコチル調査で、妊婦のＰＦＯ

Ａ等の血中濃度が高いと子供の染色体異常

が増える傾向が明らかになりました。アメ

リカは、予防原則の立場から、規制値は４

ナノグラム毎リットルとしました。摂津市

は、広報せっつ１月号で、摂津市の水道水

は安心して飲めますとの記事を出しました

が、市の水道水は約１０ナノグラム毎リッ
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トルであり、国の暫定目標値こそ下回って

いるものの、アメリカ基準ではアウトであ

ります。安全宣言などではなく、予防原則

の立場に立つ対応と、市の責任で血液検査

を実施することを強く求めます。 

 二つ目に、防災対策についてです。 

 避難所となる学校体育館のエアコンやマ

ンホールトイレの設置、防災資機材や備蓄

物資の追加配備は評価できますが、地域防

災マップや避難所運営マニュアルを策定す

る地域は限定的です。支援のための組織や

人員の確保、ノウハウの蓄積を効率的に行

い、早期に全市的に広げるべきです。 

 総合防災演習は各地域で一斉に行うな

ど、より実践的な演習となるよう工夫を求

めておきます。 

 遅れている地域防災計画、ＢＣＰについ

ては、人員強化を図り、早期に改定し、災

害に備えるべきです。 

 最後に、議案第１７号について申し上げ

ます。新年度からこども誰でも通園制度を

実施するための条例制定です。 

 保育の利用申込みをしていても受入先が

決まらない待機児童が残される中で、保育

所の整備、保育士の確保の課題は待ったな

しと言えます。孤独育児をなくす、親の就

労に関係なく保育を必要とする子供が保育

を受けられる環境をつくることは大事であ

りますが、まずは待機児童解消の課題を優

先に取り組むべきです。待機児童の解消や

保育士確保の課題が解決していない中での

この制度の開始は、預かる保育所の負担が

大きいと懸念の声が上がっています。ま

た、市の関与は限定的であり、仮にトラブ

ルがあっても、園と当事者の直接契約のた

め公的責任を負わないなど、子供の安心・

安全が軽視されていると見えます。まず

は、現在ある一時保育を拡充し、必要とす

る子供が手厚い保育を受けられるようにす

ること、そして、早急に待機児童解消の完

全実施を求めておきます。 

 以上です。 

○三好義治議長 西谷議員。 

  （西谷知美議員 登壇） 

○西谷知美議員 それでは、民主市民連合議

員団を代表し、市長が提案されました議案

第１号から議案第８号、議案第１６号につ

きまして、賛成の立場から一括して討論を

させていただきます。 

 現在、収束に向かうと思われていた大き

な紛争であるウクライナとロシア、パレス

チナとイスラエルの争いがいまだ収まら

ず、エネルギー価格や物価の高騰も続いて

おり、我が国におきましても暮らしや事業

に大きく影響しております。 

 本市におきましても、市民生活を守るた

め、経済的支援などの対策を様々講じてい

ただいているところではございますが、財

政の健全化を図りつつ、引き締めるべきと

ころは引き締め、ウェルビーイングなまち

づくりに向け、行政経営に努めていただき

ますようお願いいたします。 

 それでは、令和７年度の具体的な施策に

つきまして、摂津市行政経営戦略に示して

おります七つのまちづくりの目標に沿って

申し上げます。 

 まず、市民が元気に活動するまちづくり

について申し上げます。 

 人口減少や少子高齢化の影響により、地

域コミュニティにおいてはこれまでの形態

での活動が困難になっていく中、持続可能

で活力ある地域社会、さらに多様な担い手

によるまちづくりを実現するため、摂津市

協働のまちづくり推進条例の制定を提出さ

れたことを評価いたします。 

 ただし、条例制定は始まりであって、か
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ねてより要望しております中間支援組織が

摂津市民によって立ち上がるまでが協働の

まちづくりです。全庁で市民との協働に関

する見識を深めながら、着実にスケジュー

ルを組んで早期の設置を要望いたします。 

 また、ソフト面が条例制定ならば、（仮

称）味生コミュニティセンターの建築工事

着手はハード面での協働のまちづくりとな

ります。センター完成後は、より多くの地

域活動を生み出すこととなるでしょう。引

き続き、ソフト・ハード両面での取組継続

を要望いたします。 

 次に、みんなが安全で快適に暮らせるま

ちづくりについて申し上げます。 

 ＪＲ千里丘駅西地区のまちづくりにつき

まして、２街区に続き、令和７年度は自由

通路や住居棟の建設が始まります。駅前活

性化に向けて、市民と協働して新たな動き

をつくり出すことを要望します。 

 また、阪急京都線連続立体交差事業につ

きまして、着実に付け替え道路の整備を進

めていただいていることを評価いたしま

す。阪急正雀駅前の道路拡幅につきまして

は、引き続きしっかり取り組まれることを

お願いいたします。 

 続いて、鳥飼のまちづくりにつきまして

は、鳥飼地域の魅力である淀川河川敷の有

効利用、さらに鳥飼東小学校の跡地活用に

ついても、先日、銘木団地で開催され非常

に好評だったイベントを企画された民間団

体に御意見を聴く等、具体的な取組を進め

ていただくようお願いいたします。 

 その鳥飼エリアをはじめ、味生地域、別

府地域といった人口が減少している安威川

以南においては、公共交通が持続可能なま

ちづくりの鍵となります。セッピィ号の見

直しを含む摂津市地域公共交通協議会にお

いて、確実に市民の声を反映した交通網の

確立を要望いたします。 

 防災施策につきましては、昨年１月に発

生した能登半島地震に対し、本市から派遣

した職員が災害現場で得た貴重な経験を生

かしつつ、市の取組を着実に実行するよう

お願いいたします。 

 また、地域防災力の向上につきまして

は、避難所運営マニュアルを順次作成して

いくことを高く評価いたします。 

 さらに、鳥飼・鳥飼北小学校及び第五中

学校にマンホールトイレを各１０基整備さ

れることを評価いたします。 

 防災力の向上には地域の連携が欠かせま

せん。その連携への取組の中で、淀川河川

防災ステーション上部における公共施設の

在り方についても、地元住民の意見を丁寧

に聴き取り、反映してくださいますよう要

望いたします。 

 次に、消防・救急救助施策につきまして

は、地域消防力の向上に向け、摂津市第４

分団の消防ポンプ自動車を更新するととも

に、消防施設整備費補助金を拡充し、鳥飼

上・味舌下分団の消防ポンプ自動車の更新

費用を補助することを評価いたします。さ

らに、救命率の向上に向け、高規格救急自

動車を更新することを評価いたします。 

 防犯施策につきましては、犯罪抑止に向

け、街頭防犯カメラを２５台増設すること

を評価いたします。引き続き、摂津警察署

と連携の下、取組を進められますようお願

いいたします。 

 上下水道施策につきまして、１月末に埼

玉県八潮市で下水道管の破損による道路陥

没という大きな事故が起きましたが、摂津

市として、健全な水道事業運営に向け、人

工衛星画像のＡＩ解析による漏水調査及び

修繕を実施していくこと、公共下水道スト

ックマネジメント計画に基づき、管渠１７
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キロメートルの点検及び修繕を実施される

ことを高く評価いたします。今後も、市民

が安心して水道水を飲める環境維持を強く

要望いたします。 

 第３に、みどりうるおう環境を大切にす

るまちづくりについて申し上げます。 

 今や異常気象は、日本だけではなく、世

界的な問題です。摂津市においては、ゼロ

カーボンシティの実現に向け、消防本部庁

舎をはじめとする３７の公共施設で照明灯

のＬＥＤ化を実施するとともに、ＣＯ２排

出量の削減に向け、宅配ボックスの配置に

係る補助制度を創設することを評価いたし

ます。 

 公園施策については、明和池公園に隣接

する３号街区公園に人工芝を整備されるこ

とも高く評価いたします。 

 今後も、脱炭素化に向け、積極的に取組

を進められることを要望いたします。 

 次に、子ども・子育てについてでありま

す。 

 保育の充実に関しまして、民間保育所等

の体調不良児対応型病児保育事業の実施及

び医療的ケア児の受入れ実施に係る費用補

助、また、民間保育園におけるこども誰で

も通園制度の実施に係る費用補助を実施さ

れることを評価いたします。 

 ただ、さきの子ども・子育て会議におい

ても議論されましたが、安威川以北におい

て待機児童が解消されていない問題や、一

時預かり自体が不足しているという市民の

声がある中で、そのような要望がかなわな

いままの実施には懸念もございます。ぜ

ひ、その諸問題解決に向け取組を進めつ

つ、保護者と子供たちにとって、摂津市に

おけるこども誰でも通園制度が、蓋を開け

たら安威川以南でしか実施されない等、偏

った行政サービスとならないよう、市民ニ

ーズを満たす施策にするよう強く強く要望

いたします。 

 保育環境の整備について。 

 とりかいこども園及び（仮称）第２児童

センターの複合施設の建設工事を本年中の

完成に向け取り組まれるとともに、保育

士、保護者の利便性向上に向け、業務のＩ

ＣＴ化に係る費用の補助を実施することを

評価いたします。 

 また、今年度は、子供の居場所づくりに

向け、宿題カフェを実施する団体に対して

運営費用の補助を実施することを評価いた

します。 

 さらに、子供の健やかな成長を支える環

境づくりに向け、ヤングケアラーの早期発

見及び支援、小中学校教職員への研修及び

小中学生へのアンケート調査を実施すると

ともに、実績のある民間団体を活用しての

交流サロン開催等、現実的に子供を取り巻

く諸問題の解決に向け、様々な施策をされ

ることを高く評価いたします。 

 地域福祉施策につきましては、地域住民

が抱える昨今の複雑化・複合化する課題に

対応していくため、重層的支援体制整備事

業実施計画を包含した第５期摂津市地域福

祉計画を策定されることを評価いたしま

す。 

 ただ、重層的支援につきましては、市民

団体の育成も欠かせません。そのために

は、繰り返しにはなりますが、中間支援組

織の早期設置が重要となりますので、全庁

的に意識して横の連携で取り組んでいただ

きたいと要望します。 

 高齢福祉施策につきましては、第１０期

せっつ高齢者かがやきプランの策定に向

け、在宅介護実態調査及び介護予防・日常

生活圏域ニーズ調査を実施すること、ま

た、要介護認定を受けていない高齢者に対
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する緊急一時保護の受入れ体制強化への取

組を高く評価いたします。 

 健康施策につきましては、がんになって

も自分らしく安心して生活を送ることがで

きる社会の実現に向け、帽子の購入補助や

乳房再建への助成等、アピアランスケアに

係る費用助成を実施されること、国民健康

保険における人間ドック及び脳ドックに係

る受診費用助成の対象年齢を３０代の被保

険者まで拡大実施されることを評価いたし

ます。今後も、摂津市に住まう市民が健康

に暮らせる施策をさらに充実させていくよ

うお願いいたします。 

 次に、平和施策です。 

 昨年１２月１０日、日本原水爆被害者団

体協議会にノーベル平和賞が授与されまし

た。唯一の被爆国として、戦後８０年であ

る本年は、例年より一層力を入れて平和月

間の取組を進められることを要望します。 

 人権施策につきましては、第２期摂津市

人権行政推進計画に基づき、ＳＮＳでの誹

謗中傷により命を落とすという悲しい事件

が起きる昨今において、基本的な社会のル

ールが守れる人づくりを引き続き進めてい

くよう要望いたします。 

 第５に、誰もが学び、成長できるまちづ

くりについてであります。 

 地域全体で教育に取り組む体制づくりに

つきましては、ＮＰＯ法人と連携してのコ

ミュニティスクールの運営支援を実施され

ることを評価いたします。 

 また、医療的ケア児の受入れ体制の整

備、弱視の児童に対する点字器及び拡大読

書器の貸与実施について評価いたします。 

 さらに、千里丘小学校の新校舎建設工事

の実施、摂津・別府・鳥飼西・鳥飼東小学

校の体育館へのエアコン設置について評価

いたします。 

 鳥飼小学校と鳥飼東小学校の統合による

児童の通学については、安全確保を最優先

で取り組んでいただくよう要望いたしま

す。 

 学校給食については、給食費の改定で若

干の値上げとなりますが、その分、これま

で同様、摂津市の学校給食はおいしいとい

う評価を落とすことがないよう要望いたし

ます。 

 第６に活力ある産業のまちづくりについ

てですが、令和７年度は、中小企業の積極

的なチャレンジを後押しするための展示会

出展費用に係る補助拡充に加え、昨年実施

された商工会、事業所、学校、金融機関と

連携したせっつキッズファクトリーの拡充

にも取り組まれることを評価いたします。

さらなる地元産業の活性化に向け、取組を

進めていただくよう要望します。 

 第７に、計画を実現する行政経営につい

てです。 

 現在、財政が大変厳しい状況にあります

が、計画行政の効率的な推進に向け、摂津

市行政経営戦略の改定に取り組んでいるこ

とを評価いたします。市民サービスを維持

しつつも、摂津市の財政を健全化できるよ

う、全庁で取り組まれることを要望しま

す。 

 シティプロモーションの推進につきまし

ては、鳥飼なすや銘木、大阪欄間といった

本市の魅力アピールを万博で実施すること

を評価はいたしますが、実際に住んでいる

住民が感じている本市の魅力をしっかりと

聴き取り、京都府や兵庫県へアクセスしや

すいといった利便性の高さや、平たんな地

形というリアルな生活しやすさをＳＮＳ発

信でアピールするなど、金銭的負担の伴わ

ないツールの活用も要望いたします。 

 以上、主要な施策等について述べてまい
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りましたが、最後に一言申し上げたいと思

います。 

 令和７年度予算は、嶋野市長が就任さ

れ、初めての本格予算であります。人口減

社会の進行や急激な物価高騰が続く昨今、

行財政運営はますます厳しさを増しており

ますが、そのような中でも必要な取組を着

実に推し進めていく予算となりましたこと

を評価しております。また、早期に財政の

健全化を進めようとされていることは、今

後も必要なサービスを市民にお届けし、ウ

ェルビーイングなまちを実現していこうと

いう市長の決意の表れであると捉えており

ます。 

 我々も、引き続き市民の声をしっかりと

お届けし、行政の皆様とともに、誰もが住

み続けたいと思えるウェルビーイングなま

ち摂津の実現に向け尽力していく決意をこ

こに表明し、民主市民連合議員団を代表し

ての賛成討論とさせていただきます。 

○三好義治議長 松本議員。 

  （松本暁彦議員 登壇） 

○松本暁彦議員 それでは、自民党・市民の

会を代表し、議案第１号から議案第８号に

つきまして、賛成の立場から一括して討論

を行います。 

 令和７年度予算は、嶋野市長における初

めての当初予算編成となります。 

 昨年１０月、次なる摂津の構築に向けて

全力で取り組まれる決意を表明され、ウェ

ルビーイングの実現に向けた市政運営をス

タートされました。そのような中、歴史的

な物価高騰が起き、現在進行形で市民生活

に大きな影響を及ぼしています。本市にお

いても同様であり、令和６年度からの事業

の流れを令和７年度もそのまま継続する

と、令和８年度の予算組み自体が危ぶまれ

る危機的状況になったものと認識していま

す。本予算編成は、そのような厳しい状況

において、鶴野地域での公共施設再編、環

境センターの解体及び鶴野中央公園の整

備、給食センターの建設を延期するという

難しい決断を行うなど、非常に苦慮された

ものと理解しています。 

 ただ、嶋野市長が公約に掲げていた取組

にも着手されるなど、全てを止めるのでは

なく、しっかりと優先順位をつけながら各

施策を着実に推し進めようとされる意欲も

理解できるものです。まずもって、財政に

おいて、この危機を克服すべく、全庁一丸

となって、（仮称）摂津市財政健全化プラ

ンを策定し、安定した財政基盤の確立に向

けた取組を進めていただきますようお願い

いたします。 

 次に、令和７年度の各施策において、摂

津市協働のまちづくり推進計画の策定や、

摂津市地域公共交通計画に基づき、公共施

設巡回バス、通称セッピィ号の見直しに向

けた検討を行うこと、総合防災演習の実

施、消防団の消防ポンプ自動車の更新費用

の補助、要介護認定を受けていない高齢者

が虐待や認知症等により緊急的に一時保護

する必要がある場合の受入れ体制の強化、

健都の地域において民間保育所等の整備費

用を補助されることなどを評価いたしま

す。 

 ただ、評価するものの、まだまだ不十分

であり、令和７年度に乗り越えるべき課題

について申し伝えます。 

 １点目は、中間支援組織についてです。 

 協働のまちづくりを進める上で、多様な

主体をつなぎ合わせ、コーディネート役を

担う中間支援組織の構築はやはり重要であ

ります。令和６年度は試行的に実施されま

したが、その取組をしっかりと検証し、評

価しなければなりません。本市にふさわし
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い新たな中間支援の在り方を生み出すよ

う、今後の展開についてしっかりと検討さ

れるよう求めます。 

 ２点目は、コミュニティセンターの使用

料の引下げについてです。 

 摂津市立コミュニティプラザと別府コミ

ュニティセンターの利用者の性質は異なり

ながらも、利用料金が同じで、市民から高

いと指摘されるこの議論は、これまでも幾

度となく行われています。受益者負担は当

然のことですが、利用者の性質に合わせ利

用料金を下げ、稼働率を上げ、トータルと

して収益を増やす、そう取り組むべきであ

り、味生コミュニティセンター建設と併せ

て検討されるよう求めます。 

 ３点目は、鳥飼東小学校統合後の跡地活

用、鳥飼地区淀川河川防災ステーションを

含む鳥飼地域のまちづくりについてです。 

 鳥飼まちづくりグランドデザインが策定

され、地域説明などが行われましたが、残

念ながらロードマップはなく、個々のケー

スをこなす形となり、地域全体の魅力向上

の取組が不明な点が懸念されます。鳥飼東

小学校跡地活用の取組、鳥飼地区淀川河川

防災ステーションの検討はもちろんのこ

と、中長期的な視点に立って、魅力ある鳥

飼地域のまちづくりを進めていくための具

体的な考えを明示することを求めます。 

 ４点目は、地域防災計画の改定について

です。 

 現在、新たなスケジュールで進められて

いる地域防災計画が実効性の高い計画とな

るよう求めます。ただ、これまでも、本会

議でいつまでに作成しますと答弁されなが

らも、また延びますという議論が繰り返さ

れています。見積りの甘さは市民の命に直

結するものです。適切な業務管理の下、着

実に進めることを併せて求めます。 

 ５点目は、上下水道ビジョン中間見直し

における水道料金の値上げの可能性につい

てです。 

 管路の老朽化対策等での設備投資は待っ

たなしであり、これに起因する水道料金引

上げは周辺市でも同様です。市としても経

営努力を懸命にされていることは理解して

おります。ただ、料金改定は市民生活に直

結することからも、さらなる経営努力はも

ちろんのこと、いま一度慎重に検討し、な

おかつ市民への丁寧な説明を行い、理解を

得ていくことを求めます。 

 ６点目は、団塊の世代が全員７５歳以上

となる今年、すなわち２０２５年問題につ

いてです。 

 医療・介護体制に深刻な影響を及ぼすこ

とが危惧されております。さらに、２０４

０年には団塊ジュニア世代が６５歳を迎

え、高齢化率の急上昇により社会保障制度

の維持が危機的状況に陥ることと予測され

ています。これは、扶助費の増加となって

市の財政にも直結する問題です。 

 過剰医療等が指摘される中、医療にかか

るにしても、まずはバランスの取れた食

事、規則正しい生活習慣等、未病の取組

で、心身ともに健康な体づくりが基本であ

ること、ウェルビーイングの根本であるこ

とを市民一人一人がしっかりと認識すべき

ものであり、保健福祉、高齢福祉だけでな

く、文化、スポーツ、教育、インフラ等、

まちづくりとして総合的に取り組むことを

求めます。 

 ７点目は、教育現場における子供たちの

スマホ依存対策についてです。 

 人の脳は常に新しい情報に飢えている、

スマートフォンはその欲求を満たすように

つくられています。子供たちがそれを理解

せずして触れれば、瞬く間にスマートフォ
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ンに脳をハイジャックされてしまい、学力

どころか生きる力さえ身につけることを阻

害されます。その結果、その子自身はもち

ろんのこと、社会にとっても大きな損失で

す。教育委員会として、ＩＣＴ教育も含

め、包括的に対策を講じるよう求めます。 

 ８点目は、鳥飼地域における学校の適正

規模・適正配置についてです。 

 令和８年４月の鳥飼小学校及び鳥飼東小

学校の統合に向けた準備を進められます

が、何より大事なことは、統合後に学校に

通う児童が統合してよかったと思えること

です。主役は児童です。このことを引き続

き意識し、児童や保護者、現場の先生方へ

の丁寧な説明、対応を行うことを求めま

す。 

 ９点目は、鶴野地域公共施設再編につい

てです。 

 これは冒頭にも述べましたが、環境セン

ターの解体及び鶴野中央公園の整備、給食

センターの建設を延期する決断をされまし

た。このアフターフォローにしっかりと取

り組まなければなりません。特に、中学校

給食全員喫食を実現するための代替手段は

しっかりと検討されるよう求めます。 

 １０点目は、行政経営戦略についてで

す。 

 令和７年度は、最上位概念である行政経

営戦略が策定されてから５年目を迎えます

が、計画期間を１年延長されました。これ

は、基本構想の在り方等も含め、改めて検

討するためであると認識しています。行政

経営戦略は、計画行政を推進していく上で

非常に重要な位置づけであり、全庁挙げて

しっかりと取り組まれることを求めます。 

 加えて、次期行政経営戦略の改定と財政

健全化の取組を一体的に推進されるよう併

せて求めます。 

 １１点目は、人材確保と報酬についてで

す。 

 予算における今回の特別職等の報酬並び

に職員報酬の引上げは、国の人事院勧告に

よるものと理解しております。これを無理

に拒否する理由はありません。一般論にお

いて、優秀な人材確保とその報酬は比例す

るものであります。職員はもちろんのこ

と、市長職もまた同様であろうかと考えま

す。摂津市が続く限り市長職はあり続ける

ことからも、永続的に優秀な人材が市長職

を目指されるよう、将来を見据え、安易に

判断することなく、報酬引上げを止めなか

ったことは適切です。職員共々、しっかり

とよりよい政策、市民サービスを行い、市

民に還元されるよう求めます。 

 １２点目は、市の組織づくりについてで

す。 

 先日、臨時で開催された本会議におい

て、予算の計上漏れによる議案の一部訂正

がありました。令和４年度の赤字決算な

ど、近年、事務ミスが続いていることにつ

いては誠に遺憾ですが、重要なのは、これ

を教訓として対策を講じ、さらに事務の改

善につなげることであります。同様のミス

を起こさない仕組みづくりや組織づくりは

もちろんのこと、職員一人一人がしっかり

と業務について理解を深め、自信と緊張感

を持って取り組むことを求めます。 

 ほかにも克服すべき課題は多々ございま

すが、いずれにしても、課題の本質はどこ

か、これを見抜くことが今求められていま

す。これまでの当たり前が明日にはそうで

なくなる、そういう時代であると。マニュ

アルや規則も時がたてば形骸化する。その

ときに、時代に合わないやり方を惰性で進

めるのか、あるいは立ち止まって本質に沿

うよう改善するのか、どちらが市民にとっ
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て望ましいのかは明らかです。業務でも、

教育でも、そして日々の行動でも、本質を

見極め、当たり前に流されることなく、勇

気を持って正しい選択肢を選び実行に移

す、それが特に求められる年であると考え

ます。 

 まとめますと、令和７年度予算は、嶋野

市政において、これまでの流れを踏襲する

としている中でも、市として、限られた財

政の中で最悪を回避する決断をされた、そ

ういう予算であると認識します。加えて、

これを機会として、いま一度、住民福祉の

増進を図る地方自治体としての本質に立ち

返り改革を行う、そういう予算でもあると

認識し、課題は多々あるものの、総じて賛

成できるものと考えます。 

 最後に、一言申し上げたいと思います。 

 新年度のスタートを切るに当たっては、

市長のリーダーシップの下、緊張感を持ち

ながら、全庁一丸となって様々な施策を展

開いただきますようお願い申し上げます。

我々も引き続き、市民の声をしっかりとお

届けし、行政の皆さんとともに知恵を絞

り、まちづくりに尽力していく決意をここ

に表明し、自民党・市民の会を代表しての

賛成討論といたします。 

○三好義治議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 以上で討論を終わります。 

 議案第１号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者多数です。 

 よって、本件は可決されました。 

 議案第２号、議案第３号、議案第５号、

議案第６号、議案第９号、議案第１０号、

議案第１１号、議案第１２号、議案第１３

号、議案第１５号、議案第１６号、議案第

１８号、議案第１９号、議案第２０号、議

案第２１号、議案第２２号、議案第２４

号、議案第２５号、議案第２６号、議案第

２７号、議案第２８号、議案第２９号、議

案第３０号、議案第３１号、議案第３２

号、議案第３３号、議案第３４号、議案第

３５号及び議案第３９号を一括採決しま

す。 

 本２９件について、可決することに異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、本２９件

は可決されました。 

 議案第４号、議案第７号、議案第８号及

び議案第１７号を一括採決します。 

 本４件について、可決することに賛成の

方の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者多数です。 

 よって、本４件は可決されました。 

 議案第２３号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者多数です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程２、議会議案第１号を議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。西谷議員。 

  （西谷知美議員 登壇） 

○西谷知美議員 ただいま上程となりました

議会議案第１号、摂津市議会の個人情報の

保護に関する条例の一部を改正する条例制

定の件について、提出者を代表いたしまし

て提案理由の説明を申し上げます。 

 本件は、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律
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第２条中の改正に伴い、同法引用部分の項

ずれに対応するため及び刑法等の一部を改

正する法律の施行により、自由刑のうち懲

役及び禁錮が廃止され拘禁刑に一本化され

ることに伴い、本条例を改正するものでご

ざいます。 

 それでは、内容について説明させていた

だきます。 

 初めに、第２条第１０項では、規定中の

第２条第８項を第２条第９項に改めるもの

でございます。 

 次に、第５３条から第５５条までは、規

定中の「懲役」を「拘禁刑」に改めるもの

でございます。 

 なお、附則といたしまして、第１項で

は、本条例は令和７年６月１日から施行す

るものですが、第２条第１０項の改正は同

年４月１日から施行することを規定してお

ります。 

 第２項及び第３項では、罰則の適用に関

する経過措置を規定しております。 

 以上、提案理由の説明とさせていただき

ます。 

○三好義治議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議会議案第１号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○三好義治議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程３、議会議案第２号など２件を議題

とします。 

 お諮りします。 

 本２件については、提案理由の説明を省

略することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本２件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議会議案第２号及び議会議案第３号を一

括採決します。 

 本２件について、可決することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、本２件は

可決されました。 

 日程４、常任委員会の所管事項に関する

事務調査報告の件を議題とします。 

 本件については、各委員長から常任委員
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会の所管事項に関する事務調査表のとお

り、令和７年９月２９日まで閉会中も調査

したいとの申出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長からの申出のとおり決定するこ

とに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 これで令和７年第１回摂津市議会定例会

を閉会します。 

（午前１１時４２分 閉会） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 
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 摂津市議会議員     西 谷 知 美 

 

 

 摂津市議会議員     塚 本   崇 
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曜 会 議 名 内 容 開 議 時 刻

2 ／ 17 月 本会議（第１日）
令和７年度市政運営の基本方針
提案理由説明・即決

10:00

（議会議案届出締切　17:15）

18 火

19 水

20 木 （代表質問届出締切　12:00）

21 金

22 土

23 日 天皇誕生日

24 月 振替休日

25 火

26 水

27 木

28 金 議会運営委員会（第一委員会室） 10:00

3 ／ 1 土

2 日

3 月 本会議（第２日） 質疑・委員会付託・代表質問 10:00

4 火 本会議（第３日） 代表質問 10:00

5 水

6 木 文教上下水道常任委員会（第二委員会室） 10:00

民生常任委員会（301会議室） 10:00

7 金 総務建設常任委員会（301会議室） 10:00

（常任委員会予備日)

8 土

9 日

10 月 議会運営委員会（第一委員会室） 本会議開議前

本会議（第４日） 議案訂正 10:00

文教上下水道常任委員会（第二委員会室） 本会議散会後

民生常任委員会（301会議室） 本会議散会後

11 火 総務建設常任委員会（301会議室） 10:00

民生常任委員会（第二委員会室） 10:00

12 水 総務建設常任委員会（301会議室） 10:00

（一般質問届出締切　12:00）

13 木 駅前等再開発特別委員会（第二委員会室） 10:00

14 金

15 土

16 日

17 月

18 火

19 水

20 木 春分の日

21 金

22 土

23 日

令和７年第１回定例会審議日程

月　日

資料－1



24 月 議会運営委員会（第一委員会室） 10:00

25 火

26 水 本会議（第５日） 一般質問・委員長報告（休会分）・議会議案 10:00

議会運営委員会（第一委員会室） 本会議閉会後
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〈総務建設常任委員会〉

議案 第 1 号 令和７年度摂津市一般会計予算所管分

議案 第 5 号 令和７年度摂津市財産区財産特別会計予算

議案 第 9 号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第10号）所管分

議案 第 15 号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定
の件

議案 第 18 号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 19 号 摂津市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 20 号 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び摂津市職員の育児休業等に
関する条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 21 号 摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例制
定の件

議案 第 22 号 公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例制
定の件

議案 第 23 号 摂津市特別職の職員の給与に関する条例及び摂津市議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 24 号 摂津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 25 号 摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 26 号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 31 号 摂津市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設
置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 35 号 摂津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正す
る条例制定の件

議案 第 39 号 摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件

〈文教上下水道常任委員会〉

議案 第 1 号 令和７年度摂津市一般会計予算所管分

議案 第 2 号 令和７年度摂津市水道事業会計予算

議案 第 3 号 令和７年度摂津市下水道事業会計予算

議案 第 9 号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第10号）所管分

議案 第 10 号 令和６年度摂津市水道事業会計補正予算（第４号）

議案 第 11 号 令和６年度摂津市下水道事業会計補正予算（第３号）

議案 第 17 号 摂津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の
件

議案 第 27 号 摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 28 号 摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例制定の件

議案 第 32 号 摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制
定の件

議案 第 33 号 摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事監督者及び
水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 34 号 摂津市下水道条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 付 託 表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年第１回定例会

資料－3



議 案 付 託 表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年第１回定例会

〈民生常任委員会〉

議案 第 1 号 令和７年度摂津市一般会計予算所管分

議案 第 4 号 令和７年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案 第 6 号 令和７年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案 第 7 号 令和７年度摂津市介護保険特別会計予算

議案 第 8 号 令和７年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

議案 第 9 号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第10号）所管分

議案 第 12 号 令和６年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議案 第 13 号 令和６年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号）

議案 第 16 号 摂津市協働のまちづくり推進条例制定の件

議案 第 29 号 摂津市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例制定の件

議案 第 30 号 摂津市環境の保全及び創造に関する条例の一部を改正する条例制定の件

〈議会運営委員会〉
議案 第 1 号 令和７年度摂津市一般会計予算所管分

議案 第 9 号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第10号）所管分

〈駅前等再開発特別委員会〉

議案 第 1 号 令和７年度摂津市一般会計予算所管分

議案 第 9 号 令和６年度摂津市一般会計補正予算（第10号）所管分
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質問順位

　１番　公明党　藤浦雅彦議員

　２番　大阪維新の会　塚本崇議員

　３番　民主市民連合　西谷知美議員

　４番　日本共産党　増永和起議員

　５番　自民党・市民の会　光好博幸議員

１番　藤浦雅彦議員

１　市民が元気に活動するまちづくりについて

　（２）協働のまちづくりについて

　（３）（仮称）味生コミュニティセンターの建設について

２　みんなが安全で快適に暮らせるまちづくりについて

　（１）千里丘駅西地区再開発事業について

　（２）淀川河川敷の有効利用の検討の方向性について

　（３）鳥飼東小学校の跡地活用について

　（４）「摂津市地域公共交通計画」に沿った推進について

　（６）災害対策について

３　みどりうるおう環境を大切にするまちづくりについて

　（１）地球温暖化対策について

　（２）「摂津市緑の基本計画」に沿った公園づくりについて

４　暮らしにやさしく笑顔があふれるまちづくりについて

　（１）「第５期摂津市地域福祉計画」の策定について

　（３）「第１期摂津市こども計画～こどもまんなかプラン～」について

　（４）アピアランスケア助成制度の実施について

　（５）健康づくりについて

　（６）帯状疱疹ワクチンの定期接種化について

５　誰もが学び、成長できるまちづくりについて

　（１）「摂津市教育大綱」の改定と立志教育について

　（２）学校体育館のエアコン設置について

　（３）地域とともにある学校づくりについて

　（４）インクルーシブ教育の推進について

６　活力ある産業のまちづくりについて

　（１）「第３期摂津市産業振興アクションプラン」の取組について

　（２）観光資源化への取組について

令和７年　第１回定例会　代表質問要旨

　（１）「ウェルビーイング」市民の持続可能な幸福の実現に向けた取組について

　（５）ＪＲ竹之鼻ガードなど市内ガードの安全対策について

　（２）「第１０期せっつ高齢者かがやきプラン」の策定について
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７　計画を実現する行政経営について

　（１）大胆なシティプロモーション戦略について

　（２）「（仮称）摂津市ＤＸ推進計画」の策定について

　（３）「（仮称）摂津市財政健全化プラン」の策定について

　（４）「摂津市行政経営戦略」の改定について

２番　塚本　崇議員

１　市民が元気に活動するまちづくりについて

　（１）協働のまちづくり推進について

　（２）（仮称）味生コミュニティセンターについて

２　みんなが安全で快適に暮らせるまちづくりについて

　（１）ＪＲ千里丘駅西地区のまちづくりについて

　（２）阪急正雀駅前の整備について

　（３）鳥飼地域のまちづくりについて

　（４）摂津市内の地域公共交通について

　（５）防災施策について

　（６）河川防災ステーション上部施設について

　（７）消防・救急救助施策について

　（８）防犯施策について

　（９）上下水道施策について

３　みどりうるおう環境を大切にするまちづくりについて

　（１）ゼロカーボンシティの実現について

　（２）公園整備について

４　暮らしにやさしく笑顔があふれるまちづくりについて

　（１）こども誰でも通園制度について

　（２）待機児童対策について

　（３）地域における子育て支援について

　（４）ヤングケアラーについて

　（５）高齢福祉施策について

　（６）健康施策について

５　誰もが学び、成長できるまちづくりについて

　（１）「生きる力」について

　（２）こどもの安全について

　（３）鳥飼小学校と鳥飼東小学校の統合について

　（４）中学校給食について

　（５）生涯学習施策について

６　活力ある産業のまちづくりについて

　（１）産業の活性化について
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７　計画を実現する行政経営について

　（１）「（仮称）摂津市財政健全化プラン」について

　（２）「（仮称）摂津市ＤＸ推進計画」について

　（３）シティプロモーションについて

３番　西谷知美議員

１　市民が元気に活動するまちづくりについて

　（１）嶋野市長の掲げるウェルビーイングなまちづくりについて

　（２）地域コミュニティの活性化について

　（３）（仮称）味生コミュニティセンターを中心にした地域活性化について

　（１）千里丘駅西地区のまちづくりについて

　（２）阪急京都線連続立体交差事業について

　（３）鳥飼地域まちづくりについて

　（４）摂津市内の移動の円滑化について

　（５）安全な道路環境について

　（６）防災施策について

３　みどりうるおう環境を大切にするまちづくりについて

　（１）ゼロカーボンシティの実現について

４　暮らしにやさしく笑顔があふれるまちづくりについて

　（１）こどもを誰一人取り残さない社会の実現について

５　誰もが学び、成長できるまちづくりについて

　（１）自らが社会の創り手となり、持続可能な社会を維持・発展させるための

　　　　教育について

　（２）摂津市教育大綱について

　（３）鳥飼小学校と鳥飼東小学校の統合に向けた通学路の安全確保策について

　（４）学校給食について

６　活力ある産業のまちづくりについて

　（１）産業のさらなる活性化に向けた取組について

７　計画を実現する行政経営について

　（１）財政の健全化について

　（２）自治体ＤＸについて

　（３）シティプロモーションの推進について

２　みんなが安全で快適に暮らせるまちづくりについて

　（２）地域における子育て支援の充実について

　（３）こどもの健やかな成長を支える環境づくりについて

　（４）地域福祉施策について

　（５）高齢福祉施策について

　（６）がん罹患者へのアピアランスケア実施について

　（７）平和施策について
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４番　増永和起議員

　（１）引き続く物価高騰が市民生活等へ与える影響について

　（２）摂津市の財政運営と市民負担の軽減について

　（３）市民とともにつくる「つながりのまち」について

　（４）次期摂津市行政経営戦略の改定について

２　子育て・教育環境の充実について

　（１）学校給食の無償化、中学校における全員給食について

　（２）中学校での３５人以下学級の実現と教職員の体制について

　（３）学校行事としての万博遠足について

　（４）「こども誰でも通園制度」と待機児童対策について

　（５）子どもの貧困対策について

３　いのち・くらしを守る制度について

　（１）国民健康保険について

　（２）高齢者にやさしい環境づくりについて

　（３）権利としての生活保護について

　（４）生活に欠かせない水道の料金について

４　住民参加、安心のまちづくりについて

　（１）地域防災力の向上について

　（２）摂津市地域公共交通計画の具体化に向けた取組について

　（３）鳥飼まちづくりグランドデザインについて

　（４）誰もが安心して利用できる公園のあり方について

　（５）上下水道管の安全性と更新計画について

５　ＰＦＯＡ汚染問題について

６　人権・平和を大切にするまちづくりについて

　（１）女性の人権を守り、誰もが自分らしく生きられる市の取組について

　（２）戦後８０年にふさわしい非核・平和の取組について

５番　光好博幸議員

１　財政運営について

２　市民が元気に活動するまちづくりについて

　（１）協働のまちづくりについて

３　みんなが安全で快適に暮らせるまちづくりについて

　（１）都市整備について

　（２）鳥飼地域のまちづくりについて

　（３）持続可能な地域公共交通について

　（４）防災・災害対応力の向上について

　（５）鳥飼地区河川防災ステーションについて

　（６）消防・救急救助施策について

　（７）健全な上下水道について

１　物価高騰からくらし、営業を守り、市民とともに進める市政運営について
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４　みどりうるおう環境を大切にするまちづくりについて

　（１）ＰＦＯＡ対策について

５　暮らしにやさしく笑顔があふれるまちづくりについて

　（１）こども・子育て施策について

６　誰もが学び、成長できるまちづくりについて

　（１）児童・生徒の生きる力を育むことについて

　（２）ＩＣＴ教育について

　（３）鳥飼小学校と鳥飼東小学校の統廃合について

７　活力ある産業のまちづくりについて

　（１）地域産業の活性化について

８　計画を実現する行政経営について

　（１）持続可能な行政経営について

　（２）ＤＸ推進について

　（２）鶴野地域の公共施設再編の延期について

　（２）福祉施策について

　（３）健康施策について
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常任委員会の所管事項に関する事務調査表 

（令和７年第１回定例会） 

 

 

常任委員会名 調 査 事 件 調 査 期 限 

総務建設 １．行財政運営 

２．防災行政 

３．人権行政 

４．消防行政 

５．都市計画行政 

６．土木行政 

令和７年９月２９日まで 

文教上下水道 １．学校教育行政 

２．生涯学習行政 

３．児童福祉行政 

４．上下水道行政 

同 上 

民 生 １．老人福祉行政 

２．障害者福祉行政 

３．保健医療行政 

４．環境衛生行政 

５．商工行政 

６．農業行政 

７．文化スポーツ行政 

同 上 

 



議決結果一覧
件 名 議決月日 結果

報告 第 1 号損害賠償の額を定める専決処分報告の件

議案 第 1 号令和７年度摂津市一般会計予算 ３月２６日 可決

議案 第 2 号令和７年度摂津市水道事業会計予算 ３月２６日 可決

議案 第 3 号令和７年度摂津市下水道事業会計予算 ３月２６日 可決

議案 第 4 号令和７年度摂津市国民健康保険特別会計予算 ３月２６日 可決

議案 第 5 号令和７年度摂津市財産区財産特別会計予算 ３月２６日 可決

議案 第 6 号
令和７年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予
算

３月２６日 可決

議案 第 7 号令和７年度摂津市介護保険特別会計予算 ３月２６日 可決

議案 第 8 号令和７年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算 ３月２６日 可決

議案 第 9 号令和６年度摂津市一般会計補正予算（第10号） ３月２６日 可決

議案 第 10 号令和６年度摂津市水道事業会計補正予算（第４号） ３月２６日 可決

議案 第 11 号令和６年度摂津市下水道事業会計補正予算（第３号） ３月２６日 可決

議案 第 12 号
令和６年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第３
号）

３月２６日 可決

議案 第 13 号令和６年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号） ３月２６日 可決

議案 第 14 号教育委員会委員の任命について同意を求める件 ２月１７日 同意

議案 第 15 号
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備
に関する条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 16 号摂津市協働のまちづくり推進条例制定の件 ３月２６日 可決

議案 第 17 号
摂津市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 18 号
摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の
件

３月２６日 可決

議案 第 19 号
摂津市副市長の定数を定める条例の一部を改正する条例制
定の件

３月２６日 可決

議案 第 20 号
摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び摂津市職
員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の
件

３月２６日 可決

議案 第 21 号
摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の一部
を改正する条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 22 号
公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例の一部
を改正する条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 23 号
摂津市特別職の職員の給与に関する条例及び摂津市議会議
員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す
る条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 24 号
摂津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 25 号
摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
制定の件

３月２６日 可決

議案 第 26 号摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件 ３月２６日 可決

議案 第 27 号
摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 28 号
摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 29 号
摂津市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関
する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 30 号
摂津市環境の保全及び創造に関する条例の一部を改正する
条例制定の件

３月２６日 可決

議案番号

（３月３日　報告）
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議案 第 31 号
摂津市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 32 号
摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部
を改正する条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 33 号
摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布
設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一
部を改正する条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 34 号摂津市下水道条例の一部を改正する条例制定の件 ３月２６日 可決

議案 第 35 号
摂津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条
例の一部を改正する条例制定の件

３月２６日 可決

議案 第 36 号工事請負契約変更の件 ２月１７日 可決

議案 第 37 号市道路線認定の件 ２月１７日 可決

議案 第 38 号市道路線廃止の件 ２月１７日 可決

議案 第 39 号
摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
制定の件

３月２６日 可決

議会議案 第 1 号
摂津市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正す
る条例制定の件

３月２６日 可決

議会議案 第 2 号
選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論の促進を求める
意見書の件

３月２６日 可決

議会議案 第 3 号性犯罪の再犯防止への取組強化を求める意見書の件 ３月２６日 可決

常任委員会の所管事項に関する事務調査報告の件 ３月２６日
閉会中の
継続調査
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